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平成31年度 厚生労働科学研究費補助金 障害者政策総合研究事業（身体・知的等障害分野） 

総括研究報告書 

 

障害者虐待防止研修の効果的なプログラム開発のための研究 
 

     研究代表者  堀江 まゆみ（白梅学園大学子ども学部発達臨床学科 教授） 

 

 

【分担研究者】 

曽根 直樹  （日本社会事業大学） 

野村 政子  （東都大学） 

手嶋 雅史  （椙山女学園大学） 

内山 登紀夫 （大正大学） 

 

Ａ. 研究目的 

障害者虐待防止法施行後３年が経過した中で

対応状況調査を通じてその実態が明らかになっ

てきている。特に虐待防止センターへの通報や

その対応など自治体の役割が重要であることが

示唆された。こうした状況を受けて、これまで

都道府県向けに開催してきた障害者虐待防止指

導者養成研修の内容等の見直しが必要となって

いる。 

本研究では、以下を研究目的とした。 

①  障害者虐待防止研修のプログラム開発 

にあたり、自治体が適切にその役割と責務を果

たすためのカリキュラム構造とプログラムを検

討するため、全国市町村の現状と課題を把握す

ることとした。市町村虐待防止センターの現状

にニーズと課題の分析を行い、研修の効果やプ

ログラムおよび啓発の在り方について調査・検

討を行うことを目的とした。 

② 障害者福祉施設及び障害福祉サービス事 

業所（以下、障害者福祉施設等）という。）に

おける障害者虐待防止の取り組みの実態を調査

し、その結果に基づいて、厚生労働省の委託事

業による「障害者虐待防止・権利擁護指導者養

成研修」の障害者福祉施設従事者による障害者

虐待防止のプログラムを、より効果的に行うこ

とができるよう見直すことを目的とした。 

③ 障害者虐待防止研修の効果的なプログラ

ムのために、研修カリキュラムおよび講義演習

【研究要旨】 

障害者虐待防止法施行後３年が経過した中で対応状況調査を通じてその実態が明らかに

なってきている。特に虐待防止センターへの通報やその対応など自治体の役割が重要であ

ることが示唆された。こうした状況を受けて、これまで都道府県向けに開催してきた障害

者虐待防止指導者養成研修の内容等の見直しが必要となっている。 

本研究では、①市町村虐待防止センターの現状にニーズと課題の分析を行い、研修の効

果やプログラムおよび啓発の在り方について調査・検討を行った。②福祉施設における障

害者虐待防止・権利擁護の実施体制を有効に実施するためには、虐待防止委員会の設置と

活用が求められており、その構造について検討を行った。③研修プログラムを有効に実施

するための研修カリキュラム構造の検討と新たな視覚教材・実施方法の開発を行った。こ

れらにより、全国での研修効果の均質化・標準化を進めるための研修パッケージを提案し

た。 
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の視覚教材に関して検討と作成を行った。研修

カリキュラムの骨子構造は、厚生労働省 社

会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課 地域

生活支援推進室「市町村・都道府県における障

害者虐待防止と対応の手引き」に沿って検討を

行うこととした。また、研修に向けた資料や視

覚教材の検討と作成を行い、都道府県における

伝達研修を想定し、基本的な内容を正確に適切

に伝えられるような内容として精査することし

た。これにより障害者虐待防止のプログラムを、

より効果的に行うことができるよう見直すこと

を目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

１）障害者虐待防止対策および障害者虐待防

止センターの取組に関する調査 

―全国市町村虐待防止センターの現状と課題

から－ 

障害者虐待防止研修のプログラム開発にあ

たり、自治体が適切にその役割と責務を果た

すためのカリキュラム構造とプログラムを検

討するため、全国市区町村の現状と課題を把

握することを目的として、市区町村障害福祉

担当部局を対象に調査を実施した。 

全国の市区町村障害福祉担当部局1414か所

を対象に調査を実施した。有効回答数は268

（回収率19.0％）であった。調査期間 2019

年8月から2019年9月であった。 

 

２）施設内虐待の防止に向けた調査と研修の

組み立てに関する研究 

障害者福祉施設従事者による障害者虐待の

防止を組織的に進めるための方法を検討する

ため、障害者虐待防止の取り組みを組織的に

進めている法人の担当者にインタビュー調査

を実施し、組織的な虐待防止策について分析

した。 

調査対象は、「障害者虐待防止・権利擁護

指導者養成研修」に協力している法人のう

ち、障害福祉サービス事業所において、障害

者虐待防止の取り組みを組織的に進めているA

法人及び、過去に虐待事案が発生し、それを

契機に障害者虐待防止の取り組みを組織的に

進めているB法人を調査対象とした。 

分析方法は、録音したインタビュー調査を

テキスト化し、発言データの内容を要約し

た。関連する発言データの要約をコード化

し、法人毎に整理した。さらに、2法人のコー

ドをカテゴリー化し、表にまとめた。カテゴ

リー、コード、データの要約から、概念図を

生成した。 

 

３）障害者虐待防止研修の効果的なプログラ

ムのためのカリキュラムおよび視覚教材の作

成 

 研究対象は、以下の2点とした。 

① 障害者虐待防止研修の効果的なプログラム

のための研修カリキュラム骨子構造の検討 

研修カリキュラムの骨子構造は、厚生労働

省 社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課 

地域生活支援推進室「市町村・都道府県にお

ける障害者虐待防止と対応の手引き」に沿っ

て検討を行った。 

②研修カリキュラムを効果的に実施するため

の視覚教材の検討と作成 

 講義科目は都道府県における伝達研修を想

定し、基本的な内容を正確に適切に伝えられ

るような内容として精査した。演習科目は、

研修内容が実務にできるだけ反映するよう

に、事例分析をしながら個別支援計画の記入
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方法を学び、支援方針の立て方を学習するも

のや、施設内における虐待防止委員会の計画

運営や推進計画が作成されやすいような実務

的なシート記入などを取り入れた。 

そのために「障害者虐待防止研修の効果的

なプログラムのための研修カリキュラム検

討」研究協力者委員会を設置し、研究分担者

のほかに、全国において障害者虐待に取り組

む施設関係者等12名の研究協力者の協力を得

た。 

 （倫理面への配慮） 

福祉サービス機関や行政の職員を対象とし

たアンケートおよび面接調査等に関しては、

個人情報の保護に十分留意し「人を対象とす

る医学系研究に関する倫理指針」を遵守し、

研究代表者（堀江まゆみ）の所属する機関の

倫理審査委員会に調査研究実施の申請を行

い、承認を受けた（201813号、201820号）。 

 

Ｃ．研究結果 

１．障害者虐待防止対策および障害者虐待防 

止センターの取組に関する調査―全国市町村 

虐待防止センターの現状と課題から－ 

設問ごとに有効回答数が異なるため、回答 

の全体に対する割合は、以下の設問ごとの有

効回答数に対して算出した。 

１）平成30年度障害者虐待の通報・相談件数 

２ 都道府県主催虐待防止権利擁護研修参加

状況 

３．都道府県主催障害者虐待防止権利擁護研

修科目案の各科目受講希望について 

 科目ごとの希望を調査した。科目①「障害

者の権利擁護」から㉑「虐待の予防・早期

発見についての住民への啓発の実際」な

ど、全部で21科目について調査した。 

４．都道府県主催研修の障害者虐待防止権利

擁護研修について参加可能な日程 

５．都道府県主催研修の虐待防止権利擁護研

修について参加するプログラムはどれか 

６．都道府県主催研修で、どのような科目が

あったらいいか、また研修の開催方法など

の要望について 

７． コアメンバー構成員について 

８． 都道府県の担当部局や都道府県権利擁

護センターに期待することについて 

９． 高齢者、障害者、児童に対する虐待へ

の統一的な対応、または高齢者、障害者、

児童に対する虐待を担当する部署間の連携

について 

１０．まとめと考察 

 障害者虐待防止研修のプログラム開発にあ 

たり、自治体が適切にその役割と責務を果た 

すためのカリキュラム構造とプログラムを検 

討するため、全国市区町村の現状と課題を把 

握することを目的として、市区町村障害福祉 

担当部局を対象に調査を実施した。 

障害者虐待の通報・相談件数をみると、平 

成30年度の1年間に0件だった市区町村の割合

は養護者虐待で約26％、施設従事者虐待で約

34％、使用者虐待で約71％であり、対応経験

が少ない市区町村があることが分かった。厚

生労働省による「平成30年度障害者虐待の防

止、障害者の養護者に対する支援等に関する

法律に基づく対応状況等に関する調査」で

は、障害者虐待防止法施行後1件も相談・通報

件数がない市区町村は養護者虐待で22.6％、

施設従事者虐待で37.7％、使用者虐待で

62.9％であることが明らかになっており1）、

本調査と同様の傾向が見られた。コアメンバ
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ー会議は市区町村が組織的対応をするために

大変重要であるが、本調査では構成員が決ま

っていない市区町村が約4割あった。これは法

施行後1件も相談・通報がない市区町村の割合

から考えると納得できる。しかし、構成員が

未定であると迅速な対応に支障をきたす恐れ

があり、研修において組織的対応のための市

区町村における取り組み体制整備を促してい

く必要がある。 

平成24年10月の法施行から7年以上が経過 

し、市区町村の規模や地域性の違いにより、

対応状況に差が生じており、研修実施に当た

って十分に考慮する必要がある。具体的に

は、各都道府県が研修を実施する際に、地域

の状況や研修のニーズを把握し、それに応じ

て企画することが求められる。 

障害者虐待防止法では、都道府県権利擁護 

センターの機能として「市町村に対する情報

提供」「障害者虐待防止及び養護者支援に関

する情報の収集分析、提供」が定められてい

るが、今回の調査で都道府県内の虐待傾向の

分析や分析結果に基づく再発防止策の検討、

事例集の作成などを求める意見があった。こ

うした意見を参考に、都道府県の取組を充実

していくことが期待される。 

研修については、参加可能な日数が1日と2 

日を合わせて約9割であった。各科目に関する

学びのニーズはどれも高いが、限られた日数

の中で優先度の高い科目をどう組み込んでい

くかが課題である。新任向け研修、経験者向

け研修、管理者向け研修など対象別の研修に

ついては、どれに対してもニーズがあり、ま

た都道府県内の地域別や圏域別の研修へのニ

ーズもあった。研修の実施方法やプログラ

ム、コース分けについても、地域の状況や研

修のニーズを把握し、それに応じて企画する

ことが求められる。 

本調査では、高齢者、障害者、児童に対す 

る虐待の統一的な対応、または高齢者、障害

者、児童に対する虐待を担当する部署間の連

携について、必要に応じて行っている市区町

村が7割を超えていたが、統一的な対応や連携

についての取り決めがある市町村は約2割にと

どまっていた。高齢者、障害者、児童に対す

る虐待への統一的な対応を検討することが効

果的であると認識している市区町村が多い

が、検討する時間的余裕がないという回答が

多かった。こうした現状を踏まえ、今後は各

地の取り組みの成果に関する情報を蓄積し、

研修等を通じて多くの自治体で共有していく

必要があると考える。 

 

２．施設内虐待の防止に向けた調査と研修の

組み立てに関する研究 

以下の2つの法人に対する聞き取り調査を行

い、特徴ある実践を抽出した。 

1．社会福祉法人A（理事長） 

１）総論 

障害福祉サービス事業所における虐待防止に

は、職員の支援スキルの問題と組織マネジメ

ントの問題がある。多くの事業所は、研修を

通じて職員の支援スキルの向上は行うが、組

織マネジメントへの取り組みが弱いのではな

いか。社会福祉法人Aの職員階層は、理事長、

経営戦略室、管理者、主任・リーダー、一般

職員となっている。経営戦略室は抜擢により

構成。 

２）社会福祉法人Aにおける組織マネジメント 

聞き取り調査により以下の項目に特徴ある
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実践があることが明らかとなった。 

（１）職員のスキルの査定とチーム作り 

（２）指導やフォローができる職員を見極め

る基準 

（３）見極めの方法 

（４）研修 

（５）研修効果の持続と定着 

（６）部下教育の研修 

（７）下限品質ルールの設定 

（８）品質管理マネージャー 

（９）フォローとフィードバック 

（10）管理職の評価 

（11）人事マネジメントと組織マネジメント 

（12）「困っています」と言いやすい組織風

土 

（13）ヒットアンドエラー 

（14）PDCAを回す 

（15）虐待防止委員会 

（16）虐待防止委員会の心得 

３）虐待が起きた事業所に対する対応 

（1）過去に虐待事案があっても通報しなかっ

た事業所における対応 

（2）行政によるサポート 

入り、支援スキルの査定と教育、虐待防止委

員会の設置方法や会議の在り方、組織マネジ

メントなどの改善方法を指導し、事業所の 

２．社会福祉法人B（理事、事業サポート本部

職員：2名） 

１）経過 

40年前に法人設立。初代理事長の情熱で、

利用者を第一に考えた先駆的な取り組みを

次々と行ってきた。職員たちも、利用者と寝

食をともにし、「ふつうの場所でふつうの暮

らし」ができるよう、自立をめざして支援を

行ってきた。一方で、地域で「ふつう」に暮

らすことをめざす中で、「しつけ」のような

支援になり、熱心なあまり「愛の鞭」。支援

が困難な利用者を労働条件や私生活を度外視

して、「職員が犠牲になって」支えた。一方

で熱心な対応は、時に「愛の鞭」を正当化す

るような雰囲気も醸成することとなった。 

事業所は管理者に「一国一城の主」として運

営を任されたことから、不適切な対応があっ

た場合、処分は理事長と当該事業所の管理者

間で行われ、法人全体での情報共有や公平性

の確保、標準化は行われなかった。 

7年前に、虐待防止委員会の設置を準備して

いた矢先に、虐待の内部通報で行政が突然特

別監査に来た。そして、初代理事長が辞任

し、現在の理事長に交代した。新理事長は組

織改革に着手した。 

聞き取り調査により以下の項目に特徴ある

実践があることが明らかとなった。 

２）組織体制 

３）法務・相談室の機能 

４）虐待事案から得た教訓 

（1）行政の特別監査が改革の大きなきっかけ

になった 

（2）幹部が絶対にぶれないこと 

（3）理事長の姿勢が改善の前提 

（4）情報共有や風通しが虐待防止のポイント 

（5）過去に虐待を隠していた法人が通報でき

るか 

５）法人内の改善 

（1）対応の標準化、明確化 

（2）虐待通報の判断 

（3）第三者性のある人による内部監査 

（4）呼称の徹底 

（5）労働環境を整える 

６）虐待防止策 
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（1）定期的な人事異動が必要 

（2）虐待の原因分析の重要性 

（3）虐待が起きた環境要因に焦点を当てる 

（4）環境の問題から入る 

７）研修のポイント 

（1）虐待防止研修の職員の受け止め 

（2）通報の伝え方 

（3）良い支援をするための工夫 

８）行政の課題 

（1）虐待認定後の行政による支援 

（2）行政の聞き取りの課題 

９）法律の課題 

（1）「通報」のハードルが高い 

 

３．考察とまとめ 

障害者福祉施設等における障害者虐待の防

止は、組織マネジメントに基礎がある。その

ポイントは、社会人教育を基礎とした上での

職員のスキル養成、理事長を筆頭にした管理

職の公正な姿勢、風通しの良い組織風土の醸

成である。 

 適切な組織マネジメントを基礎とした上

で、組織的な虐待防止策として虐待防止委員

会を設置する。虐待防止委員会のポイント

は、支援現場以外の職員や組織外の第三者性

のある委員の参加による客観性の確保、虐待

防止委員会の心得の作成などにより、事案を

隠さない基本原則の確立である。 

 虐待が発生した場合は、虐待防止委員会で

は虐待者の責任追及ではなく、虐待が起きた

環境要因に焦点を当てた原因分析を行、改善

に繋げることが重要である。 

 虐待防止研修では、虐待の禁止を伝達する

ことに終始せず、よい支援をするための工夫

や通報の伝え方などを内容に含め、正しい対

応を浸透することが必要である。 

 都道府県が行う障害者虐待防止・権利擁護

研修には、通報していない虐待事案を抱える

法人からの参加者がいることが想定されるた

め、正しい対応を啓発し、過去の事案を正直

に通報し、行政の特別監査を受けた上で、組

織改革を行うことが将来に向けて最も有効で

あることを伝える必要がある。 

 行政には、特別監査による虐待認定に基づ

く指導、処分にとどまらず、事業所をコンサ

ルテーションに結びつけるなど、改善に向け

たサポートを行うことが求められる。 

 

３．障害者虐待防止研修の効果的なプログラ

ムのためのカリキュラムおよび視覚教材の作

成 

 １．障害者虐待防止研修の効果的なプログラ

ムのための研修カリキュラム骨子構造 

 研修カリキュラムの骨子構造は、厚生労働省 

社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課 地

域生活支援推進室「市町村・都道府県における

障害者虐待防止と対応の手引き」に沿って検討

を行った。 

研修スケジュールを2日間終日として、研修

運営の方法を勘案してカリキュラム編成を設定

した。そのため、①共通研修（研修受講者全体

向け）、②自治体（都道府県、市町村担当者向

け）コース、③福祉従事者（管理者、施設支援

員向け）コースに分けて編集し、それぞれ講義

科目と演習科目を設定した。 

２．研修カリキュラムを効果的に実施するため

の視覚教材の検討と作成 

 研修カリキュラムを効果的に実施するために、

各講義と演習ごとに、映像教材、パワポイント
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教材、演習のためのモデル事例、個別記録シー

ト、実施計画省など、以下を作成した。特に工

夫した点などをそれぞれに表中に記載した。  

表 効果的な研修のための教材作成 

教材種類 対象講義・演習と特徴 

映像教材 

 

◆共通研修 

【当事者の声】（5分間映像収

録） 

「知的障害のある人の保護者の

声」 

;当事者から受講者へ期待するこ

となどの経験を、映像で伝える

ため。 

他、「身体障害当事者の声」「精

神障害当事者の声」も同様であ

る。 

パワポイ

ント教材 

◆共通演習・各コース 

【講義科目および演習科目の解

説】 

；講義および演習として標準的

な内容を、各講義・演習ごとに

示した。特に、パワポイントの

「ノート機能」を活用し、それ

ぞれの内容において最低限抑え

るべき内容をコメントした。都

道府県や市町村、福祉事業所で

の伝達研修に活用できる。 

モデル 

事例、 

ワークシ

ートの活

用 

◆自治体コース 

【養護者による障害者虐待の防

止と対応（演習）】 

；事例を通じて通報受理、事実

確認、虐待判断までの流れを理

解する。特に、自治体の対応

（初動期を中心にして）個人ワ

ーク(各種帳票)、グループワー

ク(各種帳票)を実施できるよう

にした。 

◆福祉従事者コース 

【運営者の責務と虐待防止委員

会（演習）】 

；虐待防止委員会の役割と機能

を講義と演習で理解し、自事業

所で設置できるようになる。事

業計画書のポイントと計画書の

作成をワークする。 

 

教材種類 対象講義・演習と特徴 

グループ

ディスカ

ッショ

ン、ワー

クシート

の活用 

 

◆福祉従事者コース 

【虐待があった場合の対応 

まとめ振り返り】 

; 虐待が認定された場合の行政

の対応を理解するとともに、虐

待を受けた障害者の保護に対す

る行政からの要請に対する協力

と、保護された障害者への対応

方法について理解する。虐待防

止に向けた研修全体のまとめと

振り返りを演習方式で実施す

る。 

 

３．研修カリキュラムを効果的に実施するため

の視覚教材の実際 

 講義および演習として標準的な内容を、各講

義・演習ごとに示した。作成した視覚教材は次

ページ以降に示した。 

特に、パワポイントの「ノート機能」を活用

し、それぞれの内容において最低限抑えるべき

内容をコメントした。都道府県や市町村、福祉

事業所での伝達研修に活用できる。 

パワポイントの「ノート機能」を表示するため

ＰＤＦでまとめた。 

 

４．まとめと考察 

障害者虐待防止研修の効果的なプログラムの

ために、研修カリキュラムおよび講義演習の視

覚教材に関して検討と作成を行った。研修カリ

キュラムの骨子構造は、厚生労働省 社会・援

護局 障害保健福祉部障害福祉課 地域生活支

援推進室「市町村・都道府県における障害者虐

待防止と対応の手引き」に沿って検討を行った。

研修スケジュールは2日間終日を前提にして、

カリキュラム運営を設定した。そのため、①共

通研修（研修受講者全体向け）、②自治体（都
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道府県、市町村担当者向け）コース、③福祉従

事者（管理者、施設支援員向け）コースに分け

て編集し、それぞれ講義科目と演習科目を設定

した。研修に向けた資料や視覚教材の検討と作

成も行った。講義科目は都道府県における伝達

研修を想定し、基本的な内容を正確に適切に伝

えられるような内容として精査した。演習科目

は、研修内容が実務にできるだけ反映するよう

に、事例分析をしながら個別支援計画の記入方

法を学び、支援方針の立て方を学習するものや、

施設内における虐待防止委員会の計画運営や推

進計画が作成されやすいような実務的なシート

記入などを取り入れた。これにより、全国の都

道府県、市町村の障害者虐待防止に関わる担当

者や、施設管理者、福祉支援者に対して、標準

的な虐待防止の取り組み指針および実務的方法

を効果的に伝達することができると考える。 

 

Ｄ．考察 

本研究では、障害者虐待防止研修のプログラ

ム開発にあたり、自治体が適切にその役割と責

務を果たすためのカリキュラム構造とプログラ

ムを検討するため、全国市町村の現状と課題を

把握することとした。市町村虐待防止センター

の現状にニーズと課題の分析を行い、研修の効

果やプログラムおよび啓発の在り方について調

査・検討を行うことが必要であることを明らか

にした。 

また、障害者福祉施設及び障害福祉サービス

事業所（以下、障害者福祉施設等）という。）

における障害者虐待防止の取り組みの実態を調

査し、その結果に基づいて、厚生労働省の委託

事業による「障害者虐待防止・権利擁護指導者

養成研修」の障害者福祉施設従事者による障害

者虐待防止のプログラムを、より効果的に行う

ことができるよう見直すことができた。 

こうした調査研究の成果をもとに、障害者虐

待防止研修の効果的なプログラムのために、研

修カリキュラムおよび講義演習の視覚教材に関

して検討と作成を行った。研修カリキュラムの

骨子構造は、厚生労働省 社会・援護局 障害

保健福祉部障害福祉課 地域生活支援推進室

「市町村・都道府県における障害者虐待防止と

対応の手引き」に沿って検討を行うこととした。

また、研修に向けた資料や視覚教材の検討と作

成を行い、都道府県における伝達研修を想定し、

基本的な内容を正確に適切に伝えられるような

内容として精査することした。 

これにより障害者虐待防止のプログラムを、

より効果的に行うことができるよう見直すこと

ができた。 

 

Ｅ．結論 

今後、全国研修に活用しながら、研修プロ

グラムの効果測定と新たな視覚教材・実施方

法の開発を進めることが必要となろう。 

本研究の成果が全国の都道府県市町村の虐

待防止センター担当者、および福祉従事者の

虐待防止委員会等に適切に伝達され、研修効

果の均質化・標準化を進めることができるよ

うになることを期待したい。 

 

Ｆ．研究発表 

1.  論文発表 

なし 

2.  学会発表 

なし 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

  （予定を含む。） 

 1. 特許取得 
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 特になし 

 2. 実用新案登録 

 特になし 

 3.その他 

 特になし 
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平成 31年度 厚生労働科学研究費補助金 障害者政策総合研究事業（身体・知的等障害分野） 
「障害者虐待防止研修の効果的なプログラム開発のための研究」 

分担研究報告書 
 

障害者虐待防止対策および障害者虐待防止センターの取組に関する調査 
―全国市町村虐待防止センターの現状と課題から－ 

 
 

研究分担者  野村 政子 （東都大学ヒューマンケア学部看護学科 講師） 
研究代表者  堀江 まゆみ（白梅学園大学子ども学部発達臨床学科 教授） 
  

 

 
 

 
Ａ 目的 
 障害者虐待防止研修のプログラム開発にあた

り、自治体が適切にその役割と責務を果たすため

のカリキュラム構造とプログラムを検討するた

め、全国市町村の現状と課題を把握することとし

た。 
 
Ｂ 調査方法 
１ 調査対象 
 全国の市区町村障害福祉担当部局 1414か所を
対象に調査を実施した。有効回答数は 268（回収
率 19.0％）であった。 
２ 調査期間 2019年 8月から 2019年 9月で
あった。 

Ｃ 結果 および Ｄ 考察 
 設問ごとに有効回答数が異なるため、回答の

全体に対する割合は、設問ごとの有効回答数に対

して算出した。 
 
１．平成 30年度障害者虐待の通報・相談件数

（図 1） 
 
養護者虐待では 218自治体中 0件が 57
（26.1％）、10件未満が 120（55.0％）、10件以
上が 41（18.8％）であった。施設従事者による虐
待では 208自治体中 0件が 71（34.1％）、10件
未満が 119（57.2％）、10件以上が 18（8.7％）
であった。使用者による虐待では、201自治体中 0

【研究要旨】 

障害者虐待防止研修のプログラム開発にあたり、自治体が適切にその役割と責務を果た

すためのカリキュラム構造とプログラムを検討するため、全国市区町村の現状と課題を把

握することを目的として、市区町村障害福祉担当部局を対象に調査を実施した。 

障害者虐待の通報・相談件数をみると、平成30年度の1年間に0件だった市区町村の割合は

養護者虐待で約26％、施設従事者虐待で約34％、使用者虐待で約71％であり、対応経験が

少ない市区町村があることが分かった。厚生労働省による「平成30年度障害者虐待の防

止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査」で

は、障害者虐待防止法施行後1件も相談・通報件数がない市区町村は養護者虐待で22.6％、

施設従事者虐待で37.7％、使用者虐待で62.9％であることが明らかになっており1）、本調

査と同様の傾向が見られた。コアメンバー会議は市区町村が組織的対応をするために大変

重要であるが、本調査では構成員が決まっていない市区町村が約4割あった。これは法施行

後1件も相談・通報がない市区町村の割合から考えると納得できる。しかし、構成員が未定

であると迅速な対応に支障をきたす恐れがあり、研修において組織的対応のための市区町

村における取り組み体制整備を促していく必要がある。 
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件が 144（71.6％）、10件未満が 120
（27.4％）、10件以上が 2（1.0％）であった。使

用者による虐待の経験がないあるいは少ない自治

体が多い結果となった。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 都道府県主催虐待防止権利擁護研修参加状
況（図 2） 
 
221自治体中毎年参加しているのは129 

 
 
（58.4％）、毎年ではないが参加しているの
は81（36.7％）、参加していないのは11
（5.0％）であった。割合としては少ないが、参
加していない自治体があることが分かった。 
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３．都道府県主催障害者虐待防止権利擁護研修
科目案の各科目受講希望について 
 
都道府県主催障害者虐待防止権利擁護研修科
目案の各科目の受講を希望するかについて尋ね
た。その結果を以下に示す。 
 
①障害者の権利擁護について（図 3-1） 
225自治体中「是非受けたい」が100
（44.4％）、「やや受けたい」が105
（46.7％）、「あまり必要だと思わない」が15
（6.7％）、「わからない」が5（2.2％）であっ

た。受けたい理由としては、「法の趣旨を理解
する基本となるため」「重要な理念であるため
基本的な事項であり、きちんと踏まえる必要が
あるため」「支援の価値に係る内容だと思うの
で導入として受講したい」などの意見があっ
た。人事異動により新たに担当になった職員に
関して「新任者に必要」「毎年、事業担当者が
変わり、知識不足があるため」などの意見があ
った。 
必要だと思わない理由は、「内容によっては
厚生労働省作成の手引き等を確認することで足
りる」「障害者虐待防止以外の研修でも学べる
科目だから」等であった。

 
 

 

 

 

② 障害者虐待防止法の理解と虐待事案につい

て（図 3-2） 

 

223自治体中「是非受けたい」が133
（59.6％）、「やや受けたい」が77
（34.5％）、「あまり必要だと思わない」が9
（4.0％）、「わからない」が4（1.8％）であっ
た。受けたい理由としては、「法の理解は行政
対応の骨格」「法の理解は必須の項目」「法が
制定された背景を含めて法の内容を理解するた
め」などの意見があった。 
必要だと思わない理由としては、「厚生労働

省作成の手引き等を確認することで足りる」と
いう意見があった。 
内容についての意見としては、「確実な虐待
と分かるケースは事例で上がっているが、判断
がつかないケースに対しての内容を示してくれ
るのであれば受けたい。」「どのような事例が
あるか具体的に知りたい。」「ケース対応例を
共有したい」「判断に悩むケースが多いので、
いろいろな事例を知りたい」「事案を通して、
どの様に支援するか具体的にその手法を考察す
ることができる」などであった。 
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③ 当事者、家族の意見を聞く（図 3-3） 
 
224自治体中「是非受けたい」が75
（33.5％）、「やや受けたい」が89
（39.7％）、「あまり必要だと思わない」が46
（20.5％）、「わからない」が14（6.3％）であ
った。受けたい理由としては、「件数が少ない
ので必要。是非聞いてみたい」「虐待防止、権
利擁護の視点で声を聴く機会が少ないため当事
者や家族の声から得られる気づきは虐待の防止
や対応に生かせると思う」「当事者や家族の声
を聞くことができるような研修はほかに機会が
ない」「当事者から体験内容や心境を参考とし
て聞きたい」「知的障害のある方の聞き取りや
判断に迷うため」などの意見が寄せられた。ま
た、「支援者が当たり前と思っていることも虐
待や差別として気づくきっかけとなる」「自分
は誰のために支援をするのかという視点を再確
認できる」「当事者の意見が行政に届いていな         
い可能性があるためどのような状況や心情であ

るのかということの理解が必要」などの支援に
当たって障害者の理解をより深める必要がある
という意見もあった。 
必要だと思わない理由は、「ケースによって
背景が異なるため案件の対応時に直接聞き取る
から」「基本的な知識だが対応の中から学んで
行くことができるから」「直接的にスキル向上
につながると思えない」などの意見があった。 
内容への意見として、「虐待防止センターが
介入した際の気持ち、その後の気持ちの変化な
ども伺ってみたい」「調査時に配慮してほしい
こと」「家族の声をまとめたものがデータとし
てあるならば聞きたい」などがあった。 
研修の対象について、「障害者虐待防止研修
の対象者を誰に決定するかによって変わるが施
設従事者、使用者向けに実施する研修として必
要な科目と思う」という意見があった。 
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④ 主に知的障害のある人を対象とした障害者
虐待防止研修（図 3-4） 
 
224自治体中「是非受けたい」が90
（40.2％）、「やや受けたい」が96
（42.9％）、「あまり必要だと思わない」が23
（10.3％）、「わからない」が15（6.7％）であ
った。 
受けたい理由として、「自身の体験をうまく
表現できない方に対する虐待対応やそのような
方に対する虐待防止の啓発方法を学びたい」
「知的障害者の中には自分が虐待を受けている
ことに気が付いていない方もおられるため」
「非言語コミュニケーションの必要性もあるた
め学習しておきたい」「被虐待者が虐待を理解
することは大切である」「当事者本人の必要性
はあると思う。どのような方法で行うかが課題
なので興味深い」「障害者虐待の被害者の半数
以上が知的障害者のため、当事者の意識やエン

パワメントを高める意味でも重要な科目であ
る。子供への暴力防止プログラム（ＣＡＰ）を
使った研修を（知的障害者向）実施している
が、他の方法も知りたいため」などの意見があ
った。 
あまり必要だと思わない理由としては、「市
町村職員向けではなく、日頃直接的な支援を行
っている事業所職員や保護者向けの内容である
と感じる」「障害特性は重要だが種別ごとの研
修は不要」「知的障害のほかにも障害が重複し
ていることも多いので障害全体での研修がよ
い」などの意見があった。 
内容への意見として、「できれば障害のある
人や家族、防止センターあるいは支援する立場
の人たちが一堂に集まってできる研修会」「知
的障がいのある方への面接技法などを確認した
い」「障がいの特性を知ることで、対応時に配
慮する点などを学びたい」などがあった。 
 

 

 

 

 
⑤ 養護者による虐待事案への対応と支援 
（図 3-5） 
225自治体中「是非受けたい」が135
（60.0％）、「やや受けたい」が74
（32.9％）、「あまり必要だと思わない」が10
（4.4％）、「わからない」が6（2.7％）であっ
た。 
受けたい理由としては、「ケースが少ない（経
験がない）」という意見が多く、他に「虐待の
なかで最も通報が多いケースだから」「非常に

よくある事案で解決が難しい」「ケースは様々
だが件数が少なく知識でカバーする必要がある
ため」「養護者への介入には専門的な技術が求
められるため是非受けたい」「法の意義のひと
つである養護者支援について学ぶため」「障害
者とともに養護者の支援について、深い理解が
必要であり、軽率な対応にならぬよう今後の重
要課題のひとつと考える」「施設と比べ密室の
分、対応に難しさがあるため」「障害者虐待対
応マニュアルを参照しただけでは、対応が難し
い」などの意見があった。 
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 内容については、「具体的な対応と支援方法
を学びたい」「関係機関との連携づくり（が重
要と理解している）」「親との信頼関係の作り
方や維持しながらの対応を学びたい」「事実確
認技術と合わせて理解できれば」「事例を通し
てグループワークできたらいい」「被虐待者へ
の支援だけでなく法の目的でもある養護者支援
について取り上げてほしい（虐待の発生要因に

は養護者に生きづらさ（経済的困窮、無知等）
等課題を抱えるケースが多い）」「緊急保護等
の対応について知りたい」「分離の決断（は難
しい）」「市や関係機関とのかかわりが無い方
への聞取方法や支援方法を学びたい」「早急な
対応を行うためのノウハウを知りたい」などの
希望が出された。 
 

 

 

⑥ 保護・分離及び成年後見制度等の活用の方
法（図 3-6） 
 

225自治体中「是非受けたい」が123
（55.2％）、「やや受けたい」が81
（36.3％）、「あまり必要だと思わない」が12
（5.4％）、「わからない」が7（3.1％）であっ
た。 
受けたい理由としては、「保護、分離の判断
は市町村で行うため基礎知識の習得は必要」
「分離をした事案がないので勉強したい」「保
護分離は今後の家族関係に多大な影響をおよぼ
す可能性があるため受けておきたい」「市町村
によって保護の取り扱いが違うため他市の例も
参考にしたい」などの意見が出された。 
あまり必要だと思わない理由としては、「実際
の支援を行っている中で既に知識を得ているた
め」「ケース数としては少ない」という意見が
あった。 
内容についての意見として、「保護分離の判

断については受講したいが成年後見については
別に研修が設けられている（ため不要）」「失
敗は許されない緊急性の判断について取り上げ
てほしい」「成年後見センターとの連携を含め
た制度活用の習得」「分離の判断と担当機関と
の連携や確保方法」「成年後見制度に係る申し
立てについて、市長申し立て、親族申立て、本
人申し立てについて、異なる事案ごとの有効な
方法を知りたい」「慎重な対応が求められる局
面であり、特に保護・分離を判断するポイント
や注意点について人権侵害の観点から説明して
ほしい」「被虐待者が保護、分離を望んでいな
い時の対応について研修を受けたい」などがあ
った。 
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⑦ 警察及び地方労働局との連携（図3-7） 
 
224自治体中「是非受けたい」が96
（42.9％）、「やや受けたい」が91
（40.6％）、「あまり必要だと思わない」が28
（12.5％）、「わからない」が9（4.0％）であ
った。 
受けたい理由としては、「通常、労働局と連
携することは少ないので事前に学んでおきた
い」「労働局との連携に難しさを感じているの
で是非受けたい」「ケースが少ない（経験がな
い）」「地方労働局との連携においてお互いの
役割が明確でなく困ったことがあったため」
「身体的虐待の場合、本人の安全確保、対応す
る職員の安全確保の必要性が高い。暴力が傷害
事件となりうるケースもあり、警察との協働は
不可欠である。」「警察とどのタイミングで連

携すべきか判断が難しいので」などの意見があ
った。 
あまり必要だと思わない理由としては、「文書
や資料で確認できる」「こちらの望む連携が期
待できない」「既に連携が取れている」「関係
機関と行政との関係性や連携度合いには地域差
があり、受講内容を直接的に生かすことができ
ない」などの意見があった。 
内容についての意見としては、「一緒にどの様
に行動・支援したのか、具体的な連携のあり方
について勉強したい」「現場の動きが問題なの
で警察等との合同研修が良い」「担当部署がど
こで、どのように関わり、どのような対応をと
っているのか学びたい」「連携の在り方につい
て学びたい」「専門機関からの助言を希望」な
どであった 
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図３－６保護・分離及び成年後見制度等の
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⑧ 事実確認調査における情報収集と面接手法
（図 3-8） 
 

224自治体中「是非受けたい」が142
（63.1％）、「やや受けたい」が68
（30.2％）、「あまり必要だと思わない」が9
（4.0％）、「わからない」が6（2.7％）であっ
た。 
受けたい理由は、「対応経験が少なく学んだこ
とのない科目なので学びたい」「通報や相談を
受ける担当者によって、情報内容に相違が起こ
らないよう情報収集や面接の手法を学ぶことは
重要」「面接時の事実確認は重要なため面接に
よっては事実関係を異なるものにしてしまう危
険性があるため面接者のスキルアップが必要」
「心理的虐待の事案では事実確認が困難であり

発言内容の整合性など当事者からの聞き取りの
みで不安な面がある」「新人研修として必要」
「司法面接などの研修はあるが参加の枠が限ら
れている」などの意見があった。 
必要だと思わない理由は、「マニュアルを作
っている為特に必要なし」「特に必要と感じて
おらず現状で問題無い為」であった。 
内容に関する意見では、「情報収集と面接の
ポイントなど研修してほしい」「相手の気持ち
や真実を引き出す技術を学びたい」「実践研修
ですぐ使える技法を学びたい」「養護者等から
虐待の事実を聞き出す技術を得たい」「性的虐
待の事実確認調査を学びたい」「証拠が確認出
来ない場合や本人・通報やへの聞き取りが困難
な場合の対処方法について知りたい」「事例を
元に学びたい」などがあった。 

 

 

 

 

⑨ 障害者福祉施設従事者による虐待通報への
事実確認調査のポイント（図 3-9） 
 
225自治体中「是非受けたい」が132
（58.7％）、「やや受けたい」が71
（31.6％）、「あまり必要だと思わない」が13
（5.8％）、「わからない」が9（4.0％）であっ
た。 
 受けたい理由としては、「実際に通報があ
り、確認する際にマニュアル等あるが困難を極
めるので」「社会的影響も大きい事案も多く発
生している現状を考慮し、適切な対応技術を身
につけたい」「法人、事業所（責任者、管理

者）への事実確認調査となるケースとなるため
重要視されるため」「実際の調査の時にどのよ
うに面接を進め、どのように質問するのが効果
的か悩むことがあるため」「明確な証拠がない
中で事実確認することは非常に難しく今後の関
係性にも影響を及ぼすため」「通報自体、養護
者に比べ発生件数が少ない分、研修でスキルを
補いたい」「事実確認をどこまでやればいいの
か何が必要なのかわかっていないため」「福祉
施設従業者は施設ぐるみで虐待を隠す傾向があ
りスキルとして必要性を感じているため」「最
近内部告発も増えているため」などの意見があ
った。 
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あまり必要だと思わない理由は、「マニュア
ルを整備すれば対応可」「事案によって聴取ポ
イントは異なり基礎的な知識の習得は必要ない
と思われる」「県が主となり対応するため」な
どであった。 
 内容についての意見としては、「施設従事者
による通報の際の確認ポイントを把握したい」
「実践を学びたい」「研修では、軽微なケース
への対応や見解が想定されていない気がする」

「匿名での通報があった場合、どのような対応
が可能なのか知りたい」「証拠が確認出来ない
場合や本人・通報やへの聞き取りが困難な場合
の対処方法について知りたい」「事例を元に学
びたい」「通報者の保護や県、弁護士との協働
について事例があれば学びたい」「調査対象と
なる方の範囲について知りたい」などであっ
た。 

 
 

 

⑩ 検証に堪える記録の書き方（図 3-10） 
 
223自治体中「是非受けたい」が113
（50.7％）、「やや受けたい」が77
（34.5％）、「あまり必要だと思わない」が18
（8.1％）、「わからない」が15（6.7％）であ
った。 
受けたい理由としては、「経験の積み重ねだ
けで対応してることが多くポイントを知りた
い」「記録は書く人間によって個人差があるた
め危機管理の観点から最低限のルールが欲し
い」「記録に関する研修が少なく、自己流で対
応している職員が多いため」「職員が自身を守
るためにも必要なスキルであるため」「養護者
から被虐待者を分離した場合、養護者などから
訴訟を提起されたとき、裁判所等へ資料を提出
することが想定されるため」「記録の累積によ

る担当者のスキル向上のため」などの意見があ
った。 
必要だと思わない理由は、「虐待に限ったも
のではなく、普通の相談援助技術でカバーでき
るため」「マニュアルを作っているため特に必
要なし」「すでに知識として知っている方も多
いと思われるから」であった。 
内容についての意見として、「ポイントを押
さえる記録の仕方を確認したい」「検証に堪え
るような記録の書き方を常に要求されることは
大変であるが、共通理解を図る用語や表現方法
（記号）、利用できる様式があれば教えてほし
い」「どの様な内容をどの程度記載すべきか学
びたい」「事例を元に学びたい」「今後の情報
開示や関係機関との連携における情報共有のあ
り方を学びたい」などがあった。 
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⑪ 障害者（身体・知的・精神・その他）に対
する相談支援の基本（図 3-11） 
 
224自治体中「是非受けたい」が70
（31.3％）、「やや受けたい」が94
（42.0％）、「あまり必要だと思わない」が48
（21.4％）、「わからない」が12（5.4％）であ
った。 
受けたい理由としては、「虐待対応のみに限
らず日常業務においても参考になる点が多いた
め」「虐待に対応した相談支援について受けた
い」「対応はほとんどケースワークとして支援
が継続する。それぞれの人がそれぞれの特性が
あり画一的なかかわりは出来ないが基本を学ぶ
ことは大切である」「新規担当者には特に必要
性が高い」「市役所職員として、相談支援の基
本から学ぶ機会があまりないため」「障害者は
高齢者と比べて相談の拒否が見られる傾向があ
る。拒否されないように関わり続ける支援策な
どを知りたいから」「マニュアルの中に取り入
れたい」などの意見があった。 

必要だと思わない理由は、「重要なテーマだ
が、研修時間に余裕がない場合は他の科目を優
先して、このテーマは別途基本的な研修で行っ
てもよいと思うため」「相談支援の基本は大切
だが虐待研修には科目として必要ではない」
「普段のケースワークで経験しているから」
「専門職の配置が現在あるため別の研修に委ね
てよいと思われる」「虐待に限ったものではな
く、普通の相談援助技術でカバーできるため」
「基幹相談支援センターと連携できる状況にあ
る」「範囲が広く同様の研修がいくつかあるた
め」「相談業務を委託しているため」「資格取
得者（PSW、MSW）がいる為問題なし」などの意
見があった。 
内容についての意見として、「身体でも身
体・聴覚・視覚と対応方法が変わるのでポイン
トを理解したい」「障害別にどのような支援が
あるのか知りたい」「障害の特性を知ること
で、対応時に配慮する点などを学びたい」「障
害者別の相談支援方法について知りたい。（特
に精神）」などがあった。 
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⑫ コミュニケーションや面接技術の基本 
（図 3-12） 
 
 223自治体中「是非受けたい」が69
（30.9％）、「やや受けたい」が84
（37.7％）、「あまり必要だと思わない」が57
（25.6％）、「わからない」が13（5.8％）であ
った。 
受けたい理由としては、「面接によっては事
実関係を異なるものにしてしまう危険性がある
ため」「専門に携わる職員がいないため知識を
深めたい」「会話以外の様々なコミュニケーシ
ョン方法を取得したい」「日常的に当事者と関
わる機会が少ないので知っておきたい」「新規
担当者には特に必要性が高いと思われるため」
などの意見があった。 

 必要だと思わない理由は、「重要なテーマだ
が、研修時間に余裕がない場合は他の科目を優
先して、このテーマは別途基本的な研修で行っ
てもよいと思うため」「専門職の配置が現在あ
るため」「普段のケースワークで経験している
から」などの意見があった。 
内容についての意見として、「事実確認調査
の研修に包括する形でよいと考える」「障害者
の方が相談に来庁される又は虐待の調査の際の
面接等で必要となる事柄を引き出したり、相手
を傷付けない対応の仕方」「障害者は高齢者と
比べて相談の拒否が見られる傾向がある。拒否
されないように関わり続ける支援策などを知り
たい」などがあった。 
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図３－１２コミュニケーションや面接技術の基本



16 
 

 
⑬ ソーシャルワークや社会福祉援助技術の 
基礎（図 3-13） 
 
 224自治体中「是非受けたい」が51
（22.8％）、「やや受けたい」が95
（42.4％）、「あまり必要だと思わない」が60
（26.8％）、「わからない」が18（8.0％）であ
った。 
 受けたい理由としては、「虐待対応職員と
して必須のスキルと考えるため」「虐待対応で
知っておいた方がよい知識であると思う」「相
談や事実確認調査の際にも必要な技術だから」
「虐待対応をする際に本人支援や養護者支援の
選択肢を複数知っておいたほうが良いため」

「新規担当者には特に必要性が高いため」「市
役所職員として、相談支援の基本から学ぶ機会
があまりないため」などの意見があった。 
 必要と思わない理由としては、「一般事務職
員の場合、ここまでの専門性を強要できない」
「福祉行政職よりも事業所やケースワーカーに
必要な研修に思える」「基本的な研修は別の機
会にやるといいと思う」「専門職の配置がある
ため」などの意見があった。 
 内容についての意見として、「社会資源の活
用や各機関との連携などの支援体制づくりにつ
いて学びたい」「事例を元に学びたい」などの
意見があった。 
 

 
 
⑭ 虐待事案の事実確認の技術（養護者虐待）
（図 3-14） 
 
224自治体中「是非受けたい」が154
（68.8％）、「やや受けたい」が57
（25.4％）、「あまり必要だと思わない」が6
（2.7％）、「わからない」が7（3.1％）であっ
た。 
受けたい理由としては、「事実確認をするこ
とが難しいと思うため」「対応案件が少なく力
量不足を感じる」「捜査権もなくすべて任意の

中でどこまでやるか常に悩んでいるため」「専
門に携わる職員がいないため知識を深めたい」
「新規担当者には特に必要性が高いと思われる
ため」などの意見があった。 
 内容についての意見として、「事実確認の面
接のポイントを受講したい」「市や関係機関と
のかかわりが無い方や、聞き取る事が困難な場
合の対応方法について具体例を示して説明して
もらいたい」「実際に業務を行っている方の話
を聞きたい」「養護者虐待に対する事実確認に
おける注意点や配慮すべき点について学びた
い」などがあった。 
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⑮ 虐待事案の事実確認の技術（施設虐待）
（図 3-15） 
 
224自治体中「是非受けたい」が140
（62.5％）、「やや受けたい」が66
（29.5％）、「あまり必要だと思わない」が10
（4.5％）、「わからない」が8（3.6％）であっ
た。 
受けたい理由としては、「施設虐待の事実確
認は役割分担の方法等も迷う時があるため受講
したい」「「ケースが少ない（経験がない）」
「事実確認調査が虐待対応の方向性を決定する
キーポイントと考えているため」「通報に至っ
た経緯、要因等様々な視点から確認する必要が
ある」「通報があった際に現状で最も必要であ
りノウハウとして不足していると感じるため」
「新規担当者には特に必要性が高いと思われる

ため」「養護者とは違い組織的な対応が必要と
なることが想定されるため具体的技術を得た
い」「重要。昨年、施設が秘匿しようとした事
案があった」などの意見があった。 
必要と思わない理由は、「チェックリスト等
があれば、ある程度の確認項目は決まっている
ため」「すでに対応してきているため」であっ
た。 
内容についての意見として、「例えば、他の利
用者の安全を確保するために被虐待者の体を押
さえ付ける行為等が、身体的虐待と判断するべ
きかなど、具体例を示して説明してもらいた
い」「実際に業務を行っている方のお話を聞き
たい」「事業所へのアプローチ方法や職員への
聴取のスキル」「「事例を元に学びたい」など
があった。 
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図３－１４虐待事案の事実確認の技術
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⑯ 成年後見制度市長申し立ての実際 
（図3-16） 
 
224自治体中「是非受けたい」が79
（35.3％）、「やや受けたい」が89
（39.7％）、「あまり必要だと思わない」が44
（19.6％）、「わからない」が12（5.4％）であ
った。 
受けたい理由としては、「自治体により差が
出る部分であり、都道府県で先導すべきと考え
るため」「担当ＣＷはいつも不慣れな状態」
「市長申し立て件数があまりないため、知識を
深めたい」「担当交代によりノウハウの蓄積が
難しいから」などの意見があった。 
必要だと思わない理由は、「別の研修が設け
られているため」「実際の支援を行っている中

で既に知識を得ているため」などの意見があっ
た。 
内容についての意見として、「成年後見の制
度として学ぶことは必要だが市長申し立てと限
定せず制度の全般的な研修を希望」「どういっ
たタイミングで申し立てにつなげているか知り
たい」「他市の事例を参考としたい」「どの程
度申し立てが行われているか把握したい」「制
度で変わる部分があれば知りたい」「成年後見
人が選任された後の状況を知りたい」「養護者
虐待など親族が存在する場合の成年後見制度市
長申し立ての実際について学びたい」「被虐待
者を保護し、成年後見制度の利用につながった
ケースを学びたい」「市長申し立ての手続きや
かかる期間等を比較検討したい」などがあっ
た。 
 

 

 
 

 

⑰ 虐待認定の実際（図 3-17） 
 
224自治体中「是非受けたい」が141
（62.9％）、「やや受けたい」が65
（29.0％）、「あまり必要だと思わない」が10
（4.5％）、「わからない」が8（3.6％）であっ
た。 
受けたい理由としては、「虐待認定は難しい
ので特に学びたい」「毎年事業担当者が変わ
り、知識不足があるため」などの意見があっ
た。 
 内容についての意見として、「他の自治体の
例を参考に自市の方法を振り返りたい」「心理

的虐待や経済的虐待など、判断に迷うケースの
ポイントが知りたい」「虐待認定するための証
拠がどの程度まで必要なのか」「市町村によっ
て判断基準がバラバラでないかと思われる。特
に施設従事者の判断に関しては事実確認の結果
判断できない場合が多い。様々な具体例を示し
ながら説明してもらいたい」「虐待防止法は加
害者等を罰する趣旨ではなく、支援につなぐ
（改善に向かう）ためのツールと思うが施設や
事業者は虐待認定されたことへのダメージが大
きく、強い抵抗がある。認定の基準（めやす）
等がないので、認定にあたっての考え方等を学
びたい」「認定迄の過程と認定後の事務処理に
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図３－１６成年後見制度市長申し立ての実際
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ついて学びたい」「様々なケースがある為、事
例検討のような形式であれば学びたい」などが

あった。ほかに、「コア会議メンバー全員が知
る必要あり」という意見もあった。 

 

⑱ 一時保護の実施方法（図 3-18） 
224自治体中「是非受けたい」が128
（57.1％）、「やや受けたい」が74
（33.0％）、「あまり必要だと思わない」が18
（8.0％）、「わからない」が4（1.8％）であっ
た。 
受けたい理由としては、「現状だと施設（民
間）の協力に頼っているが緊急性がある事案ほ
ど対応が困難であるため」「ケースが少ない
（経験がない）」「緊急性を要する場合の対応
として学ぶ必要がある」などの意見があった。 
 必要だと思わない理由は、「委託先との連携
でできているから」「マニュアル参照にて実施
すればよい」などであった。 
 内容についての意見として、「保護者の同意

が得られない、本人の意思確認が困難な場合の
一時保護に必要な手順について学びたい」「本
人の意向に基づき行っているが、本人が希望し
ていない場合で緊急性が高いと思われる場合ど
のように対応しているのか知りたい」「他制度
の兼ね合いなどを学びたい」「虐待認定と一時
保護をセットで他市町の状況や事例を学びた
い」「保護分離の方法やタイミング」「やむを
得ない事由による措置だけでなく、契約入所を
利用した穏やかな分離手法など様々なパターン
を知りたい」「受入れ先の確保～終了までの流
れを通しての方法を学びたい」「保護機関との
連携方法や、一時保護機関をもっていない市町
村の連携など様々な具体例を示しながら説明し
てほしい」「分離すべきと判断した時の一時保
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図３－１７虐待認定の実際
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図３－１８ 一時保護の実施方法
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護の進め方や関係機関との連携について知りた い」などがあった。 
 

 

⑲ 緊急性の判断の実際（図 3-19） 
 
224自治体中「是非受けたい」が144
（64.3％）、「やや受けたい」が60
（26.8％）、「あまり必要だと思わない」が16
（7.1％）、「わからない」が4（1.8％）であっ
た。 
受けたい理由としては、「緊急性の判断は限
られた情報のなかで行うことも多いため、実際
の状況を知りたい」「失敗は許されない緊急性
の判断について取り上げてほしい」「命の危険
があるかまた無いか判断が難しい」「どの様な
状態だと分離や緊急と判断すべきかを知りた
い」「毎年、事業担当者が変わり、知識不足が

あるため」などの意見があった。 
必要だと思わない理由は、「あまり判断に迷う
ものではないので」「専門職が担当にいる為、
対応可能」「緊急性については、特に研修を受
けなくても明らかと思われるため」などであっ
た。 
内容についての意見として、「性的虐待の緊急
性について学びたい」「どのように判断するの
か具体的な手法が知りたい」「手引きを見ると
被害の程度により重症度などが決まっている
が、実際の例では判断に迷うことも多いと思う
ので、その考え方を知りたい」「様々な具体例
を示しながら説明してほしい」などがあった。 

 
 
 

⑳ 関係機関との連携ネットワークづくりの 
実際（図3-20） 
 
224自治体中「是非受けたい」が87
（38.8％）、「やや受けたい」が97
（43.3％）、「あまり必要だと思わない」が31
（13.8％）、「わからない」が9（4.0％）であ
った。 
 
受けたい理由としては、「支援の押し付け合
いにならないよう、円満かつ円滑に連携してい
く方法が知りたいため」「ネットワークが機能
していない」「既存のネットワークを向上でき

れば」「関係機関の力添えなくして成り立たな
い業務のため」「連携は取れているがネットワ
ークとして確立されていないため」「どのよう
なネットワークの構築が必要かという理解は必
要」「教育と福祉の連携を進めているところだ
から」などの意見があった。  
必要だと思わない理由は、「すでにネットワ
ークがあるため」「もっと実務的な内容に興味
があるため」「協議会を設置済」「地域性に左
右されるため、参考にならないこともあるた
め」「事例を通して必要により実際に連携して
いるため」などであった。 
内容についての意見として、「医療機関との
連携が難しい場合もあるので実際どうしている
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図３－１９ 緊急性の判断の実際
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のか知りたい」「他の市町がどのように関係機
関と提携しているのか聞いてみたい」「関係機
関との連携はどれくらいの頻度でしているか知
りたい」「連携の難しさは痛感しているので、

どう役割分担するとよいのかアドバイスなら聞
きたい」「虐待防止ネットワークの機能や研修
の在り方について」などがあった。 

 

 

 

㉑ 虐待の予防・早期発見についての住民への
啓発の実際（図3-21） 
 
223自治体中「是非受けたい」が73
（32.7％）、「やや受けたい」が104
（46.4％）、「あまり必要だと思わない」が32
（14.3％）、「わからない」が14（6.3％）であ
った。 
受けたい理由としては、「虐待が起きない地
域づくりには大切な事項のため」「地域全体に
対し、権利擁護の周知・啓発が不十分であると
感じたため」「虐待防止センターの責務として
啓発がある。地域性を加味しながら、どのよう
な啓発を行うか実際を知り今後の活動に活かし
たい」「センター設置や関連機関等の連携によ
り相談窓口はあるものの予防効果や早期発見に
は直結しにくい。公的機関への相談件数がほと
んどないという状況が物語っている。住民への
啓発は最優先事項と考えているが、どのように
すすめたら地域に根付くのか、ヒントをいただ
きたい」「広報等で啓発活動は行っているが、
他の方法も知りたい」「啓発はリーフレットに
頼りがちであるが有効な事例を知りたい」「現
在、対応の体制を整えている最中で、どのよう
な啓発をしていったら良いのか知識不足がある
ため」「虐待を防止するためには、住民への周
知、理解を促すことが必要」「高齢者や障害者

の虐待については住民の理解度は低いと思うた
め」「啓発法に限界を感じる」などの意見があ
った。 
 必要だと思わない理由は、「広く市民に向
け、障害者虐待防止の研修を行っているため」
「啓発については研修の必要性は低いと思われ
るため」「市町村の実情により多様な形が想定
され、すぐに反映することが難しい」などであ
った。  
内容についての意見として、「住民への虐待
防止の周知で効果があった事例があれば教えて
ほしい」「パンフレットや出前講座以外の有効
な手段を知りたい」「個人情報を守りつつ、情
報提供や対応の方法について」「予防について
どのように啓発すべきかを学びたい」「関係機
関が研修等を行っているが、参加者が少ないの
で、どのような内容であれば参加者が増えるか
などについて知りたい」「他自治体との情報交
換が出来ればよい」などがあった。 
 
 以上、21の科目について受講を希望するか尋
ねた結果、ほとんどの科目で8割以上が「是非受
けたい」「やや受けたい」と答えた。低かった
科目は虐待そのものの学習ではなく対人援助や
相談支援の基礎を学ぶ科目であった。「障害者
に対する相談支援の基本」（「是非受けたい」
と「やや受けたい」の合計が73.3％）、「コミ
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図３－２０関係機関との連携ネットワークづくりの
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ュニケーションや面接技術の基本」（「是非受
けたい」と「やや受けたい」の合計が
68.6％）、「ソーシャルワークや社会福祉援助
技術の基礎」「是非受けたい」と「やや受けた
い」の合計が65.2％）、であり、自由記述をみ
ると、研修時間に限りがあるのでこれらは他の

機会に受講したほうがいいという意見が出され
ていた。ただ、低い科目でも6割以上は受講した
いと答えていることから、各都道府県で研修を
企画する際には、こうした基礎的な内容を学ぶ
機会がほかにあるか確認し、それらと調整する
必要がある。 

 

 

４．都道府県主催研修の障害者虐待防止権利擁
護研修について、参加可能な日程（図４） 
  
226自治体中、1日が129（57.1％）、2日が74
（32.7％）、3かが12（5.3％）、その他が11
（4.9％）であった。 
その他については、「カリキュラムの終了に

必要な日数」「内容により検討」「日程の間隔
が近い又は連続していないこと」「繁忙期以外
で連続していなければ数日の参加が可能」「連
続しなければ3日ぐらい可」「日数は3日以上で
もよいが、前半（基礎）、後半（事例を体験し
た上での研修）で分ける等の対応をして欲し
い」などであった。 
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５．都道府県主催研修の虐待防止権利擁護研修
について、参加するプログラムはどれか（複数
回答）（図5） 
 
多い順に「虐待事例への支援の経験者向けの
演習を取り入れたフォローアップ研修」が162、
「障害者の理解やソーシャルワークなどの基礎

的な内容は含まないが新人向けの虐待対応予防
の基本を学ぶ新任研修」が126、「障害者の理解
やソーシャルワークなどの基礎的な内容を含む
新任研修」が119、「市町村同士の情報交換がで
きる地域別や圏域別の研修」が94、「虐待対応
における管理職の役割を学ぶ管理者研修」が81
であった。 

 

 

 

６．都道府県主催研修で、どのような科目があ
ったらいいか、また研修の開催方法などの要望
について（自由記述） 
 
① 科目についての意見 
・被虐待者だけではなく虐待を行ったとされ
る人への聞き取り技術 
・具体的なフローチャートを交えた虐待対応
全体の流れと作成記録の研修」 
・県内の包括的対応 
・緊急性が高くやむを得ない措置を実施した
事例を用いた演習 
・虐待対応実践研修と法律の理解 
・対応の仕方や援助技術、面接技術など、実 
践に役立つ内容の研修 

・虐待事例を通してのグループワーク 
・他市町の虐待認定の基準などの情報交換 
・精神障がいがある方で措置入院にはならな
い方を虐待者から分離する際の受け入れ先が
なかなか見つからないため県内や県外の施設
の受入れ状況などが知りたい 
・虐待防止に付随する技術（相談支援、成年
後見等）を学ぶ研修を、別で設けてほしい 
・面接技法の研修 
・事実確認の具体的方法のポイント」 
・性的虐待への対応（精神科、産科等との連
携を含む） 
・虐待担当の新任職員研修 
・限られた時間で研修を行うためには、権利
擁護やソーシャルワーク等の原論的な科目は
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別途行うこととして、「虐待防止」に特化した
内容に絞るとよいのではないかと思う 
・関係機関との連携の方法や実際の支援事例
等の紹介等があると理解が進む 
・住民への啓発や研修会の開催方法」 
・自治体が実際にやるべき事務処理手順と書
類について 
・実務的なスキルアップ研修 
・1事案を総合的に学ぶ（通報→終結） 
・改善計画書の提出を求める際の事業所側へ
の伝達方法 
・成年後見制度（対象者・権限等について
等）について 
・県と市の情報交換会 
・市町村同士の情報交換やグループワークに
よる研修、各市の虐待の制度、人事配置、具
体例などの情報交換の場 
 
 
②開催方法（スケジュール・場所・形式・定員
他）についての意見 
・新人向け、中堅向け、センター長向け等階
層別の方法がよい 
・研修科目を分割して年何回かに分けて研修
を行う方法があれば参加しやすい 
・開催の時期についてはなるべく早い時期
（６～７月）にお願いしたい 
・県庁所在地のみで開催するのではなく地域
での開催を考えてほしい 
・研修に定員がある。行政職員も施設職員も
人の交代があり施設数も多いので定員数を増
やすか研修日を２回に増やすなどで研修を受
けやすい体制になると良いと思う 
・複数年担当している場合、研修内容をある
程度選べたり、ネット配信してもらえるとい
と思う 
・現在行われている研修が最低 3日で科目も
多く、短期間の中でまとめて行われるため、
参加しづらい 

 
③受講対象者についての意見 
・施設管理者の受講を数年に１回は必須と
して義務付けになるといいと思う（管理者
の意識により大差があるため） 
・委託している事業者と一緒に学べる演習を
取り入れた研修 
 
 
④その他の意見 
・施設の場合、人材もなく強度行動障害の人
の対応がまわっていない。卒業の段階で受け
入れを拒否する施設が多く、そのまわってい
ない施設が最終受け入れるため、現場で解決
しようがない状況となる。これは地域の課題
ではあるが、施設職員の力量アップを図ろう
にも研修での理想論は重荷になるだろうと思
う 
・研修には管理職と実務者双方が必須となる
ほぼ強制方式にすべきだと思う。組織内の温
度差を埋める意味でも一般行政職と専門職双
方が必要 
・施設虐待対応は年１件程度しかないため、
研修での対応も大切であるが実際の場面での
細やかなフォローが欲しい 
 
 
 以上、都道府県主催研修は、参加可能な日数
は1日と2日を合わせて9割近い結果であった。経
験の有無や職位に応じたプログラムに対して
は、経験者向け、新任向け、管理者対象のどれ
もニーズがあることが分かった。また地域別や
圏域別の研修へのニーズもあり、各都道府県の
研修はニーズに応じて企画する必要がある。 
 

 
７． コアメンバー構成員について 
① コアメンバー会議の人数（図７-1）  
 273自治体中、決まっていないのが105
（38.5％）、3人が21（7.7％）、4人が48
（17.6％）、5人が46（16.8％）、6人が
26(9.5％）、7人が8(2.9％)、8人が8(2.9％)、9
人が3(1.1％)、9人が3(1.Ⅰ％)、10人が
2(0.7％)、11人が4(1.5％)、15人が2(0.7％)で
あった。 

 ② コアメンバー会議の開催回数（図7-2） 
 平成30年度のコアメンバー会議開催回数は、
回答のあった141自治体中0回が18（12.8％）、
10回未満が73（51.8％）、10回以上が50
（35.5％）であった。 
コアメンバー会議は市町村の障害者虐待対応の
方針を決定するため大変重要であるが、構成員
が決まっていない市町村が約4割にのぼることが
分かった。構成員が決まっていない場合、虐待
事案が発生したときに迅速な対応が難しくなる
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可能性がある。都道府県主催研修で事前の準備 を促す必要がある。 
 

 

 
 
 
８． 都道府県の担当部局や都道府県権利擁護
センターに期待することについて（自由記述） 
 
障害者虐待防止法第36条に定められている都
道府県障害者権利擁護センターの機能を参考に
10項目に分類して示す。 
 
 ①市町村が行う措置に関する市町村相互間の
連絡調整 
・複数市町におよぶ案件への関与 

・複数の市町村に係るケース等複雑なケース
については主導して対応してもらいたい 
・他市町村の取組や事例等を情報交換する場
や機会を設けてほしい 
・被虐待者が複数の区市にまたがる施設従事
者虐待については、事実確認等の調査とその 
調整を主体的にしてほしい 
 
②市町村に対する情報提供 
・虐待に関する県の指針や根拠を示してほしい 
・虐待対応に対する先進事例の提供 
・マニュアル等の資料作成 
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③ 市町村に対する助言その他の援助 
・市町村に対する助言や事例検討会への参
加等の間接的支援にとどまることなく、事
案発生直後の初期段階から市町村とともに
事実確認面接等に同行可能な職員を派遣す
る等の直接的支援体制を整えてほしい 
・広域的かつ専門的な技術的支援 
・困難事例への法的、医学的助言 
・養護者による障害者虐待も含め、対応困難
事例や虐待判断に悩む事例について専門的な
見地から助言いただける仕組み 
・ケース対応で困ったときにすみやかにスー
パーバイズが欲しい 
・市町村との連携や状況に応じて一緒に訪問
するなど協力体制構築 
・虐待認定に対する基準の提示や認定に係る
助言 
・一時保護する施設をすぐに見つけることが
できずに、遠方も含めて探すことになるが市
町村の担当者だけでは確保が難しい。そのよ
うな時に一緒になって対応してもらえると心
強い 
・施設従事者虐待で事業者聞き取りに困難が
予想される際は同席してほしい 
・施設虐待や使用者虐待の事案について、積
極的にかかわってほしい 
・市町村だけでは判断が難しい事例や遠方で
の施設従事者による虐待事例など、引継ぎ、
連携、助言頂ける体制づくり。 
・虐待対応したケースの検証や施設虐待の対
応を協力してほしい 
・困難ケースの対応の際に客観的かつ専門的
な意見を頂戴したい。個人情報には配慮しつ
つ、気軽に相談できるような関係ができてい
ればよい。 
・特に施設内虐待などの対応時、可能な限り
のサポートがほしい 
・相互における情報共有ルートの確立（市⇔
県） 
・電話相談をうけたものすべてをそのまま市
町村に流すのではなくある程度内容を把握し
た上で必要なものを連絡してほしい（あきら
かに虐待ではないものも多いため） 
・バックアップ機能（同行訪問や、アドバイ
ザー） 
・虐待事案の事実確認の技術や虐待認定に至
る判断等について取り扱い件数が少なく、経
験の浅い市町村の虐待防止センターへ指導、
助言を期待する。 
 
 

④障害者及び養護者支援に関する相談、相談機
関の紹介 
・対応に迷った際の適切な助言（必要な機関
の案内等） 
・県内の受け入れ先施設等の調整  
・居室の確保の広域調整及び県施設の活用の
調整。 
 
⑤障害者及び養護者支援のための情報提供、助
言、関係機関との連絡調整 
・精神障害者の場合は医療との連携が非常に
必要となる場合が多いため精神科病院とのつ
なぎなどのサポート機能確保などに期待する 
・県内関係部局、機関と連携するためのシス
テムづくり 
・県内ネットワーク構築と定期的な情報交換
等。 
・施設虐待について、しっかりと情報をつか
んで指導、フォローして欲しい 
・使用者虐待について、通告後どうなったか
をバックして欲しい 
 
⑥障害者虐待防止及び養護者支援に関する情報
の収集分析、提供 
・全県域的な地域による虐待傾向の分析と包
括的な支援体制の構築に向けた取り組み 
・事例の分析集の作成、事例分析により再発
防止に向けての対策検討 
・県内の虐待通報や対応状況の取りまとめ・
分析・公表 
・法改正や実施マニュアルの変更点について
の情報提供 
 
⑦障害者虐待防止及び養護者支援に関する広
報・啓発 
・マスメディアによる虐待防止に関する啓発 
・市町村に対し、虐待対応の必要性や法的な
部分を示し、そういう部署や係を置くべきで
あることをもっと周知して欲しい 
 
⑧施設又はサービス事業所の適正な運営確保に
向けた権限の行使 
・虐待が疑われる事業所に対する適切な指導
の実施 
・施設従事者等による虐待があった事る所に
対して継続的なフォローアップを行い、再発
防止を図る取組 
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⑨施設従事者等による障害者虐待の状況やその
際の措置の公表 
・虐待のあった事業所等の情報提供 
・対応結果の報告（事業所虐待による） 
・都道府県が指定するサービス事業所等の監
査部局との連携した対応 
 
⑩研修の提供 
・遠方での研修会が多く、市内事業所スタッ
フの参加が少人数になってしまうと聞いてい
る。保健所圏域での開催等、参加しやすい研
修を望む 
・継続した研修会の開催、研修の実施や資料
の配布 
・事業所等への虐待防止研修の実施（回数を
多くする） 
・単独の市町村だけでは人材育成のための研
修や他市町村の実施状況の把握に限界がある
ので、都道府県レベルで継続的に研修や、市
町村同士の交流・情報交換の機会を設けてほ
しい 
・経験者が多いため、実際の事例、他の自治
体での対応例などから判断のポイント対応の
仕方について再確認できるような内容の研修
を実施してほしい 
 
 厚生労働省「市町村・都道府県における障害
者虐待防止と対応の手引き」では、都道府県の
役割と責務は次のように示されている。 
ア 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
について 
①障害者福祉施設又は障害福祉サービス事業等
の適正な運営の確保に向けた社会福祉法及び
障害者総合支援法等に規定する権限の行使
（第 19 条） 
②障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の 
 

状況やその際に採った措置等の公表（第 20条） 
イ 使用者による障害者虐待について 
使用者による障害者虐待に係る事項の都道府県
労働局への報告（第 24条） 
ウ 都道府県障害者権利擁護センターの機能と
周知 
都道府県は、障害者福祉所管部局又は当該都
道府県が設置する施設において、当該部局又は
施設が都道府県障害者権利擁護センターとして
の機能を果たすようにすることとされている。
（第 36 条第 1項）その具体的な業務は次のとお
り。 
①使用者虐待に関する通報又は届出の受理（第
36 条第 2項第 1号） 
②市町村が行う措置に関する市町村相互間の連
絡調整、市町村に対する情報提供、助言その他
の援助（第 36条第 2項第 2号） 
③障害者及び養護者支援に関する相談、相談機
関の紹介（第 36 条第 2項第 3号） 
④障害者及び養護者に対する支援のための情報
提供、助言、関係機関との連絡調整等（第 36 条
第 2項第 4号） 
⑤障害者虐待の防止及び養護者支援に関する情
報の収集分析、提供（第 36 条第 2項第 5号） 
⑥障害者虐待の防止及び養護者支援に関する広
報・啓発（第 36 条第 2項第 6号） 
⑦ その他障害者虐待の防止等のために必要な支
援（第 36条第 2項第 7号） 
 
 
今回の調査では、ここに示した都道府県の役
割と責務のどれに対しても、市町村からの期待
が寄せられていることが分かった。 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

９． 高齢者、障害者、児童に対する虐待への
統一的な対応、または高齢者、障害者、児童に
対する虐待を担当する部署間の連携について 
 
① 高齢者、障害者、児童に対する虐待への統
一的な対応、または高齢者、障害者、児童に対
する虐待を担当する部署間の連携の状況につい
て（図9-1） 
 

 224自治体中、「統一的対応（または連携）を
必要に応じて行っている」が162（72.3％）、
「統一的対応（または連携）は行っていない
が、今後必要があれば行う」が44（19.6％）、
「統一的対応（または連携）は行っていない」
が18（8.0％）であった。 
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② 高齢者、障害者、児童に対する虐待への
統一的な対応、または高齢者、障害者、児童
に対する虐待を担当する部署間の連携につい
ての検討状況（図9-2） 
 223自治体中、「統一的対応（または連携）に
ついて取り決めがある（または既に検討した）

が53（23.8％）、「統一的対応（または連携）
について検討を予定している」が48
（21.5％）、「統一的対応（または連携）の取
り決めはなく、検討の予定もない」が122
（54.7％）であった。 
 

 

 

 

 

 

 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

統
一
的
対
応
（
ま
た
は
連

携
）
を
必
要
に
応
じ
て
行
っ

て
い
る
。

統
一
的
対
応
（
ま
た
は
連

携
）
は
行
っ
て
い
な
い
が
、

今
後
必
要
が
あ
れ
ば
行

う
。

統
一
的
対
応
（
ま
た
は
連

携
）
は
行
っ
て
い
な
い
。

図９－１.貴自治体における、高齢者、障害者、児童に対する虐待
への統一的な対応、または高齢者、障害者、児童に対する虐待を

担当する部署間の連携の状況は、次のどれに当てはまりますか。
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図９－２.貴自治体における、高齢者、障害者、児童に対する虐待
への統一的な対応、または高齢者、障害者、児童に対する虐待を
担当する部署間の連携についての検討状況は、次のどれに当て

はまりますか。
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③ 包括的な支援体制や分野横断的連携を進め

るための取組の状況（図 9-3） 

191自治体中、「庁内で部署横断的な連携をはか
る会議体がある」が59（30.9％）、「多機関の
分野横断的連携をはかる会議体がある」が61
（31.9％）、「ワンストップの総合相談支援窓
口を設置（委託）している」が28（14.7％）、
「分野横断的な連携を図るコーディネーターを
配置（委託）している」が8（4.2％）、「その
他の取組を行っている」が35（18.3％）であっ

た。 

④ 包括的な支援体制や分野横断的連携を進め
るための取組の有効な点（図9-4） 
（複数回答） 
多い順に「関係機関の協力が得やすくなる」
が131、「障害者虐待の早期発見につながる」が
63、「高齢者や児童の分野のノウハウが障害者
虐待防止に活かせる」が59、「通報や相談をな
るべく漏らさず受け止めることにつながる」が
55「障害者の支援にあたって社会資源が確保し
やすくなる」が48「地域の福祉課題を発見しや
すくなる」が43「その他」が５であった。 
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図９－３.貴自治体における包括的な支援体制や分野
横断的連携を進めるための取組の状況は、次のどれ

にあてはまりますか。
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図９－４その体制や取組は、障害者虐待防止に関して
どのような点で有効であるとお考えですか。
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⑤ 市町村地域福祉計画に盛り込むべき事項の 
「地域における高齢者の福祉、障害者の 
福祉、児童の福祉、その他の福祉に関し、共
通して取り組むべき事項」として、「高齢
者、障害者、児童に対する虐待への統一的な
対応」を検討することについて（図9-5）（複
数回答） 
 
 多い順に、「高齢者や児童分野のノウハウが
障害者虐待防止に活かせるので検討した方がい
い」が115、「地域住民との協力体制を整えるた
めに統一的な対応の検討が必要である」が75、
「統一的な対応を検討する時間的余裕がない」
が65、「統一的な対応として検討できる部分は
少ない（または検討はあまり有効でない）と感
じる」が24、「その他」が10であった。 
 厚生労働省は、「地域共生社会」の実現を
目指して、「地域包括ケアシステムの強化のた
めの介護保険法等の一部を改正する法律」（平
成29年法律第52号）による改正社会福祉法（平
成30年4月1日施行）に基づき、市町村における
包括的な支援体制の整備等を推進する方針を打
ち出した。平成29年12月12日「市町村における
包括的な支援体制の整備に関する指針」（平成
29年厚生労働省告示第355号）を策定・公表し、
関連通知を発出した。通知は①社会福祉法改正
の趣旨、②市町村における包括的な支援体制の
整備について、③市町村地域福祉計画及び都道
府県地域福祉支援計画の策定ガイドライン等を
内容としている。②の「市町村における包括的
な支援体制の整備について」では、市町村域に
おける多機関の協働による包括的な相談支援体
制の構築に関する事項として、「複合的で複雑
な課題等の解決のため、支援関係機関が支援チ
ームを編成し、協働して支援」、「その際の協
働の中核を担う機能」、「支援に関する協議及
び検討の場」、「支援を必要とするものの早期
把握」、「地域住民等との連携」等の必要性を
示している。③の市町村地域福祉計画の策定ガ
イドライン「計画に盛り込むべき事項」の「地
域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童
の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組む
べき事項」の例として、「高齢者、障害者、児
童に対する虐待への統一的な対応や、家庭内で
虐待を行った養護者又は保護者が抱えている課
題にも着目した支援の在り方」を示している。 
本調査では、高齢者、障害者、児童に対する
虐待への統一的な対応、または高齢者、障害

者、児童に対する虐待を担当する部署間の連携
を必要に応じて行っている市町村について、7割
を超えていた。ただ、連携のための体制の整備
状況としては、統一的な対応や連携についての
取り決めがある市町村は約2割にとどまり、連携
のための会議がある市区町村は約3割、ワンスト
ップの総合相談の実施は約15％であった。分野
横断的取り組みの効果として、「関係機関の協
力が得やすくなる」「障害者虐待の早期発見」
「通報を漏らさず受け止める」などを挙げる市
町村が多かった。高齢者、障害者、児童に対す
る虐待への統一的な対応を検討することについ
て、「他分野のノウハウが障害者虐待防止に活
かせるので必要である」「地域住民との協力体
制を整えるために必要である」と答えた市町村
が多いが、「検討する時間的余裕がない」とい
う回答も多かった。こうした現状を踏まえ、今
後は各地の取り組みの成果に関する情報を蓄積
し、研修等を通じて多くの自治体で共有してい
く必要があると考える。 
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Ｆ 結論 まとめ 

障害者虐待防止研修のプログラム開発

にあたり、自治体が適切にその役割と責

務を果たすためのカリキュラム構造とプ

ログラムを検討するため、全国市区町村

の現状と課題を把握することを目的とし

て、市区町村障害福祉担当部局を対象に

調査を実施した。 

障害者虐待の通報・相談件数をみる

と、平成30年度の1年間に0件だった市区

町村の割合は養護者虐待で約26％、施設

従事者虐待で約34％、使用者虐待で約

71％であり、対応経験が少ない市区町村

があることが分かった。厚生労働省によ

る「平成30年度障害者虐待の防止、障害

者の養護者に対する支援等に関する法律

に基づく対応状況等に関する調査」で

は、障害者虐待防止法施行後1件も相

談・通報件数がない市区町村は養護者虐

待で22.6％、施設従事者虐待で37.7％、

使用者虐待で62.9％であることが明らか

になっており1）、本調査と同様の傾向が

見られた。コアメンバー会議は市区町村

が組織的対応をするために大変重要であ

るが、本調査では構成員が決まっていな

い市区町村が約4割あった。これは法施

行後1件も相談・通報がない市区町村の

割合から考えると納得できる。しかし、

構成員が未定であると迅速な対応に支障

をきたす恐れがあり、研修において組織

的対応のための市区町村における取り組
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図9-5.市町村地域福祉計画に盛り込むべき事項の「地域に
おける高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉、その他
の福祉に関し、共通して取り組むべき事項」として、「高齢
者、障害者、児童に対する虐待への統一的な対応」を検討
することについて、次の当てはまると思うもの全てに○印を

付けてください。
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み体制整備を促していく必要がある。 

平成24年10月の法施行から7年以上が

経過し、市区町村の規模や地域性の違い

により、対応状況に差が生じており、研

修実施に当たって十分に考慮する必要が

ある。具体的には、各都道府県が研修を

実施する際に、地域の状況や研修のニー

ズを把握し、それに応じて企画すること

が求められる。 

障害者虐待防止法では、都道府県権利

擁護センターの機能として「市町村に対

する情報提供」「障害者虐待防止及び養

護者支援に関する情報の収集分析、提

供」が定められているが、今回の調査で

都道府県内の虐待傾向の分析や分析結果

に基づく再発防止策の検討、事例集の作

成などを求める意見があった。こうした

意見を参考に、都道府県の取組を充実し

ていくことが期待される。 

研修については、参加可能な日数が1

日と2日を合わせて約9割であった。各科

目に関する学びのニーズはどれも高い

が、限られた日数の中で優先度の高い科

目をどう組み込んでいくかが課題であ

る。新任向け研修、経験者向け研修、管

理者向け研修など対象別の研修について

は、どれに対してもニーズがあり、また

都道府県内の地域別や圏域別の研修への

ニーズもあった。研修の実施方法やプロ

グラム、コース分けについても、地域の

状況や研修のニーズを把握し、それに応

じて企画することが求められる。 

本調査では、高齢者、障害者、児童に

対する虐待の統一的な対応、または高齢

者、障害者、児童に対する虐待を担当す

る部署間の連携について、必要に応じて

行っている市区町村が7割を超えていた

が、統一的な対応や連携についての取り

決めがある市町村は約2割にとどまって

いた。高齢者、障害者、児童に対する虐

待への統一的な対応を検討することが効

果的であると認識している市区町村が多

いが、検討する時間的余裕がないという

回答が多かった。こうした現状を踏ま

え、今後は各地の取り組みの成果に関す

る情報を蓄積し、研修等を通じて多くの

自治体で共有していく必要があると考え

る。 
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平成 31年度 厚生労働科学研究費補助金 障害者政策総合研究事業（身体・知的等障害分野） 

「障害者虐待防止研修の効果的なプログラム開発のための研究」 
分担研究報告書 

 

施設内虐待の防止に向けた調査と研修の組み立てに関する研究 
 

     研究分担者 曽根 直樹（日本社会事業大学福祉マネジメント研究科 准教授）  
研究代表者 堀江まゆみ（白梅学園大学子ども学部発達臨床学科 教授） 

 

 

 

Ａ. 研究目的 

 障害者福祉施設及び障害福祉サービス事業所
（以下、障害者福祉施設等）という。）における
障害者虐待防止の取り組みの実態を調査し、その
結果に基づいて、厚生労働省の委託事業による
「障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修」の
障害者福祉施設従事者による障害者虐待防止のプ
ログラムを、より効果的に行うことができるよう
見直すことを目的とした。 
 

Ｂ．研究方法 

１．方法 

障害者福祉施設従事者による障害者虐待の防止

を組織的に進めるための方法を検討するため、障

害者虐待防止の取り組みを組織的に進めている法

人の担当者にインタビュー調査を実施し、組織的

な虐待防止策について分析した。 

 

２．調査対象 

【研究要旨】 

障害者福祉施設及び障害福祉サービス事業所（以下、障害者福祉施設等）という。）に

おける障害者虐待防止の取り組みの実態を調査し、その結果に基づいて、厚生労働省の委

託事業による「障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修」の障害者福祉施設従事者によ

る障害者虐待防止のプログラムを、より効果的に行うことができるよう見直すことを目的

とした。障害者福祉施設等における障害者虐待の防止は、組織マネジメントに基礎があ

る。そのポイントは、社会人教育を基礎とした上での職員のスキル養成、理事長を筆頭に

した管理職の公正な姿勢、風通しの良い組織風土の醸成である。 

 適切な組織マネジメントを基礎とした上で、組織的な虐待防止策として虐待防止委員

会を設置する。虐待防止委員会のポイントは、支援現場以外の職員や組織外の第三者性の

ある委員の参加による客観性の確保、虐待防止委員会の心得の作成などにより、事案を隠

さない基本原則の確立である。 

 虐待が発生した場合は、虐待防止委員会では虐待者の責任追及ではなく、虐待が起き

た環境要因に焦点を当てた原因分析を行、改善に繋げることが重要である。 

 虐待防止研修では、虐待の禁止を伝達することに終始せず、よい支援をするための工

夫や通報の伝え方などを内容に含め、正しい対応を浸透することが必要である。 

 都道府県が行う障害者虐待防止・権利擁護研修には、通報していない虐待事案を抱え

る法人からの参加者がいることが想定されるため、正しい対応を啓発し、過去の事案を正

直に通報し、行政の特別監査を受けた上で、組織改革を行うことが将来に向けて最も有効

であることを伝える必要がある。 

 行政には、特別監査による虐待認定に基づく指導、処分にとどまらず、事業所をコン

サルテーションに結びつけるなど、改善に向けたサポートを行うことが求められる。 
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 「障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研

修」に協力している法人のうち、障害福祉サービ

ス事業所において、障害者虐待防止の取り組みを

組織的に進めている A法人及び、過去に虐待事案

が発生し、それを契機に障害者虐待防止の取り組

みを組織的に進めている B法人を調査対象とし

た。 

 

3．分析方法 

 録音したインタビュー調査をテキスト化し、

発言データの内容を要約した。関連する発言デー

タの要約をコード化し、法人毎に整理した。さら

に、2法人のコードをカテゴリー化し、表にまと

めた。カテゴリー、コード、データの要約から、

概念図を生成した。 

 

 （倫理面への配慮） 

インタビュー調査に関しては、個人情報の保護

に十分留意し「人を対象とする医学系研究に関す

る倫理指針」を遵守し、研究代表者の所属する機

関の倫理審査委員会に調査研究実施の申請を行

い、承認を受けた。 

 

Ｃ．研究結果 

1．社会福祉法人 A（理事長） 

１）総論 

障害福祉サービス事業所における虐待防止には、

職員の支援スキルの問題と組織マネジメントの問

題がある。多くの事業所は、研修を通じて職員の

支援スキルの向上は行うが、組織マネジメントへ

の取り組みが弱いのではないか。 

社会福祉法人 Aの職員階層は、理事長、経営戦略

室、管理者、主任・リーダー、一般職員となって

いる。経営戦略室は抜擢により構成。 

 

２）社会福祉法人 Aにおける組織マネジメント 

（１）職員のスキルの査定とチーム作り 

リーダー、主任クラスの職員が、個々の職員の支

援スキルの査定を行い、利用者の対応を一人で任

せることができるか、2人で対応するとしたら、こ

の職員 2人で大丈夫かを個別に判断する。2人以上

が組んだ場合、それがチームとして行動する。チ

ームのうちの 1人以上は、指導やフォローができ

るスキルのある職員が入る。 

チームの最大単位は 8人にしている。そこに、リ

ーダーや主任を必ず置いて、日常的に出てくるこ

との決定権、予算執行権をもたせている。そし

て、簡易なリーダーシップ論を教える。部下の信

用をどうやって得るか、部下の動かし方、そのた

めに必要な立ち居振る舞いの基本を教える。リー

ダーの信用がないとチームが分解してしまうの

で、そこだけ頑張りましょうと伝えている。 

 

（２）指導やフォローができる職員を見極める基

準 

指導やフォローができる職員の見極めは、うそを

つく人か、うそをつかない人か、自分に都合の悪

いことが起きた時に、保身に走る人なのかどうか

を第 1基準にしている。 

第 2基準は、支援スキル。支援困難な利用者に十

分対応できる支援スキルがあるかどうか。行動障

害や車イス利用者の移乗などの技術がある。ただ

し、スキルは研修や OJTで身に付けやすい。 

 

（３）見極めの方法 

見極めの方法は、日々の先輩職員や上司とのやり

取り、会議中の発言、日々の支援の観察で行う。

まｔ、全職員に対して、四半期に一度面談を行っ

ている。面談の時間は 15分～30分。面談者は、主

任以上の職員から、面談を受ける職員が選ぶこと

ができる。その中で、尊敬している、参考になる

など、評価が高い職員の情報を得る。 

管理職→主任は週次で面談 

主任→一般職は月次で面談 悩みや課題感を聞く

だけでなく、様々な事柄への基準や尺度をすり合

わせたりしていくことに重点を置く。その過程で

前述の（２）のところの判断精度が高まる。悩み

を聞く過程で支援技術やマインド、権利擁護意識

の基準も把握できる。 

 

（４）研修 

新人職員に対しては、社会人教育を重視し、社会

人としてのスタンスを身に付けさせる。 

社会人にとって最も大切なことは信用であるこ

と。都合が悪いことが起きた時に、すぐに報告し

謝ること、それをしなかった場合、利用者に不利

益を与え、信用が失われること、結果として自分

自身に甚大な被害を与えてしまうこと、などを教
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育し、OJT の中でも先輩が言い続ける。もし、報告

しなかったらどうなるか、というワークなども取

り入れている。 

支援スキルが高くてもミスは必ず起きるため、隠

蔽する人は何をしているかもわからないため、任

せられない。ミスはよくなかったが、すぐ報告し

てくれたことはありがたい、信用に足る、という

ことを必ず言うようにしている。新人に社会人教

育を行うのは、企業では当たり前になっている。 

 

（５）研修効果の持続と定着 

研修は、１回やった後に、どれだけその効果が持

続し、定着するまでいけるのかが重要。それは、

職場の先輩の教え方にかかっている。後輩に教育

する際に、「研修でこう習ったでしょう。こうい

うことしないといけないし、こう考えなくてはい

けないんだよ」と言えるきっかけなので、研修効

果を持続していく風土を醸成することが重要。 

法人理念と方針に対して現状の現場の課題感、そ

れを解決や理念促進するための内容の様々な研修

を開催後、インプットされた知識を「知ってい

る」から「使っている」に変換するために管理職

や主任・リーダー層がマネジメントしていく。 

 

（６）部下教育の研修 

中堅研修とは、部下教育の仕方を教えること。福

祉現場の職員は、後輩に教えることを仕事だと思

っていない人が多いように感じる。まず、教える

ことは大変だが、教えないで部下が育たなかった

ら、結局は自分が全部尻拭いすることになって、

もっと困るということを教える。教育しないとど

ういうことが起きるのかを、組織図を見せながら

説明する。その上で、こういうことがあったケー

スは、どうのようにするか、というワークを持ち

帰り、次回までに実践して、またそれを元に次回

のワークをやる。 

また、中堅職員は、上司、同僚、部下に囲まれて

組織全体の中央に位置しているので、立場的に難

しい役割だが、中堅職員が組織の中心であり、中

堅職員の言動が組織を育てる。上司の指示や部下

からのボトムアップをちゃんとつなぎ合わせる役

割なので、中堅職員が役割を果たせないと何も伝

わらなくなる、また、一般職は上司を通して法人

を見ているので、しっかり法人の方針や考えを伝

えないと、上司のみならず法人や組織、ひいては

福祉を疑ってみてしまう、ということを教えてい

る。 

グループワークでは、上司や部下に言えないと言

ってくる人が多い。みんな言えないということを

共有し、それを解決する手段を考える。言い方が

分からない、言ったらそうなるかを考えると怖

い、という理由も上がってくる。それをひもとい

ていくワークをしていく。 

 

（７）下限品質ルールの設定 

下限品質ルールをしっかり設定することが必要。

下限品質ルールは、絶対にそれを下回ってはいけ

ないというルールなので、管理をしなくてはいけ

ない。 

組織のチェックリストを作成し、利用者と職員の

支援レベルは合っているか、職員配置が適切か、

水回りや利用者の更衣室は清掃されているか、な

ど細かいところまでチェックリストを作成し、品

質管理マネージャーが見に行く。セルフチェック

は行われていても、組織としてのチェックリスト

がない場合が多いので、作成する必要がある。 

 

（８）品質管理マネージャー 

品質管理マネージャーは総務の職員を任命してい

る。一般的な感覚を持っているため、おかしなこ

とをおかしいと言える。また、「密告」を潰さな

いようにするためにも、一般職を入れた方がよ

い。 

 

（９）フォローとフィードバック 

利用者に対応できない職員には、常にサポートで

きる職員をつけて、フォローする。これは絶対的

なセット。利用者と職員のミスマッチは明文化し

て、ミスマッチさせないようにしている。その上

で、支援上不足しているところを教えていく。教

える側も教わる側も目標が明確だと育ちやすい。

さらに、面談や人事考課のときに、大丈夫になっ

たね、もう少し支援任せてみる？など評価し、フ

ィードバックする。 

 

（10）管理職の評価 

面談では、一般職から管理職の評価も聞く。部下

の職員から「あの管理者、自分は間違っても謝ら
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ないのに、そのことは棚に上げて部下にだけやれ

と言ってくる」などの話が出る場合もある。その

時は、理事クラスがフィードバックし、改めるよ

う求める。改めれば、職場の雰囲気もよくなる

が、改めない場合には内容によっては降格や異動

を行う。 

 

（11）人事マネジメントと組織マネジメント 

新規事業を展開する場合、一定のポストの職員を

育ててから次の事業を展開するが、それをしない

で、事業展開してしまうと、人事マネジメントが

破綻しているため、職員も教育されない中で支援

をするため、不適切支援が起きる。これは、管理

者層、経営層の組織マネジメントの責任である。

人事マネジメントで適切な人の配置をすること

で、不適切な支援が起こらないようなチーム作り

をすることが最優先となるようなマネジメントが

必要。 

管理職クラスはこの人は管理職になればやれる力

があるだろう、とポストにつけてから１から学び

ながら役務を果たそうとさせるいわゆる卒業方式

ではなく、その前から管理職の役務を学び実践で

きる力がついてからポストにつける、入学検定方

式をとることが大事。 

 

 

（12）「困っています」と言いやすい組織風土 

職員が「困っています」と言いやすい会議の設定

や、意見を吸い出しやすい面談の設定など、小さ

なことから積み上げることが必要。虐待が疑わし

い、ということが上がってくることはとても良い

こと。「あの支援でいいんですか？」という意見

が、現場の職員同士だけでは改善につながらない

こともあるので、上司に上がってくるのが風通し

の良い組織。 

 

（13）ヒットアンドエラー 

会議や面談の時に、ヒットアンドエラーを書いて

もらう。ヒット 3本にエラー3つ書いてもらう、こ

ういう支援がうまくいきませんでしたと書いてく

る。また、思っていること、悩んでいること、話

したいことを自由記述で書いてもらう。そこに、

他の職員の対応で疑問に感じていることが上がっ

てくる。ヒットアンドエラーは公表するが、自由

記述は公表しないで改善につなげる。 

 

（14）PDCAを回す 

会議や面談とヒットアンドエラーを連動させる

と、思っていることが会議や面談で出るようにな

る。それが議題となって決定事項になる。実施計

画と担当者が決められ、締め切りまでに実践さ

れ、結果が報告される。PDCA が回ると、ヒットア

ンドエラーを書く意味が湧いてくる。書いて上げ

たんだけれど、会議で取り上げてもられなかっ

た、では、書く意味がなくなる。そういうポイン

トが押さえられている組織作りをすることが肝

心。 

 

（15）虐待防止委員会 

虐待防止委員会は委員の設定の仕方と、意見の吸

い上げの仕方が肝心。管理職クラスばかりだと、

自分の事業所の不適切支援を言わない傾向になる

ため、形骸化してしまう。管理職は入らず、組織

改革ができる経営層（理事長、常務理事、理事）2

人程度（経営層は直接入らずともよい。経営層の

方針を実践できる管理職クラスもしくはその力量

があるもの）と一般職員 8人程度で構成する方が

よい。基本的には横断的組織に類するので運用レ

ベルは難しい部類であることを踏まえ、一般職員

も力量のあるものを選定すること。経営層がコミ

ットメントし、組織の立ち上げ、目的やミッショ

ンなどを決定すること。法人内での位置づけ、権

限、課題解決の範囲を明確にする（広げすぎな

い） 

リーダーとメンバーの役割と責任を明確化する、

チームが安定するまでは、リーダーはメンバーの

フォローも。リーダーに対して経営層とのすり合

わせをすることが重要である。 

 

（16）虐待防止委員会の心得 

虐待防止委員会の心得をつくる。「我々は、現場

から上がってきた虐待の芽に、適切に向き合いま

す」「虐待と疑われる案件については直ちに通報

し、内部調査を開始します」など。委員会前に全

員で唱和することにより、通報することが共通認

識になる。 

 

３）虐待が起きた事業所に対する対応 
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（1）過去に虐待事案があっても通報しなかった事

業所における対応 

虐待防止研修受講者の事業所において、過去に虐

待事案があっても通報しないで済ませてしまった

事業所の職員や管理者がいた場合、法人としての

方針を打ち出すことになるため、管理者クラスで

はなく、法人の理事長など経営層主導で改め、再

出発することを宣言するしかない。それが難しい

場合は、自覚した人の職責でできることに取り組

むしかない。過去の反省と謝罪、今後改めたいと

いうしかない。その場合も、過去の虐待事案を通

報し、一度リセットすることが必要となる。 

 

（2）行政によるサポート 

都道府県に虐待防止サポートセンターを設置し、

事業所のコンサルテーションをする仕組みがある

とよい。専門家が一定期間事業所に入り、支援ス

キルの査定と教育、虐待防止委員会の設置方法や

会議の在り方、組織マネジメントなどの改善方法

を指導し、事業所の改善をサポートすることが必

要。 

虐待が起きて通報して、叩かれて終わりでは通報

しなくなる。力が弱い事業所だと、どうしていい

か分からず、自分たちだけで改善することは難し

い。 

 

２．社会福祉法人 B（理事、事業サポート本部職

員：2名） 

 

１）経過 

40 年前に法人設立。初代理事長の情熱で、利用者

を第一に考えた先駆的な取り組みを次々と行って

きた。職員たちも、利用者と寝食をともにし、

「ふつうの場所でふつうの暮らし」ができるよ

う、自立をめざして支援を行ってきた。一方で、

地域で「ふつう」に暮らすことをめざす中で、

「しつけ」のような支援になり、熱心なあまり

「愛の鞭」。支援が困難な利用者を労働条件や私

生活を度外視して、「職員が犠牲になって」支え

た。一方で熱心な対応は、時に「愛の鞭」を正当

化するような雰囲気も醸成することとなった。 

事業所は管理者に「一国一城の主」として運営を

任されたことから、不適切な対応があった場合、

処分は理事長と当該事業所の管理者間で行われ、

法人全体での情報共有や公平性の確保、標準化は

行われなかった。 

7年前に、虐待防止委員会の設置を準備していた矢

先に、虐待の内部通報で行政が突然特別監査に来

た。そして、初代理事長が辞任し、現在の理事長

に交代した。新理事長は組織改革に着手した。 

 

２）組織体制 

理事会、評議員会の下に内部理事と管理者による

経営執行会議を置き、その下に 50の事業所の管理

者会議（月 1回）を置いた。また、外部アドバイ

ザーを含めたコンプライアンス委員会を設置し

た。コンプライアンス委員会（年 2回）は、コン

プライアンス上の問題がないか、第三者的立場か

らチェックする監督機関。虐待防止委員会は、コ

ンプライアンス委員会の小委員会の一つとして置

かれ、月 1～2回開催している。委員は、50事業所

が 5地区に分かれているため、各地区 1人は参加

している。 

 

３）法務・相談室の機能 

事業所部門から独立した、常務理事直属の部署と

して、法務・相談室が置かれており、何かあった

ら法務・相談室に連絡が入ることになっている。

初動として、事実の確認と同時に対象となる利用

者の安全確保を行う。初動の事実確認で透明性を

高めるために、当該事業所の管理者やサービス管

理責任者は調査に入らないこととしている。ただ

し、法務・相談室の職員は現場の支援には関わら

ないため、職員からの聞き取りは法務・相談室の

職員が行い、利用者からの聞き取りは、現場を知

っている障害者支援の専門家である、問題となっ

ている当該部署以外の理事と管理者が行う。 

 

４）虐待事案から得た教訓 

（1）行政の特別監査が改革の大きなきっかけにな

った 

事業所改革は、それまでやってきたことの否定が

含まれるため、きっかけなしに行うのは難しい。

行政の調査は厳しかったが、昔のことまで掘り起

こされる中で過去の振り返りをし、新たな道に踏

み出すことができた。他の法人から、虐待が起き

たのだがどうすればいいか相談を受けることもあ

るが、行政に言わなければだめだと必ず言ってい
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る。表沙汰にしたくない、隠したい、という傾向

が未だにある。隠さず報告し、行政から厳しい対

応をされることが、課題と向き合い改革をするこ

とにつながる。 

（2）幹部が絶対にぶれないこと 

虐待した職員の処分にともない、出勤停止や宿

直・夜勤禁止など、現場の支援体制に影響が出る

対応が必要になる場合がある。現場は大変であっ

ても、幹部職員が、虐待の起きない現場に変える

んだ、という強い意志をもって臨んでもらわない

とできない。 

（3）理事長の姿勢が改善の前提 

現場で、虐待を個人の責任追及ではなく、原因分

析をして環境要因を変える取り組みにできるかど

うかの前提は、理事長が職員個人の責任にせず、

法人の責任ですと言えるかどうかにかかってい

る。 

（4）情報共有や風通しが虐待防止のポイントにな

る 

以前の法人は、各事業所の責任者に運営が任せら

れていた。不適切な支援等についても各事業所の

責任者が、事業所内で解決をしており、課題や解

決策が法人全体で共有されていなかった。 

（5）過去に虐待を隠していた法人が通報できるか 

過去の虐待までさせるかは置いておいても、今目

の前の虐待に真摯に向き合って、通報に踏み出す

ことができるかが分かれ目。虐待のある法人のま

ま、この先 10年、20年とやっていくのか、虐待の

ない法人を目指してやっていくのかを決めるしか

ない。 

 

５）法人内の改善 

（1）対応の標準化、明確化 

以前は、職員の処分基準が明確でなかった。現在

はルールを統一した。 

（2）虐待通報の判断 

虐待防止委員会設置当初は委員会内で、「これは

虐待に当たるかどうか」を認定していた。就業規

則で、虐待した場合は懲戒と定めており、行政へ

の通報も虐待について通報すると考えていたた

め、虐待かどうかを決めなくてはいけなかった。

そうすると、利用者のためを思っての行為が熱心

さのあまり行き過ぎたのではないか、というよう

な事例の場合、虐待と認定すべきなのか悩んだ。2

年かかって、虐待の判断は、法人ではなく行政が

決めることと気づき、法人が目指す支援ではな

い、不適切な支援は通報する、というルールに変

わり、通報するか否かで悩むことはなくなった。 

（3）第三者性のある人による内部監査 

定期的に支援現場の内部監査を行う体制が必要。

その際、第三者性がある人が関わることが大切。

アセスメント票や会議録、個別支援計画など、必

要な記録類の点検を行うこと。また、職員の接遇

は、職員に顔が知られていない人が、抜き打ちで

事業所訪問をすることで普段の態度を確認するこ

とも重要。また、第三者的立場の人が、虐待に類

することがないか利用者に直接意見を聞くことも

重要。 

（4）呼称の徹底 

虐待防止の取り組みを沢山挙げても実行が難し

い。そこで、利用者を「さん」付けで呼ぶことを

徹底することにした。呼び捨てにするよりも「さ

ん」付けにすることで行為のブレーキになる。簡

単明瞭なのも浸透しやすいと考えた。虐待が何か

ら派生して起きるかを考えて、呼称を徹底する理

由も明記した。それでも、「さん」付けが定着す

るのに 2年間かかった。「さん」付けのルールを

紙に書いて張り出すと、利用者自身が「〇〇く

ん、って呼ばれましたけど、何でですか」と言っ

てくれるようにもなった。沢山の防止策を挙げて

実行できないよりも、ひとつに絞って集中して取

り組むことが重要だと思う。 

（5）労働環境を整える 

虐待の間接的防止策として、労働環境の改善があ

る。休憩時間がちゃんととれているかなど、労働

環境を改善することで安定した支援を行える環境

を整え、その結果として虐待を防止することにも

つながる。 

 

６）虐待防止策 

（1）定期的な人事異動が必要 

法人では、5年経過した人から異動対象としての優

先順位があがる。人事異動がなく、事業所の人間

関係が固定化すると事業所ごとにセクショナリズ

ムが生まれたり、古参の職員が勢力を持ってしま

い、それまでのやり方を変えようとしなくなった

りするデメリットが生じる。 

（2）虐待の原因分析の重要性 
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虐待が起きる背景には、様々な原因がある。支援

の問題に加えて、人間関係、労働環境、賃金の問

題など、全て関わってくる。いろいろな角度から

検討し、それらの複合的な問題の結果が、虐待と

いう行為につながっていく。それらの問題は、原

因分析をするからこそ明らかになる。原因分析を

するのは辛い作業になる。上位役職者だけで実施

するのではなく、直接支援職員の視点での分析も

重要。直接支援の現場での率直な意見は、上位役

職者には耳が痛い場合があるが、そこと向き合う

ことで深い分析ができる。 

（3）虐待が起きた環境要因に焦点を当てる 

虐待をなくすために、虐待防止委員会に虐待した

職員を呼んでつるし上げるのではない。叩いた職

員が悪いとか、それを見ていたのに見過ごしてい

た職員が悪いとかではない。それをやると、一般

職員は自分が怒られるから隠したくなるし、中間

管理職も、幹部から怒られると思えば隠したくな

る。そうではなくて、虐待が起きた背景にある環

境要因があり、それを改善していくために虐待防

止委員会で虐待の原因分析をして、環境を変えよ

うとすることが必要。 

（4）環境の問題から入る 

虐待防止研修をするときに、虐待をする人が悪い

と言うのではなくて、職場環境であったり、その

人の精神的な状態であったり、いろいろな環境要

因があるというところから入ったら良いのではな

いか。 

 

７）研修のポイント 

（1）虐待防止研修の職員の受け止め 

虐待防止研修は、知的障害の基礎とか、アンガー

マネジメントとか、虐待防止の体制づくりなど、

いくつかのパーツが必要。虐待の行為類型や、こ

れはだめですよ、通報しなさい、という内容だけ

だと職員の理解が深まらない。以前は利用者の成

長のために必要なことだと考えていたことが、法

律ができたから急に駄目になったという認識の職

員も、法律ができた当初はいたと思う。法律がで

きた背景や、なぜ通報しなければいけない仕組み

になっているかという思いの部分を繰り返し伝え

ていくしかない。 

（2）通報の伝え方 

通報を、法律上の義務だからと伝えると冷たい感

じになる。行為職員を責めるためではなく、法人

を少しでも良くするために通報するという思いを

伝えることが大切。 

（3）良い支援をするための工夫 

職員に対する虐待防止研修では、良い支援をしよ

うという内容がよい。例えば、身体拘束はやめま

しょう、ということを伝える際に、パニックにな

った利用者を押さえてはいけないということだけ

ではなく、そもそもパニックにならないために何

ができるか、大きな声を出す以外にどんな方法が

あるか考えようというワークがよい。 

 

８）行政の課題 

（1）虐待認定後の行政による支援 

行政に虐待認定された後に、今後どうしたら良い

か分からない事業所も多い。虐待による処分と、

改善のためのコンサルテーションがセットなら、

改善への取り組みを後押しすることができる。例

えば、原因分析を一緒に行う、虐待の原因を改善

するためのコンサルテーションをする、またはコ

ンサルタントを派遣する等が考えられる。 

（2）行政の聞き取りの課題 

行政の聞き取りの課題もある。失礼な言葉遣い

や、犯罪者扱いをされていると感じるような態

度、障害のある人たちのことを軽んじるような発

言を職員の前ですることもあった。事実を聞き取

るスキルを磨いていただきたい。 

 

９）法律の課題 

（1）「通報」のハードルが高い 

「通報」という言葉のハードルが高い。「報告」

「相談」なら、しやすい。実際の場面でも、行政

には事前に電話して「通報に行きます」とはいわ

ない。「報告に行きます」と言っている。 

 

Ｅ．結論 

１）カテゴリー表 

 インタビューの結果を整理し、コードを抽出

し、カテゴリーに分類したところ、虐待防止研修

に盛り込むべき内容として、次の表を得た（次ペ

ージに記載した）。 

２）概念図の作成 

 カテゴリー表から、次の概念図を作成した（次

ページ以降に記載した）。  
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【カテゴリー表】 
 
カテゴリー コード データの抜粋 

組織マネジ
メント 

組織マネジメントの必要性 障害福祉サービス事業所における虐待防止には、職員の支援スキルの問題と
組織マネジメントの問題がある。 
多くの事業所は、組織マネジメントへの取り組みが弱い 

職員のスキルの査定とチーム作り 個々の職員の支援スキルの査定を行い、利用者の対応を一人で任せることが
できるか判断する。 
リーダーや主任に、部下の信用をどうやって得るか、部下の動かし方の基本
を教える。 

指導やフォローができる職員を見極める
基準 

職員の見極めは、自分に都合の悪いことが起きた時に、保身に走る人なのか
どうかを第 1基準にしている。 
第 2基準は、支援困難な利用者に十分対応できる支援スキルがあるかどう
か。ただし、スキルは研修や OJT で身に付けやすい。 

見極めの方法 日々の先輩職員や上司とのやり取り、会議中の発言、日々の支援の観察で行
う。 
全職員に対して、四半期に一度面談を行う。 
面談の中で、評価が高い職員の情報を得る。 
悩みを聞く過程で支援技術やマインド、権利擁護意識の基準を把握する。 

フォローとフィードバック 利用者に対応できない職員には、常にサポートできる職員をつけ、支援上不
足しているところを教える。 
面談や人事考課のときに、向上した点を評価し、フィードバックする。 

部下教育の研修 中堅研修とは、部下教育の仕方を教えること。 
中堅職員は、組織全体の中央に位置しているので、中堅職員の言動が組織を
育てる。 
中堅職員が役割を果たせないと、上司の指示や部下からのボトムアップ何も
伝わらなくなる。 
上司や部下に言えないと言ってくる中堅職員が多いため、言えないというこ
とを共有し、それを解決する手段を考えるワークをする。 

管理職の評価 面談では、一般職から管理職の評価も聞き、必要に応じて理事クラスがフィ
ードバックし、改めるよう求める。 

幹部が絶対にぶれないこと 幹部職員が、虐待の起きない現場に変えるんだ、という強い意志をもって臨
んでもらわないとできない。 

理事長の姿勢が改善の前提 虐待が起きた原因分析をして環境要因を変える取り組みにするためには、理
事長が法人の責任と言えることが必要。 

下限品質ルールの設定 下限品質ルールをしっかり設定し、管理することが必要。 
組織の細かいところまでチェックリストを作成し、品質管理マネージャーが
見に行く。 

人事マネジメントと組織マネジメント 新規事業を展開する場合、不適切な支援が起こらないようなチーム作りをす
ることが最優先となるようなマネジメントが必要。 
管理職の役務を学び実践できる力がついてからポストにつけることが大事。 

ヒットアンドエラー 会議や面談の時に、ヒット 3本にエラー3つ書いてもらう。 
そこに、他の職員の対応で疑問に感じていることが上がってくる。 

対応の標準化、明確化 職員の処分基準を明確にし、ルールを統一する。 

「困っています」と言いやすい組織風土 職員が「困っています」と言いやすい会議の設定や、意見を吸い出しやすい
面談の設定が必要。 
「あの支援でいいんですか？」という意見が、上司に上がってくるのが風通
しの良い組織。 
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PDCA を回す 会議や面談とヒットアンドエラーを連動させると、思っていることが会議や
面談で出るようになる。 
それが議題となって決定事項になり、実施計画と担当者が決められ、締め切
りまでに実践され、結果が報告されるのが PDCA。 
そういうポイントが押さえられている組織作りをすることが肝心。 

情報共有や風通し 課題や解決策が法人全体で共有されること。 

定期的な人事異動が必要 人事異動がなく、事業所の人間関係が固定化すると事業所ごとにセクショナ
リズムが生まれ、古参の職員が勢力を持ってしまい、やり方を変えようとし
なくなったりする。 

職員研修 社会人教育 新人職員に対しては、社会人教育を重視する。 
社会人にとって最も大切なことは信用であることを教育し、OJT の中でも言
い続ける。 
ミスが起きた場合は、すぐ報告してくれたことはありがたい、信用に足る、
ということを必ず言う。 

研修効果の持続と定着 研修は、効果が持続し、定着することが重要。 
先輩が後輩に教育する際に、研修内容を根拠に指導し、効果を持続していく
風土を醸成する。 
法人理念と方針を「知っている」から「使っている」に変換するためにマネ
ジメントしていく。 

虐待防止研
修 

虐待防止研修の職員の受け止め 虐待防止研修は、障害の基礎、アンガーマネジメント、虐待防止の体制づく
りなど、いくつかのパーツが必要。 
法律ができた背景や、なぜ通報しなければいけない仕組みになっているかと
いう思いの部分を繰り返し伝えている。 

良い支援をするための工夫 職員に対する虐待防止研修では、良い支援をしようという内容がよい。 
パニックにならないために何ができるか、大きな声を出す以外にどんな方法
があるか等を考えるワークがよい。 

通報の伝え方 通報は、行為職員を責めるためではなく、法人を少しでも良くするために通
報するという思いを伝えることが大切。 

虐待防止委
員会 

品質管理マネージャー 品質管理マネージャーは、一般的な感覚を持っている一般職を入れた方がよ
い。 

法務・相談室の機能 事業所部門から独立した、法務・相談室が置かれており、虐待等があったら
法務・相談室に連絡が入る。 
職員からの聞き取りは法務・相談室の職員が行い、利用者からの聞き取り
は、当該部署以外の理事と管理者が行う。 

第三者性のある人による内部監査 定期的に支援現場の内部監査を行う体制が必要。 
第三者性がある人が、アセスメント票や会議録、個別支援計画など、必要な
記録類の点検を行う 
職員の接遇は、抜き打ちで事業所訪問をすることも重要。 
虐待に類することがないか利用者に直接意見を聞くことも重要。 

虐待防止委員会 虐待防止委員会は、意見の吸い上げの仕方が肝心。 
管理職クラスばかりだと、自分の事業所の不適切支援を言わない傾向にな
る。 
経営層の方針を実践できる管理職クラスと力量のある一般職員で構成する方
がよい。 
経営層がコミットメントし、組織の立ち上げ、目的やミッションなどを決定
すること。 
法人内での位置づけ、権限、課題解決の範囲を明確にする。 
リーダーとメンバーの役割と責任を明確化する。 
チームが安定するまでは、リーダーはメンバーをフォローする。 
リーダーに対して経営層とのすり合わせをする。 
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虐待防止委員会の心得 虐待防止委員会の心得をつくる。 
「我々は、現場から上がってきた虐待の芽に、適切に向き合います」 
「虐待と疑われる案件については直ちに通報し、内部調査を開始します」な
ど。 
委員会前に全員で唱和することにより、通報することが共通認識になる。 

組織体制 外部アドバイザーを含めたコンプライアンス委員会を設置。 
虐待防止委員会は、コンプライアンス委員会の小委員会の一つとして置か
れ、月 1～2回開催。 
委員は、50事業所が 5地区に分かれているため、各地区 1人以上参加。 

虐待通報の判断 虐待防止委員会は虐待に当たるかどうかを決めるのではない。 
虐待の判断は、法人ではなく行政が決めること。 
不適切な支援は通報する、というルールにすれば、通報するか否かで悩むこ
とはない。 

虐待防止対
策 

呼称の徹底 利用者を「さん」付けで呼ぶことを徹底する。 
「さん」付けにすることで行為のブレーキになる。 
「さん」付けのルールを貼り出すと、利用者自身が「〇〇くん、って呼ばれ
た」と言ってくれるようになる。 
ひとつに絞って集中して取り組むことも重要。 

虐待の原因
分析 

虐待の原因分析の重要性 虐待が起きる背景には、支援の問題に加えて、人間関係、労働環境、賃金の
問題など、全て関わってくる。 
複合的な問題の原因を分析をするからこそ明らかになる。 
直接支援の現場での率直な意見は、上位役職者には耳が痛い場合があるが、
そこと向き合うことで深い分析ができる。 

虐待が起きた環境要因に焦点を当てる 虐待が起きた背景にある環境要因を改善していくために虐待防止委員会で虐
待の原因分析をして、環境を変えようとすることが必要。 

労働環境を整える 虐待の間接的防止策として、休憩時間の取得など労働環境の改善がある。 

環境の問題から入る 虐待防止研修をするときに、職場環境や精神的な状態など、環境要因から入
ると良い。 

通報してい
ない虐待事
案を抱える
法人の対応 

過去に虐待事案があっても通報しなかっ
た事業所における対応 

法人の理事長など経営層主導で改め、再出発することを宣言するしかない。 
過去の反省と謝罪、今後改めたいというしかない。 
過去の虐待事案を通報し、一度リセットすることが必要。 

過去に虐待を隠していた法人が通報でき
るか 

目の前の虐待に真摯に向き合って、通報に踏み出すことができるかが分かれ
目。 
虐待のある法人のまま、この先やっていくのか、虐待のない法人を目指して
やっていくのかを決めるしかない。 

行政特別監
査の効果 

行政の特別監査が改革の大きなきっかけ
になった 

事業所改革は、それまでやってきたことの否定が含まれる。 
行政の調査で、昔のことまで掘り起こされる中で過去の振り返りをし、新た
な道に踏み出すことができた。 
虐待が起きたら、行政に言わなければだめだ。 
隠さず報告し、行政から厳しい対応をされることが、課題と向き合い改革を
することにつながる。 

行政による
サポート 

事業所のコンサルテーションをする仕組
み 

行政が、事業所のコンサルテーションをする仕組みがあるとよい。 
専門家が、事業所の改善をサポートすることが必要。 
力が弱い事業所だと、どうしていいか分からず、自分たちだけで改善するこ
とは難しい。 

虐待認定後の行政による支援 行政に虐待認定された後に、虐待による処分と、改善のためのコンサルテー
ションがセットなら、改善への取り組みを後押しすることができる。 
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【概念図】組織マネジメントを基礎とした虐待防止委員会の設置 

 

 
 

 

３）概念図の説明 

 障害者福祉施設等における障害者虐待の防止

は、組織マネジメントに基礎がある。そのポイン

トは、社会人教育を基礎とした上での職員のスキ

ル養成、理事長を筆頭にした管理職の公正な姿

勢、風通しの良い組織風土の醸成である。 

 適切な組織マネジメントを基礎とした上で、組

織的な虐待防止策として虐待防止委員会を設置す

る。虐待防止委員会のポイントは、支援現場以外

の職員や組織外の第三者性のある委員の参加によ

る客観性の確保、虐待防止委員会の心得の作成な

どにより、事案を隠さない基本原則の確立であ

る。 

 虐待が発生した場合は、虐待防止委員会では虐

待者の責任追及ではなく、虐待が起きた環境要因

に焦点を当てた原因分析を行、改善に繋げること

が重要である。 

 虐待防止研修では、虐待の禁止を伝達すること

に終始せず、よい支援をするための工夫や通報の

伝え方などを内容に含め、正しい対応を浸透する

ことが必要である。 

 都道府県が行う障害者虐待防止・権利擁護研修

には、通報していない虐待事案を抱える法人から

の参加者がいることが想定されるため、正しい対

応を啓発し、過去の事案を正直に通報し、行政の

特別監査を受けた上で、組織改革を行うことが将

来に向けて最も有効であることを伝える必要があ

る。 

 行政には、特別監査による虐待認定に基づく指

導、処分にとどまらず、事業所をコンサルテーシ

ョンに結びつけるなど、改善に向けたサポートを

行うことが求められる。 

 

職員研修
社会人教育 研修効果の持続と定着

虐待防止研修
虐待防止研修の職員の受け止め
良い支援をするための工夫
通報の伝え方

虐待防止委員会
品質管理マネージャー
法務・相談室の機能
第三者性のある人による内部監査
虐待防止委員会
虐待防止委員会の心得
組織体制
虐待通報の判断

虐待防止対策
呼称の徹底

虐待の原因分析
虐待の原因分析の重要性
虐待が起きた環境要因に焦点を当てる
労働環境を整える
環境の問題から入る

通報していない虐待事案を抱える法人の対応
過去に虐待事案があっても通報しなかった事業所における対応
過去に虐待を隠していた法人が通報できるか

行政特別監査の効果
行政の特別監査が改革の大きなきっかけになった

行政によるサポート
事業所のコンサルテーションをする仕組み
虐待認定後の行政による支援

組織マネジメントの必要性
職員のスキルの査定とチーム作り
指導やフォローができる職員を見極める基準
見極めの方法
フォローとフィードバック
部下教育の研修

管理職の評価
幹部が絶対にぶれないこと
理事長の姿勢が改善の前提
下限品質ルールの設定
人事マネジメントと組織マネジメント
ヒットアンドエラー

対応の標準化、明確化
「困っています」と言いやすい組織風土
PDCAを回す
情報共有や風通し
定期的な人事異動が必要

組織マネジメント

行政の対応

正しい対応の普及原因分析

サポート特別監査

設置

組織マネジメントを基礎とした設置
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Ｆ．研究発表 
1.  論文発表 
なし 
 
2.  学会発表 
なし 
 
Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 
  （予定を含む。） 
 1. 特許取得 
 特になし 
  
 2. 実用新案登録 
 特になし 
  
 3.その他 
 特になし              
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平成 31年度 厚生労働科学研究費補助金 障害者政策総合研究事業（身体・知的等障害分野） 

「障害者虐待防止研修の効果的なプログラム開発のための研究」 
分担研究報告書 

 

障害者虐待防止研修の効果的なプログラムのためのカリキュラムおよび視覚教材の作成 
 

研究代表者 堀江まゆみ（白梅学園大学子ども学部発達臨床学科 教授） 

研究分担者 曽根 直樹（日本社会事業大学福祉マネジメント研究科 准教授）  
研究分担者 野村 政子（東都大学ヒューマンケア学部看護学科 准教授） 

研究分担者 手嶋 雅史（椙山女学園大学人間関係学 准教授） 

 

研究協力者 片桐公彦（厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課  

地域生活支援推進室虐待防止専門官） 

      小島幸子（全国手をつなぐ育成会連合会 副会長） 

      関哉直人（五百蔵洋一法律事務所 弁護士） 

      谷口泰司（関西福祉大学社会福祉学部 教授） 

      遅塚昭彦（公益社団法人埼玉県社会福祉士会） 

      千葉県障害福祉課 

      吉岡祐二（社会福祉法人南高愛隣会） 

松上利男（社会福祉法人北摂杉の子会理事長） 

林 晃弘（社会福祉法人フラット理事長） 

岩上洋一（社会福祉法人じりつ理事長） 

白江 浩（難病ホスピスケア障害者支援施設太白あのまま舎施設長）   

中野喜恵（社会福祉法人はるにれの里） 

中西昌哉（社会福祉法人世光福祉会施設長） 

＊資料提供 仲真紀子（立命館大学総合心理学部 教授） 

 

【研究要旨】 

障害者虐待防止研修の効果的なプログラムのために、研修カリキュラムおよび講義演習の

視覚教材に関して検討と作成を行った。研修カリキュラムの骨子構造は、厚生労働省 社会・

援護局 障害保健福祉部障害福祉課 地域生活支援推進室「市町村・都道府県における障害者

虐待防止と対応の手引き」に沿って検討を行った。研修スケジュールは2日間終日を前提にし

て、カリキュラム運営を設定した。そのため、①共通研修（研修受講者全体向け）、②自治

体（都道府県、市町村担当者向け）コース、③福祉従事者（管理者、施設支援員向け）コー

スに分けて編集し、それぞれ講義科目と演習科目を設定した。研修に向けた資料や視覚教材

の検討と作成も行った。講義科目は都道府県における伝達研修を想定し、基本的な内容を正

確に適切に伝えられるような内容として精査した。演習科目は、研修内容が実務にできるだ

け反映するように、事例分析をしながら個別支援計画の記入方法を学び、支援方針の立て方

を学習するものや、施設内における虐待防止委員会の計画運営や推進計画が作成されやすい

ような実務的なシート記入などを取り入れた。これにより、全国の都道府県、市町村の障害

者虐待防止に関わる担当者や、施設管理者、福祉支援者に対して、標準的な虐待防止の取り

組み指針および実務的方法を効果的に伝達することができると考える。 
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Ａ. 研究目的 

 障害者虐待防止研修の効果的なプログラムのた
めに、研修カリキュラムおよび講義演習の視覚教
材に関して検討と作成を行った。研修カリキュラ
ムの骨子構造は、厚生労働省 社会・援護局 障害
保健福祉部障害福祉課 地域生活支援推進室「市町
村・都道府県における障害者虐待防止と対応の手
引き」に沿って検討を行うこととした。また、研
修に向けた資料や視覚教材の検討と作成を行い、
都道府県における伝達研修を想定し、基本的な内
容を正確に適切に伝えられるような内容として精
査することした。 
これにより障害者虐待防止のプログラムを、よ
り効果的に行うことができるよう見直すことを目
的とした。 
 

Ｂ．研究方法 

１．方法 

 研究対象は、以下の 2点とした。 

①障害者虐待防止研修の効果的なプログラムのた

めの研修カリキュラム骨子構造の検討 

②研修カリキュラムを効果的に実施するための視

覚教材の検討と作成 

 そのために「障害者虐待防止研修の効果的なプ

ログラムのための研修カリキュラム検討」研究協

力者委員会を設置し、研究分担者のほかに、全国

において障害者虐待に取り組む施設関係者等 12名

の研究協力者の協力を得た。 

 

２．研究対象 

（１）障害者虐待防止研修の効果的なプログラム

のための研修カリキュラム骨子構造の検討 

研修カリキュラムの骨子構造は、厚生労働省 社

会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課 地域生活

支援推進室「市町村・都道府県における障害者虐

待防止と対応の手引き」に沿って検討を行った。 

 

（２）研修カリキュラムを効果的に実施するため

の視覚教材の検討と作成 

 講義科目は都道府県における伝達研修を想定

し、基本的な内容を正確に適切に伝えられるよう

な内容として精査した。演習科目は、研修内容が

実務にできるだけ反映するように、事例分析をし

ながら個別支援計画の記入方法を学び、支援方針

の立て方を学習するものや、施設内における虐待

防止委員会の計画運営や推進計画が作成されやす

いような実務的なシート記入などを取り入れた。 

 

Ｃ．研究結果 

１．障害者虐待防止研修の効果的なプログラムの

ための研修カリキュラム骨子構造 

 研修カリキュラムの骨子構造は、厚生労働省 社

会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課 地域生活

支援推進室「市町村・都道府県における障害者虐

待防止と対応の手引き」に沿って検討を行った。 

研修スケジュールを 2日間終日として、研修運

営の方法を勘案してカリキュラム編成を設定し

た。そのため、①共通研修（研修受講者全体向

け）、②自治体（都道府県、市町村担当者向け）

コース、③福祉従事者（管理者、施設支援員向

け）コースに分けて編集し、それぞれ講義科目と

演習科目を設定した。 

日程 研修内容・コース分け 

1日目 

午前 

共通研修（研修受講者全体向け） 

【内容】研修の趣旨説明、虐待対応状

況調査報告、障害者虐待総論-成立まで

の経過と社会的意義、当事者の声、障

害者虐待防止法の概要 

1日目 

午後 

⇒自治体（都道府県、市町村担当者向

け）コース（前半） 

【内容】養護者による障害者虐待の防

止と対応、事実確認調査における情報

収集と面接手法 

 ⇒福祉従事者（管理者、施設支援員向

け）コース（前半） 

【内容】総論障害者虐待の防止、通報

の意義と通報後の対応、運営者の責務

と虐待防止委員会  

2 日目 

終日 

⇒自治体コース（後半） 

【内容】害者福祉施設従事者等による

障害者虐待の防止と対応、性的虐待の

防止と対応、使用者による障害者虐待

の防止と対応、都道府県の役割 

 ⇒福祉従事者コース（後半） 

【内容】虐待が疑われる事案への対

応、身体拘束・行動制限の廃止と支援

の質の向上、虐待があった場合の対応 

まとめ振り返り 

 各講義と演習の獲得目標、および研修で取り上

げるべき内容、時間を具体的に示した（次表）。 
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表 障害者虐待防止を効果的に行うためのカリキュラム一覧 
 
 1 日目（午前） １．共通研修 障害者虐待防止法の法制度の概要と現状を理解する 
 
科目 獲得目標 内容 時間数 

（分） 
研修の趣旨説明 
虐待対応状況調査 
報告 

障害者虐待対応状況調査の
内容を理解し障害者虐待防
止に向けた国の施策を理解
する 

虐待対応状況調査の報告 
障害者虐待防止に向けた国の施策と
動向 

9：30～ 
9：55   
（25） 

障害者虐待総論-成
立までの経過、社
会的意義 

障害者虐待をめぐる経過や
社会的意義、障害者虐待研
修を効果的に進めるための
姿勢などを理解する 

障害者虐待総論-成立までの経過、社
会的意義 

9：55～ 
10：55   
 
（60） 

当事者の声（ビデ
オ） 

知的障害保護者当事者、身
体障害当事者のおかれた虐
待の状況や心理、期待を理
解する 

知的障害保護者当事者の声 
身体障害当事者の声 
精神障害当事者の声 

10：55～11：
10 

5×３ 
（１５） 
休憩
（10） 

障害者虐待防止法
の概要 
 
 

１．障害者虐待防止法の成
立、 
障害者虐待防止法の意義に
ついて理解する。「障害者虐
待」の定義、「障害者虐待」
に該当する場合、障害者福
祉施設従事者等による障害
者虐待、虐待行為に対する
刑事罰を理解する 

１．障害者虐待防止法の成立 
２．障害者虐待防止法の意義 
１．「障害者虐待」の定義 
（１）障害者の定義 
（２）「障害者虐待」に該当する場合 
２．障害者福祉施設従事者等による
障害者虐待 
３．虐待行為に対する刑事罰 

11：20   
  ～ 
12：20 

 
（60） 

 
 
1 日目（午後） 都道府県市町村自治体コース－１ 
 
科目 獲得目標 内容 時間(分) 
Ⅰ 養護者による障
害者虐待の防止と対
応（講義１．２．
３） 
 
 

１養護者による障害者虐待
における、通報受理から事
実確認、虐待判断、対応計
画の策定と評価・終結の流
れと各段階の対応のポイン
トを理解する。 

講義１障害者虐待防止と早期発見に
向けた取組と養護者支援 
【手引き該当項目】 
Ⅱ養護者による障害者虐待の防止と
対応 
１ 障害者虐待の防止に向けた取組 

13：10   
  ～ 
13：40 

 
（３0） 
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２障害者の安心で自立した
生活のための支援と養護者
支援の考え方を理解する。 

（１）障害者虐待に関する知識・理
解の啓発  
（２）虐待防止ネットワークの構築  
（３）養護者支援による虐待の防止 
２ 障害者虐待の早期発見に向けた
取組 
（１）通報義務の周知  
（２）早期発見に向けて 
３ 養護者による障害者虐待が発生
した場合の対応（市町村） 
（８）養護者（家族等）への支援 
５養護者による障害者虐待の事例 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

講義２ 養護者による障害者虐待が
発生した場合の対応（初動期対応に
ついて） 
【手引き該当項目】 
３ 養護者による障害者虐待が発生
した場合の対応（市町村） 
【初動期対応について】 
（１）相談、通報及び届出の受付 - 
（２）対応方針の協議 
（３）事実確認、訪問調査による安
否確認  
（４）立入調査 
（５）虐待対応ケース会議の開催に
よる援助方針の決定 
（６）積極的な介入の必要性が高い
場合の対応 
 

13：40～ 
14：30 
 

（5０） 
 
 
 
 
 
 
 
休憩 
（10） 

講義３ 養護者による障害者虐待が
発生した場合の対応（対応段階・終
結段階について） 
【手引き目次の該当項目】 
３ 養護者による障害者虐待が発生
した場合の対応（市町村） 
（７）その他の障害者支援  
（９）成年後見制度等の活用 
（10）モニタリング・虐待対応の終
結 

14：40 
  ～ 
15：20 

 
（４0） 
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４ 財産上の不当取引による被害の
防止  
（１）被害相談、消費生活関係部
署・機関の紹介 
（２）成年後見制度の活用 
 

Ⅱ 事実確認調査に
おける情報収集と面
接手法（講義） 
 

１事実確認調査における情
報収集と面接手法について
理解する 
２事例を通じて実践できる
よう準備する 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

講義４ 聞き取り面接における留意
事項 
1．客観的な聴取の必要性 
2．面接までの手続き 
1）面接の準備と環境 
2）司法面接に準ずる面接法 
3）NICHDプロトコルにもとづく面
接の手続き 
3．導入 
1）自己紹介，機材・面接の説明 
2）面接での約束事（グラウンドル
ール） 
3）ラポール形成 
4）出来事を思い出して話す練習
（エピソード記憶の練習） 
5）本題への移行 
6）出来事の分割 
7）オープン質問 
8）中断（ブレイク） 
9）補充（フォローアップ） 
10） 確認 
11）終結（クロージング） 
4．様々なケースへの対応 
1）目撃が疑われる場合 
2）加害・違反が疑われる場合 
3）障がいや発達に応じた留意事項 
5．事例 

15：30～ 
17：00 

 
（90） 

 
２日目（午前） 都道府県市町村自治体コース－２ 
 
科目 獲得目標 内容 時間 

（分） 
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Ⅲ 養護者による
障害者虐待の防止
と対応（演習） 

１事例を通じて通報受理、
事実確認、虐待判断までの
流れを理解する。 
２事例を通じて養護者支援
について理解する。 

演習 養護者による虐待における自
治体の対応（初動期を中心にして） 
・演習目的、事例情報の共有 
・個人ワーク(各種帳票を用いて) 
・グループワーク(各種帳票を用い
て) 
・解説 
 
 

9：3０～ 
11：00 

 
（90） 
途中 
休憩 10 

Ⅳ 障害者福祉施
設従事者等による
障害者虐待の防止
と対応 
(講義) 

１施設従事者等による障害
者虐待防の防止・対応にお
ける行政の役割を理解す
る。 
２施設従事者等による障害
者虐待対応における、通報
受理から事実確認、虐待判
断、対応計画の策定と評
価・終結の流れと各段階の
対応のポイントを理解す
る。 
３障害者虐待が発生した要
因の分析から改善指導・改
善計画の評価などの施設に
対する指導助言のポイント
を理解する。 

講義 1障害者福祉施設従事者等によ
る障害者虐待の防止と対応 
【手引き目次の該当項目】 
Ⅲ 障害者福祉施設従事者等による
障害者虐待の防止と対応 
１ 定義・概略  
２ 相談・通報・届出への対応（市
町村） 
(1)通報等の受付  
(2)市町村による事実の確認 
(3)市町村から都道府県への報告 
(4)都道府県による事実の確認  
(5)社会福祉法及び障害者総合支援法
の規定による権限の行使等 
(6)虐待があった施設の再発防止に向
けての支援 
３ 身体拘束に対する考え方 
４ 障害者福祉施設従事者等による
障害者虐待の防止  
(1)障害者福祉施設等の設置者等の責
務 
(2)管理者・職員の研修、資質向上 
（３）個別支援の推進 
（４）開かれた施設運営の推進 
（５）実効性のある苦情処理体制の
構築 
（６）指導監査等による確認 
（７）虐待防止に重点を置いた機動
的な指導・監査の実施 
（８）障害者福祉施設従事者等によ
る障害者虐待の状況の公表 

11：1０ 
～ 
12:40 

 
 
（90） 
途中 
休憩 
（10） 
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５ 行動障害を有する者に対する支
援の質の向上 
都道府県研修における演習について
の説明 

 
２日目（午後） 都道府県市町村自治体コース－３ 
 
科目 獲得目標 内容 時間 

（分） 
Ⅴ 性的虐待の防止
と対応 

性的虐待が起こる背景等や、
性的虐待を防止するための対
応を理解する 

講義 性的虐待が起こる背景と通
報における課題 
性的虐待の事例と防止のための対
応 

13：40～14：
10 

（３０） 

Ⅵ 使用者による障
害者虐待の防止と対
応 
(講義１．２) 

１使用者虐待における自治体
の通報受理、事実確認、虐待
判断、都道府県への通知、労
働局への報告までの流れを理
解する。 
２市町村・都道府県・労働局
の役割と連携について理解す
る。 

講義 1 使用者による障害者虐待の
防止と対応 
【手引き目次の該当項目】 
Ⅳ 使用者による障害者虐待の防
止と対応 
１ 定義・概略 
２ 使用者による障害者虐待の防
止 
 （１）労働関連法規の遵守 
 （２）労働者への研修の実施 
 （３）苦情処理体制の構築 
３ 相談・通報・届出への対応  
（１）通報等の受付  
（２）市町村・都道府県による事
実の確認等  
（３）市町村から都道府県への通
知  
（４）都道府県から都道府県労働
局への報告 
（５）都道府県労働局による対応  
（６）都道府県等による障害者支
援 
（７）使用者による障害者虐待の
状況の公表 

14：10～14：
40 
 
 

（３0）  
 
 
 
 
 

１使用者虐待における都道府
県労働局の役割と体制、連携
方法について理解する 

講義 2使用者虐待対応における労
働局との連携 
【手引き目次の該当項目】 

14：40～15：
10 
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Ⅳ 使用者による障害者虐待の防
止と対応 
３ 相談・通報・届出への対応 
（５）都道府県労働局による対応 

（３０） 
休憩 
（10） 

Ⅶ 都道府県の役割 
(講義・演習) 

１都道府県における障害者虐
待防止・権利擁護の取組の実
際を知る。 

講義 都道府県における障害者虐
待防止・権利擁護の取組 
 

15：20～15：
40 

（２0） 
 

演習 参加者による情報交換 
 

15：40～
16；：00 

（２０） 
 
 
１日目（午後） 福祉従事者コース－１ 
 
科目 獲得目標 内容 時間数 

（分） 
Ⅰ 総論 
障害者虐待の防止 

虐待事案を契機に、それま
での事業所としてのあり方
を見直し、支援の質の向上
を果たした事業所の事例を
学び、事業所の支援に活か
す。 

３．障害福祉サービス事業者として
の使命（倫理・価値） 
４．障害者虐待を契機に再生した事
業所の事例 

13：10   
  ～ 
14：10 

（60） 
（休憩 
１０） 

Ⅱ 通報の意義と
通報後の対応  
 
 

障害者虐待の通報者が、虐
待が起きた施設自らの通報
が増加している実態を理解
し、通報義務の意義が、虐
待を受けた障害者を守るこ
とはもちろん、虐待した職
員、施設・事業所、設置
者・経営者のすべてを救う
道であることを理解する。
また、虐待を隠蔽しようと
した場合罰則、通報者の保
護、被虐者と家族が置かれ
る立場を理解する。 

５．通報はすべての人を救う 
Ⅲ 障害者福祉施設等の虐待防止と
対応 
１．障害者虐待を受けたと思われる
障害者を発見した場合の通報義務 
２．立ち入り調査等の虚偽答弁に対
する罰則 
３．通報後の通報者の保護 
４．虐待防止の責務と障害者や家族
の立場の理解 

14：20～ 
15：20 

 
（60） 
(休憩 
１０） 

Ⅲ 運営者の責務
と虐待防止委員会
  

虐待防止は組織的な取り組
みでしかできないことを理
解し、運営者の責務と事業

５．虐待を防止するための体制につ
いて 
（１）運営責任者の責務 
（２）運営規程への明示 

15：30～ 
17：00 

（９０） 



29 
 

所の虐待防止の体制整備に
ついて理解する。 

（３）事業所としての体制整備 

 
２日目（午前） 福祉従事者コース－２ 
 
科目 獲得目標 内容 時間数 

（分） 
Ⅲ 運営者の責務
と虐待防止委員会
  

虐待防止の組織的な取り組
みとして、虐待防止委員会
の整備がある。虐待防止委
員会の役割と機能を講義と
演習で理解し、自事業所で
設置できるようになること
を目標とする。 

（４）虐待防止委員会の役割 
（５）全ての職員への周知徹底 
（６）障害者福祉施設等従事者がと
るべき通報の手順 
（７）通報手順の参考例 
（１）考えられる研修の種類 
（２）研修を実施する上での留意点 
６．虐待を防止するための取組につ
いて 
（１）日常的な支援場面等の把握 
（２）風通しの良い職場づくり 
（３）虐待防止のための具体的な環
境整備 
７．（自立支援）協議会等を通じた地
域の連携 

9：30   
  ～ 
11：20 

（110） 
 
（休憩 
１０） 

Ⅳ 虐待が疑われ
る事案への対応 

自事業所で虐待が疑われる
事案が生じた場合の具体的
な対応について理解する。 

Ⅳ 虐待が疑われる事案があった場
合の対応 
１．虐待が疑われる事案があった場
合の対応 
２．通報者の保護 
３．市町村・都道府県による事実確
認への協力 
４．虐待を受けた障害者や家族への
対応 
５．原因の分析と再発の防止 
６．個別支援計画の見直しとサービ
ス管理責任者の役割 
７．虐待した職員や役職者への処分
等 

11：30   
  ～ 
12：20 
（５0） 

 
２日目（午後） 福祉従事者コース－３ 
 



30 
 

科目 獲得目標 内容 時間数 
（分） 

Ⅴ 身体拘束・行
動制限の廃止と支
援の質の向上  

やむを得ない理由による身
体拘束の要件を理解すると
ともに、主に肢体不自由の
ある利用者に対する身体拘
束と座位保持装置等に付属
するベルトやテーブルの使
用に関する考え方を理解す
る。 

Ⅴ 身体拘束の廃止と支援の質の向
上に向けて 
１．身体拘束の廃止に向けて 
２．やむを得ず身体拘束を行うとき
の留意点 
（１）やむを得ず身体拘束を行う場
合の３要件 
（２）やむを得ず身体拘束を行うと
きの手続き 
３．座位保持装置等に付属するベル
トやテーブルの使用 

13：10   
  ～ 
14：00 
（５0） 
 
（休憩 
5） 

 行動障害のある利用者に対
する行動制限の廃止に向け
た適切な支援のあり方につ
いて理解する。 

４．身体拘束としての行動制限につ
いて 
５．身体拘束・行動制限を止めた例 
６．行動障害のある利用者への適切
な支援 
（１）強度行動障害の状態にある人
が虐待に逢いやすいこと 
（２）強度行動障害支援者養成研修
があること 
（３）強度行動障害を有する人等に
対する支援者の人材育成について 

1４：05   
  ～ 
14：50 

（45） 
 
（休憩 
10） 

Ⅵ 虐待があった
場合の対応 
まとめ振り返り 

虐待が認定された場合の行
政の対応を理解するととも
に、虐待を受けた障害者の
保護に対する行政からの要
請に対する協力と、保護さ
れた障害者への対応方法に
ついて理解する。 
研修全体のまとめと振り返
りを行う 

Ⅵ 市町村･都道府県による障害者福祉
施設等への指導等 
１．市町村･都道府県による事実確認
と権限の行使 
２．障害者福祉施設従事者等による
障害者虐待の状況の公表 
Ⅵ 虐待を受けた障害者の保護に対
する協力について 
１．居室の確保に関する協力 
２．保護された障害者への対応 
Ⅵ 研修全体のまとめと振り返り 
 

15：00   
  ～ 
16：00 

（６0） 
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２．研修カリキュラムを効果的に実施するための

視覚教材の検討と作成 

 研修カリキュラムを効果的に実施するために、

各講義と演習ごとに、映像教材、パワポイント教

材、演習のためのモデル事例、個別記録シート、

実施計画省など、以下を作成した。特に工夫した

点などをそれぞれに表中に記載した。  

  表 効果的な研修のための教材作成 

教材種類 対象講義・演習と特徴 

映像教材 

 

◆共通研修 

【当事者の声】（5分間映像収録） 

「知的障害のある人の保護者の声」 

;当事者から受講者へ期待すること

などの経験を、映像で伝えるため。 

他、「身体障害当事者の声」「精神障

害当事者の声」も同様である。 

パワポイ

ント教材 

◆共通演習・各コース 

【講義科目および演習科目の解説】 

；講義および演習として標準的な内

容を、各講義・演習ごとに示した。

特に、パワポイントの「ノート機

能」を活用し、それぞれの内容にお

いて最低限抑えるべき内容をコメン

トした。都道府県や市町村、福祉事

業所での伝達研修に活用できる。 

モデル 

事例、 

ワークシ

ートの活

用 

◆自治体コース 

【養護者による障害者虐待の防止と

対応（演習）】 

；事例を通じて通報受理、事実確

認、虐待判断までの流れを理解す

る。特に、自治体の対応（初動期を

中心にして）個人ワーク(各種帳

票)、グループワーク(各種帳票)を

実施できるようにした。 

◆福祉従事者コース 

【運営者の責務と虐待防止委員会

（演習）】 

；虐待防止委員会の役割と機能を講

義と演習で理解し、自事業所で設置

できるようになる。事業計画書のポ

イントと計画書の作成をワークす

る。 

 

教材種類 対象講義・演習と特徴 

グループ

ディスカ

ッショ

ン、ワー

クシート

の活用 

 

◆福祉従事者コース 

【虐待があった場合の対応 

まとめ振り返り】 

; 虐待が認定された場合の行政の対

応を理解するとともに、虐待を受け

た障害者の保護に対する行政からの

要請に対する協力と、保護された障

害者への対応方法について理解す

る。虐待防止に向けた研修全体のま

とめと振り返りを演習方式で実施す

る。 

研修カリキュラムを効果的に実施するための視

覚教材の検討と作成を行った担当は以下である。 

それぞれの実践や経験を教材作成に反映させた。 

表 カリキュラムおよび視覚教材作成者一覧 
共通研修 
科目 教材作成者 
研修の趣旨説明・対応状況調査 片桐公彦 
障害者虐待総論-成立までの経過 手嶋雅史 
当事者の声（ビデオ） 小島幸子 
障害者虐待防止法の概要 関哉直人 
都道府県市町村自治体コース 
科目 教材作成者 
Ⅰ 養護者による障害者虐待の防
止と対応（講義） 

野村政子 
谷口泰司 

Ⅱ 事実確認調査と面接手法 仲真紀子 
Ⅲ 養護者による障害者虐待の防
止と対応（演習） 

野村政子 
堀江手嶋 

Ⅳ 障害者福祉施設従事者等によ
る障害者虐待の防止と対応 

遅塚昭彦 

Ⅴ 性的虐待の防止と対応 堀江まゆみ 
Ⅵ 使用者による障害者虐待 担当者 
Ⅶ 都道府県の役割 千葉県 
福祉従事者コース 
科目 教材作成者 
Ⅰ 総論 障害者虐待の防止 吉岡祐二 
Ⅱ 通報の意義と通報後の対応  曽根直樹 
Ⅲ 運営者の責務と虐待防止委員
会  

松上利男 
林晃弘 

Ⅳ 虐待が疑われる事案の対応 岩上洋一 
Ⅴ 身体拘束・行動制限の廃止と
支援の質の向上  

白江浩 
中野喜恵 

Ⅵ 虐待があった場合の対応 
まとめ振り返り 

中西昌哉 
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３．研修カリキュラムを効果的に実施するための

視覚教材の実際 

 講義および演習として標準的な内容を、各講
義・演習ごとに示した。作成した視覚教材は次ペ
ージ以降に示した。 
特に、パワポイントの「ノート機能」を活用
し、それぞれの内容において最低限抑えるべき内
容をコメントした。都道府県や市町村、福祉事業
所での伝達研修に活用できる。 
パワポイントの「ノート機能」を表示するため
ＰＤＦでまとめた。 
 

Ｅ．結論 

障害者虐待防止研修の効果的なプログラムのた

めに、研修カリキュラムおよび講義演習の視覚教

材に関して検討と作成を行った。研修カリキュラ

ムの骨子構造は、厚生労働省 社会・援護局 障害

保健福祉部障害福祉課 地域生活支援推進室「市町

村・都道府県における障害者虐待防止と対応の手

引き」に沿って検討を行った。研修スケジュール

は2日間終日を前提にして、カリキュラム運営を設

定した。そのため、①共通研修（研修受講者全体

向け）、②自治体（都道府県、市町村担当者向

け）コース、③福祉従事者（管理者、施設支援員

向け）コースに分けて編集し、それぞれ講義科目

と演習科目を設定した。研修に向けた資料や視覚

教材の検討と作成も行った。講義科目は都道府県

における伝達研修を想定し、基本的な内容を正確

に適切に伝えられるような内容として精査した。

演習科目は、研修内容が実務にできるだけ反映す

るように、事例分析をしながら個別支援計画の記

入方法を学び、支援方針の立て方を学習するもの

や、施設内における虐待防止委員会の計画運営や

推進計画が作成されやすいような実務的なシート

記入などを取り入れた。これにより、全国の都道

府県、市町村の障害者虐待防止に関わる担当者

や、施設管理者、福祉支援者に対して、標準的な

虐待防止の取り組み指針および実務的方法を効果

的に伝達することができると考える。 

 

Ｆ．研究発表 
1.  論文発表 
なし 
 
2.  学会発表 

なし 
 
Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 
  （予定を含む。） 
 1. 特許取得 
 特になし 
  
 2. 実用新案登録 
 特になし 
  
 3.その他 
 特になし              



研修の趣旨説明・虐待対応状況
調査報告

片 桐 公 彦

厚生労働省障害保健福祉部障害福祉課

地域生活支援推進室 虐待防止専門官
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本研修の趣旨①

• 「障害者虐待防止と対応の手引きの」については今
年度リニューアルを行いました。

•それを踏まえて、研修の内容についてもリニューアル
されており、本研修は手引きの内容に沿ったものに
なっています。

•各都道府県の研修実施におかれては、障害者虐待防
止法の趣旨や法律の内容、特に手引きの内容につい
て、講義、演習で受講生に伝えていただくよう、お願い
いたします。
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本研修の趣旨②

行政
• 養護者、障害者福祉施設従事者、使用者それぞれの障害者虐待の防止、対応にお
ける行政の役割（事実確認、虐待判断、対応計画の作成、関係等）を理解する。

• 養護者支援、施設虐待の改善指導・助言、使用者虐待の関係機関との連携や報告
について理解する。

障害者福祉施設等
• 障害福祉サービス事業所の責務、使命の確認
• 障害者虐待を発見した場合の通報徹底の重要性を理解する。
• 虐待防止は組織的な取組が重要であることを理解する。

共通
• 障害者虐待防止法の趣旨、基本的な法制度の理解。
• 障害当事者の理解、権利擁護についての理解。
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養護者による
障害者虐待

障害者福祉施設従事者等
による障害者虐待

使用者による障害者虐待

（参考）都道府県労働局の対応

市区町村等への
相談・通報件数

5,331件
(4,649件)

2,605件
(2,374件)

641件
(691件) 虐待判断

件数
541件
(597件)市区町村等による

虐待判断件数
1,612件
(1,557件)

592件
(464件)

被虐待者数
1,626人
(1,570人)

777人
(666人)

被虐待者数
900人
(1,308人)

厚生労働省では、平成30年度都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応等に関する状

況について調査を実施しました。このほど、全国的な状況に関する調査結果がまとまりましたので公
表します。

【調査結果（全体像）】

（注１）上記は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までに虐待と判断された事例を集計したもの。
カッコ内については、前回調査(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)のもの。

（注２）都道府県労働局の対応については、令和元年年8月28日雇用環境・均等局総務課労働紛争処理業務室の
データを引用。（「虐待判断件数」は「虐待が認められた事業所数」と同義。）

平成30年度 都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応状況等（調査結果）

法施行後の状況

○障害者虐待対応状況調査について説明させていただきます。

○本調査は、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
（以下「障害者虐待防止法」）が平成24年10月1日に施行されたことに伴い、平成30
年度中（平成30年４月１日～平成31年３月31日）の相談・通報があった障害者虐待
への対応等を把握するため、実施したものです。

○養護者又は施設職員等からの虐待に関する通報・届出件数、虐待判断事例数、
自治体による対応状況等について、全国的に把握した調査結果である。この調査
によって、全国の障害者虐待に関する実態及び傾向を把握するとともに、自治体に
おける体制整備、対応状況について把握することが可能となった。また、調査結果
によって得られた知見を今後の虐待防止策に生かすことが考えられます。
○調査結果の全体像については、中段の表の通り。
①養護者による障害者虐待については、
市区町村等への相談・通報件数が5,331件で15％の増加（＋682件（過去最高）
一つ下の欄、市区町村等による虐待判断件数が1612件で
もう一つ下の欄、被虐待者数が1,626人。
なお、括弧書きは昨年度の数字です。

②続いて一つ右の列、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待については、
・市区町村等への相談・通報件数2,605件で10%増加（過去最高）、
・一つ下の欄、市区町村等による虐待判断件数が592件で28%増加

相談・通報に対する虐待の判断割合としてはほぼ横ばい。（判断件数としては
過去最高）、
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・もう一つ下の欄、被虐対数が777人。

③一番右側の列の使用者による障害者虐待については、令和元年８月に、雇用環
境・均等局において既に発表済みの数字ですが、参考までに記載。
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市区町村

虐待の事実
が認められ
た事例

被虐待者数
1,626人

虐待者数
1,774人

（死亡事例：
0人）

虐待事例に対する措置

平成３０年度 障害者虐待対応状況調査＜養護者による障害者虐待＞

相談
通報

5,331件

主な通報
届出者内訳

●警察 (31.8%)

●本人による届出（17.1%)

●障害者福祉施設・事業

所の職員 (15.6%)

●相談支援専門員（15.4%）

●当該市区町村行政職員

(6.5%)

●家族・親族 (4.0%)

都道府県

市区町村に
連絡した事
例 52件

明らかに虐待でな
いと判断した事例
35件

87件

5,244件

① 障害福祉サービスの利用 45.2%
② 措置入所 10.6%
③ ①、②以外の一時保護 14.8%
④ 医療機関への一時入院 15.8%
⑤ その他 13.5%
①～⑤のうち、面会制限を行った事例

32.1%

① 助言・指導 55.9%
② 定期的な見守りの実施 44.1%
③ サービス等利用計画見直し 16.5%
④ 新たに障害福祉サービス利用 11.3%

介護保険サービスを利用、虐待者・被虐
待者の転居、入院中等

虐待者と分離した人数 688人

虐待者と分離しなかった人数 709人

現在対応中・その他 229人

うち、市町村長申立 47人
成年後見制度の審判請求 111人

事実確認調査を行った
事例 4,667件

うち、法第11条に基づく
立入調査 109件

事実確認調査を行って
いない事例 776件

・明らかに虐待ではな
く調査不要 452件
＊都道府県判断の35件を含む

・調査を予定、又は検
討中 51件

1,612件

●性別
男性（62.2%）、女性（37.8%）

● 年齢
60歳以上（40.0%）、50～59歳
（24.0%） 40～49歳（18.4%）

● 続柄
父（24.4%）、母（24.3%）、
夫（12.6%）、兄弟（12.5%）

虐待者(1,774人）

●性別 男性（35.2%）、女性（64.8%）
●年齢

20～29歳（22.1%） 、 40～49歳（22.1%）
50～59歳（19.8%）
●障害種別（重複障害あり）

●障害支援区分のある者 （55.7%）
●行動障害がある者 （26.7%）
●虐待者と同居 （84.4%）
●世帯構成
両親と兄弟姉妹（14.8%） 、両親（12.8%） 、配偶者
（9.0%） 母（8.8%）、単身（8.7%）

被虐待者（1,626人）

事実確認調査
5

2

件

＊平成29年度に通報・届出があった事案112件を含む

虐待行為の類型（複数回答）

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 難病等

19.7% 53.0% 36.7% 3.3% 1.9%

虐待者が虐待と認識していない 45.6%

家庭における被虐待者と虐待者の人間関係 43.0%

被虐待者の介護度や支援度の高さ 25.9%

虐待者の知識や情報の不足 24.8%

虐待者の介護疲れ 22.0%

家庭における経済的困窮（経済的問題） 19.2%

市区町村職員が判断した虐待の発生要因や状況（複数回答）

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待 放棄、放置 経済的虐待

63.6% 4.0% 29.4% 14.6% 21.2%

○こちらのスライドは、養護者による障害者虐待の状況調査を一枚のスライドにまと
めたものです。
○養護者による障害者虐待の相談・通報件数については、平成29年度から15%増
加(4,649件→5,331 件)。虐待判断件数については 3.5%増加(1,557 件→1,612 件)

○相談・通報件数に対する虐待の判断件数の割合は、昨年度から減少となってい
る。(平成 29 年度:33%(1,557/4,649)、平成 30 年度:30%(1,612/5,331)) 
○相談・通報者の種別では、警察が32%(1,695件)、本人による届出が17%(914件)、
施設・事業所の職員が 16%(830 件)、相談支援専門員が 15%(821 件)であり、これ
らが上位を占めています。
○虐待行為の類型は、身体的虐待が64%と最も多く、次いで心理的虐待が29%、経
済的虐待が21%、放棄、放置が 15%、性的虐待が4%の順。
○被虐待者の障害種別は、知的障害が53%と最も多く、次いで精神障害が37%、身
体障害が20%の順。

○虐待の事実が認められた事例での対応策として被虐待者の保護と虐待者からの
分離を行った事例は、688 人で全体の 42%を占めていました。
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障害者虐待対応状況調査＜養護者による障害者虐待＞ 経年グラフ

・平成30年度の養護者による障害者虐待の相談・通報件数は5,331件であり、平成29年度から
増加(4,649件→5,331件)。
・平成30年度の虐待判断件数は1,612件であり、平成29年度から増加(1,557件→1,612件)。
・平成30年度の被虐待者数は1,626人。

＊ 平成24年度は下半期のみのデータ

養護者 平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度

相談・通報件数（件） 3,260 4,635 4,458 4,450 4,606 4,649 5,331

虐待判断件数（件） 1,311 1,764 1,666 1,593 1,538 1,557 1,612

被虐待者数（人） 1,329 1,811 1,695 1,615 1,554 1,570 1,626

3,260

4,635 4,458 4,450 4,606 4,649

5,331

1,311
1,764 1,666 1,593 1,538 1,557 1,612

1,329

1,811 1,695 1,615 1,554 1,570 1,626

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

養護者による障害者虐待

相談・通報件数（件） 虐待判断件数（件） 被虐待者数（人）

○こちらは、「養護者による障害者虐待」のこれまでの経年のグラフです。（ちなみに
平成２４年度の数値は、法施行１０月からの半年分の数値なので参考数値として捉
えていただきたい）
○相談・通報の件数では、平成３０年度は５３３１件で、過去最高となっています。

○虐待判断件数、被虐待者数は、平成２５年度が最も多く計上されており、それ以
降は概ね横ばいとなってる状況です。
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平成３０年度 障害者虐待対応状況調査＜障害者福祉施設従事者等による障害者虐待＞

相談
通報

2,605件

市区町村

主な通報
届出者内訳

●当該施設・事業
所職員 (17.9%)

●本人による届出
(17.8%)

●家族・親族
(12.9%)

●設置者・管理者
(12.6%)

●相談支援専門員
(9.0%)

2,310件
障害者総合支援法等
による権限行使等※3

・ 施設等に対する指導 389件
・ 改善計画提出依頼 309件
・ 従事者への注意・指導 175件

市区町村による指導等

・ 報告徴収・出頭要請・質問・
立入検査 191件

・ 改善勧告 38件
・ 改善命令 1件
・ 指定の全部・一部停止 8件
・ 指定取消※4 3件
・ 都道府県・政令市・中核市等
による指導 266件

障害者総合支援法等
による権限の行使等

都道府県

虐待の事実
が認められ
た事例

被虐待者
777人※1
虐待者
634人※2

（死亡事
例：
2人）

更に都道府県において事
実確認を行った事例で虐
待事実が認められた事例

3件

都道府県調査により
虐待の事実が認められ
た事例 9件

3件

9件

592件

●性別
男性（70.5%）、女性（29.5%）

● 年齢
60歳以上（18.5%） 、50～59歳（17.5%）
40～49歳（15.3%）

● 職種
生活支援員（42.3%）、
その他従事者（10.3%）、
管理者 （9.5%）、世話人（7.1%）、
サービス管理責任者（4.9%）

●性別
男性（65.6%）、女性（34.4%）

●年齢
20～29歳（18.8%） 、 40～49歳（18.1%）
～19歳（18.0%）、30～39歳（14.5%）

●障害種別（重複障害あり）

●障害支援区分のある者 （67.1%）
●行動障害がある者 （32.3%）

虐待者（634人） 被虐待者（777人）

※１ 不特定多数の利用者に対する虐待のため被虐待障害者が特定できなかった
等の18件を除く574件が対象。

※２ 施設全体による虐待のため虐待者が特定できなかった52件を除く540件が対象。
※３ 平成30年度末までに行われた権限行使等。
※４ 指定取消は、虐待行為のほか人員配置基準違反や不正請求等の違反行為等
を理由として行ったもの。

※5 同じ事例で、複数の市区町村が報告した事例等があるため一致しない

256件（連絡した市区町村数）

295件

事実確認調査を行った
事例 （48件）

＊平成29年度に通報・届出があった事案3件を含む
＊監査・実地指導等により判明した事案7件を含む

＊平成29年度に通報・届出があった事案90件を含む

うち、さらに都道府県による事実確認
調査が必要とされた事例 7件

事実確認調査 （2,656件）

事実確認調査を行った事例 2,244件

うち、虐待の事実が認められた事例
672件

うち、都道府県へ事実確認調査を
依頼した事例 9件

事実確認調査を行わなかった事例 412件

15件

580件

障害者虐待が認められた事業所種別

教育・知識・介護技術等に関する問題 73.1%

職員のストレスや感情コントロールの問題 57.0%

倫理観や理念の欠如 52.8%

虐待を助長する組織風土や職員間の関係性の悪さ 22.6%

人員不足や人員配置の問題及び関連する多忙さ 20.4%

市区町村等職員が判断した虐待の発生要因（複数回答）

虐待行為の類型（複数回答）

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待 放棄、放置 経済的虐待

51.7% 13.3% 42.6% 5.7% 7.1%

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 難病等

22.7% 74.8% 13.5% 4.2% 0.5%

※5

件数 構成割合
障害者支援施設 136 23.0%
居宅介護 16 2.7%
重度訪問介護 6 1.0%
行動援護 1 0.2%
療養介護 15 2.5%
生活介護 106 17.9%
短期入所 17 2.9%
自立訓練 2 0.3%
就労移行支援 4 0.7%
就労継続支援Ａ型 37 6.3%
就労継続支援Ｂ型 74 12.5%
共同生活援助 89 15.0%
一般相談支援事業所及び特定相談支援事業所 2 0.3%
移動支援事業 4 0.7%
地域活動支援センターを経営する事業 7 1.2%
福祉ホームを経営する事業 1 0.2%
児童発達支援 4 0.7%
放課後等デイサービス 70 11.8%
児童相談支援事業 1 0.2%

合計 592 100.0%

※5

○ 障害者福祉施設従事者等職員による障害者虐待の相談・通報件数は、平成 29 
年度から 10%増加 (2,374 件→2,605 件)。判断件数については 28%増加(464 件
→592 件)
○ 相談・通報件数に対する虐待の判断件数の割合は、増加となっている。(平成
29 年度:20%(464/2,374)、平成 30 年度:23%(592/2,605)) 
○ 相談・通報者の種別では、当該施設・事業所職員が17.9%と最も多い。次いで、
本人による届出が 17.8%、家族・親族が 12.9%
○ 虐待行為の類型は、身体的虐待が52%と最も多く、次いで心理的虐待が43%、
性的虐待が13%、経済的虐待が 7%、放棄、放置が 6%の順。
○ 被虐待者の障害種別は、知的障害が75%と最も多く、次いで身体障害が23%、
精神障害が14%の順。
○ 虐待者の職種は、生活支援員が42%、その他従事者と管理者が10%、世話人が
7%、サービス管理責任者が 5%の順。
○ 虐待の事実が認められた事例への対応状況として障害者総合支援法等の規定
による権限の行使として実施したものは 242 件
○ 虐待による死亡事例は、2人。(平成29年度は0人) 
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障害者虐待対応状況調査＜障害者福祉施設従事者等による障害者虐待＞ 経年グラフ

・平成30年度の障害者福祉施設従事者等職員による障害者虐待の相談・通報件数は2,605件
であり、平成29年度から1割増加(2,374件→2,605件)。
・平成30年度の虐待判断件数は592件であり、平成29年度から28％増加（464件→592件）。
・平成30年度の被虐待者数は777人。

＊ 平成24年度は下半期のみのデータ

障害福祉従事者 平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度

相談・通報件数（件） 939 1,860 1,746 2,160 2,115 2,374 2,605

虐待判断件数（件） 80 263 311 339 401 464 592

被虐待者数（人） 176 455 525 569 672 666 777

939

1,860
1,746

2,160 2,115

2,374
2,605

80
263 311 339 401 464

592

176

455 525 569
672 666

777

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

障害福祉施設従事者等による障害者虐待

相談・通報件数（件） 虐待判断件数（件） 被虐待者数（人）

○こちらは「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」の経年グラフです。

○一番右が、平成３０年度の数値ですが、調査開始以来、「相談・通報件数」「虐待
判断件数」「被虐待者数」いずれも過去最高となっています。

○虐待行為は、当然のことながら許されるものではありませんが、傾向を分析して
みると、「当該事業所の職員」と「設置者・管理者」が通報者の割合を合計すると３
０％を超えています。

○「虐待が発生した施設自らの通報」の割合が高くなってきており、事実確認にも正
確に応じることから、結果として、虐待判断件数や被虐待者数が増加しているという
ことも言えるのではないかと考えられます。

○もちろん施設における虐待が許されないことは当然ですが、重篤な虐待事案につ
いては、徐々にエスカレートして重篤な状態になるという指摘もあり、軽微な段階で
虐待事案を通報することにより、障害者虐待の重篤化を結果的に防ぐという側面が
あると考えています。
施設、とりわけ管理者や経営者には、次の２点をお願いしたいと思います。
①虐待を発見した場合は、小さな事案であっても隠すことなく通報すること。

②法人や事業所での障害者虐待の情報が管理者、経営者に伝わりやすい環境を
整えること。
これをお願します。

○障害者虐待の早期の通報は、虐待を受けたご本人だけでなく、事業所の職員に
対して早い段階で改善する機会になりうるものであり、結果的に、管理者や経営者
のためにもなることを、よくご認識いただければと思います。
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障害者虐待対応状況調査＜障害者福祉施設従事者等による障害者虐待＞（抜粋）

25.7% 28.8%
21.3% 29.3%

32.3%

H26 H27 H28 H29 H30

行動障害のある者の割合

市区町村等職員が判断した虐待の発生要因 H27 H28 H29 H30

教育・知識・介護技術等に関する問題 56.1% 65.1% 59.7% 73.1%

職員のストレスや感情コントロールの問題 42.0% 52.2% 47.2% 57.0%

倫理観や理念の欠如 43.9% 53.0% 53.5% 52.8%

虐待を助長する組織風土や職員間の関係性の悪さ 24.8% 22.0% 19.1% 22.6%

人員不足や人員配置の問題及び関連する多忙さ 23.0% 22.0% 19.6% 20.4%

6.3%

7.1%

6.5%

6.8%

7.1%

12%

12%

11%

10%

10%

12.5%

9.3%

13.0%

14.5%

14.5%

15.0%

18.8%

19.0%

18.6%

14.5%

17.9%

11.6%

12.0%

12.7%

12.9%

23.0%

25.0%

24.7%

26.0%

24.4%

H30

H29

H28

H27

H26

障害者支援施設 生活介護 グループホーム

就労継続Ｂ型 放課後等DS 就労継続A型

被虐待者の割合

発生要因の割合

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 難病等

H26 21.9% 75.6% 13.5% 2.3% 0.0%

H27 16.7% 83.3% 8.8% 2.3% 0.0%

H28 14.4% 68.6% 11.8% 3.6% 0.7%

H29 22.2% 71.0% 16.7% 5.1% 2.7%

H30 22.7% 74.8% 13.5% 4.2% 0.5%

○障害者虐待対応状況調査から障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の特
徴的な項目について抜粋しています。
○特徴的なのは、前のスライドでも触れましたが、被虐待者の割合は圧倒的に知的
障害者が多く、過去５年分の平均を見ても、約７５％と、４分３は知的障害者です。
○これは被害にあっても、言葉にすることができなかったり、被害の訴え方やその
時の状況の説明が上手にできずに立証が難しいといった知的障害の障害特性が大
きく反映されていると思われます。
○行動障害のある方の割合についても調査していますが、平均して２７．５％と概ね
３割程度は行動障害のある方が占めています。
○発生要因としては、調査開始後一貫して「教育・知的・介護技術の問題」がトップ
を占めております。
○障害者虐待が発生している施設別では「障害者支援施設」が常にトップであり、
次いで「グループホーム」や「生活介護」が上位となる傾向が現れていいます。
○こうした傾向を踏まえると、行動障害のある知的障害の方が利用するサービスに
おいて、支援技術が十分に備わっていない事業所では虐待のリスクが高まりやす
いということが言えます。
○また報道事例や調査の傾向を見ますと、強度行動障害のある方については、骨
折や長時間に渡る身体拘束、また最悪の場合には死亡に至るといった重篤な事案
に発展しやすいことが分かります。
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○入所者殴り骨折 施設は虐待を事故として処理
県警は、身体障害者支援施設に入所中の男性を殴り骨折させたとして、傷害の疑いで介
護福祉士の容疑者を逮捕した。男性は骨折など複数のけがを繰り返しており、県警は日常
的に虐待があった可能性もあるとみて慎重に調べている。 県警によると、約１カ月前に関
係者からの相談で発覚同施設を家宅捜索した。
同施設を運営する社会福祉法人は男性の骨折を把握していたが、虐待ではなく「事故」と
して処理していた。

○福祉施設で暴行死 施設長が上司に虚偽報告
知的障害のある児童らの福祉施設で、入所者が職員の暴行を受けた後に死亡した。また、
施設長が２年前に起きた職員２人による暴行を把握したが、上司のセンター長に「不適切な
支援はなかった」と虚偽の報告をしていたことが分かった。
県は、障害者総合支援法と児童福祉法に基づき、施設長を施設運営に関与させない体制
整備の検討などを求める改善勧告を出した。
同園では、１０年間で１５人の職員が死亡した少年を含む入所者２３人に虐待していたこと
が判明した。

10

○職員２人に罰金３０万円の略式命令判決証拠隠滅の罪で
障害者支援施設で、入所者の男性が重傷を負い、職員ら２人が傷害容疑で逮捕された事
件で、検察は暴行の内部調査書類を処分したとして、同法人職員２名を証拠隠滅罪で簡裁
に略式起訴した。簡裁は２人にそれぞれ罰金３０万円の略式命令を出した。起訴状によると、
暴行事件の調査を担当した２人は共謀し、施設の事務室内で、暴行の目撃証言が記載さ
れた書面などをシュレッダーで廃棄し、証拠を隠滅したとされる。

障害者虐待防止法施行後も続く障害者虐待の事案

○重篤な障害者虐待事案の報道がこれまでもされてきていますが、こうした重篤な
障害者虐待事案の被害者の多くは行動障害の方が多いです。
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個別労働紛争解決促進法
に基づく助言・指導等

23件（2.5％）

（その他）

男女雇用機会均等法
に基づく助言・指導等

11件（1.2％）

（セクシャルハラスメント等）

○労働局で行った措置 920件

○通報・届出が寄せられた事業所 1,656事業所
○通報・届出対象の障害者 1,942人

身体的虐待
42人
（4.4％）

※ 平成30年度以前に通報・届出が寄せられた事業所を含む。

※虐待数延べ合計

953人

※虐待数延べ合計

2,288人

通報・届出

労働局での対応

221事業所報告

通報
届出

1260事業所相談

175事業所

市
町
村

虐
待
を
受
け
た
人

虐
待
を
発
見
し
た
人

都
道
府
県 都

道
府
県
労
働
局
等

労働局等の発見

身体的虐待
187人
（8.2％）

性的虐待
58人
（2.5％）

心理的虐待
827人
（36.1％）

放置等による虐待
100人
（4.4％）

経済的虐待
1,116人
（48.8％）

労働基準関係法令
に基づく指導等（賃金未払等）

797件（86.6％）

うち最低賃金法関係
517件（56.2％）

労働基準監督署 労働局 雇用環境・均等部（室）

障害者雇用促進法
に基づく助言・指導等

89件（9.7％）

（いじめ、嫌がらせ等）

公共職業安定所

○虐待が認められた事業所 541事業所
○虐待が認められた障害者 900人虐待が認められた事案

行
政
指
導
等

性的虐待
９人
（2.0％）

心理的虐待
92人
（9.7％）

放置等による虐待
19人
（2.0％）

経済的虐待
791人
（83.0％）

身体障害
156人
（18.5％）

７人

３人

18人

１人

133人

知的障害
400人
（47.4％）

17人

４人

34人

９人

359人

精神障害
244人
（28.9％）

13人

１人

34人

４人

206人

発達障害
35人
（4.1％）

５人

０人

10人

０人

26人

その他
９人

（ 1.1％）

１人

１人

0人

0人

７人

労働局等への相談

都道府県からの報告

※障害数延べ合計
844人

平成３０年度における使用者による障害者虐待の状況等

こちらは使用者による障害者虐待の状況になります。
○ 通報・届出のあった事業所数は前年度と比べ増加、通報・届出の対象となった
障害者数は前年度と比べ減少。
・通報・届出のあった事業所数 1,656事業所 （前年度比 11.7％増）
・通報・届出の対象となった障害者数 1,942人 （ 同 20.9％減）

○虐待が認められた事業所数は平成２９年年度と比べ増加 、虐待が認められた障
害者数は前年度と比べ減少。
・虐待が認められた事業所数 541事業所 （前年度比 9.4％減）
・虐待が認められた障害者数 900人 （ 同 31.2％減）

○受けた虐待の種別では、経済的虐待が791人（83.0％）と最も多く、次いで心理的
虐待が92人（9.7％）、身体的虐待が42人（4.4％）
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※雇用環境・均等局調べ

障害者虐待事例への対応状況等（調査結果）経年比較

注：平成２４年度のデータは下半期のみのデータであり、経年比較としては平成２５年度から平成３０年度の６ヶ年分が対象。
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（こちらは全国のまとめですが、各都道府県で独自に、経年比較表を作成してご説
明いただいくのもよろしいかもしれません）

○このスライドは、養護者、障害者福祉施設従事者、使用者それぞれの、「相談・通
報件数」「虐待判断件数」「被虐待者数」を経年比較したものになります。

○養護者、障害者福祉施設従事者、使用者、それぞれ、通報の件数は伸びている
ところです。
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虐待行為と刑法

虐待行為は、刑事罰の対象になる場合があります。

等に該当することが考えられます。

これまでの虐待事案においても、虐待した障害者福祉施設等の職員が警察によって逮捕、送検された事案が
複数起きています。

※刑事訴訟法第239条第２項では、公務員はその職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない
旨が規定されています。

障害者虐待においては、市町村、都道府県が事実関係を把握した段階やその後調査を進める中で、警察等への被害の届出、告
発の要否を適正、迅速に判断し、必要に応じ、被害者による被害の届出の支援や行政として告発を行うことが求められます。（な
お、被害の届出の支援や告発については、二次被害が生じないよう配慮した対応が必要です）。

虐待行為の類型 該当する刑法の例

① 身体的虐待
刑法第199条殺人罪、第204条傷害罪、第208条暴行罪、
第220条逮捕監禁罪

② 性的虐待
刑法第176条強制わいせつ罪、第177条強制性交等罪、
第178条準強制わいせつ、準強制性交等罪

③ 心理的虐待
刑法第222条脅迫罪、第223条強要罪、第230条名誉毀損罪、
第231条侮辱罪

④ 放棄・放置 刑法第218条保護責任者遺棄罪

⑤ 経済的虐待
刑法第235条窃盗罪、第246条詐欺罪、第249条恐喝罪、
第252条横領罪

13

ここまでは、障害者虐待防止法の概要と、障害者虐待対応状況調査の報告をさせ
ていただきましたが、ここからは「その他のトピックス」として、３つ、皆さんにお伝え
したい点をお話しさせていただきます。

（時間の関係で説明する時間がなければ省くか、もしくは、いくつかのトピックの説明
だけでも良いです）
○一つ名は「虐待行為と刑法の関係」です。
○二つ目は「障害者虐待の早期発見と通報者の保護」です。
○三つ目は「身体拘束と障害者虐待」です。
○「障害者虐待と刑法」の関係について説明いたします。
○「刑法の一部を改正する法律が平成29年7月に施行されました。従来は、「姦淫」

（性交）のみが「強姦罪」の処罰の対象とされていましたが、この改正により、罪名を
「強姦罪」から「強制性交等罪」とし、性交だけでなく、口腔性交や肛門性交（以下
「性交等」という。）についても、同じ罪として処罰することとされました。
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刑法の一部を改正する法律の概要

①強姦罪の構成要件及び法定刑の見直し等（新法第１７７条，第１７８条２項，第１８１条等関係）

• 強姦罪の対象となる行為を性交，肛門性交又は口腔性交（性交等）に改め，その罪名を「強制性交等罪」とする。
※ 現行法は，「女子」に対する「姦淫」（膣性交）のみを強姦罪として重い処罰の対象としている。

• 強制性交等罪の法定刑の下限を懲役３年から５年とし，同罪に係る致死傷の罪の法定刑の下限を懲役５年から６
年とする。

施行期日：平成２９年７月１３日

②監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪の新設（新法第１７９条等関係）

• 強盗行為と強制性交等の行為を同一機会に行った場合は，その先後を問わず，無期又は７年以上の懲役に処す
ることとし，その罪名を「強盗・強制性交等罪」とする。

※現行法では、 強盗が先行→無期又は７年以上の懲役（強盗強姦罪）
強姦が先行→５年以上３０年以下の懲役（強姦罪と強盗罪の併合罪）

• １８歳未満の者に対し，その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為又は
性交等をした場合について，強制わいせつ罪又は強制性交等罪と同様に処罰する規定を設ける。

③強盗強姦罪の構成要件の見直し等（新法第２４１条等関係）

④強姦罪等の非親告罪化（現行法第１８０条等関係）

• 強姦罪，準強姦罪，強制わいせつ罪及び準強制わいせつ罪を親告罪とする規定を削除して，非親告罪とするとと
もに，わいせつ目的・結婚目的の略取・誘拐罪等も非親告罪とする。

○ 平成２６年１０月～平成２７年８月 「性犯罪の罰則に関する検討会」
○ 平成２７年１０月９日 法制審議会に諮問（平成２７年１１月～平成２８年６月：刑事法(性犯罪関係)部会で審議）
○ 平成２８年９月１２日法務大臣に答申

○また、従来は、被害者が女性に限られていたところ、被害者の性別を問わないこ
ととされ、男性が男性に対して性交等をすることも「強制性交等罪」として処罰するこ
ととされました。併せて、法定刑の下限を懲役３年から５年に引き上げる改正が行
われています。

○この「強制性行等罪」を含む性犯罪については、被害のあったご本人にとって、告
訴することが精神的負担になる場合があることを踏まえ、その負担を軽減するため、
「非親告罪」（告訴がなくても起訴できる犯罪）とされたところです。

○これは、被害に遭っても、その事を自らが訴えることが難しい知的障害の方にとっ
ては、大きな法律改正になっています。
○刑事訴訟法第239条第２項では、公務員はその職務を行うことにより犯罪がある
と思料するときは、告発をしなければならない旨が規定されています。

○障害者虐待においては、市町村、都道府県が事実関係を把握した段階やその後
調査を進める中で、警察等への被害の届出、告発の要否を適正、迅速に判断し、
必要に応じ、被害者による被害の届出の支援や行政として告発を行うことが求めら
れますので、強制性交等罪（強姦罪）非親告罪化されたことは、特に行政関係者は
押さえておいてください。
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（障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る通報等）
第十六条障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見
した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
２ 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けた障害者は、その旨を市町村に届け
出ることができる。
３ 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定に
よる通報（虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。）をすることを
妨げるものと解釈してはならない。
４ 障害者福祉施設従事者等は、第一項の規定による通報をしたことを理由として、解雇
その他不利益な取扱いを受けない。

障害者虐待の早期発見と通報義務・通報者の保護について

第六条第二項 障害者福祉施設、学校、医療機関、保健所その他障害者の福祉に業務
上関係のある団体並びに障害者福祉施設従事者等、学校の教職員、医師、歯科医師、保
健師、弁護士その他障害者の福祉に職務上関係のある者及び使用者は、障害者虐待を
発見しやすい立場にあることを自覚し、障害者虐待の早期発見に努めなければならない。

○２点目は「障害者虐待の早期発見と通報義務・通報者の保護について」です。
○障害者虐待防止法の第6条第二項では「障害者福祉施設、学校、医療機関、保
健所その他障害者の福祉に業務上関係のある団体並びに障害者福祉施設従事者
等、学校の教職員、医師、歯科医師、保健師、弁護士その他障害者の福祉に職務
上関係のある者及び使用者は、障害者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚
し、障害者虐待の早期発見に努めなければならない」と規定されています。
○この研修に参加されている方々は、この条文の対象になっている関係者であり、
一般の方よりも、一段高い「障害者虐待の早期発見の努力義務」が課せられている
ことを、押さえておいていただきたいと思います。
○早期の発見は「早期の通報」と連動するものですので、先ほどもお話させていた
だきましたが、
・虐待を発見した場合は、小さな事案であっても隠すことなく通報すること。
・法人や事業所での障害者虐待の情報が管理者、経営者に伝わりやすい環境を整
えること が重要であると考えています。

○さらに法16条では「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思わ
れる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない」と
しています。
○第4項では「通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けな
い。」とありますが、過去、障害者虐待防止法施行後、虐待通報した職員に対して、
施設側が損害賠償請求を行うという事案が発生しました。
○適切に通報した職員に対して、通報したことを理由に施設側から損害賠償請求を

15



行うことは、適切に通報しようとする職員を萎縮させることにもつながりかねないも
のであり、通報義務や通報者の保護を定めた障害者虐待防止法の趣旨に沿わな
いものです。
○特に、施設の設置者・管理者等は障害者虐待防止法の趣旨を認識するとともに、
通報義務に基づいて適切に虐待通報を行おうとする、又は行った職員等に対して
解雇その他不利益な取扱いをすることがないよう、通報等を理由とする不利益な取
扱いの禁止措置や保護規定の存在について理解していただくことが大変に重要に
なります。
○都道府県研修では、この点を是非とも重点的にお伝えいただければと思います。
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身体拘束等の適正化（平成30年度から）

○身体拘束等の適正化を図るため、身体拘束等に係る記録をしていない場合につい
て、基本報酬を減算する。

≪身体拘束廃止未実施減算【新設】≫ ５単位／日
※療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援
助、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発

達支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設等

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人
員、設備及び運営に関する基準
(身体拘束等の禁止)
第四十八条 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者又は他の
利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動
を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。
２ 指定障害者支援施設等は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の
利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。

（１） やむを得ず身体拘束を行う場合の３要件
①切迫性：利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権
利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと

②非代替性：身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替
する方法がないこと

③一時性：身体拘束その他の行動制限が一時的であること

（２） やむを得ず身体拘束を行うときの手続き
① 組織による決定と個別支援計画への記載
② 本人・家族への十分な説明
③ 必要な事項の記録

○３つめは、身体拘束についてです。
○厚労省の基準の設備及び運営に関する基準では、「身体拘束等の禁止)」とし
て、

・利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得
ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行っては
ならない。

・やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際
の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録
しなければならない。

としています。
○詳細についてはこの後の講義に譲ることとしますが、平成30年度の報酬改定に
おいて、身体拘束等の適正化を図るため、身体拘束等に係る記録をしていない
場合について、基本報酬を減算する「身体拘束廃止未実施減算」を創設して
います。
○対象のサービスはスライドの通りです。
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（答）
身体拘束の取扱いについては、以下の参考において、示されているところであるが、やむを得ず身体
拘束を行う場合における当該減算の適用の可否にあたっては、これらの取扱いを十分に踏まえつつ、
特に以下の点に留意して判断いただきたい。
⃝ 利用者に係る座位保持装置等に付属するベルトやテーブルは、脊椎の側わんや、四肢、関節等の
変形・拘縮等の進行あるいは防止のため、医師の意見書又は診断書により製作し、使用している
ことに留意する。

⃝ その上で、身体拘束に該当する行為について、目的に応じて適時適切に判断し、利用者の状態・
状況に沿った取扱いがなされているか。

⃝ その手続きについては障害福祉サービス等の事業所・施設における組織による決定と個別支援計
画への記載が求められるが、記載の内容については、身体拘束の様態及び時間、やむを得ない
理由を記載し、関係者間で共有しているか。

⃝ なお、ケア記録等への記載については、必ずしも身体拘束を行う間の常時の記録を求めているわ
けではなく、個別支援計画には記載がない緊急やむを得ず身体拘束を行った場合には、その状況
や対応に関する記載が重要である。

⃝ 行動障害等に起因する、夜間等他利用者への居室への侵入を防止するために行う当該利用者居
室の施錠や自傷行為による怪我の予防、保清を目的とした不潔行為防止のための身体拘束につ
いては頻繁に状態、様態の確認を行われている点に留意願いたい。

⃝ これらの手続きや対応について、利用者や家族に十分に説明し、了解を得ているか。等
⃝ なお、身体拘束の要件に該当しなくなった場合においては、速やかに解除することについてもご留
意願いたい。

以上を踏まえ、最終的には利用者・家族の個別具体的な状況や事情に鑑み、判断されたい。

（身体拘束廃止未実施減算の取扱い）
問１身体拘束廃止未実施減算について、適用にあたっての考え方如何。

【厚生労働省：事務連絡】障害福祉サービス等報酬に関するＱ＆Ａ（平成31年３月29日）

○この減算の取扱について、各方面から解釈について問い合わせをいただき
ましたので、厚生労働省では、自治体向けにQ&Aを発出いたしましたので、
ご確認ください。
○問い合わせが多いのが、肢体不自由、特に体幹機能障害がある利用者に関す

る解釈です。

○肢体不自由の方については、車椅子上で安定した乗車姿勢を保持するために、
理学療法士等のリハビリテーシ専門職や介護職員が連携し、安全性かつ機能性を
高める様々な工夫が欠かせません。この姿勢保持に対する工夫を「シーティング」と
いいます。

○その結果、ベルト類を装着して身体を固定する行為は適切な支援には欠かせな
いものであり、それだけをもって身体拘束と判断することは適切ではありません。

○むしろ、身体拘束と同等に対応することで装着・利用に制約が課せられ、ＱＯＬ低
下に繋がることもあります。身体拘束か否かは、目的に応じて適切に判断すること
が求められますので、ご留意ください。

○ただし、行動障害のある方等については、夜間等他利用者への居室への侵入を
防止するために行う当該利用者居室の施錠や自傷行為による怪我の予防、保清を
目的とした不潔行為防止のための身体拘束や行動の制限を行うことも考えられま
すので、ある程度、頻繁に状態、様態の確認を必要があると考えています。

○また、身体拘束の要件に該当しなくなった場合においては、速やかに解除するこ
とも押さえてください。検証されることなく、漫然と長期的に身体拘束や行動制限が
行われることは、避けてください。
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この講義はタイトルにありますように、障害者虐待防止法の成立までの経過
と社会的意義を取り扱うものです。
しかし、虐待防止法を詳しく説明したり、障害者虐待対応手続きそのものを
中心に据えた講義ではありません。
この講義では、行政の皆さんとご一緒に、担当者一人一人は
障害者虐待とどう向き合うべきか、
どのように取り組んだら良いのか、
という点について考えてみたいと思います。

2



戦後70年の福祉の変化を見ていきたい
第二次世界大戦で，我が国は壊滅的な被害を被った。経済安定本部「太平洋
戦争による我国の被害総合 報告書」(1949(昭和24)年)によれば，空襲による
建築物や家具家財などの消失等により，我が国は 平和的国富の25%を喪失
し，犠牲者は調査で判明した者のみで185万人余りに達した。国土は荒廃し，
まちには戦災孤児や失業者があふれ,食糧を始めとする極度のモノ不足やイン
フレの中で,多くの人が戦災で焼け残ったわずかな品を売って飢えをしのぐ
「たけのこ生活」を強いられた。衛生状態も極度に悪 化し，伝染病が蔓延し
たが，医薬品，医療施設，医療従事者も不足していた。

平成8年厚生白書
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難病 高次脳機能障害 発達障害等は2011年障害者基本法改正時
精神障害は199３（平成５）の改正改称時
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他方 1970年代から諸外国での入所施設における様々な課題が家族や当事者
から明らかとなり始める。
バンク.ミケルセン ノーマライゼーションとは人権そのものであり、社会的
支援を必要としている人々（例えば障害のある人たち）を「いわゆるノーマ
ルな人にすることを目的としているのではなく、その障害を共に受容するこ
とであり、彼らにノーマルな生活条件を提供すること」 1976年 ミケルセ
ン論文
ミケルセンが推進力となって作られた1959年法は、ノーマライゼーションと
いう言葉が世界で初めて用いられた法律。
それまでの諸外国での障害者施設の様子は様々な形で報告されているが、
もっとも知られているのは1966「Christmas in purgatory」 Burton Blatt著
日本訳で「煉獄のクリスマス」という写真エッセイ集がある。
Googleスカラーで「Christmas in purgatory」 Burton Blatt著 を検索すれ
ば書籍が確認できます。
そして国連は1975年に障害者権利宣言を打ち出します。
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日本では
青い芝の会
自己決定と自己選択

ノーマライゼーションとは人権そのものであるという主張を1997年 青い芝
の会のメンバーは川崎バス闘争という社会運動で社会に訴えた。
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1981年 国連の世界的キャンペン 国際障害者年では「完全参加と平等」が
うたわれた。
その後、地域で当たり前に誰もが暮らせるための環境整備も動き出します。
1994年ハートビル法 2000年バリアフリー法 2006年にはあわせて新バリア
フリー法となります。
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日本の社会も、障害者が地域で当たり前に暮らせるための環境整備を進め、
障害者福祉をリハビリ・訓練・治療から人権問題へとシフトが進んでいると
誰もが思っていた矢先に「障害者虐待」とうい人権侵害が大きな社会問題と
なります。
障害者の虐待問題に国は初めて正面から向き合ったのが2005年開催の「障害
者虐待防止についての勉強会」です。
ここで配布された 野澤さんの資料は虐待防止方が成立する経過を理解する
ための虐待案件とその背景が記されています。
https://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/vAdmPBigcategory50/49
256FE9001AD94349256FAF00282334?OpenDocument#
毎日新聞さん資料 + 施設内虐待の状況は成立までの経過解説の資料として
活用推奨します。
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第一回 障害者虐待防止についての勉強会 で参考資料として障害者等虐待
に関する資料にある
＊苦情解決
＊地域福祉権利擁護事業（現在：地域生活自立支援事業）
＊人権擁護案
イメージ図はこのようなものででした。
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この仕組みを使うための福祉サービスも同時に変化しています。

そのため、情報の「非対称性」を補い、契約時の不利益がおきないように、また幸福
追求権を保障するために

先程の苦情調整や運営適正委員会、第三者評価、成年後見制度が整備されている
といえるでしょう。
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障害者総合支援法が始まる2006年に国連は「障害者の権利条約」を採択しま
した。
その後、批准するまでの国内法の整備の経過を概観します。
2011年東日本大震災直後に障害者虐待防止法は成立し、翌年2012年に施行さ
れました。
今年で8年目を迎えます。

（参考）
平成12年
児童虐待の防止等に関する法律成立
平成13年
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)成立
平成17年
厚生労働省「障害者虐待防止についての勉強会」
平成17年11月
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律成立
附則2項 「高齢者〔65歳以下の者〕以外の者であって精神上又は身体上の理
由により養護を必要とするも の」(障害者等)に対する虐待の防止等のための
制度については、速やかに検討が加えられ、その 結果に基つい゙て必要な措置
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が講ぜられるものとする旨が定められた。
平成23年6月
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律成立
平成24年10月 法律施行
* 全都道府県で「障害者権利擁護センター」の業務を開始。また、合わせて全
市町村が単独 又は複数の市町村で共同して「市町村虐待防止センター」の業
務を開始。
3 
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こういった経過から 当然、虐待防止法の趣旨は障害者の人権擁護が中心に
置かれています。
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虐待防止法の趣旨は障害者の人権擁護が中心に置かれています。
そのためこの法律の社会的意義は以下の３点であると考えます。

国等の責務・・・「しつけ・教育・訓練・治療といった中で起きる虐待（人権侵害）に行
政が対応できることとなった」
支援のための措置・・・・「悪い奴を見つけ出すのではなく、虐待やその芽に気付ける
ように背中をそっと手を置き支援につなげる」。このことにより虐待の目を摘むだけで
はなく 人権擁護の萌芽を生み出すことが期待されます。
障害者の権利利益の擁護・・・・「包摂性のある街づくり（共生社会の実現）を具現化
する」
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三つの社会的意義を交通違反の事例でここでは解説してみたいと思います。

点数方式は○点減点ではなく累積○点であり、その累積点数が一定の基準点
数が超えた場合に行政処分が下される。→違反に対する指導
「交通事故があったときは、当該車両等の運転者その他の乗務員（中略）
は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を
防止する等必要な措置を講じなければならない」→事故に対する措置
行政処分とは過去の違反に関して行政の処分を受けることで免許の停止と免
許の取り消しの2種類ある。
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つぎに、交通違反の事例を、虐待の芽（苦情等の訴え含め）に対しての行政
指導が虐待防止に生かされ、支援につながっていくことが虐待対応に置き換
えて説明をしたいと思います。
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障害者虐待防止 は 障害者の権利利益の擁護に役立てる行政の目標 が定められています。
どの 虐待類型を 取り上げても防止することは 決して 容易ではありません。
すこしずつ 現状を改善してみたところで到底 皆さんの在任期間中の達成には 間に合わない
でしょう。
だからこそくりかえし「基本的」な 取り組みが 必要とされています。
丁寧で諦めない対応が求められています。
ちょっと考えれば 思いつくようなそんな レベルの変化が求められている わけではないので
す。
障害者虐待に どう 取り組むべきか本講義の スタンスは 明確です。
私たち 一人ひとり が権利利益の擁護に 取り組む、 興味 関心 問題意識 は
必ず 障害者虐待防に繋がります。
障害者虐防止は包摂性を前提としますから 逆に繋がらなかったらおかしいんです。
みなさん 自分ごととして取り組みましょう。
そして そこに 障害者虐待防止の措置対応を 乗せるのです。
ここでは
様々な切り口で、虐待対応への向き合い方（姿勢）を皆さんと一緒に考えてみたいと思いま
す。
１は社会学からの切り口（社会システム論の内部的作動における秩序維持からいわゆるグ
レーゾーンを見ていきます）
２は安全学からの切り口（ヒューマンエラーから虐待行為を見ていきます）
３は認知心理学からの切り口（信号検出理論から苦情の通報等の対応感度を見ていきます）
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4は行政学からの切り口（インクリメンタリズムから認定後の事業所等への行政指導を見
ていきます）

ちなみにインクリメンタルの説明にはプログラミングでアブソリュート指令とイ
ンクリメンタル指令の違いで説明する方がわかりやすいので具体事例はプログラミング
解説に寄せています。
どの分野も私は素人です。おかしな解釈で説明してしまっていることがあるかもしれま
せん。
ですので、ぜひみなさんと一緒にこんごは幅広く関連分野の専門家にご協力いただきな
がら、多くの方に人権問題に関心を持っていただき、ご意見やご指摘を重ねて研修が発
展させていただくようご協力よろしくお長いします。
この試みは専門家の知見を集め、おおくのひとが自分ごととして人権問題に取り組んで
いけは、前に進むと思うからです。

これでおわります。
手嶋（この機会をいただきましたことに感謝）2020年4月
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１は社会学からの切り口（社会システム論の内部的作動における秩序維持か
らいわゆるグレーゾーンを見ていきます）

最も単縦な例で 適切な支援（白玉１と白玉２）・不適切な支援（黒玉３と
黒玉２）があったとする。
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このとき 「場合の数」の多い（生起確立高い）ランダムという「状態」は
エントロピーが相対的に高い（無秩序）状態を表します。
ですから離れてみればグレーに見えます。
逆に言うと「場合の数」が少ない「状態」はエントロピーが相対的に低い→
このことを「相対的に秩序立っている」という

どこからが黒たと悩むことは無駄かも！
白や黒だと言う確率はかなりの力が働かないと生起しません
その「力」が白に向かうものか黒に向かう力なのかでは全く意味が変わりま
す。だから白に向かう力を強めないといけない。どこまでがなんて言う発想
はその力が足りていません。そ
んなこと言ってると多くの部分がじわじわグレーにもどっていきます。

18



エントロピーが相対的に高い状態はランダム（グレー）に見える中心の無秩
序状態です。
左右に離れれば離れるほどエントロピーが相対的に低く白か黒にまとまりあ
る意味秩序たってきます。
どこの危険域にいるのかという視点だけでは、改善支援判断は難しいので
す。
その組織等のベクトルがどこに向かっているかまた個人のベクトルの力への
耐性差をそれぞれ確認することが重要だからです。
同じパーセントのゾーン域の位置でも取り組む内容は全く変わるということ
です。
たとえば緊急対応ができていなかった場合
20%グレー③と80%グレー②では質的対応が変わります。ベクトルの力の向
きが違うからです。個人のベクトルの力への耐性差も大きく違っているかも
しれません。
認定のための判断チェックシート等の限界はここにあるのとおもっていま
す。量的は測れても質的に把握できていない場合の困難さです。
そういった意味でグレーゾーンの捉え方は有機体構造の内部的作動における
秩序維持としてみた方がいいと思います。
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時間があれば 確認作業として
2005年勉強会資料でグレーゾーンとベクトルの力を見ていきましょう。
（１）悪いと思っていいない
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墓石安全とは犠牲者が出て（墓石が立って）初めて対策が施されること（再
発防止）。墓標安全ともいう。航空業界などで 「墓石安全から予防安全へ」
といったスローガンで使われることがあります。
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２は安全学からの切り口（ヒューマンエラーから虐待行為を見ていきます）

ハイン リッヒの法則（1931）にて指摘される不安全行動とは，事故に繋がり得る安全で
ない行動全てを示します。
そして事故等に至らなかった情報（インシデント）を300件収集し、（１つの事故に29
のきっかけになる事故があり合計330件を扱う）重篤な事故に至る前に「危険源」を見
つけて改善することが重要視されている。
しかし現代の高度情報化社会では特に航空、原子力難度の高い安全性が求められる分野
では当てはまらなくなっています。福祉分野でも人間のミスを330のインシデントで防
止できるとは到底考えられません。

一 方，ジェームス・リーズン（1990）はヒューマンエラーとは計画された一連の精神的
または身体的活動が、意図した結果に至らなかったものであり、これらの失敗には、他
の偶発的事象の介在が原因となるものを除くとされています。
つまりヒューマンエラーとは「人間に要求される機能と実際に人間が果たす機能との間
のズレによって生じ、その結果が何らかの形でシステムに悪い影響を与える可能性のあ
る人間の過誤である」と定義されています。
不適切支援や虐待行為はヒューマンエラーの定義に該当するといえます。
注意してみておきたい点があります。
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１）要求されている機能が人間の資質を超えている→システムにより定義さ
れた許容範囲
２）人間が要求される機能を果たさない時 →意図した結果が得られない場
合・・・
すなわち、エラーというものはあくまで「相対的」なものを指しているので
す。絶対的なエラーそのものを指しているのではないということです。
つまりヒューマンエラーとは人間が起こすエラー全てを指しているのではな
いのです。
人間にはエラーはつきものです。
では、障害者虐待のような重大な事件であったとしても虐待行為に何らかの
偶発的事象の介在が原因につながっているとは到底考えられません。
したがって、エラーが生じにくい環境整備が必要です。
しかも意図しない行為の段階の不適切支援対応と意図した行動の段階の虐待
（ミステイク）への対応、そして犯罪に至る行為の対応をしっかりと考え準
備しておくことが重要だと思います。
そのためには労働災害との分野で進んでいる不安全行動の対応を参考にして
いくことは十分効果のあることかと思います。

スリップとは計画（ルール）は正しかったが失敗した
ラプスとは実行途中で計画（ルール）を忘れてしまった（途中で別の指示を
受けて最初の業務を忘れる）
ミステイクとは正しく実行はできたが計画（方法）自体が間違っていた。

事故防止４M対策とは１）人間関係 Men ２）機械（環境）Machine３）媒
体Media ４）管理Management
安全文化熟成にも四つ １）報告する文化 ２）正義の文化 ３）学習する
文化 ４）柔軟な文化

また芳賀は，意図した不安全行動を「本人または他人の 安全を阻害する意図
をもたずに，本人または他人 の安全を阻害する可能性のある行動が意図的に
行われたもの」と定義し，
リスクテイ キング行動（あえて危険をおかす）として明確に区別していま
す。

さらに不安全行動には，規則違反とリスクテイ キング行動(危険な状況下でそ
の危険を意図的に 受容する行為)の2種類があるという定義もあります。
厳密にいえば， 前者には虐待のような法令違反，後者には未通報行動も含ま
れるが，不安全行動とい う観点であれば，両者の概念や生起要因は近いとい
えるでしょう。
例えば，違反やリスクテイキング行動は， 危険の発見や予測に関わる能力で
ある危険感受性 (ハザード知覚ともいう)の観点や，
時間や手 間の省略といった行動により得られるベネフィッ ト(利得)に対する
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認識の観点から論じることが 有効かもしれません。
まだこの分野での虐待防止を不安全行為として研究されていないため今後
様々な研究が進むことを期待しています。
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３は認知心理学からの切り口（信号検出理論から苦情の通報等の対応感度を
見ていきます）

このA自治体での虐待認定は的確なのであろうか。虐待の内容に注目すると、25回
中20回も認定している。
確率で言えば80%の確率で虐待を認定しているので積極的だと言えるかもし
れない。（ストライクゾーンの打率8割バッターだ）
しかし、不適切の内容に注目すると、25回中15回も不適内容までを認定している。
一般的に確率でいえば60%の確率で間違った判断される。（ボール球にてを出して
6割空振り三振だ） これでは、A自治体の判断が的確と言いきることはできない。
このように、片方の通報のみに注目していたのでは間違った推論をしてしま
う恐れがある。したがって、A自治体の認定を評価しようと思ったのであれ
ば、どちらの通報も考えなければならない。

ところで、その自治体を虐待認定の的確性という一つのパラメータで記述してよいも
のであろうか。ここにB自治体も参考にして、先ほどと同様の確認を行った結果が下
記の通りだとする。
虐待の話に注目すると、64%のの確率で虐待を認定している（ストライク
ゾーンの打率6割バッターだ）
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、A自治体よりも虐待認定は積極的ではない。不適切の内容に注目すると、44%の
確立で虐待認定の判断をしていて、（ボール球の空振り三振を4割に抑えている）
自治体Aより間違って認定してしまう率は低い。A自治体よりも「認定に慎重な」自治
体だと言えるかもしれない。
どちらの自治体も、正しく判断できた数（出塁率は同じで左上と右下のセル
の合計）は30であり、同程度の正確性で虐待通報に対応している。
しかし、この２つは自治体の正確性では同程度だとしても、その反応のパ
ターンはちがっている。
こうした、反応パターンの違いから、障害者虐待の通報義務をどう捉えるべ
きか？

出塁率が同じ自治体なら取り組むスタンスは虐待認定の見逃し三振を増やし
「ファーボール」による出塁を狙うより「空振り三振」を恐れずヒットを増やしていく姿
勢が権利利益の擁護につながるのではないでしょうか？

出塁率が同じ自治体ならフォアボールより空振り三振の多い自治体に私は暮らした
いと思う。さてみなさんは？
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4は行政学からの切り口（インクリメンタリズムから認定後の事業所等への行
政指導を見ていきます）

ちなみにインクリメンタルの説明にはプログラミングでアブソリュート指令
とインクリメンタル指令の違いで説明する方がわかりやすいので具体事例は
プログラミング解説に寄せています。
どの分野も私は素人です。おかしな解釈で説明してしまっていることがある
かもしれません。
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X２：Y２は元々インクリメンタルで位置を確認したのかどうかでも全く違
う。
合理的意思決定された行政指導のカーボンコピーで進めてきたところは、改
善の進め方も同じコピーをしたがることが考えられます。
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最後に まとめとして
みなさんが地元に帰ってこの研修の中身を伝えるときに大切な姿勢をお伝え
して終わりたいと思います。

サイモン シネックが発見したゴールデンサークル
〜何を 結果〜
私たちのニューモデルです→What
通話時間が長く・機能が充実・家族通話無料・・・・→How
いかがです？→Why
〜なぜ 目的〜
私たちのすることは世界を変えるという信念です。
違う考え方に価値があると確信しています。→Why
私たちが世界を変える手段は①美しくデザインされ②直感的に使用でき③親
しみやすい製品です。→How
こうしてすばらしいIphonが出来上がりました。→What

（この研修に当てはめると）
〜何を 結果〜
我が国の新しい障害者支援に関する仕組みです→What

27



支援対象が広く・サービスが充実・負担無料・・・・→How
いかがです？→Why
〜なぜ 目的〜
私たちのすることは障害者の問題を人権問題へと変えるという信念です。
違う考え方に価値があると確信しています。→Why
わたしたちがこの問題を変える手段は①合理的配慮がなされ②Nothing 
about us without us !によって③障害者の権利利益の擁護です。→How
こうしてすばらしい共生社会が出来上がりました。→What
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当事者の声（ビデオ）
・知的障害保護者当事者の声
・身体障害当事者の声
・精神障害当事者の声

知的障害保護者当事者、身体障害当事者のお
かれた虐待の状況や心理、期待を理解する

1



親として虐待
をどう考えるか

全国手をつなぐ育成会連合会

副会長 小島幸子

2

2



今日、お話すること

3

息子の紹介

私の子育てを振り返る

虐待防止法で大事な二つの柱

お母さんのホンネから養護者支援を考える

最後に皆さんにお願いしたいこと

3



愛されている幸せ
息子の紹介

•息子２９歳、生活介護
の事業所に通ってます

•障害支援区分は６（行
動関連項目１９点）

•最重度の知的障害がある
自閉症です

•常時の見守りが必要です

4



私の子育てをふりかえる・未熟児で生まれる

5

5



当時を振り返る
と

• 「私のせいで早く世の中に出てきて
しまった」

• 「小さく産んでごめんなさい」
•未熟児なので発達がゆっくりだと
思っていた。その後、心臓の病気も
見つかる

•健診後の保健師からの電話にも素
直に応じられなかった

•広範性発達障害・言語遅滞の診
断がついたのが3歳前、その後自閉
症、知的障害と言われる。

• なんで私の子が・・・なんで私ばか
り・・・・

6
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初孫で可愛がられて育つ

7
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当時を振り返る
と

•息子が３歳の時に「あと何
をしたら私は、親として完璧
ですか？」とドクターに尋ねた。
ドクターの答えは？

• 「親が第三者になることか
な？」

8
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当時を振り返る
と

•保育園に行っている間、仕
事に行って気分転換になっ
た
•いつも先生と一緒。すいま
せん、すいませんの毎日
•近所の人、警察、親戚、
友達にもお世話になった
• 「どんな風に育つか？」不安
でたまらなかった

9
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当時を振り返る
と

•著しい偏食。自分の職業を考
えると苦しかった

• 「障害があるからと言っていろい
ろなものが食べれないのはかわ
いそう」

• 「先生は、障害の子を育ててな
いからわからないでしょう」

10
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「私たちはプロですから」養護学校12年間

先生方の力がなく
てはこの大変な子
育ては出来なかっ

たです

母は９年間PTA会
長でした。今は放課
後デイとの連携が大

事です

11
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当時を振り返る
と

•大変なわが子。私も学校に協
力したい

•小学部1年からＰＴＡに関わ
る

•子どもの様子がわかる、楽しい

•先輩を前にはじめは泣いてば
かり

•小学部1年から手をつなぐ育
成会に入る（卒業後の進路
が心配だった、行先があるか）

12
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大変ながらも楽しい思い出

13
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当時を振り返る
と

•思春期（小学部高学年の頃
から）

•息子が荒れる

•主治医「入所施設に申し込み
した方がいい。すぐに入れない
から」

• 「私の子育てのどこが間違って
いたのでしょうか？」と涙、涙

•母はカウンセリングを受けること
に

•辛いと愚痴が言える育成会の
仲間たち

14
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生活介護での日中の様子

それなりに楽
しい暮らしで
す（子も親

も）

15
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私が虐待防止法で大事
だと思っている二つの柱

1
6

16



私が障害者
虐待防止法
で大事だと
思うこと１

17

グレーでも通報・・・この法律は、虐待をした

人を懲らしめることより虐待が起きないように

すること、起きてしまったときの対応を迅速か

つ適切に対応していくことを求めている

独立行政法人 国立重度知的障害者総

合施設のぞみの園 「事例で読み解く障害

者虐待」より
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私が障害者
虐待防止法
で大事だと
思うこと２

18

養護者支援・・・行政にして下さいとお願いしたい

です

一方で「この法律で困る職員のみなさんがいらっ

しゃったら私たち親は、守って差し上げなければな

らない」という家族が多いのも事実です

独立行政法人 国立重度知的障害者総合施

設のぞみの園 「事例で読み解く障害者虐待」よ

り

瑞宝会の事件の時に私が新聞記者のインタビューで「虐待はどこの施設でもり得る
こと」とコメントしたら会員から「どこの施設でもあるなんてことはない。会長はおかし
い」と言われた
毎日新聞論説委員の野澤和弘さん→いつ虐待の芽が生まれるかもわからない。感
性、謙虚さ、風遠しの良い職場は虐待をエスカレートさせない

18



突然ですが、
あざの呪縛

•言葉のない我が子だから心配

•言葉のない利用者だから心配

• どこでついたか？？？

•詮索は続く・・・・・家庭か施設
か？

19
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大事なことは？

•施設とのコミニュケーション

•お互いにものを言いやすい雰
囲気

（ウオーキングで転びました。家
で滑って転びましたなどの報告が
重要）

•送迎付きでドア・ツー・ドアもい
いけれど、毎日、施設に行くこ
とも重要では？風通しを良くす
る

20
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息子と同じ年
代の職員に救
われている日々

•興奮して若い女性職員の髪の
毛を引っ張ってしまった私が謝
ると「いいえ、私がうまく関われ
なくてすみません」

•施設の方がたくさんの眼があり
ます（てんかん発作の時）

•新卒の職員が１年過ぎた時に
「やっと良太さんに職員だと認
めてもらった感じがします」

• 「良太さんがあわてている」

21
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お母さんのホンネから養護者支援を考える

22
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【調査結果（全体像）】
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キーワードは

25

養護者による虐待

が多いこと

非虐待者は、知的

障害と行動障害の

ある人が多いこと

25



養護者支援
を考える

26

東都大学ヒューマンケア学部看護

学科

保健師 看護師 認定心理士

野村 政子先生の国研修の資

料より

26



養護者支援
を考える

27

常に、養護者にも何らかの支援が必要であると考えて対応する

（介護の知識不足、介護疲れ、家族間の人間関係、養護者の病気や障害等、

複雑な要因が絡み合って虐待が生じている）

①養護者との間に信頼関係を構築する

②家族関係の回復・生活の安定

③養護者の介護負担。介護ストレスの軽減を図る、ねぎらう

④養護者への専門的な支援

⑤家族の「ヒストリー」を聞く

27



野村先生の
お話に救わ
れた

28

子どものどんな大変なことも平気を装わ

なくていいのだ

聖母にならなくていいのだ。肝っ玉母

ちゃんを演じなくてもいいんだ

ものわかりの良い母でなくていいのだ

多くの人に支えられながら重度の人たちが家族だけに

頼らずに地域で生きていくすべを少しずつ少しずつ耕

していきたい

28



またまた、突然
ですが私は、こ
んなお母さんで
す

•多動・多弁

•興奮しやすい、心配症

•小さなことが気になり誰も自分のこ
とをわかってくれないと落ち込むこと
が多い

•人のせいにしやすい

•障害受容したつもりでもライフステー
ジに応じてさまざまな悩みが現れて
きた

• 「絶対、こうだ」と思い込みが激しい

29
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それは、生来
のものだろう
か？

•大変な子どもとの生活で培わ
れたのかもしれない

•しかし、自分を好きでいたい

•子どもの体調悪いと母のメンタ
ルもガタ落ち

•救われた言葉

「誰も親にジャッジを出来な
い」

その時その時に一生懸命
やってきた

30
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行動障害が
ある子どもの親
の気持ち

• 自分の子どもが、他人を傷つけて普通の精
神状態ではいられない

• 迷惑かけて申し訳ないと思い、自分を責める

• 私が母親でなければもっとこの子をうまく育て
られたのでは？と思う

• どこで子育てを間違ったのだろうか？と自尊
感情は低くなるばかり

• 家族でなんとか解決しなければ誰のことも頼
れないと思ってしまう（SОSを出せない）

• 仲のいいお友達にもなかなか本心を言えない

• 他害のある子どもの親は「預かってもらえるだ
けでありがたい、日課を工夫してなんて言え
ない」

31

他害のある子どもの親は「預かってもらうだけでありがたい。日課を工夫してほ欲し
いなんて言えない

31



最近聞こえてき
た お母さんの
本音 ①

• 興奮してパニックになったのは、うちの子が
悪いんじゃない

• 職員の環境調整の力不足だ。いつになっ
たら自閉症がわかるのだ

• いつになったらうちの子にあった支援が出
来るのか？おかげでうちの子は二次障害
が出ている。どうしてくれるんだ

• うちの子のお付きの職員は移動させない
でと頼んだのに退職してやっぱり、不安定
になった。どうしてくれるんだ

• こんな状態なのになぜ精神病院に入院
できないのか？

32
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最近聞こえてき
た お母さんの
本音②

• 「どうして他害行為を止められ
ないのですか」「自分はきちんと
しつけている」「職員の指導が
悪い」

•私の手順書通りにしたらこの子
は落ち着いて過ごせる

•しつけがなっていと言われると辛
い

33
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なかなか進ま
ない養護者支
援を考える

• 家庭に入られるのが好きではない保護者もいます

• 専門職の人手不足の現状も知っています

• しかし、子ども時代から行動面で特別な配慮が必
要な障害のある人には、保健師、看護師、保育
士などの専門職の家庭訪問が有効ではないでしょ
うか？

• もちろんモニタリングに来てくれる相談支援専門員
も頼りにしています

兵庫県三田市（さんだし）の檻の事件、児童養護施設には障害児が多い

34



なかなか進まない養護者支援を考える
小島家のケースの紹介

35

施設の早朝日中

一時で救われた

訪問診療で救わ

れた

35



①施設の早朝日中一時で救われた

36

特別支援学校卒業
して間もなく施設に
行くことに激しい抵
抗があった

母子二人で家にい
ることになりだんだ
んに精神的に追い
つめられる

「このままでは、親
子心中になるかも」

泣きながら担当の相
談支援専門員に電

話する

父の出勤時に一緒
に施設へ

早朝日中一時として
対応してもらう

36



②訪問診療で救われた
37

ドクターは、家族以外の人に慣れるのも大切なことですと。
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訪問診療を受
けるまでの経過
①

• 以前より体調悪くても病院に行けないのが悩み
だった

• 施設で行われる健康診断も受けてないので不安
だった

• 相談支援専門員のモニタリングの時には少し前か
ら往診のことが話題にはなっていた

• ３０年５月末から６月にかけて不調が続き、施
設を休むことに。相談支援専門員に往診をしてく
れるところはないか？相談（泣きながら）

• 往診は普段からその医院にかかっていることが必
須

• 調子が戻っても「もうあんな不安な思いはしたくな
い」と相談支援専門員に往診をしてもらうところを
探してもらう

38

思い出すことは、「病院に行けないので自力で治すしかない」と言っていた自死して
しまったお母さん

38



訪問診療を受
けるまでの経過
➁

• まず、かかりつけの大学病院（小児科）の主治
医に相談

• 病院の地域医療連携室のソーシャルワーカーに
繋がる

• ソーシャルワーカーと相談員が繋がり大学病院と
市内の内科（血圧の薬を処方）両方から医療
情報提供書を出してもらう

• 相談員が市内の診療所に打診。面接の結果受
けれることになる（７月から）

• ドクターの訪問が月に２回。ナースの訪問がそれ
とは別に月２回

• おかげさまで小島家はいつも掃除が行き届いてい
る

• まずは、お互い慣れてもらう。だんだんに。焦らない

39
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40

聴診器も酸素飽和
度測定も出来るよう

になりました

担当の看護師さ
んも一人から二人
へだんだんに増え
ていきます

40



訪問看護計画

•他者とのコミニュケーションが困難で
あるため、体調不良を訴えることが
出来ない→状態観察（表情、行
動、日中の過ごし方、興味を示し
ている物）、母親からのヒアリング。
異常が見られた場合は、主治医に
近況報告し。処置の検討を依頼
する。緊急時対応体制をとる

•介護者に介護不安が生じる可能
性がある。→傾聴し介護相談と介
護指導をする。他機関との連携を
図り、情報を共有する。状況に応
じ、相談支援専門員に福祉サービ
スの検討を依頼する

41
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養護者支援と
して訪問診療

•大きなパニックの時に自宅にか
けつけてくれることも重要だが定
期的に訪問して子どもの様子
を見たり養護者のケアをするこ
とが虐待を未然に防ぐのではな
いでしょうか？

•養護者の気持ちの安定がとっ
ても大事だと思っています

•他の会員にも拡がりました
（引きこもりの障害者）

42

内科的な心配で始めましたが、その後20年ぶりにてんかんの大発作が起きてしまう。
人生、何が起きるかわからない

42



最後に皆さ
んにお願い
したいこと

• ちょっと待って下さい！！

• あなたの利用者に対するその支
援は、誰に見られても適切です
か？

•困った人は困っている人。今一
度その人の障害特性をみんなで
考えてみましょう

•冷静になれないと思ったら周囲
にSOSを出しましょう（新人だけで
なくてベテランでもです）

• 「虐待ゼロ」をめざすと隠蔽の恐
れがあるかも？

• グレイでも通報
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皆さんの愛情は、しっかり伝わっています
後ろご清聴ありがとうございました

44

ご清聴ありがと
うございました。
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当事者の声（ビデオ） 

知的障害保護者の声から  ―小島幸子（5分）  

皆さんこんにちは。研修お疲れ様です。 

 私には 29 歳で最重度の知的障害があって、自閉症の息子がおります。障害支援区

分は 6 で、行動関連項目は 19 点です。最近は、てんかん発作も起こすようになりまし

て、誰かが見ていなければならないようなそんな障害の状態の息子です。私も息子が

小さい頃は、息子が成人したならば、息子の障害も受け入れられて心穏やかに暮らせ

るのじゃないかなぁと期待しておりましたが、そうはうまくいかなくって後から後から息子

の課題が出てきまして、私はなかなかざわざわした思いから抜け出せないそんな毎日

です。 

 今日は、皆さんには 3つのことをお話しさせてください。 

 1 つ目はアザの呪縛についてです。例えば私が息子の体にアザを見つけたとします。

私の息子には言葉がありません。そんな時私は、あの職員いつもニコニコしていて感じ

がいいのに、息子にたいしてイライラが募っちゃって息子と 2 人の時にぎゅっとつねった

りしてるんじゃないかしら、というふうに職員に対して疑心暗鬼になります。一方職員が

息子の体にアザを発見した時は、あのお母さん育成会生で色々と活動しているけれど

もストレスが溜まって息子さんを蹴飛ばしたとかそんなことをしてるんじゃないかしら、と

私に疑いの目を持ちます。 



 こうやって決して口には出せない呪縛を解決していくには皆さんどうしたらいいと思い

ますか。私は施設の風通しを良くすることが 1 番大事ではないかなと思います。施設に

行ったり、電話や連絡帳でもいいです。お互いの思っていることを伝え合うことが大切

ではないかなーと思っています。息子の施設の連絡帳は複数以上の人は書いてくれま

す。その日に気づいたことをその人それぞれに書いてくれているようです。 

 2 つ目です。それは皆さんの日ごろの支援のことです。ちょっと待って、その支援って誰

かに見られてもいい支援ですか、ということを問いかけたいです。利用者に対して怒り

がこみ上げてきて感情的になって冷静になれないっていうふうに感じた時は例えベテラ

ンであっても周囲にSOSを出してもらいたいと思っています。それが虐待の予防につな

がると思います。経験年数だけではないと思うんですね。ぜひそのようにしてもらえたら

と思います。 

 3 つ目です虐待は隠さないでください。グレーでも通報してください。皆さんの施設に

は、障害福祉障害福祉を志した若い職人職員がたくさんいると思います。その職員が

皆さんの虐待の隠蔽を目にしたならばとてもがっかりすると思います。この法人に未来

は無いのではないかと思ったりすると思います。ぜひともグレーでも通報をお願いした

いと思います。 

 最後になりますが、皆さんご承知の通り、障害者虐待で 1 番多いのは知的障害で行

動障害があるタイプの人たち、この人たちが 1番虐待を受けやすいというふうに聞いて



おります。そうなんです、私の息子のようなタイプなんですね。いろんなことに過敏になっ

ていて、なかなか自分の気持ちを表現することができません。家族も本当に苦労して子

供を育ててきています。皆さんの施設がなければ家庭崩壊になるお家もたくさんありま

す。ですから私たち親は、いつも皆さんに感謝をしています。最近は息子より歳の若い

職員が息子の支援をするようになってきました。私は息子がパニックになったりとか、息

子が怒っているとかついついマイナスな表現をしがちですが、ある若い職員は、息子さ

んが慌てていると言う表現をしてくれました。私はそれを聞いたときに息子は人として尊

重されているんだなぁと思って嬉しく感じました。 

 これからも私たちの子供たちをよろしくお願いいたします。 

 ご静聴有り難うございました。 



Ⅱ 障害者虐待防止法の概要

関哉直人

五百蔵洋一法律事務所

1



獲得目標
•法の概要と虐待の内容、虐待防止の観点を理解する。

内容
１ 法の成立

２ 法の意義

３ 法の概要

４ 虐待防止の観点から～虐待の要因と小さな出
来事
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障害者虐待防止法（以下「法」）の成立

•児童・高齢者に続く、障害特性を踏まえた虐待防止法

• ２０１１年６月１７日成立

• ２０１２年１０月１日施行
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法の意義

•虐待「防止」のための法律

• 「家庭」「施設」「職場」での虐待に通報義務

•養護者支援

• 「学校」「保育所等」「医療機関」での虐待防止措置
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法の目的（趣旨）

障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するもので
あり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対
する虐待を防止することが極めて重大であること等に
鑑み、障害者に対する虐待の禁止、国等の責務、障害
者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援
のための措置、養護者に対する支援のための措置等を
定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する
支援等に対する施策を促進し、もって障害者の権利利
益の擁護に資することを目的とする。
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「障害者」の定義

• 「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含
む。）その他心身の機能の障害がある者であって、障
害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社
会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」

•障害者手帳を取得していない場合も含まれる

• 18歳未満の者も含まれる（養護者虐待の通報や通
報に対する虐待対応については、児童虐待防止法が
適用）
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「障害者虐待」の定義

•家庭＝養護者による障害者虐待

•施設＝障害者福祉施設従事者等による障害者虐待

•職場＝使用者による障害者虐待
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障害者虐待の種類

① 身体的虐待

② 性的虐待

③ 心理的虐待

④ ネグレクト（放棄・放置）

⑤ 経済的虐待
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9

障害者施設従事者等による虐待
一 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行
を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること
二 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせ
つな行為をさせること
三 障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な
差別的言動その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動
を行うこと
四 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当
該障害者福祉施設に入所し、その他当該障害者福祉施設を利
用する他の障害者又は当該障害福祉サービス事業等に係る
サービスの提供を受ける他の障害者による前三号に掲げる行為
と同様の行為の放置その他の障害者を養護すべき職務上の義
務を怠ること
五 障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に
財産上の利益を得ること



身体拘束の例

① 車いすやベッドなどに縛り付ける

② 手指の機能を制限するためにミトン型の手袋を付ける

③ 行動を制限するために介護衣（つなぎ服）を着せる

④ 支援者が自分の身体で利用者を押さえつけて行動を
制限する

⑤ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用さ
せる

⑥ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する
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身体拘束は原則許されない

「正当な理由」

① 切迫性

② 非代替性

③ 一時性

のすべての要件をみたす場合

→ 原則は違法であるという認識が重要
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心理的虐待の例

①威嚇的な発言、態度

② 侮辱的な発言、態度

③ 障害者や家族の存在や行為、尊厳を否定、無視す
るような発言、態度

④障害者の意欲や自立心を低下させる行為

⑤ 交換条件の提示

⑥心理的に障害者を不当に孤立させる行為
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ネグレクトの例

①必要とされる支援や介助を怠り、障害者の生活環
境・身体や精神状態を悪化させる行為

② 障害者の状態に応じた診療や支援を怠ったり、医学
的診断を無視した行為

③必要な用具の使用を限定し、障害者の要望や行動
を制限させる行為

④ 障害者の権利や尊厳を無視した行為又はその行為
の放置
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早期発見義務

障害者福祉施設、学校、医療機関、保健所その他障
害者の福祉に業務上関係のある団体並びに障害者福
祉施設従事者等、学校の教職員、医師、歯科医師、保
健師、弁護士その他障害者の福祉に職務上関係のあ
る者及び使用者は、障害者虐待を発見しやすい立場に
あることを自覚し、障害者虐待の早期発見に努めなけ
ればならない。
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通報義務

障害者福祉施設従事者等による障
害者虐待を受けたと思われる障害者
を発見した者は、速やかに、これを市
町村に通報しなければならない。

※ 障害者福祉施設従事者等は、通報をしたことを理
由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。
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通報の窓口と流れ

発
見

発
見

発
見

市
町
村

都
道
府
県

市
町
村

市町村

都道府県

労働局

①事実確認（立入調査等）
②措置（一時保護、後見審判請求）

①監督権限等の適切な行使
②措置等の公表

①監督権限等の適切な行使
②措置等の公表

通報

通報

通報 報告

通知

報告

養護者による
障害者虐待

障害者福祉施設
従事者等による
障害者虐待

使用者による
障害者虐待

窓口は「市町村障害者虐待防止センター」「都道府県障害者権利擁護センター」
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学校等における虐待防止

学校の長は、教職員、児童、生徒、学生その他の関係
者に対する障害及び障害者に関する理解を深めるた
めの研修の実施及び普及啓発、就学する障害者に対
する虐待に関する相談に係る体制の整備、就学する障
害者に対する虐待に対処するための措置その他の当
該学校に就学する障害者に対する虐待を防止するた
め必要な措置を講ずるものとする。
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虐待行為に対する刑事罰

① 身体的虐待：殺人罪、傷害罪、暴行罪、逮捕監禁罪

② 性的虐待 ：強制わいせつ罪、強制性交等罪、準強制わ
いせつ罪、準強制性交等罪

③ 心理的虐待：脅迫罪、強要罪、名誉毀損罪、侮辱罪

④ ネグレクト：保護責任者遺棄罪

⑤ 経済的虐待：窃盗罪、詐欺罪、恐喝罪、横領罪

※ ただし、親族相盗例に注意。

必要に応じ、被害者による被害の届出の支援や行政とし
て告発を行うことが求められる。

日頃からの警察との連携も重要。

18



施設における虐待の共通の構図

① 虐待は密室の環境下で行われる＜環境＞

② 障害者の権利を侵害する小さな出来事から心身に
傷を負わせる行為にまで次第にエスカレートしていく
＜意識＞

③ 職員に行動障害などに対する専門的な知識や技
術がない場合に起こりやすい＜専門性＞

（障害保健福祉部長通知（平成１７年１０月２０日）
「障害者（児）施設における虐待の防止について」）
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小さな出来事がエスカレートする理由

・「言っても無駄」「言ったら不利益になる」という意識

・意思表示が困難な特性

・現場の自由度が高い

→ エスカレートを止める外的要因が少ない

→ まずは個々の認識・意識が非常に重要
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「小さな出来事」とはなにか
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常にここに戻る

障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するもので
あり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対
する虐待を防止することが極めて重大であること等に
鑑み、障害者に対する虐待の禁止、国等の責務、障害
者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援
のための措置、養護者に対する支援のための措置等を
定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する
支援等に対する施策を促進し、もって障害者の権利利
益の擁護に資することを目的とする。
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尊厳とは何か

憲法１３条（個人の尊厳）

・ すべての人は、個人として尊重される

・ 幸福追求権

⇒ 一人の人として「尊重」しているか

⇒ 本人の幸福追求の支援をしているか
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小さな出来事①

Ａさんは部屋から食事の場所に行こうとしないので、少
し強引に部屋から移動しました。周りから見たら、引き
ずっているように見えたかもしれません。

周りから見たらは、自分基準にならないために大事
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小さな出来事②

Ｂさんがなかなかイスに座ろうとしないので、両肩を上
から押さえつけるように座らせました。その後も立ち上
がろうとする度に座らせるようにしました。

言うことを聞かせたい、思い通り動いて欲しいという思いが支援に直結していないか
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小さな出来事③

Cさんは、いつも夕食時間を過ぎているのにゆっくり食
べています。つい「もう時間ですよ。いらないなら下げま
すよ」と言ってしまったり、食事介助のスピードを上げて
しまいます。

時間に厳しすぎる環境は虐待が起きやすい
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小さな出来事④

Dさんは外出時に他人の家のインターホンをならそうと
するので、そのたびに職員が後ろから抱きかかえるよう
に抑えます。

小さな出来事を考える目的は、支援の見直し
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小さな出来事⑤

Eさんはなかなか水分を取られません。水分摂取のた
め、積極的に水を飲ませています。

一方、Iさんは水を飲み過ぎます。水道のところに行った
ら飲まないように阻止しています。

「安全」「健康」と本人の利益のバランスは取れているか
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小さな出来事⑥

Fさんは最近作業にあまり積極的に取り組んでくれませ
ん。

「給料もらえないですよ」「好きなもの買えなくなります
よ」などと言って作業を促しています。

上から目線になっていないか
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小さな出来事⑦

GさんはＧＨで生活していますが、最近近所の飲食店で
仲の良くなった人から、5万円を貸して欲しいと言われ、
どうしても貸してあげたい、と言っています。周りの人間
としては止めたいので、「返ってこなかったらどうする
の」などと言って誘導しています。

13条幸福追求の支援という観点からはどのように考えるか
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小さな出来事⑧

Hさんは車椅子を使用していますが、手にも障害がある
ため、施設での食事のときはいつも支援者が後ろ側か
らエプロンをしています。先日外食に行ったとき、いつも
のようにエプロンをしようとしたところ、怒って机の上の
食事をひっくり返してしまいました。

ここからは「尊重」をイメージする
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小さな出来事⑨

Iさん（男性・４０歳）は、家族からも他の職員からも「ゆ
うちゃん」と呼ばれています。

一方、上司からは「ちゃん付けはだめ。さん付けで呼ん
でください」と言われています。

さん付けをすることではなく、その意味を考えられているかが重要
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小さな出来事⑩

Jさんはトイレでの支援が必要な方です。

Jさんがトイレに行ったときには、情報共有のため、「Jさ
んトイレに行ったよ～」と大きな声で話したり、離れた職
員同士で「今、Jさんどこ？」「トイレだよ」というやり取り
がされています。
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小さな出来事の共有

・小さな出来事は権利擁護の意識

・個々の意識レベルをある程度合わせてから

・小さな現場で共有する

・「共有」の目的は、現場の支援をよりよいものにするこ
と
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意識を共有しにくい・しやすい職場

・余裕がない

・支援がむずかしいということが言い訳になっている

・職場全体で「だめ」という雰囲気がない

・相談できる人がいない

→意識を共有しやすい職場

・相談できる職場

・指摘し合える職場

・評価し合える職場

・支え合える職場

・上司が個々の考え方や価値観を受け止めてくれる職場
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まとめ

・虐待の要因は「意識」「環境」「専門性」

・小さな出来事は「意識」の問題

・小さな出来事を共有し、見直しを続けていく取組みは
「環境」の改善・「専門性」の向上につながる
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養護者による障害者虐待の
防止と対応

講義１ 障害者虐待防止と早期発見に
向けた取組と養護者支援

野村 政子

東都大学ヒューマンケア学部看護学科
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獲得目標

障害者の安心で自立した生活のための支援と養護者
支援の考え方を理解する。

内容

１ 障害者虐待防止と早期発見に向けた取組
２ 養護者支援
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障害者虐待防止等のスキーム
（厚生労働省
「市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き」 ）

【養護者による障害者虐待】

市町村の責務：相談等、居室確保、連携確保
虐

待

発

見

市町村

通 報 ①事実確認（立入調査等）

②措置（一時保護、後見審判請求）

養護者：障害者を現に養護する者であって障害者福祉施設従事者等及び
使用者以外のもの
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【はじめに】障害者虐待の防止に向けた
基本的視点

・虐待を未然に防ぐための積極的なアプローチ

・虐待の早期発見・早期対応

・障害者の安全確保を最優先する

・障害者の自己決定の支援と養護者の支援

・十分な情報収集と正確なアセスメント

・関係機関の連携・協力による対応と体制

・十分な説明と見通しを示す
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１ 障害者虐待の防止に向けた取組

・虐待を未然に防ぐための取組が重要

・虐待を未然に防ぐための体制整備が必要

（1） 障害者虐待に関する知識・理解の啓発

・住民の理解

・顕在化する前に虐待の芽に気付く

・広報・啓発：障害者虐待防止法の内容、

障害者の権利擁護、障害に関する正しい理解
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住民の理解と協力を得る

•児童虐待、高齢者虐待の担当部局との連携

（住民が相談しやすくなる。住民の協力を得やすくなる。）

•自治会・町内会、民生委員児童委員との連携

【地域の特性】

・地域住民の生活は対象者別に切り分けられて存在す
るのではなく、総体として営まれている。

・住民とともに障害者虐待防止を通じて地域全体の幸
せを考えるという発想

自分は障害者虐待の担当だからという発想ではうまくいかない。ともに地域全体の
幸せを考えるという姿勢
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１障害者虐待の防止に向けた取組

（2） 養護者支援による虐待の防止

・家族全体の状況からその家族が抱える問題を理解

する。

・リスク要因を有する家族には、その要因を分析し適

切な支援を行う。
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養護者支援
・常に、養護者にも何らかの支援が必要であると考えて対
応する。（介護の知識不足、介護疲れ、家族間の人間関係、
養護者の病気や障害等、複雑な要因が絡み合って虐待が
生じている。）

【養護者支援の意義】

①養護者との間に信頼関係を構築する。

②家族関係の回復・生活の安定

③養護者の介護負担。介護ストレスの軽減を図る、ね

ぎらう。

④養護者への専門的な支援

・家族のこれまでの生活歴や人間関係を理解する。

家族関係の悪循環→家族の強みを見出す。
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養護者支援

【養護者支援の視点】

①障害者と養護者の支援を別の担当（チーム）で行う。

②養護者支援を担当するチームにつなぎ、協働する。
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養護者支援

【養護者支援の実際】

①事例を全体的、総合的にとらえる

②幅広い情報収集、チームによるアセスメントと支援計

画策定

③虐待を解決するための支援と障害者の生活の安定

までの継続的な支援

④長期にわたる支援が必要な事例に組織的に対応する
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１障害者虐待の防止に向けた取組

（3） 虐待防止ネットワークの構築

【連携協力体制の整備】

・市町村（第35条）、都道府県（第39条）

※ネットワーク構築には地域生活支援事業の障害者

虐待防止対策支援事業が活用できる。
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自立支援協議会
権利擁護部会

機能別の三つのネットワーク（例）

予防・早期発見・見守
りネットワーク

虐待発生時の対応
（介入）ネットワーク

専門機関による介入
支援ネットワーク

高齢者や児童の虐待防止に対する取り組み、生活困窮者自立支援法に基づく生活
困窮者自立相談支援事業、障害者差別解消法に基づく相談窓口や障害者差別解
消支援地域協議会とも連携しながら地域の実情に応じて効果的な体制を検討して
いく

ネットワーク構築にあたっては地域生活支援事業の虐待防止対策支援の活用も考
えられる
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場・展開領域別の三つのネットワーク

•高齢者虐待、児童虐待、障害者差別解消支援地域協
議会などとの連携を考慮

①自治体組織内の連携ネットワーク

市町村における包括的支援体制

（平成30年改正社会福祉法）

・高齢者、障害者、児童に対する虐待への統一的な対
応や、家庭内で虐待を行った養護者または保護者が抱
えている課題にも着目した支援

・全庁的な体制整備
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場・展開領域別の三つのネットワーク

②地域における関係機関との連携ネットワーク
・ネットワーク会議、事例検討

※養護者支援と関係機関（例）
・養護者の介護の知識が不十分：相談支援事業者、障害
福祉サービス事業者
・養護者が高齢で支援が必要：地域包括支援センター、介
護支援専門員
・養護者の疾病：医療機関、保健所、保健センター
・経済的な困窮、多重債務等借金の問題：自立相談支援機
関、弁護士、司法書士
・地域における孤立：民生委員・児童委員、自治会長・町会
長、ボランティア団体、社会福祉協議会

14



場・展開領域別の三つのネットワーク

③地域住民をはじめとする様々な活動主体による見守
り・早期発見のネットワーク

・住民の理解と協力→早期発見につながる

・広報・啓発活動の工夫

例：一方的な情報提供→双方向性

専門職と住民の協働の場

ケア会議

ワークショップ

15



２障害者虐待の早期発見に向けた取組

（1） 通報義務の周知

・障害者の福祉に業務上関係のある団体や職員等は、
障害者虐待の早期発見に努めなければならない（第６
条）

・虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速や
かに通報しなければならない（第７条第１項）

・市町村：住民や関係機関に対する障害者虐待の理解
や普及啓発と併せて、通報義務の周知を図り、早期発
見につなげることが重要

・障害者本人や養護者・家族にもこれらの情報が伝わ
るようにすることが必要
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２障害者虐待の早期発見に向けた取組
（2） 早期発見に向けて

・不当な扱いや虐待を受けていることを見逃さない。

・市町村において、地域の見守りネットワークや虐待発
生時の対応（介入）ネットワークを構築することが重要。

・虐待として顕在化する前に、差別や不当な扱い等の
虐待の芽に気が付くことも大切。

・発見者は一人で問題を抱え込まずに速やかに市町
村虐待防止センターに通報する。

・通報等を受理した職員は、通報等をした者を特定さ
せる情報を漏らしてはならない（第８条）。通報者の秘
密が守られることについても十分に周知する。
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養護者による障害者虐待が

発生した場合の対応 ①
（初動期対応について）

谷口 泰司

関西福祉大学 社会福祉学部

【講義２】

1



通
報

相
談

届
出

相
談

養護者による虐待を受けたと
思われる障害者を発見した者

養護者による虐待を受けた
障害者

（１） 相談・通報・届出の受付

（２） 対応方針の協議

（３） 事実確認 ・ 訪問調査 （安否確認）

（４） 立入調査 （安否確認）

（５） 虐待対応ケース会議の開催

（６） 障害者の
保護 （措置）

（７） 障害者への
支援

（８） 養護者への
支援

（９） 成年後見制
度等の活用

（１０） モニタリング ・ 評価

（１１） 虐待対応の終結 ・ 通常支援への移行

緊
急
性
の
判
断

（虐
待
事
案
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
た
場
合
）

下記フローのうち、講義２では (1)～(6)、講義３では (7)～(11)について言及しています。
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（１）相談・通報・届出の受付 （P.41）

① 虐待対応窓口の明確化

• 虐待発見者や障害者本人が、必ずしも虐待対応窓口に通報・届出等
を行うとは限らないため、いずれの部署であっても、迅速に（直ちに）
虐待対応窓口に伝達される体制整備が重要となる。

• 後述する内容を的確に記録するためには、全ての部署が詳細を聴き
取ることは現実的ではない、しかしながら、切迫した状況その他の場
合で、折り返し連絡できないことも想定されるため、

✓ 虐待対応窓口への転送 （電話等の場合）
✓ 虐待対応窓口担当者が出向くこと （庁舎等訪問の場合）

等について、全ての部署が理解しておくことが求められる。

「後ほど連絡します」 は禁句 （初回接触時の不信感等は致命傷）
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（１）相談・通報・届出の受付 （P.41－43）

② ２４時間対応の体制整備

• 虐待にかかる通報等は平日の日中に寄せられるとは限らない。
• 夜間や休日に関しても直ちに対応できる体制整備は必須

③ 受付記録の共通化・適正化

• 通報等に関する内容を的確に記録することが、その後の動きを左右す
るため、経験年数を問わず、窓口担当職員が的確に記録するための
研修や記録様式の周知徹底が求められる。

✓ 客観的な事実・情報に基づき、主観的な見解を付記するが、客
観的な事実・情報は、非言語領域に少なからず存在するという
認識が必要

「〇〇です」と話した時の声音・震え・表情等に真実がある
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（１）相談・通報・届出の受付 （P.44－47）

④ 警察との連携の確保

• 障害福祉サービス未利用者・障害手帳及び年金手帳等の未所持者
にあっては、市町村とこれら障害者及び家族との接点がなく、警察か
らの情報は極めて有効なものとなる。

⑤ 個人情報保護と障害者の尊厳の保持

• 生活困窮に関する過去の事案からも、個人情報保護に関して誤った
認識を持つ市町村（職員）が皆無であるとは言えない。

• 個人情報保護の例外規定の適用の前提として、当該情報が“虐待と
いう最も重大な人権侵害”にあたるものという認識を共有することが
重要

「誰を向いて」「何を大事に」業務を遂行するかが問われる
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（２）対応方針の協議 （P.47－48）

① 初動対応の決定

• 受付記録を根拠とした客観的・組織的（コアメンバー招集）な判断
• 夜間や休日に関しても直ちに対応できる体制整備は必須

✓ 事実確認方法・日時等の決定
✓ 事実確認後の対応協議（コアメンバー会議）日程の決定
✓ 関係機関への連絡・情報提供依頼等の今後の方針の決定
✓ 職員の役割分担等の決定

• なお、（１）受付の時点で、緊急対応の必要が明らかな場合は、当該協議
や受付記録作成の手順を踏むことなく、受付者が担当部局の管理職等
を交え検討し、判断並びに行動を起こすべきことは言うまでもない。
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（２）対応方針の協議 （P.48－49）

② 緊急性の判断にかかる留意点

• あくまでも“障害者本人の安全確保”が最優先

✓ 障害者支援・養護者支援は必ず別の者が担当
✓ 同性職員による対応に配慮（特に性的虐待が疑われる場合等）

緊急性がある（疑いを含む）と判断された場合は、その後の「（４）立
入調査権」の行使、「（６）措置権の発動」による緊急保護までを想定
した指示を下す必要がある（再度訪問を行う時間的余裕はない）。

緊急性あり 状況を現認のうえ、直ちに安全確保のための対応

緊急性なし その後の調査方針・担当者等の決定

情報不足等 障害者の安全が確認できるまで引き続き調査

「福祉・障害は特別」ではない！ ← 利益相反状態時の対応
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（３）事実確認 ・ 訪問調査 （P.50 －５１ ）

① 迅速な対応と多角的な情報収集

• 「（２）対応方針の協議」時の方針に基づき迅速に対応
• “訪問”による事実確認と可能な限り多方面からの情報を収集

✓ 虐待は重大な人権侵害であるという意識の共有
✓ 休日・夜間でも対応可能な体制の整備
✓ 現認した状況に加え、障害福祉サービス事業者・民生委員等から

の多角的な情報収集 → 背景・要因分析等に必要

（確認すべき項目）

「〇時間以内」ではない！ → 「直ちに対応」という意識

虐待の状況 ・ 障害者の状況 ・ 養護者の状況 ・
障害者と養護者の関係 ・ 障害福祉サービス等の利用状況 など
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（３）事実確認 ・ 訪問調査 （P.52 －５4）

② 訪問調査時の留意事項

（原則）

• 信頼関係に基づく訪問
• 複数職員による訪問 （客観性の担保・危険回避・同性支援等を考慮）

• 健康面への配慮 （医療関係者の同行・オンラインによる診断・状況把握等）

• 障害者・養護者のプライバシーへの配慮

（緊急時等における例外）

• 深刻な虐待で、障害者を緊急に保護する必要がある場合には、いかなる
理由があろうとも（養護者との信頼関係が崩壊その他）、毅然とした対応
が必要
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（３）事実確認 ・ 訪問調査 （P.5４ －５６）

③ 介入拒否時の対応

• 最終的には「いかなる理由であろうと現認する」という姿勢

✓ 関係機関・養護者の知人・地域の関係者からのアプローチを含め、
養護者の抵抗感の少ない方法による訪問方法を検討するが、最終
的には「（４）立入調査」の権限発動も視野に入れる。

✓ 虐待が深刻で緊急性が高い場合には、養護者の態度に関わらず
積極的な介入が必須

④ コアメンバー会議の開催

• 「虐待の有無」「緊急性」の判断および「支援方針」の決定を行う。
• 市職員（担当者・管理職・市町村障害者虐待防止センター職員等）を中

心に、必要に応じて障害者機関相談支援センター職員、保健師等（健康
面での必要がある場合等）により構成

• 現認ができない場合の立入調査権の発動についても協議
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事例） 担当者のジレンマと判断のブレ

２０年以上にわたり、自宅内で監禁状態にあるという通報を受けたが、
① 状態の現認から保護まで4日（通報から保護までは6日）を要した
② 状態の現認から警察への通報まで1か月以上を要した

【対応の遅れ・ズレの要因】

• 措置基準・予算措置等なし
• 休日対応・受入施設が限定
• 同居家族の重篤な状態
• 訪問調査に対し協力的な

家族（介入拒否等はなし）
• 本人・家族について担当を分けることなく対応

等の状況にあって、「本人中心支援」であるべき虐待対応判断にブレが生じた。

→ 想定外・極限状態が複層する状況では、全ての市町村で起こりえること

判断・対応のブレを生じさせない体制整備 → 職員を守る
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（４）立入調査 （P.5６ －５9）

① 決定時の留意点・警察との連携

• 立入調査が必要と認められる状況とは、
「緊急性・重大性があるとともに、養護者の協力が得られない場合」

• 管理職が出席している会議での検討を踏まえた決裁を経ることが必要

第11条 市町村長は、養護者による障害者虐待により障害者の生命又は身体に重大な危険
が生じているおそれがあると認めるときは、障害者の福祉に関する事務に従事する職員をし
て、当該障害者の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。

第１２条 市町村長は、前条第一項の規定による立入り及び調査又は質問をさせようとする場
合において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該障害者の住所又は
居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。

養護者の協力の有無は法の要件ではない。

「～できる」ではなく「～しなければならない」という姿勢
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（４）立入調査 （P.59 －61）

② 調査時の留意点

• 立入調査は市町村職員のみが可能
• 客観的かつ総合的な状況把握
• 事態が深刻である場合には、措置権の発動による緊急保護の実施

✓ 養護者等への事前通告は不要
✓ 器物損壊（ドアを壊して入室等）は認められないため、確実にドア

を開けてもらう手段を講じる。
✓ 障害者の状況と意向等の確認が最優先であるとともに、居室の様

子等を含め、総合的な判断ができるための情報を把握
✓ 措置権発動による緊急保護時においては、養護者の同意は不要

立入調査に至る状況では、その後の対応も想定しておく
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（５）虐待対応ケース会議の開催 （P.62 －63）

① 構成員

• コアメンバー会議（３－④）で策定した
支援方針（対応計画）に基づく具体的な支援方法等について協議

区分 構成員

コアメンバー

• 障害者虐待担当職員 （管理職の参加は必須）
• 事務を委託された委託先の職員

事案対応メンバー

• 行政職員
• 相談支援事業者・障害福祉サービス事業者等
• 医療機関
• 労働関係機関等

専門家チーム （事案内容に応じ） 警察・弁護士・医療機関等
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（５）虐待対応ケース会議の開催 （P.64 －69）

② 協議項目等

大区分 中区分

Ⅰ
虐待の程度

１． 現在の虐待の状況
２． 過去の不適切な状況
３． 本人と虐待者の距離・関係

Ⅱ
本人の状況

１． 現在の状況
２． リスク要因

Ⅲ
虐待者の状況

１． 現在の状況
２． リスク要因

Ⅳ
家族の状況

１． 現在の状況

（さいたま市）障害者虐待リスクアセスメント・チェックシート・評定シートより

【アセスメント項目】

事実確認（日時・氏名・
方法等）・支援の利用状
況・虐待対応チームの記
録とともに、

• 左記項目の最終評
定（支援の必要度
を含む）

• 支援上の重要課題

等について協議
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（６）障害者の保護 （P.70）

① 留意点

• 組織的・客観的な要否判断

✓ 一連の調査・検討結果をもとに客観的に判断
✓ 保護は相手方の人権等にも立ち入るため、組織的な判断が必要

• 迅速な対応

✓ 場合によっては「直ちに」保護（夜間・休日は関係ない）
✓ 上記に備え、受入先（緊急避難先）の確保は必須

• 保護・分離の手段

✓ 障害者支援施設等への措置を基本（理由は６－③）として、契約に
よる障害福祉サービスの利用・医療機関への一時入院等を活用

分離が結果的に養護者支援にもなる （支援疲れの場合等）
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（６）障害者の保護 （P.70－７１）

② 措置権の発動

• 施設入所に係る措置権発動は「義務」

✓ 「やむを得ない事由」（≒虐待）で、障害者の生命や身体に著しい
危険があり、放置できない場合は「措置しなければならない」

✓ 障害者支援施設等は市町村の措置委託要請を拒否できない。
（措置入所による定員超過は容認）

✓ 平常時から、委託先施設の確保・連携が重要
✓ 施設協会等との連携により広域での委託先確保が重要
✓ 感染症等の危険性をふまえ、入所前の健康チェック体制の確保
✓ 措置に関する基準（要綱等）整備
✓ 財源について財政担当部局と予め協議（扶助費≒義務的経費）

要綱・財源を理由に措置しないことは許されない！
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（６）障害者の保護 （P.71－72）

③ 面会の制限

• 措置入所等については面会制限が可能

✓ そもそも措置入所先を養護者に知らせる必要はない。
✓ 養護者からの面会申出については慎重に判断（面会を許可する場

合にあっても職員同席等の配慮が必要）

【措置入所を基本としなければならない理由】

• 契約入所・利用（緊急ショート等）の場合は、面会制限の権限がない。

✓ 結果として、養護者からの面会申出に対し、障害者支援施設の長
が面会を見合わせるよう説得しなければならないが、“このような
責を障害者支援施設の長に負わせる”こと自体が非常識
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（６）障害者の保護 （P.72－73）

④ 措置後の対応・措置解除

• 生活環境の激変に対する支援

✓ 環境激変による精神的な支援は重要
✓ 口座変更等（経済的虐待の場合等）など、関係機関との連携

• 養護者に対する支援

✓ 養護者の生活困窮（経済的虐待の場合）に対する支援、過度な共
依存にあった養護者に対する精神的支援等

• 自立生活への移行 （地域移行・地域定着支援の活用等）

• 家庭復帰 （一定期間は継続的な観察と支援が必須）

• 契約入所・サービス利用への移行 （成年後見制度等と並行）

「意思決定支援」を大前提とした措置解除に向けた対応
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参考） 申請主義の誤解と措置の意義

【申請主義の意味】

• 申請（主義） ≒ 本人意思の尊重 として考えることは誤りではないが、

✓ 「申請あり ＝ 意思あり」の逆は必ずしも真ではない（申請をしていな
いことと支援を必要としていないことは必ずしも一致しない）。

• 社会福祉制度の多くが申請を原則としているのは、

✓ 支援を請求する（しない）権利を国民（住民）に付与するためであり、
✓ 行政を受動的・消極的立場に置くことを意味するのものではない。

【措置の今日的な意義】

• 利用選択制度に移行して後も福祉各法には措置規定が存置する理由

✓ 利用選択制度は、「選べない・選ばせてもらえない」者に対して、何ら
の救済もなしえない。

✓ これらの者の権利擁護の手段として措置権の発動は極めて有効
（措置権の重心の移転の意義を理解する必要がある）
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養護者による障害者虐待が

発生した場合の対応 ②
（対応段階・終結段階等について）

谷口 泰司

関西福祉大学 社会福祉学部

【講義３】
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（7）障害者への支援 （P.73ー74）

① 各種福祉サービス等へのつなぎ

• 適切な福祉サービスの利用がなされていない場合等

✓ 結果的に養護者支援につながる場合もある（障害福祉サービ
ス利用による養護者の支援疲れの軽減等）

✓ 生活困窮状態にある場合の生活保護制度等の活用や就労支
援機関との連携による所得保障・自己実現の支援

② 住民基本台帳の不当利用の防止措置

• 養護者から身を守るために居所を移した場合等

✓ 加害者からの閲覧請求等を拒否できる。
✓ 第三者からの閲覧請求等についても審査が厳格化（なりすまし

による閲覧の防止）
✓ 申出に基づき、迅速に住民課等に伝達・周知を図ることが必要
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（7）障害者への支援 （P.74ー78）

③ 年金個人情報にかかる措置

• 経済的虐待等にあって障害者の年金を保護する必要がある場合等

✓ 年金の搾取が疑われる場合、事実確認の把握のために、年金
個人情報の市町村に対する提供は可能 （2016年4月以降）

✓ 市町村等の支援機関が発行する証明書により、年金個人情報
の秘密保持のための対応が可能 （2017年7月以降）
→ 基礎年金番号の変更
→ 本人・法定代理人以外の者に対する個人情報開示の拒否

④ マイナンバー制度における不開示措置等

• 養護者から身を守るために居所を移した場合等

✓ 住所等の情報の不開示設定・マイナンバーカードの変更等
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（8）養護者への支援 （P.79ー80）

① 養護者支援の意義

• 養護者による虐待の要因は極めて多様かつ複雑な場合がある

✓ 長期間にわたる支援の疲れ・将来に対する閉塞感
✓ 世帯全体の経済的困窮
✓ 家族間の人間関係（強弱関係・過度な共依存）
✓ 高年齢層に多い障害に対する偏見・周囲への遠慮 等

• 障害者支援と同様に、対症療法だけでなく、要因の解消が必要

✓ 家族関係の修復とともに世帯全体の生活の安定に対する支援
✓ 支援にかかる負担の軽減・閉塞感の解消に向けた支援 等

養護者支援は虐待の再発・未然防止に最も効果がある
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参考） 家族にも自分の人生がある

認知症高齢者や障害者の支援をしている養護者・家族に対し･･･

「大変ですね、頑張ってくださいね」 「お身体を大事にしてください」
と励ます人はいるが･･･

「なぜ頑張る必要があるのですか」
と問いかける人はほとんどいない･･･

家族の存在意義は“直接支援・目に見える支援”の外にある。

直接支援・目に見える支援は“公的責任”（住民の理解促進を含む）

家族自身の人生を考えない励ましが家族を追い込んでいる

25



（8）養護者への支援 （P.80－８３）

② 養護者支援の視点とポイント

• 養護者支援を専門に担当する職員（チーム）の配置 （２－②参照）

• 関係機関へのつなぎと協働

✓ 経済的困窮や高齢化の問題など、他の部署による支援が必要

③ ショートステイの確保

• 養護者の支援疲れを軽減するための短期入所サービス利用は有効

✓ 施設側の危惧を解消するための普段からの関わりが重要
（施設の体験利用・困難な場合には施設職員による訪問等）

✓ 既成の短期入所以外に、地域の実情と障害者の意向を踏まえ
た柔軟な事業の検討・展開
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（９）成年後見制度等の活用 （P.8３－８7）

① 権利擁護関連諸制度の活用

• 権利擁護に関連する諸制度・事業等を最大限に活用
• 成年後見制度市町村長申立てにかかる人材確保

日常生活自立支援事業

（サービス利用援助・利用料の支払
などを含む日常的な金銭管理 等）

成年後見制度

（財産管理・身上監護 等）地域生活支援事業

（成年後見制度利用支援事業・
意思疎通のための支援 等）

意思決定支援が大前提！ （後見類型 ≒ 「代理」という重みを考える）
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（９）成年後見制度等の活用 （P.8３－８7）

② 市町村長申立ての活用

市町村において支援内容を検討

措置を必要とする場合 財産管理・サービス利用支援等を伴う場合

2親等以内の親族の有無の確認

３親等・４親等の親族で審判を請求する者当該親族に連絡

審判の請求（申立書の作成 → 家庭裁判所）

福祉各法に基づく措置

（無し）（有り）

（明らか）

（明らかではない）当該親族が
支援する場合

当該親族が
支援しない場合

当該親族による支援

虐待等の
場合

親族の有無を問わず
市町村長申立ては可能

※ 市町村長申立てにかかる具体的な手続き・フローチャートはP.85参照
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（10）モニタリング ・ 評価 （P.88）

① モニタリング

• 定期的な実施（2週間を目安）
• 関係諸機関との連携
• 状況の変化に応じた対応方針の柔軟な見直し → ケース会議の開催

② 評価

• 客観的な評価が必要 → 特に課題に対する評価
• 対応等で課題があった場合は、次につながるように、今後の対応方法

等についても協議
• 虐待対応ケース会議における評価をもとに、

（更なる対応が必要な場合） → （６）～（９）を実施し、再評価
（事案にかかる課題が解消） → （１１）「虐待対応の終結」へ
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（11）虐待対応の終結 （P.88-89）

① 終結の判断基準

• 虐待“行為”だけでなく“要因”を含む

✓ 要因が解消されなければ、再発の芽が残ることに留意
✓ 行為の解消は即時対応であるが、要因の解消は長期にわたるこ

ともある。

② 終結後の支援

• 虐待対応の支援から通常支援への切り替え
• 終結判断後の虐待の再発に備えた情報共有
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財産上の不当取引による被害の防止 （P.90）

• 市町村は、養護者・施設従事者・使用者以外の“第三者”による財産上の
不当取引により、障害者が被害にあわないための対応策を講じる必要が
ある（市町村長の成年後見制度の審判請求は上記の場合にも可能）。

（財産上の不当取引による被害の防止等）
第43条 市町村は、養護者、障害者の親族、障害者福祉施設従事者等及び使用者以外の者が不当に財産

上の利益を得る目的で障害者と行う取引（以下「財産上の不当取引」という。）による障害者の被害につ
いて、相談に応じ、若しくは消費生活に関する業務を担当する部局その他の関係機関を紹介し、又は市町
村障害者虐待対応協力者に、財産上の不当取引による障害者の被害に係る相談若しくは関係機関の紹
介の実施を委託するものとする。

２ 市町村長は、財産上の不当取引の被害を受け、又は受けるおそれのある障害者について、適切に、精神
保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2又は知的障害者福祉法第28条の規定により
審判の請求をするものとする。

（成年後見制度の利用促進）
第44条 国及び地方公共団体は、障害者虐待の防止並びに障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立

の支援並びに財産上の不当取引による障害者の被害の防止及び救済を図るため、成年後見制度の周知
のための措置、成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための措置等を講ずることにより、成年
後見制度が広く利用されるようにしなければならない。
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ご清聴ありがとうございました。

本資料に関するご批判・ご質問は下記まで

taniguchi@kusw.ac.jp
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Ⅱ事実確認調査における
情報収集と面接手法

＊巻末資料を参照のこと

「聞き取り面接における留意事項」

（ 立命館大学総合心理学部 仲真紀子）

事実確認調査における情報収集と面接手法については、
巻末資料「聞き取り面接における留意事項」（立命館大学総合心理学部仲真紀子）
をもとに進める。

1．客観的な聴取の必要性

知的障がい，精神障がい，身体障がいは，障がいの内容が異なるだけでなく，障が
いの程度も様々であり，その問題を一括りに論じることは容易ではありません。しか
し，そうであっても障がいを持つ人は全般的に，供述を行う上で以下のような制約が
あります。

・知的障害や精神障がいを持つ人は，暗示や誘導の影響を受けたり，迎合性が高
いことがあります。

・身体障がいのある人は，複数回の面接を受けることが物理的に困難である場合
があります。

・障がいのために音声によるコミュニケーションや，その他のコミュニケーションが困
難であったり，発話が聞き取りにくいということもあります。

そのため，障がいをもつ人に事実確認を行う場合，その特性に配慮した聴取を行う
ことが必要です。例えば英国では，知的障害，精神障がい，身体障害によって供述
の「完全性，一貫性，正確性」が損なわれる可能性があるとしています。そして，そ
のような可能性がある人を「供述弱者（the vulnerable）」とし，録音録画面接という特
別措置をとることができるとしています（Ministry of Justice, U.K., 2011）。録音録画面

接とは，下記で説明する司法面接のことであり，正確な情報を，被面接者の心理的
負担をできるだけかけずに聴取し，客観的に記録しておく方法です。

1



Ⅲ 養護者による障害者虐
待の防止と対応（演習）

野村政子 （東都大学）

堀江まゆみ（白梅学園大学）

手嶋雅史 （椙山学園大学）

１事例を通じて通報受理、事実確認、虐待判断まで
の流れを理解する。
２事例を通じて養護者支援について理解する。

演習 養護者による虐待における自治体の対応（初
動期を中心にして）
・演習目的、事例情報の共有
・個人ワーク(各種帳票を用いて)
・グループワーク(各種帳票を用いて)
・解説
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演 習
事例で考える虐待対応～円滑な組織的判断に向けて

＜事例紹介＞
• 被虐待者：Ａさん／55歳／女性 療育手帳（中度）日常生活全般に見守りや援助
が必要。

• 虐待者：同居している弟の妻（主介護者）／49歳
• Ａさんは2年前まで母と二人暮らし。近所に住む弟夫婦とは疎遠だった。
• 2年前に母が亡くなり弟夫婦、甥（24歳）と同居開始。2か月前に弟が亡くなり、介
護は弟の妻が一人で担うことになった。

• 弟の妻は自営業が忙しく、Ａさんは昼食を抜かれたり入浴が1週間に1回程度。最
近少し痩せてきている。

• Ａさんは食欲があり何でも自力で食べられるがうまく箸やスプーンが使えずこぼし
てしまい、弟の妻から怒鳴られる。トイレは自分で行けるが汚すことがあり、その
たびに弟の妻から怒鳴られる。

• やがて近隣住民から民生委員に「弟の妻がＡさんを怒鳴る声や暴力を振るってい
るような物音がして怖い」と連絡が入るようになった。

• 最近Ａさんは近くの公園のベンチに長時間座っていることが多く、民生委員が話
を聴くと「怒られるから怖い」と言う。

• 以上の内容について、民生委員は市役所障がい福祉課に電話相談した。
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Ⅰ相談の受付・受付記録の作成
障害者虐待（相談）受付チェックシート

Ⅱコアメンバーによる対応方針の協議
１ メンバーは？

２ 初動対応のための緊急性の判断
・養護者支援の視点も持つ。
・障害者の安全確保が最優先

※この事例の緊急性についてどう考えるか？

２ 組織的判断がポイント
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Ⅲ事実確認を行うための協議

必要な情報収集項目、事実確認の方法と役割分担、確認の期限

Ⅳ事実確認
１ 庁内関係部署からの情報収集 （何を？）

２ 関係機関からの情報収集 （何を？）

３ 事実確認（訪問調査） （誰が？）
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＜事例紹介（追加情報１）＞
・情報収集の結果、Ａさんは生活介護を利用しているが、弟の妻が施
設の対応が悪いと不満を訴え、2カ月間利用料の支払いをしていない
ことが判明した。弟の妻は施設職員に対し、「義姉の年金は自分が管
理している。対応を改善してくれなければ払う気持ちになれない。」と
言っている。

・障がい福祉課職員2名が訪問。養護者の気持ちに配慮し「災害時要
援護者登録制度」の利用の勧めを目的とした訪問であると説明した。
障がい福祉課保健師（女性職員）がＡさんと面接し、体にあざや傷が
ないことを確認。しかし、Ａさんは弟の妻のことについて「怒られる。怖
い」と訴えた。

・もう一人の職員は別室で弟の妻と面接。Ａさんを介護することの負
担感について尋ねた。「仕事が忙しいのに世話をすることが負担。な
ぜ自分がこんな目に合うのかと絶望感にさいなまれる事がたびたび
ある。」という話を聞いた。

5



Ⅴ個別ケース会議による援助方針の決定

１メンバーは？

２虐待の疑いの判断

①虐待の疑いがある（虐待の5つの区分のどれか？）

②虐待の疑いはないが相談を継続する必要がある

③虐待の疑いがない

メンバーはスライド１５、コアメンバー、事案対応メンバー、専門家チームのうちから、
事案に応じて構成される。

6



３ 支援の必要度の判断

（見守り、予防的支援、相談・調整・社会資源活用支援、

保護・分離支援 等）

※リスクアセスメント・チェックシート

7



Ⅶモニタリング

→Ⅷ虐待対応の終結

→一般的な相談支援につなぐ

連携ネットワークを活用した再発予防、見守り

8



 

自治体コース演習「障害者虐待における自治体の対応（初動期を中心にして）」 

養護者による虐待 

生活介護事業所から市の障害者虐待防止センターに相談(通報)があった事例 

１ ケースの概要 

本人氏名 Aさん 

年齢・性別 男性 40代 

障害種別 知的障害  

療育手帳（重度） 障害支援区分５ 

虐待者 母 70代（要支援 2）、 姉 40代 

家族状況 母と姉の 3人暮らし 

サービス利用 生活介護（週 5回） 

住居形態 持家 

経済状況 本人・母の年金 

 

２ 経過 

8月 10日 【相談】 

 市障害者虐待防止センターに生活介護事業所から相談の電話があった。

「今日、生活介護事業所が迎えに行ったところ、Ａさんが脱水の症状で立

てなくなっており、送迎車で病院を受診した。点滴により回復したが医師

から大事を取って入院するよう勧められた。しかし姉が強引に家に連れ帰

ってしまい、状態が心配である。」とのことであった。 

 

同日 【受付】 

相談記録や障害福祉サービスの利用状況を確認したところ、基幹相談セ

ンターがかかわり母の介護負担軽減のため居宅介護を利用する方向で相談

に乗っていることが分かった。市障害者虐待防止センターでは通報として

受理し、受付票を作成した。併せて緊急性判断シートを使って、通報時点で

の情報の緊急性をチェックした。 

 

＜基幹相談センターの相談記録の情報＞ 

・1年前まで母と二人暮らしであったが、母が軽度の脳梗塞を発症し介護保

険を申請。要支援 2 の認定を受けた。これをきっかけに隣接市に住んでい

た姉が同居するようになった。（姉は無職。５年前に離婚し単身で暮らして

いた。） 

・脳梗塞発症後の母の介護は十分とは言えず、Ｂさんは家での入浴は 3 日

から 1 週間に 1 回、食事は不規則でＢさんは空腹のまま生活介護事業所に

来ることがあった。 

 

 



 

・母は高齢で脳梗塞発症後は体調が万全でない。次第に介護や家事が十分

にできなくなってきている様子である。姉は介護や家事を手伝うために同

居したと聞いていたが、母に話によるとほとんど母任せで手伝っていない

らしい。 

 

【グループワーク１（ワークシート 1）】 対応方針の協議 

・コアメンバーによる対応方針の協議を行い、ワークシート１に記入して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※案内があるまで、次のページはめくらないでください。 

 

 

 



 

３．追加情報 

8月 10日 【事実確認、訪問調査】 

今までの経緯から基幹相談センターから母に連絡をし、市障害者虐待防

止センターと基幹相談センターが一緒に訪問することとした。 

訪問前に市障害者虐待防止センターが病院への情報収集を行ったとこ

ろ、「Ａさんの今の状況は、すぐに入院しないと命に関わるという訳ではな

い」とのこと。 

市障害者虐待防止センター・基幹相談センターが家庭訪問を行う。母と話

をし、Ａさんの状態を確認した。母は「息子はここ数日下痢をして元気がな

かった。心配で娘に相談したが、放っておけばいいと怒り出し何もできな

かった。」とのこと。Ａさんは汚れた衣服を着ており、普段と比較して元気

がない。家の中は衣服や雑誌、日用品が散らかり、掃除が行き届いていない

様子。娘は留守。母によればＡさんが大声を出したり部屋を動き回ったり

すると、娘がイライラして頭を小突いたり腕をつねったり大声で𠮟りつけ

るとのこと。母の許可を得て冷蔵庫や戸棚を確認したところ、食材の買い

置きがほとんどない。母によれば、娘が買い物をしてくるはずだがあてに

ならないとのことであった。 

 

 

 

【グループワーク２（ワークシート２）】 虐待対応ケース会議 

・調査結果を踏まえ虐待対応ケース会議を行う事になりました。当面の支援方針や個別支

援計画表について討議しワークシート２に記入して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

※本資料は名古屋市「障害者虐待に関する相談・対応の流れ 事例編」を参考に作成した。 

 



ワークシート１ 

自治体コース演習「障害者虐待における自治体の対応（初動期を中心にして）」 

 グループワーク１ コアメンバーによる対応方針の協議 

１．参加者 

氏名 所属 職種、役職 

   

   

   

   

     

      

      

 

2．通報段階における虐待の可能性 

□身体的虐待の疑い  □放棄・放任の疑い  □心理的虐待の疑い  □性的虐待の疑い 

□経済的虐待の疑い 

□虐待の疑いとは言えないが不適切な状況

（                                           ） 

□その他

（                                           ） 

 

3．虐待者 

□養護者  □障害者福祉施設従事者  □使用者  □その他（     ） 

 

4．緊急性 

□緊急性あり   □緊急性なし   □判断できず 

理由 

                                               

 

 

 

 

5．事実確認のための準備  

確認すべき事項 確認先 確認方法 期日（いつまで

に） 

担当者 

     

       

     

       

     

 



ワークシート１ 

 6．事実確認の方法と担当者 

（1）事実確認の方法 

障害者 □自宅訪問 □来所 □その他の場所（           ）担当者 

 

  

養護者 □自宅訪問 □来所 □その他の場所（           ）担当者 

       

 

その他  

 

 

 

（2）事実確認の期限 

 

 

 

 

（3）事実確認の際に予想されるリスクと対処方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）その他の注意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

・医療的処置が必要な場合 ・介入を拒否される場合 ・その他 

 

・立入調査の可能性がある場合の確認事項 ・事実確認の際に特に観察すべき事柄  

・障害者・養護者との面接の際の聞き方の工夫 ・その他 

 



ワークシート２ 

自治体コース演習「障害者虐待における自治体の対応（初動期を中心にして）」 

グループワーク２ 虐待対応ケース会議         

1．参加者 

氏名 所属・役職 氏名 所属・役職 

    

    

    

    

    

    

    

 

2．虐待の有無   ＊１（養護者）、２（施設従事者等）、３（使用者） 

□身体的虐待の疑い（□１ □２ □３）  □放棄・放任の疑い（□１ □２ □３）  

 

□心理的虐待の疑い（□１ □２ □３）  □性的虐待の疑い （□１ □２ □３）  

 

□経済的虐待の疑い（□１ □２ □３）  □その他（                   ） 

 

□虐待とは言い切れないが不適切な状況（                          ） 

 

3．緊急性と対応 

 □差し迫った虐待の状況が見られる レベル A】 

→ □緊急分離・保護  □緊急の会議を開催 □その他（                  ） 

 

 □差し迫った虐待の状況が見られる レベル B】 

→ □会議を開催   □その他（                             ） 

 

□虐待の状況が見られる レベル C】 

→ □定期的な状況確認・支援  □会議の開催を検討   

□その他（                                      ） 

 

□判断できず（                                      ） 

理由 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ワークシート２ 

4．当面の支援方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

5．支援計画表 

 

支援計画の責任者（            ） 

課題 支援内容 支援機関・担当者 実施日時・期間 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 



Ⅲ養護者による障害者虐待の防止と対応（演習） 

演習のポイント（解説） 

 

１．通報の受理（漏らさず受理すること） 

 この事例は真夏に脱水症状で体調を崩した。これを単に突発的に起きた脱水として処理せず、相

談記録やサービス利用状況、関係機関のかかわりについて情報収集し、虐待通報として受理したと

ころがファインプレーである。こうした「気づき」が重要であり、「気づき」のためには、受理した職員

が一人で処理しないことが有効である。なるべく早く関係者に情報を伝え、コアメンバー会議の前

にも関係者が出し合い事例を見立てていくことが重要である。この事例は通報段階では不十分な

介護や不適切な介護（いわゆるグレーゾーン）であり虐待ではないという見方もあるかもしれない

が、まずは漏らさず虐待として組織的な検討の土俵に乗せることが重要である。 

 

２．家族のエピソード、歴史に注意を払うこと 

 この事例では主介護者の母が要支援になったことにより家族構成が変化している（姉の転入）。

こうした変化が虐待につながった可能性がある。虐待事例をアセスメントする際、このような家族の

エピソードに注意を払うことが求められる。アセスメントの際の仮説として、「姉はひょっとすると母が

弟にかかりきりだった幼少期・青年期を通じて、自分は愛されていないとか、息子ばかり、とかの感

情から兄弟関係にゆがみが生じているのか？」などと考えてみることも必要である。また、「母と息

子、特に母の方は共依存が強いのか？対応次第では母の生きがいが喪失しかねない複雑な事例

である」なども支援計画立案の際に考慮する必要があるかもしれない。なるべく多くの立場、職種

（ケースワーカーや担当者と管理職、事務職と社会福祉士や保健師、基幹相談センターと生活介

護、民生委員など）の意見でアセスメントし判断していくことが求められる。 

 

３．養護者支援の視点を忘れない 

このケースで「虐待防止」センターが動いた、という場合の家族の感情を想像すると、大きなショ

ックを受ける可能性がある。2 で述べたように、母も姉もこれまでの家族の歴史、家族の関係性によ

り、様々な要因が絡み合った結果、虐待の状況に陥ってしまった可能性がある。特に母はこれまで懸

命に介護してきたと考えられ、加齢と疾病により介護が不十分になったわけで、意図して虐待をして

いるわけではない可能性が高い。もしかしたら姉は人格的にあるいは精神的に支援が必要な状態

なのかもしれない。常に「養護者にも支援が必要かもしれない」という視点をもって対応することが

求められる。事実確認。訪問調査の際は、虐待の状況に陥ってしまった背景・歴史に共感するような

視点が求められることが少なくない。ただし、障害者虐待事例の対応で最も重要なのは障害者の

権利を守ることであるから、それを最優先にして支援すべきであることは言うまでもない。養護者へ

の支援が必要な事例では、しかるべき部署や関係機関に虐待対応ケース会議に参加してもらって



役割分担し、支援期間中は密に情報交換して進めることが重要である。 

 

４．虐待発生時の対応だけでなく「予防」「早期発見、早期対応」が重要 

 このような見方によってグレーゾーンで虐待ではないととらえる可能性がある事例では、自治体の

基本的姿勢として、「相談に対して虐待通報かどうかはさておき、支援を必要とする障害者に、自治

体として積極的に関わる」ことが求められる。この事例ではその姿勢により漏らさず通報を受理し、

虐待の早期発見につなげることができたと考えられる。虐待を予防することが障害者の幸せ、障害

者の権利擁護、そして地域住民の安心につながると考え、積極的に「予防する」、「早期発見する」、

「早期に支援を開始する」ことを大切にしていく。 

 

  



自治体コース演習「障害者虐待における自治体の対応（初動期を中心にして）」進行の留意点 

時 間 内 容 配布資料 留意事項 

10分 オリエンテーション・事例説明 「演習事例」 

「障害者虐待通報（届出）受付

票」 

「障害者虐待の緊急性判断シ

ート」 

・虐待の受付から、評価・終結の流れの中の

「通報受付～コアメンバー会議～対応方針

の検討」の部分を行う事を意識。 

35分 グループワーク１ 

『コアメンバーによる対応方針の協議』 

「ワークシート１」を使用 

 

 

 

「ワークシート１ 対応方針

の協議」 

 

 

 

・早急な対応が必要とされるため、“すぐに集

まれるメンバー”で行う必要性を意識する。 

・どのように議論して対応して行くかを意識

しながら、記録に残す事が大事。 

・判断材料として何の情報を集める必要があ

るかを検討する。 

・事実確認の際に予測されるリスクと対処方

法を協議する。（立入調査の可能性がある場

合の確認事項、事実確認の際に特に観察す

べき事柄、障害者・養護者との面接の際の聞

き方の工夫、医療的処置が必要な場合、介入

を拒否される場合など）  

35分 グループワーク２ 

『調査結果を踏まえた上で、当面の支援につ

いての虐待対応ケース会議』 

「ワークシート２」を使用 

 

「ワークシート２ 虐待対応

ケース会議」 

 

 

 

 

・初回の虐待対応ケース会議で検討すべき要

点を意識する。 

・当面の支援について、「いつ・誰が・どこで・

何を・どのように・いつまでに」を意識する。 

10分 振り返り（各グループにて）  ・演習を通しての振り返り。 

・今後、実際に通報を受けた際の状況を意識。 

 



自治体職員コース演習資料１

年 月 日

　 　 連絡先 電話

ＦＡＸ

ＭＡＩＬ

１．身体的虐待 ＜概要＞

２．性的虐待

３．心理的虐待

４．放棄・放任

５．経済的虐待

６．その他

□ この相談は、通報者が実際に見た。　　　　□

□ この相談は、通報者が関係者（　　　　　　　）に聞いた。

□ 通報者はいつごろ、どんなことで知ったか。（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ この相談は、届出者本人が実際に体験した。

　M・T・S・H　

（男　・　女） 年　　　月　　　日

連絡先（電話）

　 　

1 なし 家族構成図

2

1 なし

2 あり

1 なし

2 あり

＊現病歴

＊かかりつけ医

持ち家　・　賃貸（マンション・アパート・戸建・公営住宅）　　 家賃：月　　　　　　　　　　円

月 円 （ 1．　　　　　年金 2．生活保護 3．給与収入 4．その他（　　　　　　　　　　　　））

月 円 （ 1．　　　　　年金 2．生活保護 3．給与収入 4．その他（　　　　　　　　　　　　））

家族収入： 月 円 （1．給与収入 2．年金 3．生活保護 4．その他（　  　　　　　　））

　M・T・S・H　

（男　・　女） 年　　　月　　　日

（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

区

　 　

②
　
対
象
者

（
被
虐
待
者

）
・
虐
待
者
の
状
況

（※事業者または使用者のみ）

事業所等への通知の諾否

職業1．親　２．兄弟姉妹　３．兄弟姉妹の配偶者　４．配偶者　５．子　６．子の配偶者　７．その他

虐
待
者

(

疑
含
む

)

住　　所

生年月日

諾　・　否

　同居 ・ 別居 ・ 不明 ・

通知・届出の有無 通報者氏名の通知（※通報時のみ） 被虐待者氏名の通知(被虐待者本人の意思）

被虐待者との
同居の有無

諾　・　否

　その他（　　　　　　　　　）

障害者虐待通報（届出）受付票

受付者氏名　　時　　　分から　　　時　　　分まで

手　　帳

平成
通報（届出）年月日

(　　　　）

氏　　名

配偶者収入：

特記事項

等のサービス

健康状態

住居状況：経済状況

社会資源
活用状況

その他の障害施策

続　　柄

諾　・　否

（面接・電話・その他(　　　　　　)）

受付機関名

　生年月日

対
象
者

（
被
虐
待
者

）

本人収入：

事業所

関係機関

知的

頻度

障害福祉サービス

支援計画作成機関：

サービス種類

住　　所

（ 　　　）歳

（続柄　　　　　　）　

（ 　　　）歳

障害者との関係

この相談は、通報者が推測した。

　（①要介護　　　　　）（②要支援　　　　　）（③介護度不明）

　当所からの連絡

居所　自宅　病院　施設　その他　（　　　　　　　　　　　　）

精神

（　　　　　種　　　　　級　障害名：　　　　　　　　　　　　　　　　）

　諾　・　否

介護保険

身体

氏　　名

（　　　　　級　　　　　　　 障害名：　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　度）

あり

氏　　名

　調査協力

諾　・　否

住　　所

対　　処

情
報
源

通
報

（
届
出

）
内
容

①
 

通
報
内
容

障害支援区分

（区分　　　）

通
報

（
届
出

）
者

名古屋市「障害者虐待通報（届出）受付票」を一部改変



自治体職員コース演習資料１

□事実確認の有無：　あり（　　年　　月　　日）　・　なし 事実確認者：

□立ち入り調査以外：　訪問調査　・　関係機関からの情報収集

警察同行・援助要請のみ

調査不要　・　調査検討中

レベルＡ：差し迫った虐待の状況が見られる （特記事項）

緊急分離・保護又は緊急会議開催

レベルＢ：差し迫った虐待の状況が見られる

レベルＣ：虐待の状況が見られる

氏名（年齢・続柄）： （特記事項）

１．問題解決の協力者

２．本人、家族に影響のある人物

３．成年後見制度の後見候補者（４親等内）

出席者：

１．虐待の有無 ２．観察・記録 ３．サービス調整 ４．介入支援（情報提供）

１．あり １．相談のみ １．法律相談（　　　　　　　 　　　　　　　　） １．調査依頼

２．なし ２．見守り ２．介護保険（　　　　　　　　　　　　 　　　） ２．一時保護

３．不明 【具体的な方法を記載】 ３．福祉サービス（　　　　　　　　　　　　　） ３．分離

４．成年後見制度（　　　 　　　　　　　　　） ４．その他

５．医療機関（　　　　　　　　 　　　　　　　）

６．保健所（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

７．その他（　　　　　　　　　       　　　　　）

１．分離の有無 ２．分離の内訳 ３．非分離の内訳 ４．権利擁護

１．分離（　　　 　　　　）

２．非分離（　　　　　　）

３．その他（　　　　　　）

４．検討中（　　　　　　）

２．措置（　　　　　　　　　 　　　） ２．養護者ｻｰﾋﾞｽ（　　　　　　）

□立ち入り調査の実施：

６．見守り等（　　　　　　　　　）

５．その他（　　　　　　　　　　）

３．面会制限（　　　　　 　　　　）

４．緊急保護（　　　 　　　　　　）

５．一時入院（　　　　 　　　　　）

６．その他（　　　　　 　　 　　　）

　　（　　　　　　　　　　　　　　　）

３．本人ｻｰﾋﾞｽ（　 　　　　　　）

４．障害福祉サービス変更

処
遇
に
か
か
る
情
報

キーパーソン
について

本人と家族の
人間関係

会議（　　　　月　　　日）

事
実
確
認

事実確認の方法

□調査なし：

２．後見手続き中（　　　　　　　　　 　　　　）

３．市長申立て（　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１．助言・指導（　　　　　 　　）

緊急性の有無
※虐待の『緊急性

判断シート』の
虐待レベル

被虐待者本人の
希望、真意

1．ｻｰﾋﾞｽの活用（　 　　　　　　）

４．権利擁護<日常生活自立支援事業>

結
果

対
応
方
針

検
討
内
容

１．後見開始済み（　　　　　　　　　　　　　）

他の機関への情報提供・報告
１　無
２　有　提供先・提供日

③
　
事
実
確
認
・
処
遇
検
討

④
　
虐
待
の
判
断
・
方
針

市への情報提供日（　　　　　月　　　　　日）　　提供先（　　　　　　       　　　　　　　　　）
※　基幹相談支援センター、虐待相談支援センター、休日・夜間相談窓口のみ記載

⑥
　
備
考

⑤
　
対
応
・
結
果

具体的な内容具体的な内容具体的な内容

・
・
・

名古屋市「障害者虐待通報（届出）受付票」を一部改変



自治体職員コース演習資料２

障害者虐待の緊急性判断シート　

判　断　項　目

養
護
者
の
状
況

障
害
者
の
状
況

障
害
者
の
状
況

レベル等

養
護
者
の
状
況

⑧ 「何をするかわからない」「殺してしまうかもしれない」等の訴えがあり、切羽
　 詰った状況である。

⑨ 暴力（不当な身体拘束や性的虐待等を含む。）や世話の放棄を繰り返し、支援機関の接触・助
　 言に応じないまま障害者の状態を悪化させている、支援機関の訪問等を拒否し障害者の状況が
   確認できない、支援機関の訪問により告げ口をしたと障害者に暴力・叱責をする、等の状況が
   ある。

⑪ 障害者の年金等を管理し、障害福祉サービス利用料を一定期間滞納しており、支払う
　 意思が見られない。あるいは病院に障害者を放置したまま、費用が未払いであり、
　 支払う意思が見られず、必要な福祉サービスや医療が使えない状態に陥る可能性がある。

⑫ 本人にとって医療や介護が必要にも関わらず、家族から受けさせてもらっていない。

レ
ベ
ル
C

障
害
者
の
状
況

チェック

差
し
迫

っ
た
虐
待
の
状
況
が
見
ら
れ
る

① すでに虐待により重大な結果を生じている。
　□医療を要する外傷：
　　　頭部（血腫、骨折）、顔面、頸部、腹部、意識混濁、重度の褥そう
  □生命に関わるネグレクト：
　　　重い脱水症状（尿が出ない、意識混濁、幻覚、皮膚の乾燥、脱力感、頻脈、
　　　口からの水分摂取ができない）、栄養失調、極端な体重減少、全身衰弱、
　　　強い自殺願望、その他

② ・障害者自身が保護を求めている場合でかつ④～⑩のいずれか
　 ・障害などの事由により保護を求められない場合でかつ④～⑩のいずれか

③ 電気・ガス・水道等が止まっている。または食料が底をついている。

⑦ 刃物、ビンなど凶器を使った暴力や脅しがある。

⑩ 障害者が医療が必要であったり、体調不良が見られても医療を受けさせず、そのま
   まにしている。

対象者氏名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 年　　　月　　　日記入記入者（　　　　　　　）

虐
待
の
状
況
が
見
ら
れ
る

⑮ 介護疲れ等で激しく苛立っていたり、感情のコントロールができないため、
　 障害者に対し、怒鳴る等の行為がある。

⑥ 自宅から締め出され、長時間戸外で過ごしていることにより心身状況の悪化が見られる。

④ 今後虐待が繰り返され重大な結果が生じるおそれの高い状態が見られる。
     頭部打撲、顔面打撲・腫脹、やけど・刺し傷など回復状態がさまざまな傷、
　　 不自然な内出血、きわめて非衛生的、極端なおびえ、脱水症状の繰り返し、
     低栄養・低血糖の疑い、入退院の繰り返し、その他

⑤ 「殺される」「○○（養護者）が怖い」「何も食べていない」等の訴えがあり、
　 実際に「殴られた」「刃物で脅された」「ののしられている」等の行為がある。

⑬ 精神疾患等による周辺症状が強く出ており、生活に支障をきたしており、適切な世話
   がされていない。
　　 徘徊、昼夜逆転、頻繁な訴え、異食、弄便、大声、不快音、噛みつき、
　　 引っ掻き、蹴飛ばし等

⑭ 精神疾患・アルコール依存症等があるが、必要な医療的管理を受けていないため、
   障害者の生活に何らかの支障を与えている。

レ
ベ
ル
B

名古屋市「障害者虐待の緊急性判断シート」の一部抜粋

⑯ 障害者の年金を担保にした障害者名義の借金をしたり、障害者の年金等を管理して
　 いることにより、障害者の生活に何らかの支障を与えている。

レ
ベ
ル
A



Ⅳ 障害者福祉施設従事者等に
よる障害者虐待の防止と対応

遅塚昭彦

公益社団法人埼玉県社会福祉士会

この研修では、各都道府県が市町村職員を対象に実施する研修の内容を説明して
います。

従って、都道府県職員の実務については、市町村職員が知っておくべき範囲に限
定して説明しています。
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１ 施設従事者等による障害者虐待防の防止・対応における行政の役割

を理解する。

２ 施設従事者等による障害者虐待対応における、通報受理から事実確

認、虐待判断、対応計画の策定と評価・終結の流れと各段階の対応の

ポイントを理解する。

３ 障害者虐待が発生した要因の分析から改善指導・改善計画の評価

などの施設に対する指導助言のポイントを理解する。

１ 定義・概略

２ 相談・通報・届出への対応（市町村）

３ 身体拘束に対する考え方

４ 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止

５ 行動障害を有する者に対する支援の質の向上

獲得目標

内 容
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１ 定義・概略
「障害者福祉施設従事者等」とは、障害者総合支援法等に規定する「障害者福祉施設」
又は「障害福祉サービス事業等」に係る業務に従事する者と定義されている。

「障害者福祉施設」又は「障害福祉サービス事業等」に該当する施設・事業は以下のとお
り。（障害者虐待防止法第2条第4項）

法上の規定 事業名 具体的内容

障害者福祉施設
・障害者支援施設
・のぞみの園

障害福祉サービ
ス事業等

・障害福祉サービス事業 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援
護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害
者等包括支援、自立訓練、就労移行支援、就
労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及
び共同生活援助

・一般相談支援事業及び特定相談支援
事業
・移動支援事業
・地域活動支援センターを経営する事業
・福祉ホームを経営する事業
・障害児相談支援事業

・障害児通所支援事業 児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後
等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及
び保育所等訪問支援

障害者虐待防止法における「障害者福祉施設従事者等」に該当する事業の種別で
す。
ここに該当する事業における虐待事案だけが「障害者虐待」に当たります。
当然、ここに該当しなくても「虐待」になることに留意して下さい。
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○ 高齢者関係施設等の利用者に対する虐待

→65歳未満の障害者に対するものも含めて高齢者虐待防止法を適用

○ 児童福祉施設の入所者に対する虐待

→18歳以上の障害者に対するものも含めて児童福祉法を適用

○ 障害者福祉施設従事者等が勤務時間外又は施設等の敷地外で当

該施設等の利用者である障害者に対して行った虐待を含む。

○ 前項の表に該当しない施設等については、障害者虐待防止法上の通

報義務の規定は適用されない。しかし、列挙されていない施設等（例え

ば、地域生活支援事業の一部のメニューや自治体独自のサービス等）

における虐待について通報・相談があった場合は、きちんと相談対応等

を行い、管理監督、処分権限をもつ部門へ適切に引き継ぐことや、必要

に応じて、関係法令を所管する機関（例えば暴行罪等が疑われる場合

は警察等）への情報提供等を行う。

「引き継ぎ」 は「たらい回し」とは違う（フォローまでが引き継ぎ）

地域生活支援事業としては、「意思疎通支援事業（手話通訳など）」、「日中一時支
援」、「盲人ホーム」などが障害者虐待防止法の対象外です。

法に定める「障害者虐待」でなくても、「虐待」事案であることは同じです。委託や
補助している市町村は責任を追求されます。

勤務時間外・施設外とは、例えば、通所事業の職員が、事業終了時間後に利用者
を呼び出して性的関係を持つなどです。

「適切に引き継ぐ」ということは、管理監督、処分権限を持つ部門の連絡先を伝える
ことではありません。同じ市町村内の部署であれば、行って説明をする、来庁の相
談であれば同行するなどが必要。また、進捗などを共有し、いつでも協力できるよう
に、後のフォローまでして、「適切な引き継ぎ」と言えます。
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届出

（１）市町村等の障害者虐待対応窓口（市町村障害者虐待防止セ
ンター）による受付 （受付記録の作成）

コアメンバー会議（緊急性の判断）・通報等の内容を詳細に検討

苦情処理窓口
関係機関等へ

虐待対応ケース会議の開催
《コアメンバー、事案対応メンバー、専門家チーム》

・確認記録をもとに虐待の事実の確認
障害者福祉施設従事者等による障害者虐待が認められた場合

（３）従事者等による虐待の状況等の報告

市

町

村

【
見

極

め

】

（直ちに招集）

虐待防止・障害者保護を図るため各法の規定による権限の行使

・虐待を受けた障害者の保護のための措置、支給決定の変更 等
・施設等からの報告徴収・立入検査 ・事業者の監督 等

相談

２ 相談・通報・届出への対応（市町村）
従事者等による虐待を受けた障害者

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待が疑われる場合
（速やかに招集）

通報 相談

従事者等による虐待を受けたと思われる
障害者を発見した者

（２）事実確認、訪問調査
・障害者の状況や事実関係の確認・報告書の作成
※必要に応じて都道府県に相談・報告
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（４）障害者の安全の確認その他事実の確認（市町村と連携）

（５）虐待防止・障害者保護を図るため
社会福祉法及び障害者総合支援法等の規定による権限の適切な行使

［社会福祉法］報告徴収、措置命令、事業制限・停止命令、認可取消
［障害者総合支援法］施設等からの報告徴収、勧告、措置命令、指定

取消

（８）従事者等による障害者虐待の状況の公表（毎年度）

都
道
府
県
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２ 相談・通報・届出への対応（市町村）

（1）通報等の受付

ア 通報等の対象
障害者虐待防止法では、障害者福祉施設従事者等による虐待を受
けたと思われる障害者を発見した者に対し、市町村への通報義務が規
定されている。

※同僚職員の虐待についても速やかに通報する義務があるが、まず上
司に報告して組織として通報する場合もありえる。

また、虐待を受けた障害者は市町村に届け出ることができることとさ
れている。

✓ 市町村虐待防止センター業務を委託している場合でも、調査や判断まで
委託することができないので、市町村職員が調査や判断を実施すること。

一般の相談の中にも、虐待に該当する事案がある。

障害者虐待防止法ができたことによって、通報が義務化されたということは、とても
重要です。

施設等職員が同僚による障害者虐待と思われる事態を目撃した場合、直ちに通報
しなかったということで行政から責められてしまうことがあります。どのような組織で
あっても、そのような場合、まず上司に報告し、組織として市町村に通報するのが通
常です。上司に報告しても、上司が内部で処理しようとした場合などに、発見した職
員自らが通報することになります。

虐待事案は障害者の人権に大きな影響があり、かつ、支援に当たって金銭的な面
の調査や警察との関わり、利用施設等の変更など、行政の関わる面が大きいため、
委託先職員の技術・経験を活用しながら市町村が責任を持って判断していくことが
必要です。

虐待の通報等ではない他の相談を受けているときにも、話の内容によっては「虐待
では？」と思われる場合があります。
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イ 施設等の所在地と支給決定を行った市町村が異なる
場合等

→ どのような場合でも、通報者への聞き取り等の初期対応は通報等

を受けた市町村が行う。その上で、支給決定を行った市町村が異な
る場合は、速やかに支給決定を行った市町村に引き継ぐ。

その後の対応は、施設等の指定や法人の許認可を行う都道府県
等と協力して行うので、当該都道府県等にも速やかに連絡を入れる。

支給決定を行った市町村、通報を受けた市町村、施設等の所在
地の都道府県が適宜連携して対応する。

○障害者の支給決定市町村が複数ある場合

→ 各市町村が連携して障害者の安全確認や事実確認等を行うので、

都道府県障害者権利擁護センターが、市町村相互間の連絡調整等
を行う。

どこが対応の中心になるかは場合によるが、逃げてはダメ。

被害者が特定できない場合など、支給決定市町村が不明な場合などがあります。こ
の場合も、通報を受けた市町村が、通報者の話をきちんと聞きます。

例えば、施設から悲鳴が聞こえるので虐待では無いか、と市民から施設所在地の
通報があった場合、通報を受けた市町村がていねいに話を聞きますが、この場合
は実質的な指導は、都道府県が中心になるかも知れません。

通所系で、利用者のほとんどが、事業所所在地の市町村の場合などは、その市町
村が中心になるほうが良いかも知れません。ケースバイケースで市町村と都道府県
が相談しながら進めていくことになると思います。
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ウ 通報等の受付時の対応

通報等の内容が、サービス内容に対する苦情や、また虚偽に
よる通報や過失による事故であることも考えられる。

通報等の内容が、サービス内容に対する苦情等で他の相談
窓口（例えば市町村や当該事業所の苦情解決窓口等）での対
応が適切と判断できる場合には適切な相談窓口につなぎ、受付
記録を作成して対応を終了する。

※ この他、受付時の対応については、基本的には養護者による虐
待への対応の場合と同様。緊急対応が必要な事例を見逃さな
いよう、見極めが大切！

苦情や事故も重大事案なので、しっかり最後まで対応する。

障害者虐待防止による虐待対応になる事案でなくても、苦情のうちから最後までき
ちんと対応することで、虐待の芽を摘むことになるかも知れません。

また、事故の防止も重要ですので、事業所に協力して再発を防止します。事故の発
生要因の中に、日常の粗雑な支援実態が隠れているかも知れません。慎重に対応
しましょう。

虚偽による通報（届出）であっても、なぜ通報者がそのような訴えをするに至ったの
か、事業所と利用者の日常の関係性はどうなっているのか、など指導のきっかけに
なるかも知れません。

仮に、日常的に虚偽の訴えのある利用者であっても、通報を受けたときは「先入観」
を持たずに、虚偽であることが明らかになるまでは虐待事案として対応します。
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個人情報の保護についても、養護者による虐待への対応の場
合を参照。
特に、施設等の職員が通報者である場合には、施設・事業者
には通報者を明かさずに調査を行う等、配慮する。

エ 通報等による不利益取扱いの禁止
障害者虐待防止法では、通報等を行った職員は、通報等を理
由に、解雇その他不利益な取扱いを受けないことが規定されて
いる。
また、公益通報者保護法により、労働者が、事業所内部で法令
違反行為が生じ、又は生じようとしている旨を公益通報した場合、
通報者に対する保護が規定されている。

■公益通報者に対する保護規定

① 解雇の無効
② その他不利益な取扱い（降格、減給、訓告、自宅待機命令、給与上の差別、
退職の強要、専ら雑務に従事させること、退職金の減給・没収等）の禁止

通報者は、事業所における立場が不利になる危険を冒して通報してくれているので
すから、不利益にならないよう最大限に配慮します。
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オ コアメンバーによる対応方針の協議
養護者による虐待への対応の場合と同様なので参照のこと。コ
アメンバー会議では、緊急性の判断や、今後の対応方針を決める
ので、市町村の管理職が加わっていることが必要である。
ここで初動期の対応方針を明確にすることが、これ以降の対応に
重要である。
コアメンバー会議で決める事項は概ね以下のとおり。
○緊急性の判断（緊急保護が必要になる可能性）
○初動期の対応方針（当面の事実確認や訪問調査の方法）
○他の自治体など連携すべき機関の確認
○虐待事案として対応すべきでない内容か
→適切な機関への引き継ぎ、通常の支援などフォローの必要性

誰が、何を、いつまでに実施するかを具体的に決める。

判断するに当たって、誰が加わっていることが必要なのかは、市町村の組織によって
異なります。虐待事案なので、通常の案件より上位の職にある者の判断が必要だと
考えた方が良いでしょう。

コアメンバー会議では、ここに挙げた事項を決めますが、初動期の対応方針を決め
るに当たっては、誰が、何を、何のために、いつまでに実施するかを明確かつ具体
的に決めることが大切です。

そうすることによって、次の会議のときに、きちんと実施できたかを確認し、その結果
を基に次の方針を定めることができるようになります。
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（２）市町村による事実の確認
通報等を受けた市町村は、事実確認や障害者の安全確認を行う。
この段階の調査は、事業所等の任意の協力の下に行われるもので
ある。
障害者虐待が確認された場合や事業所等が調査に協力しない
場合等、都道府県と市町村が共同で調査を行うべきと判断される
場合には、市町村と都道府県が連携してその後の対応を行う。
また、悪質なケース等で、都道府県による迅速な権限発動が求
められる場合には、速やかに市町村から都道府県に報告する。
なお、障害者総合支援法の規定により市町村長、都道府県知事
が報告徴収、立ち入り検査を行った場合は、虚偽の答弁をしたり、
検査を妨害したりした場合は、指定の取消し等や30万円以下の罰
金に処することができる。

安全が確保できなければ、他施設・ＧＨに移って貰うことも。

ここでの主眼は、被害障害者の被害や安全の確認ですから、当該障害者の支給決
定をした市町村が中心になって行います。

従って、監査的な意味合いが強い場合や社会福祉法・障害者総合支援法などによ
る指導・処分に結びつく可能性の高い事案においては、当初から所轄庁である都道
府県と共同で訪問調査を行った方が適切な場合があります。

安全確認と安全確保は一体のものです。例えば、グループホーム内で性的虐待が
疑われる事例なら、虐待したと思われる職員と被害障害者を離すことが必要です。
法人が、一時的に職員の勤務を停止するか勤務先を変えるなどの対応をしてくれな
い場合には、被害障害者の身柄を他の場所に移す必要があるかも知れません。
そのような可能性も念頭に置いて調査に臨むべきです。
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ア 調査項目
（ｱ）障害者本人への調査項目例
① 虐待の状況
・ 虐待の種類や程度、虐待の具体的な内容、虐待の経過
② 障害者の状況
・ 安全確認：施設等従事者（虐待を行ったと疑われる職員は除く。）の協

力を得ながら、面会その他の方法で確認する。特に、緊急保護の要
否を判断する上で障害者の心身の状況を直接観察することが有
効であるため、基本的には面接によって確認を行う。

・ 身体状況：傷害部位及びその状況を具体的に記録する。
・ 精神状態：虐待による精神的な影響が表情や行動に表れている可能

性があるため、障害者の様子を記録する。
・ 生活環境：障害者が生活している居室等の生活環境を記録する。
③ 障害福祉サービス等の利用状況
④ 障害者の生活状況 等

障害者本人となじみの薄い市町村職員では、本人とのコミュニケーションが難しいこ
とがあります。そのため、施設職員等の助けを得ながら面接をすることも検討します。
ただし、虐待を疑われる職員の同席は絶対に避けるべきです。

身体的虐待で傷などが残っている場合は、場所・様態などを記録すると共に、写真
などを撮影します。ただし、写真などは状況によって写り方が変わりますので、医療
職が専門的見地から状態を記述しておくことも必要です。
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（ｲ）障害福祉サービス事業所等への調査項目例

① 当該障害者に対するサービス提供状況

② 虐待を行った疑いのある職員の勤務状況等

③ 通報等の内容に係る事実確認、状況の説明

④ 職員の勤務体制

⑤ その他必要事項 等

・ 事故・ヒヤリハット報告書

・ 苦情相談記録

・ 虐待防止委員会・事故防止委員会の記録

・ 職員への研修状況

全てを完璧に調査することは無理。重要なものは落とさずに。

サービス提供状況とは、例えば、生活の中でどのような支援を受けていたか、スケ
ジュール、（あれば）作業の科目などです。
(ｲ)の⑤「その他必要事項等」は市町村調査だと、権限的にも時間的にも難しいかも

知れません。事故や苦情の記録を、ざっと見せてもらって、関連がありそうな部分の
写しを提供してもらいます。
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イ 調査を行う際の留意事項
① 複数職員による訪問調査

原則として２人以上の職員で訪問する。また、記録用に録音機材や、ビ
デオカメラ、デジタルカメラ等の映像を記録できる機材を携行する。

② 医療職の立ち会い

通報等の内容から障害者本人への医療の必要性が想定される場合に
は、医療職が訪問調査に立ち会うことが望まれる。

③ 障害者、障害福祉サービス事業所等への十分な説明
調査に当たっては、障害者及び障害福祉サービス事業所等に対して次
の事項を説明し理解を得ることが必要である。
・訪問の目的 ・担当職員の職務と守秘義務 ・調査事項 ・調査に対し協
力を求めるとともに、障害者総合支援法に基づく罰則規定の説明
・障害者の尊厳の保持は基本的人権であり、障害者基本法や障害者総
合支援法、障害者虐待防止法等で保障されていること、それを擁護する
ために市町村が取り得る措置に関する説明

女性障害者の虐待内容の調査は女性医療職が対応。

複数対応する理由は、客観的な見地を保つこと、一人が主で一人は記録、証言の
証拠能力を高めるため、などです。

調査前に役割分担を決め、必要な人数で訪問します。中心は障害者本人への聞き
取りになると思います。

本人への聞き取りはケースワーカーや虐待防止センターの職員が複数で、事業所
への聞き取りは担当係長が事業所管理者等に行うパターンが基本と思います。訪
問人数は、聞き取りの場面ごとに二人以上ですから、障害者と事業所を平行して聞
き取る場合には4人以上が必要です。
ビデオカメラを携行する場合は、適切な場所に設置できるように三脚も持参します。

医療職としては、医師が最善ですが、保健師・看護師の場合が多いと思います。身
体的虐待や性的虐待の場合を考えると、被害障害者が女性の場合は女性の医療
職が対応します。
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④ 記録類の確認
通報内容の事実確認を行う上で、記録類は重要な情報源となる。
・ 日々の利用者支援に関する記録や事故報告書等
・ 虐待があった日の勤務表等で、虐待の現場に居合わせたり目撃した
可能性の高い職員を絞り込めないか

⑤ 聞き取り調査の留意点
障害者や障害者福祉施設従事者等に対し個別に聴き取りを行い、話
しの内容が他に聞かれないよう配慮する。
障害者が、施設側から不利益な取扱を受けるのではないかと不安を感
じていたり、施設等職員が、同僚職員への遠慮や気兼ね等から、虐待の
事実を黙っていたり、最低限のことしか話さないことも考えられる。
聞き取り調査を受ける相手の立場や心情に理解を示した上で、それで

も事実を話してもらうことが、結果として利用者、職員、管理者・設置者全
ての人にとって最善の道につながることを説明し、協力を求めること。

勤務割り表（実績）、関連する支援記録などは写しをもらう。

必要な書類は、事業所に頼んでコピーをもらいます。写真に撮ることも有効です。
聞き取りの場所は、相談室などの個室を使わせてもらいます。

虐待が疑われる職員だけに聞き取りをするのではなく、他の職員にも聞き取りを行
います。
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⑥ 虐待があった当該施設が自ら適切に通報した場合の留意点

施設自らが通報してきた場合、虐待を隠蔽する施設と同様の厳しい対
応を行うことは適切ではない。施設等の姿勢を見極めつつ事実確認を行
い、「取り締まり」的な姿勢ではなく、再発防止に向けた取組を支援する
姿勢が求められる。

⑦ 元職員からの聞き取り調査の検討

当該施設等を退職した元職員は、在職中に感じる懸念や心配から解
放されるため、虐待事案に関する情報提供についても協力が得られやす
いことが考えられる。職員からの聞き取り調査から十分な情報が得られな
い場合、聞き取り調査の対象に当該施設の元職員を加えることを検討す
る。

障害者総合支援法では、都道府県知事又は市町村長による、事業所
の従業者であった者等に対する報告徴収等の権限が規定されている。

虐待が「発覚」した所と、自ら組織的に通報してきた所は別。

施設自らが組織的に対応した結果としての通報と、利用者などからの通報とは同列
に扱うことはできません。最終的な目的は、施設の支援の質を高めて、虐待の再発
を防止することにあります。自ら通報してきた施設とは、協力して再発防止務めます。

元職員からの通報や証言は客観性が高いと思われます。ただし、施設とのトラブル
で解雇された職員が、逆恨みして通報してくる事例もまれにあります。
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⑧ 聞き取り等の調査の方法
正確に記録に残すために、会話の録音・録画について、必要性を説明
した上で同意を求める。
（録音・録画の法的側面については、平成 29 年度障害者総合福祉推進
事業「指定障害福祉サービス事業者等への指導監査の在り方に関する
調査研究」報告書を参照。各障害の特性と聞き取りの留意事項などにつ
いても、同報告書に説明がある。）
事案が起きてから時間が経過している場合もあるため、まず記憶を呼
び戻してから話してもらう必要がある。なるべく静かで視覚的な刺激が少
ない部屋を確保し、答えを誘導しないオープンな質問の仕方で聞き取る。
※聞き取りの詳細は、面接手法の講義を参照
障害者に対しては、質問を理解しやすい言葉に言い換えるといった工
夫や、コミュニケーションボードや図や絵記号等の使用を検討する。
※ 最後に、「後で思い出したことがあったら、どんなことでもいいので、連
絡してください」と伝え、数日後に連絡を取ることで、聞き取り調査の時
には思い出せなかった情報を得ることができる場合がある。

録音・録画は同意を得る部分を含めて、全て保存しておく。

都道府県主催の研修で講師を務める場合は、上記の報告書の該当部分に目を通
しておいてください。

録音・録画をするときは、同意を得る部分から、全て撮っておくこと。同意を得られな
かったら全部を消去すれば良いです。一部だけ撮ると、都合の良い部分だけ抜き出
したなど、後で指摘を受ける危険があります。また、同意の部分が記録されていな
いと、録音・録画の正当性を問われる危険があります。
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⑨ 障害者や障害者福祉施設従事者等の権利、プライバシーへの配慮

調査に当たって、障害者や障害者福祉施設従事者等の権利やプライ
バシーを侵すことがないよう十分な配慮が必要である。

ウ 調査報告の作成
虐待を受けたと思われる障害者、虐待を行った疑いのある従事者等、
施設等に対する調査を終えた後、調査の結果を記載した報告書を作成し
て管理職の確認を取る。

障害者虐待の疑いが認められない事案に対しては、苦情処理窓口等
の適切な対応窓口につなぎ、通報等への対応を終了する。

虐待対応以外の通常の支援の必要性を検討

報告だけでなく、途中のメモ的なものも含めて保存しておく。

報告書は記憶の新しい内に速やかに作成します。報告書は重要な文書ではありま
すが、組織として次の方向を決定するために必要ですからスピードが重要です。

報告書だけでなく、途中のやりとりや電話メモなども含めて保存します。虐待事案は、
後の段階でどういう展開になるか分かりません。裁判や刑事事件になる可能性もあ
ります。メモであってもきちんと残しておくことが必要です。

虐待事案では無かった場合でも、通常の支援の必要性などを検討します。引き継ぐ
ときには、しっかりと。
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エ 虐待対応ケース会議の開催による援助方針の決定
調査の結果、従事者等による障害者虐待が疑われる場合には、虐待対
応ケース会議を開催して事例検討を行うとともに、引き続き、虐待の事実
についての確認を行う。
従事者等による障害者虐待の事実が確認できた場合には、障害者本

人や施設等への対応方針等を協議する。
※ 「虐待対応ケース会議」については養護者虐待を参照

誰が、何を、いつまでに実施するかを具体的に決める。

区分 構成員

コアメンバー
• 障害者虐待担当職員 （管理職の参加は必須）
• 事務を委託された委託先の職員

事案対応メンバー

• 行政職員
• 相談支援事業者・障害福祉サービス事業者等
• 医療機関
• 労働関係機関等

専門家チーム （事案内容に応じ） 警察・弁護士・医療機関等

虐待が確認されなかった場合は、次に誰が何を調査するか決めます。あるいは、調
査は続けながらも、必要な支援方針を決めます。

虐待が確認された場合には、障害者本人への支援の方向を決め、そのための各人
の役割と期限を決めます。さらに、今後、都道府県と協力して事業所と関わっていく
にあたり、どのような方向が望ましいかを協議します。
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オ 市町村による任意の指導
調査の結果、市町村は自らが支給決定をした障害者の支援を適切に
行うために必要があると認めたときは、施設等に対して口頭又は文書に
より指導を行うことがある。この指導は、任意の調査に基づく行政指導で
あるので、指導に従わないことを理由として不利益な取扱をすることはで
きない。また、当該市町村の所掌事務の範囲を逸脱することもできないの
で、当該障害者への支援に関することに限られることに注意する。

ただし、当該市町村が指定した、あるいは運営費を助成した施設等に
関しては、運営全般について指導が可能。

特定相談支援事業

自治体単独事業
障害福祉サービス事業
（政令・中核市、分権に
よる指定権者の場合）

地域生活支援事業

指定 委託・助成

虐
待
防
止
法
の
範
囲

虐待対応に当たっては、法に明確な根拠がなくても、行政として指導をしなくてはな
らない場合があります。その場合、手続き的に瑕疵があってはいけないので、「行政
指導」の性質について意識しておく必要があります。

障害福祉サービス事業所の指定は、通常は都道府県ですが、政令市、中核市、地
方分権により指定権者になった市町村の場合は、事業所に対する指導・処分などを
自ら行います。

地域生活支援事業の各メニューは、多くが市町村事業ですので、委託元・助成元と
して運営全般について指導を行います。自治体による単独事業の場合、都道府県
単独事業であっても、事業実施主体は市町村であることが多いので、これも市町村
が責任を持って指導します。

事業に対する権限がなくても、社会福祉法人の所轄庁となっている市の場合、法人
運営への指導（最終的には解散命令までの権限がある。）としての関わりも可能で
す。
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（3）市町村から都道府県への報告
市町村は、従事者等による虐待に関する通報等を受けた場合、都道府

県（政令・中核市等、事業所や法人の指導・処分権限がある場合は、当
該自治体）に報告する。通報等には、苦情解決窓口で対応すべき内容や
過失による事故等、虐待事案以外のものも含まれているので、都道府県
等への報告は、虐待の事実が確認できた事案とする。
ただし、事業所等が調査に協力しない場合や悪質なケース等、都道府
県と市町村が共同で調査を行うべきと判断される場合には、虐待の事実
が確認できていなくとも都道府県へ報告する。
市町村から都道府県に虐待の第一報あるいは情報共有がされた後、
相当時間が経過してから結果報告がされた事例や、都道府県から問合
わせがあるまで報告がされなかった事例がある。都道府県と適切な連携
を図るためにも、市町村は、第一報等の後概ね１か月以内に、その後の
経過や対応の結果（虐待であることが確認できなかった場合を含む。）を
都道府県に対し報告する。

面倒でも、常に連絡を絶やさないことが解決の早道

実際には、事業所への調査（実地指導・監査も含めて）の際に、市町村と都道府県
が協力して実施することが多いと思います。

都道府県と市町村の足並みが揃っていないと、実効性のある指導はできません。常
に連絡を絶やさないことが、結果として円滑な解決への早道となります。

せっかく早期に市町村から都道府県に一報を入れても、その後の連絡がないと、都
道府県としても処理に困ります。節目節目で経過を報告しておくことで、後々の共同
での対応が円滑に進みます。
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（4）都道府県による事実の確認
市町村からの報告を受けた都道府県は、市町村によって障害者虐待
の事実確認がされていないとき等、報告に係る障害者福祉施設等に対し
て、事実確認のための調査を実施する。
調査の際には、当該通報等に係る障害者についての支給決定を行っ
た市町村に調査への同行を依頼する等連携して対応する。

調査については、障害者虐待防止法による調査のほか、実地指導、あ
るいは監査として行うことも可能である。また、調査・指導において必要が
生じれば直ちに監査に切り替えることも可能である。
調査等を事前予告なしに実施する場合は、開始時に文書を提示する。
監査においては書類のチェック中心ではなく、施設内巡回の時間を増
やし、幹部以外にも支援員からも聞き取りを行う。
虐待に関する情報について、施設等の監査を担当する部署と情報共有
し、丁寧かつ慎重に事実確認調査を行う。

調査の方法や留意点については、（２）「市町村による事実の確
認」及び手引を参照
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（5） 社会福祉法及び障害者総合支援法の規定による
権限の行使等
事実の確認等により障害者虐待が認められた場合には、市町村又は
都道府県は、虐待を受けた障害者の保護を適切に行うとともに、当該施
設等に対する指導等を行い改善を図るようにする。

改善指導の例としては、虐待防止改善計画の作成、改善計画に沿って
事業が行われているかどうかの第三者委員による定期的なチェック、当
該事業所又は第三者委員からの定期的に報告及び報告に基づく指導や
助言、等が考えられる。また、虐待が複数の職員により継続的に行われて
いたり、管理者、設置者が通報せず放置、隠蔽しようとした疑いがある場
合等、組織的に行われていた疑いがある場合には、第三者による検証委
員会を設置し、徹底的な虐待の事実や原因の解明を行う等の対応が考
えられる。

さらに、管理者、設置者が自ら虐待を行っていた場合や、虐待の放置、
虚偽報告、隠蔽等悪質な場合は、当該管理者、設置者を施設等の運営に
関与させないよう、体制の刷新を求めることを検討する。

このような悪質な場合、特に法人全体としての隠蔽や、度重なる虐待事案の発生な
どの場合は法人全体への改善勧告・役員解職勧告・解散命令なども視野に入れて
指導します。
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指導に従わない場合には、社会福祉法及び障害者総合支援法に基づ
く勧告・命令、指定の取消し処分等の権限を適切に行使することにより、
障害者の保護を図る。

（6） 特定非営利活動促進法による権限の行使
特定非営利活動法人が運営している事業所等の場合は、障害者総合
支援法に基づく勧告・命令、指定の取消し処分等を行うほか、事案によっ
ては、特定非営利活動促進法の所轄庁である都道府県等が、法人に対
して改善命令や設立の認証の取消し等の措置を採ることも考えられるの
で、適切に情報提供する。

基本は改善努力への協力、体質が原因であれば毅然と対応

悪質な事案で、刑事事件として警察が捜査に入るような場合は、厚生労働省に情
報提供をしておきます。

また、指定取消や法人解散命令など、重大な行政処分を行うときも、事前に厚生労
働省に相談するとよいでしょう。
NPOの所轄庁は、NPOの事業の内容を所管する官庁の処分を待って、NPOに対す
る措置を執るようです。
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３ 身体拘束に対する考え方

（1）基本的考え方
施設等の利用者が、興奮して他害行為や自傷行為があるときには、や
むを得ず身体拘束や居室での隔離等の行動制限をすることがある。

このような身体拘束が日常化することが更に深刻な虐待事案の第一
歩となってしまう危険もある。身体拘束は、行動障害のある利用者への支
援技術が十分でないことが原因の場合が多いので、その必要性を慎重
に判断するとともに、その範囲は最小限にしなければならない。また、判断
に当たっては適切な手続きを踏むとともに、身体拘束の解消に向けての
道筋を明確にして、職員全体で取り組む必要がある。

なお、変形や拘縮の防止などの目的で使用されるベルトやテーブルに
ついては一律に身体拘束と判断することは適切ではないが、障害者をい
すの上で漫然と放置するような行為は身体拘束に該当する場合がある。

漫然とした身体拘束は虐待への一歩

身体拘束をせざるを得ないときに、その原因などを分析し、今後防止するためには
どうしたらよいか、方針を立てる必要があります。
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従って、行動障害等のある利用者への対応とともに、肢体不自由のあ
る利用者への対応も整理したうえで適切に取り組む必要がある。

（2） 身体拘束とは
身体拘束の内容としては、以下のような行為が該当すると考えられる。

① 車いすやベッド等に縛り付ける。

② 手指の機能を制限するために、ミトン型の手袋を付ける。

③ 行動を制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せる。

④ 支援者が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限する。

⑤ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

⑥ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

どうしようもない場合でも、なぜ防げなかったか振り返る

介護衣とは、拘束衣と呼ばれる、着用した後に両手を固定して自由に動けないよう
にする服のことです。
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（3）やむを得ず身体拘束を行うときの留意点
緊急やむを得ない場合とは、支援の工夫のみでは対応できないような、
一時的な事態に限定される。具体的には高齢者の「身体拘束ゼロへの手
引き」に基づく以下の3要件に沿って検討する方法等が考えられる。

① 切迫性② 非代替性③ 一時性

ア やむを得ず身体拘束を行うときの手続き
① 組織による決定と個別支援計画への記載
② 本人・家族への十分な説明
③ 必要な事項の記録
イ 身体拘束廃止未実施減算の創設
平成30年度報酬改定において、身体拘束等に係る記録をしていない場
合についての減算が創設された。

三要件「全て」を満たしても、本来はダメという意識が大事

「切迫性」とは、利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらさ
れる可能性が著しく高いこと

「非代替性」とは、身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がな
いこと
「一時性」とは、身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
この３要件を「すべて」満たした上で、組織決定する必要があります。
現実には身体拘束をせざるを得ないような事態は発生します。

そのときに、仕方なく拘束したとしても、その原因などを分析し、今後防止するため
にはどうしたらよいか、方針を立てる必要があります。

突発的緊急事態で、職員がその場で押さえつけざるを得なかった場合などは、③に
あるように支援記録に必要事項を記載します。

①の場合は、「これから」の拘束を判断する場合で、個別支援計画に位置づけます。
この場合の「時間」とは時間帯だけではなく、いつまでかという「期間」も記載します。
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４ 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止
※これ以降の項目は、通常、都道府県等が行うが、市町村の担当職員も
都道府県の指導の流れを理解しておく必要がある。

（1） 障害者福祉施設等の設置者等の責務
障害者虐待防止法では、施設の設置者等の責務として、従事者等の
研修の実施、入所者等とその家族からの苦情の処理の体制の整備など
虐待の防止等のための措置を講ずることが定められている。
また、運営規程に、虐待の防止のための措置に関する事項を定めなく
てはならないこととされている。
具体的には以下の事項等を指すものとされている。

ア 虐待の防止に関する責任者の選定

イ 成年後見制度の利用支援

ウ 苦情解決体制の整備

エ 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

（研修方法や研修計画等）

本研修は、都道府県が市町村職員向けの研修を効果的に行うことを目的としてい
ます。

これ以降の項目は、通常は都道府県が行う事項ですので、都道府県の職員は十分
に理解しておく必要があります。

本項では、市町村職員が都道府県職員と協力して事案に対応していくために必要
な知識として、市町村職員に都道府県の行う指導の概略を理解してもらうことを目
的としています。

29



（2）管理者・職員の研修、資質向上
施設従事者等による虐待防止のためには、管理者、職員が自ら高い意
識を持つことが必要である。また、職員各人が支援技術を高め、組織とし
てもノウハウを共有することが不可欠である。
事業者は、定期的に虐待防止や支援技術向上に関する研修を実施す
ると共に、各種研修会に職員を参加させることが必要である。

（3）個別支援の推進
施設等においては、個々の利用者への配慮よりも管理的な運営に傾き
がちである。こうした運営は利用者、職員双方にストレスの原因となり、身
体拘束や心理的虐待が発生する危険が潜んでいる。
個別支援計画には、個々の利用者への総合的な支援の方針や生活全
般の質を向上させるための課題等を記載する。個別支援計画に基づいて
職員はサービスを提供し、サービス管理責任者は計画の実施状況を把握
して、必要に応じて見直す。利用者一人ひとりに対して、個別的な支援を
実践することが、虐待を防止することにつながる。

事業所全体の向上は、個別の支援の向上から

虐待防止への取り組みは、知識・技術を身に付けたうえで、職員集団全体での共通
理解のもとでの取り組みが必要です。

個々の利用者への支援方針を、きちんとした根拠の上で組み立てて共有する、その
実施状況と効果を計画的に見直していく取り組みの積み重ねが支援の質を高め虐
待防止に繋がります。

小規模の事業所では、外部研修に管理者等しか参加していない事例が見られます。
現場職員にも外部研修への参加の機会を与え、その研修結果を職員全体で共有
する仕組みが必要です。
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（4）開かれた施設運営の推進
施設は、居住の場でもあるため、閉じられた場になりやすいという側面
があり、内部の習慣的な行動が外部から乖離していく危険性がある。この
ため、地域に開かれた施設運営が重要である。地域の住民やボランティ
ア、実習生等多くの人が施設に関わることで、職員の意識にも影響が及
ぶ。また、他施設との職員交流や、事例検討に外部から有識者を呼ぶ等、
外部の目や援助が入る機会を増やすことが虐待防止につながる。
サービス評価（自己評価、第三者評価等）の導入も大切である。

（5）実効性のある苦情解決体制の構築
障害者虐待防止法では、苦情を処理する体制を整備すること等により
虐待の防止等の措置を講ずることが規定されている。
施設等においては、苦情相談窓口を開設する等苦情解決のために必
要な措置を講ずべきことが運営基準等にも規定されている。サービスの
質を向上させるため、利用者等に相談窓口の周知を図る等、苦情解決の
ための取組を効果的なものとしていくことも大切である。

人目が入ることを煩わしく感じる事業所は危険信号

「施設の常識、世間の非常識」などと言われないよう、常に外部の目が入るような運
営が大切です。言い換えれば、誰に見られても大丈夫な運営が必要です。例え利
用者を一時的に拘束するようなことがあっても、しっかりした知識をベースに、職員
集団全体が将来の見通しのもとに行っているなら、説明もできるわけです。

ショートステイを活発に実施することで、地域のニーズにも応えられますし、関係機
関や利用者の家族が入ることで、外部の目が入る効果も期待できます。

障害者総合支援法や社会福祉法では「苦情解決」です。障害者虐待防止法では
「苦情処理」となっていますが、本来は「苦情解決」とすべき所だと思います。
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（6）指導監査等による確認
施設等の指導監査において、報告書類のチェックだけでなく施設内巡回
の時間を多く確保し、利用者の様子や職員の対応、同性介助について配
慮されているか等について観察したり、現場の職員からも聞き取りを行う等、
実質的なチェックになるよう心掛けることが求められる。
また、自治体は、相談支援専門員がモニタリングの際に気になった点が
あれば、すぐに情報提供を受けられるよう連携体制を構築する。

（7）虐待防止に重点を置いた機動的な指導・監査の実施
通報等の内容が利用者の生命、身体の安全に関わる場合は、事前に通
告を行うことなく監査を実施する等、柔軟な対応が必要である。
また、実地指導においても、障害者虐待が疑われる場合など、当該事業
所の日常の状況を確認する必要がある場合には、監査と同様、事前に通
告を行うことなく実地指導を行うことも検討する。
厚生労働省では、障害者虐待との関連が疑われる場合などには、指導
開始時に文書通知をすれば良いとしている。

「監査に入った」ではなく、結果を出すことが大事

監査担当は、通常業務としては、施設等が明文化された規定を遵守しているかどう
かをチェックすることが主です。

しかし、虐待事案の場合は、性質が異なるため通常の監査とは違う心構えで臨むこ
とが求められます。従って、監査担当だけで無く、事業担当との緊密な連携が欠か
せません。
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５ 行動障害を有する者に対する支援の質の向上

(1) 行動障害を有する者の支援と研修の必要性
障害者虐待対応状況調査の結果によれば、施設等従事者から虐待を
受けた障害者の内の３0％以上に行動障害があった。

虐待の原因として、支援スキルが不十分、虐待防止についての基礎的
知識がない、ということが挙げられる。

21.3% 25.7% 28.8%
21.3%

29.3% 32.3%

0

20

40

H25 H26 H27 H28 H29 H30

行動障害のある者の割合

市区町村職員が判断した虐待の発生要因（複数回答） Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０
教育・知識・介護技術等に関する問題 56.1% 65.1% 59.7% 73.1%

倫理観や理念の欠如 43.9% 53.0% 53.5% 57.0%

職員のストレスや感情コントロールの問題 42.0% 52.2% 47.2% 52.8%

虐待を助長する組織風土や職員間の関係性の悪さ 24.8% 22.0% 19.1% 22.6%

人員不足や人員配置の問題及び関連する多忙さ 23.0% 22.0% 19.6% 20.4%

これらの統計については、本研修の共通講義でもお聞きになったかと思います。し
かし、あらためて、この数字に注目して下さい。
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支援に行き詰まり、行動障害を抑えるために暴行に至る、つまり、支援
に行き詰まりかけていた段階で、始めは緊急避難的に力を行使していた
が、だんだんと安易に暴行を行うようになる事例がある。

行動障害を有する者の虐待を防止するためには、職員に行動障害に
係る研修を受講させ、支援スキルを向上させることが不可欠である。

（利用者）
行動で気持
ちを表す

（職員）
力で行動を
押さえる

更に激しく

更に強く

虐待に至る負のスパイラル

「仕方ない」で終わったらプロとしての敗北

身体的虐待の多くは、行動障害のある利用者への支援技術が低いことが原因と思
われます。

行動障害のある利用者の行動が変容するまでは、長い時間を要するうえ、その間、
職員は心身共に疲弊する危険があります。それを防ぐためには、知識・技術を身に
付けて、個々の利用者への取り組みが実を結ぶはずだという思いが必要です。

そのためには、研修等の受講と管理職のリーダーシップ、それと職員集団全体での
共通認識が必須です。
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６ Ⅲのまとめ
○虐待は、利用者のために、速やかに解消すること第一の目的とする。

○緊急の保護や財産調査など、市町村が動くことが大事。

○虐待がないと確認できるまでは虐待対応を継続する。

○引き継ぐときは最後までフォロー。通常の支援の必要性も忘れずに。

○会議・打合せのときは、誰が何をいつまでに行うか具体的に決める。

○事業所調査では、形式より実質を。でも、勇み足には気をつける。

○事業所では、「虐待をしない運営」はない。通常の「良い支援」のみ。

ご清聴有り難うございました。
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性的虐待の防止と対応

名前 白梅学園大学

所属 堀江まゆみ

性的虐待の防止と対応について

1



性的虐待の定義

・障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をして わいせ
つな行為をさせること
ー障害者虐待防止法条文

• 本人が同意していない性的な行為やその強要（表面上 は同
意しているように見えても、判断能力のハンディに 付け込んでい
る場合があり、本心からの同意かどうか を見極める必要があ
る）

－千葉県障害者虐待対応マニュアル

・ 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る 又は触
らせる、ポルノグラフィの被写体にする など

ー児童虐待防止法についての厚生労働省解説

性的虐待の定義はそれぞれに説明されています

特に、千葉県障害者虐待対応マニュアルでは、「本人が同意していない性的な行為
やその強要（表面上は同意しているように見えても、判断能力のハンディに付け込
んでいる場合があり、本心からの同意かどうかを見極める必要がある」とあります。

同意の扱いがポイントですが、本人がその行為を性的な行為であることを理解して
いない場合、同意は成り立たないことが多いです。加害者が「同意があった」と言っ
ても本人が理解していない、あるいは、心理的・身体的圧力や虐待が背景にある場
合は、それは同意とみなさないことが大事なポイントです。
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性的虐待の状況
• 平成２７年度の厚労省による全国調査では、 性的虐
待の対応は１３０件（←平成25年度99件）

平成２7年度 都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応状況等（調査結果）

平成27年度の厚労省による虐待事例への対応状況等の調査では性的対応は130

件です。身体的虐待、心理的虐待より対応件数が少ないですが、性的虐待が起
こっていない、のではなく、密室で起こるので通報されにくい、発覚しにくい、ことを示
していると思います。平成25年度が99件であったことを考えると、対応できた件数は

増えていますが、実際にはもっと多いと考えます。身体的虐待、心理的虐待はどん
な行為が虐待であるか、研修などで周知されてきましたが、性的虐待はまだ十分周
知されていないことと、支援者や親が「性」を話したがらない背景も指摘できます。
これから性的虐待の対応と防止により注目していかなければなりません。
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具体的な事例から

・３０代・中度知的障害の女性←事業所バス運転手から

テレビを見ながら「自分もこんなことされてる」。母が繰り返
し聞 き、司法面接を受け「事実としてあり得る」 、市虐待防止
センターでは「証拠が取れない」と対応。

• 小学生・知的障害の女児←学校の教員から

女児は、上手く伝えることができず、発覚が遅れた

• ４０代・知的障害の女性←ＧＨ世話人（非常勤）

最初の困り感は「こづかいが足りない」と母へ。

オープンドクエスチョンで聞いていくと。。

性的虐待の具体的事例から課題を見ていきましょう。

・本人への聞き取り方法がいろいろな人が介在してしまって十分でない。

・本人が語った言葉、得られた言動の評価を、周囲や虐待防止センター担当者が適
切に行えない。そのままにしてしまっている。
・司法面接をより重視して研修をしていく必要がある。

・加害側の法人の姿勢の問題。障害者虐待防止センターからの問い合わせに対し
て「顧問弁護士を通して」と対応したこと。虐待防止法の趣旨を理解していない。
・管轄をまたぐ虐待防止センターの連携の問題や、センターの力量の差の問題。

・学校でも起こっている。密室で起こること。

・本人からの訴えは、最初は「性的な話題でない」ところから始まることが少なくない。
本人の困り感を否定せずに、背景にある虐待事実までたどり着けることが大事。
そのときに、オープンドクエスチョンが本人の性的虐待を引き出した。
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具体的な事例から

→ 性的虐待は、密室化されたなかで起きる

→被害意識が持てないことも多い

（されていることが嫌なことと理解にしくいこともある）

→口止めや脅し、虐待に「協力」させられることがある

→ 心理的虐待や身体的虐待をともなう場合が多い

性的虐待は、

・本人は被害意識が持てないことも多い。

・口止めや脅しを受けているなど、背景を十分理解していくことが大事。

ほか、
最近の性的虐待の事例は、愛着障害の結果、あるいは、幼児性愛者の問題など
従来の性的虐待の定義よりも広い背景で起きている。
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支援の中から性的虐待をどう捉えるか

遊び・添い寝・入浴などの日常行為は？

被虐待者の発達的段階及び社会的状況から 明らかに
過度の性的刺激となる行為、あるい は、虐待者が性的
満足を得るための行為（意 識、無意識を問わない）

性的虐待を予防していくためには、日常の支援のあり方から考えていくことが重要。

・添い寝
・膝の上に乗せて遊ぶ
・同性介護
・単独入浴介護
あるいは、
・失禁等の対応や事後処理の安易さなども見直していく必要がある
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支援の中から性的虐待をどう捉えるか

気づき事例１～５

最近の性的虐待の事例と、それをどこで、誰が気が付いたか。

・今後、こうした気づきのエビデンスを集約してくことが重要と思われる。
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身体的サイン 妊娠、STD、性器・肛門外傷

性的行動化 非社会的性行動（場面に合わない性的行動）

誤学習行動 コミュニケーション手段としての誤学習

逃避 引きこもり・徘徊•

愛着障害 他者との適切な心理的・物理的距離感

その他 感情の障害

性的虐待の気づき・サインは？

性的虐待の気づきやサインは、以下のように言われている。

最近起きた性的虐待の事例の分析と合わせて、理解してみる。
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被害だと思えない（お前のためにやっているという脅し）

誰かに相談すると解決する成功体験が乏しい

（相談すると、逆に、叱られる不快体験が積み重なっている）

性のことだから、話すこと自体が恥ずかしい

信じてもらえるか？馬鹿にされないか？

話したらどうなってしまうのか？見通しがつかない不安

虐待者にわかったらもっと虐待されないか？

虐待される側の心理

虐待される側の本人の心理も理解していくことが重要。

9



加害者の支配（意識） 家族や介護者への依存、限られた人間関係

仕返しの恐れ 無視、嫌がらせ、さらなる虐待

虐待の否定と自己責任への転嫁

虐待ではないかもしれない、悪いのは自分と思い込む

あきらめと無力感 何をしても無駄、誰に言っても仕方がない

虐待を潜在化させる「心理的バリア」

虐待を埋もれさせてしまう心理的バリアを理解していきましょう。
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同性介助の原則の確認

プライベートゾーン（水着を着用するときに隠 れる場所）の意識化
＊同性介助でも、接触に は配慮が必要

「手つなぎ」支援は？

「空間」「距離」を尊重する。伝える

介助行為や声かけの意識化、職場でのふり かえり

性的虐待を防ぐために

性的虐待を防ぐための日常の支援方法を考える。

虐待は、「氷山の一角」として理解される。こうした支援が日常的に安易にされてい
ることが、性的虐待の温床になることも少なくない。
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「性」は「生」そのもの。 かけがえのないその人を尊重する

障害のある人の「性」をタブー視しない

早期に、「周囲のさりげない気づき」を重視する

性虐待はチームで取り組む

まとめ

まとめ

性を尊重し、タブー視しない支援土壌を作ることが課題である。
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使用者による障害者虐待
の対応と防止

1



使用者とは

障害者虐待防止法 第２条第5項

この法律において「使用者」とは、障害者を雇用する
事業主(当該障害者が派遣労働 者(労働者派遣事業の適
正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に
関する法律 (昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号
に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。) である場
合において当該派遣労働者に係る労働者派遣(同条第
一号に規定する労働者派遣 をいう。)の役務の提供を
受ける事業主その他これに類するものとして政令で定
める事業 主を含み、国及び地方公共団体を除く。以下
同じ。)又は事業の経営担当者その他その事 業の労働
者に関する事項について事業主のために行為をする者
をいう。
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使用者虐待の定義
障害者虐待防止法第２条第８項

この法律において「使用者による障害者虐待」とは、使用者が当該事
業所に使用され る障害者について行う次のいずれかに該当する行為を
いう。

一 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加
え、又は正当な 理由なく障害者の身体を拘束すること。

二 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行
為をさせること。

三 障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的
言動その他の障 害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

四 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該事業
所に使用される 他の労働者による前三号に掲げる行為と同様の行為の
放置その他これらに準ずる行為を行うこと。

五 障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上
の利益を得ること。
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使用者による障害者虐待が行われた場合
などの対応
1)都道府県に通報・届出が寄せられた場合
• 都道府県に使用者による障害者虐待の通報・届出が寄せられた
場合、都道府県は労働局へ報告を行う。

• 市町村に通報・届出が寄せられた場合、市町村は都道府県に通
知を行 い、都道府県から労働局に報告がなされる。

• 報告を受けた労働局は、労働基準法、障害者雇用促進法、男女
雇用機 会均等法など所管する法令に基づき、所轄の労働局、
労働基準監督署ま たは公共職業安定所の職員が事業所に出向
くなどして、調査や必要な指 導を行う。

2)労働局に直接、通報・届出が寄せられた場合
• 労働局(労働基準監督署、公共職業安定所含む)に直接、使用者
によ る障害者虐待の通報・届出が寄せられた場合、労働局は
都道府県に情報 提供する一方、都道府県からの報告があった
場合と同様に調査や必要な、指導を行う。

出典：平成30年度使用者による障害者虐待の状況等（参考２） 厚生労働省雇用環境・均等局総務課労働紛争処理業務室
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使用者による障害者虐待の防止
(1) 労働関連法規の遵守

• 使用者は、障害者雇用促進法、労働基準法、男女雇用機会均等法、個別労働紛争解決促進法等の労
働関連法規を遵守しなけれならない。

• 障害者虐待防止法施行後の使用者による障害者虐待の状況等の調査によると、使用者による障害者
虐待の8割以上を労働基準関係法令に基づく指導等の対象となった事案が占めており、その多くが最
低賃金法関係（経済的虐待）

(2) 労働者への研修の実施

• 障害者虐待防止法では、事業主は労働者に対し研修を実施することとされており（第21条）、事業
所自らの研修実施や各種研修会への職員の参加等を行うことが必要。

• 企業等において、障害特性に応じた配慮が分からず、それが職場でのトラブルにつながっている
ケースも。障害のある人への接し方が分からない等の場合には、ハローワークや地域障害者職業セ
ンター、障害者就業・生活支援センター等に相談することが重要。

• 使用者による障害者虐待防止には、事業主を始めとした事業所全体で取り組むことが重要。

(3) 苦情処理体制の構築

• 障害者虐待防止法では、障害者を雇用する事業主に対して、雇用される障害者やその家族からの苦
情を処理する体制を整備すること等により虐待の防止等の措置を講ずることを規定（第21条）。

• 事業所においては、苦情相談の窓口を開設する等苦情処理のために必要な措置を講ずるとともに、
相談窓口の周知を図ることによって苦情処理のための取組を適切に実施していくことが大切。
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相談・通報・届出への対応
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市

町

村

使用者による虐待を受けたと
思われる障害者を発見した人

使用者による虐待を受けた
障害者

通報 届出

（直ちに招集）

緊急性の判断 《コアメンバー》（通報等の内容を詳細に検討）

苦情処理窓口
関係機関等へ

見

極

め

使用者による虐待が疑われる場合（速やかに招集）

都
道
府
県

使用者による障害者虐待が認められた場合

虐待対応ケース会議の開催 《コアメンバー・事案対応メンバー・専門家チーム》

都道府県障害者権利擁護センター

（必要に応じ事実確認、訪問調査）

市町村と同様に緊急性の判断やケース会議の開催等が必要

公共職業安定所、労働基準監督署、雇用環境・均等部（室） 等

使用者による虐待の状況等の公表（毎年度）

都
道
府
県

労
働
局 虐待防止・障害者保護を図るため、障害者雇用促進法、労働基準法、雇用均

等法、個別労働紛争解決促進法などの規程による権限の適切な行使

通知

報告

通報・届出

（必要に応じ事実確認、訪問調査）

市町村虐待防止センター（市町村等の障害者虐待対応窓口）

都道府県労働局 （雇用環境・均等部(室））

情報提供、
連携

使用者よる障害者虐待への対応
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ア 通報等の対象
• 使用者による虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に対し、市町村又は都道府県への通

報義務（第22 条第１項）。また、使用者による虐待を受けた障害者は、市町村又は都道府県
に届け出ることができる（第22 条第2 項）。

• 就労継続支援Ａ型に関する相談・通報等であって、当該事業所と利用者が雇用契約を結んでい
る場合は、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待と使用者による障害者虐待の両方に該当

イ 事業所の所在地と障害者の居住地が異なる場合
① 事業所の所在地の市町村に通報等があった場合
② 居住地の市町村に通報等があった場合
③ 事業所の所在地又は居住地の都道府県に通報等があった場合

ウ 通報等の受付時の対応
• 通報等を受けた場合には、当該通報等について迅速かつ正確な事実確認を行うこと。
• 通報等を受けた市町村・都道府県職員は、まず通報者から発見した状況等について詳細に説明

を受け、それが使用者による障害者虐待に該当するかどうか判断できる材料となるように情報
を整理。

• 明らかに使用者による障害者虐待ではない場合は、以下の相談窓口等につなぐ。

通報等の受付

【労働相談の例】

○ 労働基準監督署：長時間労働等の、労働基準関係法令上問題がある事案
○ 公共職業安定所：離職票、失業手当、求職に関するもの等
○ 都道府県労働局雇用環境・均等部（室）：育児・介護休業、女性問題等、労働条件引下げ、

配置転換等
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エ 個人情報の保護
事業所の労働者が通報者である場合には、通報者に関する情報の取扱いには特に注意が必要であ
り、事実の確認に当たってはそれが虚偽又は過失によるものでないか留意しつつ、事業主には通
報者を明かさずに調査を行う等、通報者の立場の保護に配慮すること。

オ 通報等による不利益な取扱いの禁止
① 刑法の秘密漏示罪その他の守秘義務に関する法律の規定は、使用者による障害者虐待の通報

を妨げるものと解釈してはならないこと（第22 条第3 項）
② 使用者による障害者虐待の通報等を行った労働者は、通報等をしたことを理由として、解雇

その他不利益な取扱いを受けないこと（第22 条第4 項）
➢ 虚偽であるもの及び過失によるものを除く
➢ 平成18 年4 月から公益通報者保護法が施行されており、労働者が、事業所内部で法令違反行

為が生じ、又は生じようとしている旨を ① 事業所内部、② 行政機関、③ 事業者外部に対し
て所定の要件（※）を満たして公益通報を行った場合、通報者に対する保護を規定。

※ ① 不正の目的で行われた通報でないこと、②通報内容が真実であると信じる相当の理由があ
ること、の2 つの要件を満たすことが必要

カ コアメンバーによる対応方針の協議

■公益通報者に対する保護規定
① 解雇の無効
② その他不利益な取扱い（降格、減給、訓告、自宅待機命令、給与上の差別、退職の強要、
専ら雑務に従事させること、退職金の減給・没収等）の禁
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市町村・都道府県による事実の確認等
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ア 調査項目
(ｱ) 障害者本人への調査項目
① 虐待の状況

• 虐待の種類や程度
• 虐待の具体的な内容
• 虐待の経過

② 障害者の状況
• 安全確認･･････訪問その他の方法で確認する。特に、緊急保護の要否を判断する上で障

害者の心身の状況を直接観察することが有効であるため、基本的には面接によって行
う。

• 身体状況･･････傷害部位及びその状況を具体的に記録する。
• 精神状態･･････虐待による精神的な影響が表情や行動に表れている可能性があるため、

障害者の様子を記録する。
• 生活環境･･････住み込みの場合には、障害者が生活している居室等の生活環境を記録す

る。
③ 障害福祉サービス等の利用状況
④ 障害者の生活状況 等

(ｲ) 障害福祉サービス事業所等への調査項目例
① 当該障害者に対するサービス提供状況
② 虐待を行った疑いのある職員の勤務状況等
③ 通報等の内容に係る事実確認、状況の説明
④ 職員の勤務体制
⑤ その他必要事項 等
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イ 調査を行う際の留意事項
① 複数職員による訪問調査
訪問調査を行う場合には、客観性を高めるため、原則として2 人以上の職員で訪問。
② 医療職の立会い
通報等の内容から障害者本人への医療の必要性が疑われる場合には、訪問したときに的確に
判断し迅速な対応が取れるよう、医療職が訪問調査に立ち会う。
③ 障害者及び事業所への十分な説明
調査に当たっては、障害者及び事業所に対して次の事項を説明し理解を得る。
• 訪問の目的について
• 職務について：担当職員の職務と守秘義務に関する説明
• 調査事項について：調査する内容と必要性に関する説明
• 障害者の権利について：障害者の尊厳の保持は基本的人権であり、障害者基本法や障害者

総合支援法、障害者虐待防止法等で保障されていること、それを擁護するために市町村又
は都道府県が取り得る措置に関する説明

ウ 調査報告の作成
• 障害者、使用者、事業所に対する調査を終えた後、調査の結果を記載した報告書を作成し

て管理職の確認を取る。
• 使用者による障害者虐待ではなく、一般的な労働条件に対する苦情等で他の相談窓口（労

働基準監督署や公共職業安定所等）での対応が適切と判断できる場合には、適切な対応窓
口につなぎ、通報等への対応を終了する。。

エ 虐待対応ケース会議の開催
• 調査の結果、使用者による障害者虐待が疑われる場合には、虐待対応ケース会議を開催し

て事例検討・虐待の事実についての確認を行う。
• 虐待の事実が確認できた場合には、障害者本人への支援方針等を協議し、市町村の場合は

都道府県を経由して、また都道府県の場合は直接、都道府県労働局に報告。
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市町村から都道府県への通知
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都道府県に報告すべき事項

障害者虐待ではないと明確に判断される事案を除いて、通報等があった事案は市町村か
ら都道府県へ通知。

1. 事業所の名称、所在地、業種及び規模
2. 虐待を受けた又は受けたと思われる障害者の氏名、性別、年齢、障害の種類及

び障害支援区分その他の心身の状況 及び雇用形態
3. 虐待の種別、内容及び発生要因
4. 虐待を行った使用者の氏名、生年月日及び被虐待者との関係
5. 都道府県及び市町村が行った対応
6. 虐待が行われた事業所において改善措置が採られている場合にはその内容
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都道府県から都道府県労働局への報告
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都道府県は、市町村からの通知を受けた場合や、直接に使用者による障害者虐待に
関する通報等を受けた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業所の所
在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部（室）に報告（第24 条）

※使用者による虐待に該当するか疑義が生じた場合には、都道府県労働局雇用環境・均等部（室）に照会
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• 都道府県が直接通報等を受けた場合には、都道府県から都道府県労働局雇
用環境・均等部（室）への報告に当たり、「様式２ 労働相談票（使用者に
よる障害者虐待）」を作成し、添付。

• 都道府県は、通報等の内容から緊急性があると判断される場合には、速や
かに都道府県労働局雇用環境・均等部（室）に報告するとともに、障害者
の居住地の市町村に情報提供し連携して対応。

• 都道府県労働局においては、虐待の早期対応に当たって、市町村、都道府
県と都道府県労働局の円滑な情報共有が必要であることから、市町村、都
道府県が虐待に関する通報、届出を受けた際に、労働相談票を作成して障
害者虐待防止法24条に基づく報告を行う前に、事案の概要や市町村等の対
応予定状況、緊急を要するか否かについて、事前の情報提供を要請する
等、都道府県との連携体制を構築することとされている。

• このため、都道府県においても、使用者による障害者虐待に関する通報、
届出を受けた際に、事案の内容が労働関係法規に基づく都道府県労働局に
よる権限を行使することにより、早期の解決が図られるものについては、
通報・届出を受けた段階で、まずは都道府県労働局に一報を入れることが
望ましい。
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都道府県労働局による対応
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• 都道府県から報告を受けた都道府県労働局雇用環境・均等部（室）は、
報告内容から、公共職業安定所、労働基準監督署、雇用環境・均等部
（室）等の対応部署を決め、事実確認及び対応を行う。

• 対応部署は「障害者の雇用の促進等に関する法律」「労働基準法」「雇
用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」
「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」等の関係法令の規定に
よる権限を適切に行使して適正な労働条件及び雇用管理を確保。

• 住み込みで働いている場合等は、使用者による障害者虐待であっても、
生活支援が必要な場合があると考えられる。対応部署は市町村等の関係
機関と連携し、迅速な対応を行う必要がある。

• 行政（公共職業安定所、労働基準監督署等）職員が障害者虐待を発見し
た場合、都道府県労働局雇用環境・均等部（室）へ速やかに情報提供を
行う。

• 対応部署による障害者虐待対応が終結した場合には、その結果を都道府
県労働局から事業所の所在地の都道府県に情報提供。情報提供を受けた
都道府県は、障害者の居住地の市町村に情報提供を行う。
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都道府県等による障害者支援
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• 使用者による障害者虐待が発生した場合、
✓ 労働条件や雇用管理の面からの事業者に対する指導は都道府県労働局
✓ 障害者に対する生活支援等については市町村や都道府県

• 例えば、社員寮などに住み込んで働いている障害者が、使用者による障害者虐待を
受け生活支援等が必要になる場合に、市町村や都道府県が関係機関とも連携しなが
ら迅速な対応を行う場合などが考えられる。

• 障害者虐待防止法においても、都道府県労働局長等が権限を行使する際には、当該
報告に係る都道府県と連携を図ることとされており（第26 条）、都道府県に対し
適宜情報提供しながら対応。

• 都道府県においては、早い時期に障害者の居住する市町村や障害者就業・生活支援
センターに情報提供等を行い、具体的な相談支援や福祉的な措置等について依頼。

第二十六条 都道府県労働局が第二十四条の規定による報告を受けたときは、都道府県労働局長又は労働
基準監督署長若しくは公共職業安定所長は、事業所における障害者の適正 な労働条件及び雇用管理を確
保することにより、当該報告に係る障害者に対する使用者による障害者虐待の防止並びに当該障害者の
保護及び自立の支援を図るため、当該報告に係 る都道府県との連携を図りつつ、労働基準法(昭和二十
二年法律第四十九号)、障害者の 雇用の促進等に関する法律(昭和三 十五年法律第百二十三号)、個別労
働関係紛争の解 決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)その他関係法律の規定による権限を
適切に行使するものとする。
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使用者による障害者虐待の状況の公表
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障害者虐待防止法においては、厚生労働大臣は、毎年度、使用者による障害者虐待の状況、使用者
による障害者虐待があった場合に採った措置その他厚生労働省令で定める事項を公表（年次報告）
することとされています（第28 条）。

- 厚生労働大臣が公表する項目 -
一 虐待があった事業所の業種及び規模
二 虐待を行った使用者と被虐待者との関係
三 使用者による障害者虐待があった場合に採った措置

① 労働基準関係法令に基づく指導等
• 障害者である労働者に、最低賃金額を下回る賃金を支払っていたため、事業主に対して、是正指導を行っ

た。
• 障害者である労働者に、時間外労働をさせていたにもかかわらず、割増賃金を支払っていなかったため、

事業主に対して、是正指導を行った。
• 都道府県労働局長から最低賃金の減額特例許可を受けている障害者である労働者に、許可の有効期間が切

れているにもかかわらず、最低賃金額を下回る賃金を支払っていたため、事業主に対して、是正指導を
行った。

② 障害者雇用促進法に基づく助言・指導
• 障害者である労働者に対し、職場内で上司から仕事が遅いことを理由に、お尻を足で小突かれるといった

暴力、上司から仕事のミスに対して「頭が悪くなっているのではないか」等の暴言等の問題があり、事業
主に対して、雇用管理（職員に対する指導、雇用する障害者に対するケア）について、指導を行った。

③ 男女雇用機会均等法に基づく助言・指導
• 障害者である労働者に対し、セクシャルハラスメントの言動の問題があり、事業主に対して、事業所のセ

クシャルハラスメント対策についての措置を講じるよう助言を行った。

④ 個別労働紛争解決促進法に基づく助言・指導等
• 障害者である労働者が、上司や先輩社員等から物を投げられる等の暴力、「死ね」「殺す」等の暴言等の

問題があり、退職した。当該労働者の求めに応じ、事業主に対し、当該労働者に対して所要の対応をとる
とともに、再発防止を早急に図ることについて助言を行った。
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千葉県における障害者虐待

防止に関する取組み

千葉県障害福祉事業課

虐待防止対策班
千葉県PRマスコット
キャラクター チーバくん

１

千葉県健康福祉部障害福祉事業課、虐待防止対策班の○○と申します。

日頃から県の福祉行政に御理解、御協力をいただきまして、ありがとうござ
います。

虐待防止対策班では、障害者虐待防止法に係る業務を行っております。

お配りしておりますパンフレットをご覧ください。

青色の説明が「虐待防止法」について、緑色が、県の「障害のある人もない
人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」についての説明となっております
。

パンフレットの後ろに、上の枠から、市町村の虐待防止センター、県の権利
擁護センター（虐待防止法に基づく通報・相談）、条例の差別に関する相談
窓口の連絡先を載せております。

何か気になることや、利用者・御家族から相談を受けた際は、この窓口に連
絡していただき、連携をしながら対応していただければと思います。

では、私から「障害者虐待防止法の概要と県の通報対応状況等」について、
説明をさせていただきます。

お手元にあります資料については厚生労働省のマニュアル「障害福祉施設等
における障害者虐待の防止と対応の手引き」の内容をまとめたものになりま
す。
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本日お伝えすること

１ 千葉県の紹介

２ 障害者虐待の事例

３ 障害者虐待防止に関する取組み
（市町村の責務・都道府県の責務）
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1 千葉県の紹介

（1）人口：６,２８０,３４４人（令和２年4月１日時点）５４市町村
（２）障害者数：【身体】１７８,255人【知的】４２,618人【精神】４７,２

３５人

（平成３１年３月３１日時点手帳所持者数

）

（３）障害者虐待の対応状況

障害者福祉施設従事者等 平成28年度 平成29年度 平成30年度

相談・通報件数(件) 132 159 161

虐待判断件数(件) 30 36 33

被虐待者数(人) 38 51 49

養護者 平成28年度 平成29年度 平成30年度

相談・通報件数(件) 220 282 273

虐待判断件数(件) 92 133 109

被虐待者数(人) 97 134 109

3
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２ 障害者虐待の事例

千葉県袖ケ浦福祉センターで発生した虐待事件

平成２５年１１月に、千葉県から指定管理者として指定を受けて運営する
県立施設千葉県袖ケ浦福祉センターにおいて、利用者の死亡事件が発生した。
死亡事件を受けて、県の行った立入検査の結果、複数の職員が死亡した
利用者を含む複数の利用者に対し暴行（虐待）を行っていたことが確認された。

虐待が確認されたことを受けて、県が設置した第三者検証委員会において、
虐待問題の全容究明及び今後のセンター・指定管理者のあり方について調査
検証が行われ、平成２６年８月に最終報告書が県に提出された。

他にも・・・施設内での閉じ込め、暴言、暴力、わいせつな行為等

4
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３ 障害者虐待防止に関する取組み
（市町村の責務・都道府県の責務）

5
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３ 障害者虐待防止に関する取組み
（市町村の責務・都道府県の責務）①

都道府県障害者権利擁護センターの機能と周知（法第３６条～３８条・４０条）
【厚生労働省市町村・都道府県の手引きP１８参照】

①使用者虐待に関する通報又は届出の受理
②市町村が行う措置に関する市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報
提供、助言その他の援助

③障害者及び養護者支援に関する相談、相談機関の紹介
④障害者及び養護者に対する支援のための情報提供、助言、関係機関との
連絡調整等

⑤障害者虐待の防止及び養護者支援に関する情報の収集分析、提供
⑥障害者虐待の防止及び養護者支援に関する広報・啓発
⑦その他障害者虐待の防止等のために必要な支援

都道府県の責務

6

千葉県の取組み
（１）研修の実施
（２）関係機関との連携
（３）障害者虐待防止アドバイザーの派遣
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３ 障害者虐待防止に関する取組み
（市町村の責務・都道府県の責務）②（１）研修の実施

① 障害者福祉施設従事者等への研修

厚生労働省障害者虐待防止指導者養成研修の伝達研修として、管理者・虐待防止
マネージャーに対し研修を実施している。
【内容】
○行政説明（通報義務・障害者虐待の事例）
○障害者虐待防止法の理解と施設の取り組みについて
⇒Point■弁護士による説明と施設による取り組み事例を合同で講義いただくことにより、

法律と現場の支援を照らし合わせながら説明することが出来る。

また、専門研修として施設職員向けに職員のメンタルヘルス及び適切な身体拘束
を行うための研修も実施している。

①障害者福祉施設従事者等への研修・・・・・・・・年１０回
②障害者を雇用する事業主等（使用者）への研修・・ 年１回
③県民への講演会・・・・・・・・・・・・・・・・ 年１回
④市町村職員への研修・・・・・・・・・・・・・・年４回

7
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３ 障害者虐待防止に関する取組み
（市町村の責務・都道府県の責務）③

② 障害者を雇用する事業主等（使用者）研修
【内容】
○労働局からの説明
○障害者虐待防止法及び障害者への合理的配慮について
○企業の取り組み事例

⇒Point■障害者を雇用する一般の事業所から、雇用する障害者への

配慮や虐待防止対策について発表していただく。

③ 県民への講演会
【内容】
○障害者虐待防止法・障害者差別解消法について
○障害のある方からのお話

⇒Point■障害のある一般の方から、自身の生活について発表いただく。

障害のない方、関心のない方への啓発が課題
8

8



④ 市町村職員への研修

各市町村の虐待対応担当者が顔の見える関係を築き、相互に情報交換
できる機会として、年４回程度実施している。

【内容（例）】
○市町村による障害者虐待の対応方法について

○関係機関からの講義（警察・労働局・施設の取組事例・相談機関等）
○市町村による事例報告
○市町村間の情報交換会
（例：通報の受け方、匿名の場合の対応、事実確認の手法等）

⇒Point■
日頃より市から県に質問や相談のある事項について、県・市町村・関係機関で
情報交換する機会を設け、事例を検討し、市町村の対応力向上を図る。

！市町村によって出席率に差があるのが課題

３ 障害者虐待防止に関する取組み
（市町村の責務・都道府県の責務）④

9

9



３ 障害者虐待防止に関する取組み
（市町村の責務・都道府県の責務）⑤

（２）関係機関との連携

①弁護士・警察・労働局との連携

事案に対して気軽に相談･情報共有を行えるよう、研修
会議等で担当者間の関係性を築く。

②市町村への助言

・対応マニュアルや事例集等の作成。
・市町村からの相談で、過去に類似した事案がある場合、
対応した市町村を紹介。

10

⇒担当職員間で直接情報共有することにより、実働的
な
連携となる。
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３ 障害者虐待防止に関する取組み
（市町村の責務・都道府県の責務）⑥

（３）障害者虐待防止アドバイザーの派遣

施設等の障害者虐待に関する問題解決や取り組みを支援するため、

「障害者虐待防止アドバイザー」として専門家を派遣しています。

【活用例】
○市町村で対応中の困難事例について助言がほしい！
○県内の障害者虐待の件数や事例を知りたい！
○施設での支援が難しい人への対応について助言がほしい！

主な派遣先：障害者福祉施設等、市町村、協議会、病院等
主なアドバイザー：弁護士、施設職員、千葉県職員等

11
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ご清聴ありがとうございました。

千葉県健康福祉部障害福祉事業課

虐待防止対策班

県・市町村間の
連携が大切です！

12

私からの説明は以上となります。
御清聴いただき、ありがとうございました。



1 総論
障害者虐待の防止

社会福祉法人 南高愛隣会
吉岡 祐二

ここからは障害者虐待の防止について話をしていきます。

内容としては

障害福祉サービス事業所としての使命（倫理、価値）についてと

障害者虐待を契機に再生した事業所の事例を紹介します。
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3 障害福祉サービス事業所としての使命－
１
●障害者総合支援法（平成25年4月1日施行）の目的規程及び理念
理念：｢全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけ
がえのない個人として尊敬されるものである｣

●社会福祉法第24条 社会福祉法人の機能
｢サービスの質の向上｣が明記
サービスの質とは
｢マネジメント・ガバナンスの質｣｢財務の質｣｢人材の質｣｢支援の質｣
｢設備・環境の質｣｢ステークホルダーに対するパートナーシップ｣

＊全ての質を磨き上げることで、虐待を防ぐことができる。

使命：｢権利の主体者である福祉サービス利用者の人権を守り、絶えず
質の高いサービスを提供に努力すること｣

まず障害福祉サービス事業所としての使命について、障害者総合支援法と社
会福祉法第24条に記載されていることを説明します。

平成25年4月1日に｢障害者総合支援法｣が施行され、目的規定において、｢基本
的人権を享有する個人としての尊厳｣が明記され、基本理念が規定されていま
す。

また、社会福祉法第24条では、社会福祉法人の機能として、｢サービスの質の
向上｣が明記されています。サービスの質とは｢マネジメント・ガバナンスの
質｣｢財務の質｣｢人材の質｣｢支援の質｣｢設備・環境の質｣｢ステークホルダーに
対するパートナーシップの質｣であり、虐待防止の基本は、全ての質を磨き上
げることにあります。

このことから、障害福祉サービス事業者としての使命は｢権利の主体者である
福祉サービス利用者の人権を守り、絶えず質の高いサービスの提供に努力す
ること｣にあります。

次に｢意思決定支援｣、｢合理的配慮｣について説明します。
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3 障害福祉サービス事業所としての使命－２
●サービス提供の基本

｢意思決定の支援｣

・様々な経験を支援するための｢社会参加｣、暮らしの中での｢選択と決定｣が

できる経験と環境の支援、様々な代替コミュニケーション支援を通した

｢表出コミュニケーション支援｣が重要。

｢合理的配慮｣

・｢障害特性に応じた人も含めた環境の提供｣であり、障害特性の理解と支援

が基本。特にアセスメント力が重要。

そして、サービス提供の基本として、｢意思決定の支援｣、｢合理的配慮｣があ
ります。

｢意思決定の支援｣、｢合理的配慮｣の説明

次に障害者虐待を契機に再生した事業所の事例を紹介します。
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4 障害者虐待を契機に再生した事業所の事例－1

●A社会福祉法人が運営する入所施設等での虐待事例
・A社会福祉法人の概要
職員数：約500名、複数の圏域で約20箇所の福祉事業を運営

主な支援対象者：知的障害者

・虐待事案及び行政処分内容
①興奮状態になった利用者に対して、職員が馬乗りになって押さえつけるなどの行為が行われ、

利用者にあばらを負うけがを負わせた。

②複数回にわたり宿直の男性職員が女性利用者に対して性的虐待を行った。

これらの虐待を把握していたものの通報せず、県に相談が寄せられたことを受けて実施した特別監査で
判明。処分内容：3ヶ月～1年間の新規契約停止

虐待事案のあったA社会福祉法人は、職員数約500名を超え、県内の複数の圏
域で福祉事業所を運営しています。主な支援対象者は知的障害者です。

行政処分を受けた虐待事案は

①興奮状態になった利用者に対して、職員が馬乗りになって押さえつけるな
どの行為が行われ、利用者にあばらを負うけがを負わせた。

②複数回にわたり宿直の男性職員が女性利用者に対して性的虐待を行なった
ことです。

虐待判明の経緯は、県に相談が寄せられたことを受けて実施した特別監査で
判明しました。県はこの法人に対して４つの施設で3ヶ月～1年の間、新たな
利用者を受け入れを停止する行政処分を行うとともに、改善報告を提出する
よう命令がありました。

次に行政処分の経緯を説明します。

4



4 障害者虐待を契機に再生した事業所の事例－2

●A社会福祉法人に対する行政処分の経緯

2012年10月 障害者虐待防止法施行

2013年2月 県の立ち入り調査

聞き取り・書類調査等（2年間）

2015年2月 行政処分

2016年2月 行政処分解除

2012年10月に障害者虐待防止法が施行されました。

2013年2月 県の立ち入り調査が入りました。聞き取り、書類調査等の期間が
2年間と長期に続いている理由としては、調査をする中で別の虐待事案が判明
し、調査等に時間を要したためです。

2年間の調査が終了し、2015年2月に行政処分がおりました。

2016年2月に行政処分が解除されるまでの間、月1回県障害福祉課、監査指導
課を訪問し、毎月の虐待防止の取り組みを報告し、県から助言等をいただき
改善に取り組んでいきました。

次に県からの具体的な改善命令の内容をみていきます。
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4 障害者虐待を契機に再生した事業所の事例－3

●A社会福祉法人に対する県からの改善命令の内容

①複数の事業所で多数の虐待や不適切な行為があったことの原因分析と再発防

止体制の整備

②性的虐待などについて、懲戒規程等に該当するか検討し、適正な人事管理上の

措置を行うこと

③利用者の特性を把握し、安全に配慮した事業所運営を行うこと

④利用者処遇や職員のモラルについて、再度職員研修を徹底し適正な処遇ができ

るよう体制を整備すること

⑤虐待の事実、原因、改善策及びその改善結果については家族等に説明すること

⑥虐待が疑われる事案については理事会に報告し、対応を検討すること

県からの改善命令の内容は記載の通りです。

①複数の事業所で多数の虐待や不適切な行為があったことの原因分析と再発
防止体制を整備すること

②特に性的虐待などについて懲戒規定等に該当するかを検討し、適性な人事
管理上の措置、つまり懲戒等の措置を実施することが求められました。

③については、利用者の特性が事業所全体で把握されていなかったことを指
摘されています。一人一人の利用者に対して統一した支援ができていなかっ
たということです。

④については性的虐待等について職員のモラルに関する研修等を実施するよ
うに指示がありました。

⑤については虐待の事実、原因、改善策を利用者の家族に説明することが求
められました。

⑥については、行政処分を受けた当時の理事会では、虐待が疑われる事案に
ついて報告がなされていませんでした。虐待事案については法人役員が把握
をし、対策を打つことを求められました。

次に虐待事案が起こった原因を説明します。
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4 障害者虐待を契機に再生した事業所の事例－4
●虐待事案が起こった原因

①障害者虐待防止法に対する理解、体制が不十分

・障害者虐待防止法施行後に虐待防止委員会を設置。

②福祉従事者としての職業倫理の不徹底

｢支援者｣と｢利用者｣の距離感が不適切
・利用者を｢呼び捨て/○○ちゃん｣と呼んでいた。

・職員が自分の携帯電話で利用者と連絡を取り合う体制となって

いた。

虐待事案が起こった原因は次の４つです。

１つ目は障害者虐待防止法に対する理解、体制が不十分だったことです。
A法人は障害者虐待防止法施行後に虐待防止委員会を設置しました。
新しい法律でどのようなことが求められているのか、そして法を順守するた
めにどのような体制を整えていくのか等の準備が十分ではありませんでした。

２つ目の原因として福祉従事者としての職業倫理の不徹底があげられます。
性的虐待等、｢支援者｣と｢利用者｣の距離感が不適切であったことがわかりま
した。

例えば、利用者の名前を｢呼び捨て｣で呼んだり、｢○○ちゃん｣と呼んだりし
ていました。また、自分の携帯電話で利用者と連絡を取り合う体制になって
いたなど、｢支援者｣と｢利用者｣の距離感があいまいになっていました。
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4 障害者虐待を契機に再生した事業所の事例－5

●虐待事案が起こった原因
③知的障害に関する知識・専門技術不足
・中途職員採用が多くなる中で、知的障害とはなどの障害特性等の

基礎的な研修を行っていなかった。

・経験主義に基づく支援に偏っていた（強度行動障害、発達障害に

ついて外部から知識・専門技術を吸収する積極性に欠けていた）。

④支援体制上の要因
・会議のあり方や支援記録の書式にバラつきがあり、利用者につい

ての情報共有が不十分であった。

３つ目の原因として、知的障害に対する知識・専門技術が不足していたこと
が挙げられます。
福祉業界は中途職員の採用が多く、加えてそれまで福祉のことを学んでいな
い方も一定数います。そういった方に対して知的障害の特性等の教育を行わ
ずに、福祉現場に入らせていたことが虐待の原因でした。

また、強度行動障害、発達障害者への支援方法について外部から知識・専門
技術を吸収する積極性にも欠けており、経験主義に基づく支援に偏っていま
した。

４つ目に支援体制上の要因が挙げられます。
例えば、A法人では複数の生活介護事業所を運営していましたが、支援記録の
書式や会議のあり方が生活介護事業所毎に違っていました。そうなると職員
が異動した場合、異動先の書式に慣れるのに時間を要したり、利用者につい
ての情報共有の方法がバラバラであるため、統一した支援が実施できていま
せんでした。

以上の４つが虐待が起こった原因であると考えました。

次にこれまであげた原因に対してどのような対策を講じたかを紹介します。

8



4 障害者虐待を契機に再生した事業所の事例－6

●原因をもとに法人として取り組んだこと

①虐待防止委員会の設置
1．虐待防止委員の選任について

・各事業所から選任

・定期的に委員を交代する

2．虐待防止委員会で何をするのか

・虐待事案が発生した場合の対応フローの整備

・支援のガイドラインの作成（障害者虐待の防止）

原因をもとに法人として取り組んだことは

①虐待防止委員会を設置することから始めました。

虐待防止委員会を設置する上で検討したことは委員の選定方法と虐待防止委
員会で何を実施するかを決定することでした。

次に委員の選定方法について説明します。
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4 障害者虐待を契機に再生した事業所の事例－7

①虐待防止委員会の設置

1．虐待防止委員の選任について

・各地区や事業種毎（就労系、生活介護等）に必ず1名の委員を配置する。

・定期的に委員を変更し、委員会の活性化、職員の学びの場とする。

【外部委員】 4名

弁護士
親の会会長
他社会福祉法人の虐待防止責任者
大学教員

【法人内委員】 6名

委員長（A地区 法人役員）
委員 B地区
委員 C地区
委員 D地区（日中事業所）
委員 D地区（生活系事業所）
委員 E地区

虐待防止委員の選定の方法として、A法人は県内で５つの圏域に分かれて事業
を実施していたことから、各地区から委員を1名だすこと。

加えて委員が配置されている事業の種類（生活介護や就労継続、グループ
ホーム）で重なりがないように工夫しました。

事業種の重なりがないように工夫した理由としては、事業種毎で虐待防止対
策が異なると考えたからです。

また、委員の変更がなければ委員会がマンネリ化することから、定期的に委
員を交代することにしました。定期的に委員を変更することで、委員会が活
性化し、職員の学びの場にもなっています。

また、虐待防止対策は法人内だけで実施していては効果的ではありません。

法人外の有識者から定期的に意見をいただき、虐待防止施策の改善を行いま
した。
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4 障害者虐待を契機に再生した事業所の事例－8
①虐待防止委員会の設置
2．虐待防止委員会で何をするのか
虐待が発生した場合の対応フローの整備

○委員会設立当初：法人内での虐待事案について
虐待にあたるか否かの検討を実施

○現在：｢虐待があった｣と疑われる場合
→自分たちで｢虐待にあたるかどうか｣を判断するのではなく、
明らかに事実なしの場合以外は市町村へ報告する仕組みへ。

効用：虐待の疑いを施設内で抱えることがなくなった。

次に虐待防止委員会で実施したこととして、虐待事案が発生した場合の対応
フローを整備しました。

委員会設立当初は法人内で虐待事案が発生した場合、虐待に当たるか否かを
虐待防止委員会で検討していました。委員会で虐待に当たるか否かを検討し
た場合、どうしても｢虐待ではない｣という結論になりがちでした。これでは
虐待の疑いを施設内で抱えることになり、隠ぺいの可能性が高くなるため、

現在では、委員会で｢虐待にあたるかどうか｣を判断するのではなく、明らか
に事実なしの場合以外が市町村へ報告する仕組みとしました。

このような仕組みにしたことで虐待の疑いを施設内で抱えることがなくなり
ました。
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4 障害者虐待を契機に再生した事業所の事例－9
①虐待防止委員会の設置
2．虐待防止委員会で何をするのか
虐待が発生した場合の対応フローの整備

【対応フローのポイント】
・虐待の疑いのあった事業所の担当者以外の管理者が利用者の聞き
取りを実施（隠ぺいを防ぎ、事業所の風通しをよくするため）。

・虐待の事実なしと認定された場合も、虐待防止委員会で共有を行
い、法人の経営層へ報告。法人全体として事案（経験）を積み重ねて
いくため。

次に虐待が発生した場合の対応フローのポイントとしては、

虐待の疑いのあった事業所の管理者やサービス管理責任者が事案について調
査ができない、仕組みとしました。

虐待の疑いのある事業所の管理者等が事案の調査を実施すると、隠ぺいする
可能性が高いからです。

A法人では、例えば、A生活介護事業所で虐待事案が発生した場合は、別の地
区の生活介護事業所の管理者等が事案の調査を行っています。

このような仕組みを作ることで隠ぺいを防いでいます。

また、虐待の事実なしと認定した事案であっても、どのような理由で虐待が
疑われたのかを法人内で共有する仕組みとし、虐待の芽を見逃さない契機と
しています。
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4 障害者虐待を契機に再生した事業所の事例－10
原因をもとに法人として取り組んだこと

②支援のガイドラインの作成及び活用

【作成の目的】

・支援のバラつきを標準化する。

・職員の支援ツールを増やす。

・新たに赴任した職員が、支援ガイドラインを参考にしな

がら職務にあたることができるようにする

（最低限の職務ルールを理解して、業務にあたる）。

次に法人として取り組んだことは

②支援のガイドラインを作成し活用したことです。

A法人では倫理綱領は規定されていましたが、支援のバラつきを標準化するよ
うな内容ではありませんでした。

また、新たに赴任した職員が支援のガイドラインを参考にしながら業務にあ
たることのできる内容としました。
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4 障害者虐待を契機に再生した事業所の事例－11

②支援のガイドラインの作成及び活用

【作成にあたってのルール】

・現場で支援する職員が行動に移すことができるガイドラ

インとすること（抽象的な内容は×）。

・ガイドライン一つの項目に対して、A４で1枚にまとめる。

・ファイルを全職員に配布、毎月の振り返りを実施する等、

運用方法を整える。

支援のガイドラインの作成にあたってのルールは、

現場で支援する職員が行動に移すことができるガイドラインとすること。

抽象的な内容ではないように工夫しました。

例えば、｢利用者に寄り添った支援を心がける｣というガイドラインにした場
合、｢寄り添った支援｣の捉え方が個々の職員で異なるような内容ではないよ
うにしました。

また、一つのガイドラインの内容も文章量を極力少なくし、中途採用職員が
理解しやすい内容となるよう工夫しました。
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4 障害者虐待を契機に再生した事業所の事例－12

②支援のガイドラインの作成及び活用

【ガイドラインの例】

・利用者さんへの言葉遣いについて

ガイドライン：利用者さんのことは｢○○さん｣と呼びましょう。

効用：利用者のことを常に｢○○さん｣と呼ぶことで、利用者

に対して感情的な対応をとることが減った（乱暴な言

葉遣いが減った）。

ポイント：行動を変える→意識が変わる

支援のガイドラインの例として

｢利用者さんのことは｢○○さん｣と呼びましょう｣というものがあります。

A法人はこれまで利用者のことをちゃん付で呼んだり、愛称で呼ぶことが状態
化していました。このような状態では、｢支援者｣と｢利用者｣の距離感が不適
切となることから、利用者の呼称については、全て｢○○さん｣に統一しまし
た。

利用者の呼称を統一したことで、利用者に対して感情的に対応すること（例
えば乱暴な言葉遣いが減りました）が減りました。

行動を変えることによって、利用者への支援の意識が変化してきました。
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4 障害者虐待を契機に再生した事業所の事例－13

●原因をもとに法人として取り組んだこと

③支援技術の向上

研修内容の整理及び計画

職業倫理、知的障害の基礎知識、虐待防止、医療マニュアル、

感染症予防等、働く上で必要な技術や知識を整理し、

研修実施方法、時期等を計画した。

ポイント：研修内容は座学だけでなく、グループワークを取り

入れ、主体的に研修に参加できるように工夫した。

次に支援技術の向上に取り組みました。

現場で支援をする上で必要な知識や技術を整理して、研修の年間計画を立案
し、進捗管理をおこないました。

研修内容は座学だけでなく、グループワークを取り入れ、研修に主体的に参
加できるように工夫しました。
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4 障害者虐待を契機に再生した事業所の事例－14

●原因をもとに法人として取り組んだこと

④仕組みの整理
1．マニュアルの作成

行動制限についての手続き、記録方法等

事故報告についての手続き、書式の整理等

2．書式の統一、整理
支援記録表、ヒヤリハット、服薬ミス報告書などの

書式を統一した。

目的：余裕をもって支援にあたる時間を切り出すため。

次に仕組みの整理を行いました。

行動制限や事故報告についての手続きや記録方法の整理を行いました

書式等を統一することで、余裕をもって支援にあたることができるようにな
りました。
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4 障害者虐待を契機に再生した事業所の事例－15
●原因をもとに法人として取り組んだこと

⑤力をつけた職員を辞めさせない仕組み
1．給与水準を上げる取り組み

手当や基本給変更、処遇改善加算等も利用

2．残業を減らす、休憩時間の確保等の労働環境の改善

IT化（支援記録の電子化等）、利用者から離れて休憩をとる体制の工夫

3．中途採用職員の受け入れ体制の整備

プリセプター（相談役）を付け、困った時にすぐに相談できる体制作り。

4．職員行事（運動会、仕事初め式）の実施

褒める文化の構築

効用：職員のストレス軽減、余裕をもって支援にあたることができるようになった。

最後に｢力をつけた職員を辞めさせない仕組み｣について説明します。

力をつけた職員を辞めさせない仕組み作りを行いました。

つまり離職率を下げることを目的に記載のような取り組みを実施しました。

1．給与水準について、同業他社の給与水準を調査し、基本給の変更を実施し
ました。

2．これまでサービス残業が常態化していたため、業務の整理を行い残業時間
の軽減を図りました。

3．中途採用職員が不安なく業務を実施できるように相談役を付けました。

4．職員行事等を通して、褒める文化を構築しました。

このような取り組みによって職員のストレスは軽減しました。
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4 障害者虐待を契機に再生した事業所の事例－16
現在のA法人の状況及びまとめ

離職率 行政処分を受けた当時15％→現在約9％

↓

組織の成長が図れる

↓

支援の質が上がる

冒頭で述べた、サービスの質を磨き上げることが虐待防止
の基本

最後に現在のA法人の状況ですが、虐待が発生した時期よりも離職率が大幅に
低下し、組織の成長が図れています。

離職率が低下することによって、支援の質も向上し、不適切な支援等も減っ
ています。

冒頭に述べた通り、サービスの質を磨きあげることが虐待防止の基本なので
す。
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Ⅱ 通報の意義と通報後の対応

曽根 直樹

日本社会事業大学 専門職大学院

通報義務については、「犯罪を通報する」という用例の連想から、消極的になる人も
いることから、むしろ早期の誠実な通報が、利用者への虐待被害を最小限にとどめ
るだけでなく、虐待がエスカレートすることを防止することにより、虐待した職員や施
設の管理者、設置者、施設・事業所に対する刑事責任、民事責任、行政責任、道義
的責任の追及を最小限にとどめることにつながり、すべての人を救うことにつながる
こと、及び、通報後の虐待防止の取り組みが、サービスの質の向上につながる、と
いう積極的・前向きな意味をもつことを伝えることを目的とする。
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1．障害者虐待を受けたと思われる
障害者を発見した場合の通報義務

障害者虐待防止法

第16条

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受け
たと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを
市町村に通報しなければならない。

→虐待を受けたのではないかという疑いをもった場合、

事実の確認ができなくても、法律上、速やかな通報義

務が生じる。

通報は、事実確認を前提とした「虐待を受けた障害者を発見した」者ではなく、事実
確認を前提としない「虐待を受けたと思われる障害者を発見した」者に義務づけら
れていることを確認する。
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○身体的虐待の事案
精神障害者のグループホームの女性利用者を診察した病院は、腕や足の打撲に「虐待の疑い

がある」としてそのまま入院させた。グループホームの元職員は、グループホームを運営する法人
の理事長から利用者が虐待を受けていると通報した。利用者のメモには、「顔、おなかをたたかれ、
けられました。」などと書かれていた。

○性的虐待の事案
障害児の通所施設の職員が、利用している複数の女児の下半身を触り、撮影したとして逮捕さ

れた。加害者の職員は裁判で「障害のある子どもなら、被害が発覚しないと思った。」と述べた。

○心理的虐待の事案
施設の職員から、施設幹部による入所者への暴言が続いていると通報が寄せられた。職員に

手を出した入所者に「おまえ、この野郎、外だったらボコボコにするぞ」などと詰め寄ったり、入所
者を「てめえ」と怒鳴って小突いた、などとされている。

○放棄・放置の事案
障害者支援施設の職員が、利用者が食事を食べないと目の前でバケツに捨てる、大きな外傷

があっても受診させないなどの虐待をしたことが、自治体の検査で確認された。

○経済的虐待の事案
グループホームの職員が、利用者の給料を本人の代わりに預金口座に入金する際、一部を入

金しないなどして着服を重ねていた。被害を受けた障害者は20人近く、着服額は1,500万円以
上に及んだ。

虐待事案の例 （障害者福祉施設従事者等による虐待報道を参考に作成）

虐待防止法施行後に報道された虐待事例を伝える。各事案のポイントは次の通り。

身体的虐待では、虐待者が法人理事長であったこと、性的虐待では、幼児性愛の
者が職員募集に応募、採用され、利用者の障害につけ込んで虐待行為に及んでい
ること、心理的虐待では、施設幹部が虐待者となっていること、放置・放棄では、施
設職員が虐待を知っていたはずなのに通報せず、自治体職員の検査で発見された
こと、経済的虐待では、法人の管理が不十分であったため、職員の着服が長期間
発覚せず被害が甚大になっていたことを伝える。
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入所者殴り骨折 施設は虐待を事故として処理

県警は、身体障害者支援施設に入所中の男性（７６）を殴り骨折させたとして、傷害の疑
いで介護福祉士の容疑者（２９）を逮捕した。
男性は骨折など複数のけがを繰り返しており、県警は日常的に虐待があった可能性もあ

るとみて慎重に調べている。
県警によると、約１カ月前に関係者からの相談で発覚同施設を家宅捜索した。

同施設を運営する社会福祉法人は男性の骨折を把握していたが、虐待ではなく「事故」と
して処理していた。

福祉施設で暴行死 施設長が上司に虚偽報告

知的障害のある児童らの福祉施設で、入所者の少年（１９）が職員の暴行を受けた後に
死亡した。また、施設長が２年前に起きた職員２人による暴行を把握したが、上司のセン
ター長に「不適切な支援（対応）はなかった」と虚偽の報告をしていたことが分かった。
県は、障害者総合支援法と児童福祉法に基づき、施設長を施設運営に関与させない体制

整備の検討などを求める改善勧告を出した。
県はこれまでに、同園の元職員５人が死亡した少年を含む入所者１０人を日常的に暴行

していたことを確認。別の職員も入所者に暴行した疑いも浮上した。
（※最終的に、１０年間で１５人の職員が２３人の入所者に虐待していたことが判明）

4

身体障害者支援施設の事例

法人が、職員の虐待による骨折であることを分かっていながら、「事故」として嘘の
記録を書かせていた。
知的障害者施設の事例
施設長が、2年前に職員が利用者を虐待したことを知っていながら、上司のセンター
長に虐待はなかったと嘘をついていた。
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障害者暴行事件 幹部職員ら証拠隠滅容疑で逮捕（続報）

入所者に暴行したとして元職員らが逮捕された事件で、施設を運営する社会福祉法人
の幹部職員ら３人が、事件後に行われた内部調査の文書を廃棄したとして証拠隠滅の疑
いで警察に逮捕された。
文書には入所者の男性が暴行を受けた際の目撃証言が記載されていたと見られている。

障害者施設暴行 職員補助と職員の２人を傷害で起訴

A市の知的障害者支援施設で、入所者の男性（２８）が腰の骨を折るなどの重傷を負っ
た事件で、地検は２日、同施設の職員（２５）と職員補助（２２）を傷害罪で起訴した。
両被告は共謀し、施設内で男性入所者の腰付近を数回蹴ったり、左肩付近を殴ったりし

て腰の骨を折るなどのけがをさせたとしている。
両被告は容疑を認め、「言うことを聞かず腹が立った」などと供述している。事件以前か

ら日常的に暴力を振るっていたことも認めているという。
また、別の施設でも、入所者の５０代女性が体についたあざについて「被告にやられた」

などと話している。法人は「コメントは控える」とした。

施設の幹部職員が、虐待の事実を隠蔽しようとして逮捕された事案。
不正な手段に対する対応は、徐々に厳しくなってきている。
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これらの深刻な虐待事件に共通し
ていることは何でしょうか？

共通していることの背景には、何
があるでしょうか？

深刻な虐待報道で共通していること、その背景で共通していることを、3～4人でグ
ループになって5～10分話し合う。
その後、いくつかのグループに発表してもらう。

共通していることとして、虐待を隠していたことで虐待行為がエスカレートし、利用者
に重症を負わせたり死亡させたりする取り返しのつかない被害を与えてしまったこと。

共通している背景として、管理的立場にある職員が、虐待を隠すために嘘をつき、
隠蔽しようとしていたことなどが挙げられる。
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もし、あなたが、同僚職員が利用者に虐
待したのではないかと疑いを感じたら
どうしますか？

何人かに、同僚職員が利用者に虐待したのではないかと疑いを感じたらどうするか
発表してもらう。
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市町村障害者虐待防止センター

通
報
義
務

相談 相談

通
報
義
務

通
報
義
務

Ａ施設

虐待を受けたと
思われる障害者
を発見した人

サービス管理
責任者

施設長
管理者

A施設で現場の職員が虐待の疑いを感じたら、その職員に通報義務がある。

しかし、職員が上司であるサービス管理責任者に相談する場合もある。そのときに、
サービス管理責任者も虐待の疑いを感じたら、その人にも通報義務が生じる。

さらに、サービス管理責任者が、上司である管理者に相談する場合もある。そのと
きに、管理者も虐待の疑いを感じたら、その人にも通報義務が生じる。

要するに、施設内で虐待の疑いが生じたら、通報しないで済ませることはできないと
いうこと。
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通報しないで済ませることはできません

・虐待の疑いを感じた職員には通報義務が生じます。

・サービス管理責任者も、職員の相談内容から虐待

の疑いを感じたら、通報義務が生じます。

・管理者も、職員やサービス管理責任者の相談内容

から虐待の疑いを感じたら、通報義務が生じます。

前のスライドのポイントの確認。

9



通報しないで済ませたら・・・

・事業所の中で抱え込んでいる内に、虐待がエスカレートします。

・通報しなかったことがバレるので、通報できなくなります。

・良心的な職員は、不信感を抱いて辞めて通報します。

・虐待がエスカレートし、利用者に取り返しのつかない被害を与えてしまいます。

・行政と警察が介入します。

・通報しなかったことは、「悪質な隠蔽」とみなされ、厳しく処分されます。

※ 新聞記事の実例から教訓を学びましょう。

通報しないで済ませたらどうなるか、シュミレーションしてみる。

結果として、通報しないで済ませた場合、どんどん悪い方向に事態が進むことを知
る。
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通報は、すべての人を救う

・利用者の被害を最小限で食い止めることができる。

・職員の処分や刑事責任、民事責任を最小限で留めるこ

とができる。

・理事長、施設長など責任者への処分、民事責任、道義的

責任を最小限で留めることができる。

・施設、法人に対する行政責任、民事責任、道義的責任を

最小限で留めることができる。

通報は、そのときは苦しいかもしれないが、結果としては全ての人を救う道につなが
る。

11



3,140 

3,435 

2,023 

465 

621 

629 

409 

391 

174 

144 

153 

54 

38 

27 

32 

16 

11 

767 

1,126 

1,093 

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

本人による届出

当該施設・事業所設置者・管理者・事業所職員

家族・親族

相談支援専門員・障害者福祉施設従事者等

近隣住民・知人

当該施設・事業所元職員

当該市町村行政職員（H27～）

他の施設・事業所の職員（H27～）

警察

医療機関関係者

当該施設・事業所利用者（H27～）

運営適正化委員会

教職員

居宅サービス事業等従事者等（H26～）

成年後見人等（H27～）

当該施設・事業所で受け入れをしている実習生（H27～）

民生委員

相談支援専門員

その他

不明

施設従事者による虐待（相談・通報者）

※平成24年度～平成30年度の累計（複数回答）

施設従事者による虐待の相談・通報件数の内訳（平成24年度～平成30年度の累計（複数回答）

・虐待があった施設・事業所が自ら通報する件数が多い
・一方、虐待があった施設・事業所を退職した元職員が通報する件数も一定ある

（※ 在職中は、通報することができなかった可能性）

施設従事者による虐待を通報しているのは、虐待があった施設の職員が正直に通
報している事例が最も多い。

一方、虐待があった施設の元職員による通報も毎年一定数ある。施設在職中には
通報できなかったのはなぜか、考えてもらい、何人かに発表してもらう。

施設にいるときは、通報したことが分かってしまった場合、施設側から不利益な扱い
を受けるのではないか、同僚職員から仲間はずれにされるのではないか、といった
不安があった。
そのような不安を感じさせるような施設の雰囲気があったということ。
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施設従事者による虐待（平成25年度を１とした場合の当該施設の通報比率）

・虐待があった施設・事業所が、自ら通報する割合が毎年増えている。
（※ 法の浸透が考えられる）

虐待があった施設が、正直に自ら通報する割合は、年々高くなっている。
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14

障害者総合支援法 第110条・第111条
市町村・都道府県が同法に基づく職務権限で立ち入り調査を行った場合に、虚
偽の報告若しくは虚偽の物件の提出、虚偽の答弁等を行った者を30万円以下の
罰金に処すことができる。

身体障害者の支援施設の事案では、警察が虐待を行った職員を傷害、暴行の
容疑で地方検察庁に書類送検し、併せて行政の立ち入り調査に対し、虐待をし
ていないと虚偽答弁をしたとして、職員を障害者総合支援法違反容疑でも送検。

これらの深刻な虐待に至ってしまった事案について、もし、虐待に気づいた
段階で適切に通報することができていれば、行政による事実確認と指導等を通
じて、その後の虐待の再発防止に取り組むことができ、取り返しがつかないよ
うな事態には至らなかったと考えられる。

障害者福祉施設従事者等における障害者虐待が起きてし
まった場合の対応の基本となるのは、「隠さない」「嘘を
つかない」という誠実な対応。

立ち入り調査等の虚偽答弁に対する罰則規定

行政が、障害者総合支援法に基づく権限行使で立ち入り調査を行った場合に、質
問に嘘をついたり、改ざんした記録を提出したりした場合、刑事罰を受ける場合が
ある。
隠さない、嘘をつかない、誠実な対応が求められる。
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2．通報後の通報者の保護
障害者虐待防止法
第16条

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見し
た者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。

→ 通報義務

２ 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けた障害者は、その旨を市町
村に届け出ることができる。
→ 本人による届け出

３ 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の
規定による通報（虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同
じ。）をすることを妨げるものと解釈してはならない。
→ 守秘義務の解除

４ 障害者福祉施設従事者等は、第一項の規定による通報をしたことを理由とし
て、解雇その他不利益な取扱いを受けない。
→ 通報者の保護

通報することは法律上の義務であり、守秘義務が解除されているため、通報したこ
とにより守秘義務違反には問われない。

また、通報したことで解雇など不利益な取り扱いをすることは、法律上禁止されてい
る。
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虐待を発見した職員が通報を躊躇する要因

・通報したことで、施設・事業所から不利益を被るのではないか。
・施設・事業所や利用者に、事実確認調査によって迷惑がかかるのではないか。
・仲間の職員との関係が悪くなるのではないか。

職員の通報に対する心理的な抑制を軽減する
次のようなことを職員に伝え続ける

・匿名でも行政に通報することができる。
・通報を受けた行政には、通報者の秘密を守る義務がある。
・通報によって、施設・事業所の支援の改善につながっている。
・通報は全ての人を救うことにつながる。

虐待を発見した職員が、通報を躊躇する原因を考える。

また、通報を躊躇するような心理的抑制を軽減するために、施設側が日頃から職員
に伝えるべきことを考える。
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障害者や家族の立場の理解

・知的障害等で言葉のコミュニケーションが難しい人は、虐
待を訴えることができない。

・入所施設にいた障害者は、「職員の顔色を見て生活してい
た」と言う。

・障害者の家族も、「お世話になっている」という意識から、
施設の職員に思っていることを自由に言えない立場に置か
れている。

障害者福祉施設等の管理者や職員は、障害者や家族がこの
ような意識を働かせていることを常に自覚し、虐待の防止に
取り組む必要がある。

利用者やその家族が、職員の虐待に気がついてもそのことを訴えることができない
立場に置かれていることを知る。
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虐待防止の責務

法人の理事長、障害者福祉施設等の管理者には、障害者福祉施設等が障害者の人
権を擁護する拠点であるという高い意識と、そのための風通しのよい開かれた運営
姿勢、職員と共に質の高い支援に取り組む体制づくりが求められる。

障害者虐待防止法
第15条

障害者福祉施設の設置者又は障害福祉サービス事業等を行う者は、障害者福祉施
設従事者等の研修の実施、当該障害者福祉施設に入所し、その他当該障害者福祉施
設を利用し、又は当該障害福祉サービス事業等に係るサービスの提供を受ける障害
者及びその家族からの苦情の処理の体制の整備その他の障害者福祉施設従事者等に
よる障害者虐待の防止等のための措置を講ずるものとする。

人権意識は、管理者のゆるぎない意識と姿勢により組織として醸成される
・支援理念を明確に掲げる
・虐待防止委員会の設置により組織的に取り組む
・マニュアルの作成、チェックリストの実施等、具体的に取り組む

法人の理事長、施設の管理者には、法律上、虐待防止の責務が定められている。
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施設従事者による虐待（虐待者の職種）※平成24年度～平成30年度の累計利用者を虐待した職員の職種（平成24年度～30年度の累計）

管理者・サービス管理責任者
設置者・経営者という

管理的立場の職員による虐待が
第２位！

しかし、利用者を虐待した職員の職種では、生活支援員に次いで、管理的立場にあ
る職員による虐待が多い。本来は、虐待防止に先頭に立って取り組まなくてはなら
ない職種であり、深刻な問題。
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大前提として必要な「支援の質の向上」

虐待防止の前に、利用者のニーズを充足し、望む生活に向
けた支援を行うことが基本。

障害者福祉施設等の職員は、支援の質の向上はもちろん、
利用者や家族の意向を踏まえたサービスの提供が重要。

虐待防止の大前提として、利用者主体の質の高い支援を提供するという、高い志が
必要である。
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虐待防止に向けての体制整備

社会福祉法人 北摂杉の子会

理事長 松上利男
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虐待防止法の施設虐待に対する対応スキーム

•虐待防止法の施設虐待に対する対応スキームとは、
言うまでもなく通報義務と施設内の体制整備のことである。

•（袖ケ浦総合福祉センターでの虐待について）
事件後の調査によって、複数の職員による継続的な虐待行為が続いてお

り、
それにも関わらず職場の誰も通報しなかったし、
支援記録や支援日誌にそうした事態が記録されることがなかった。

•施設内に虐待防止委員会や第三者苦情委員会が設置され、
ヒヤリハット委員会まで開催されていたが、
そうした組織内チェック機構に問題が提起されることもなかった。

国学院大学教授 佐藤彰一(2016年)

障害者虐待防止法の施設虐待に対する対応スキームは、通報義務と施設内の
体制整備です。しかし、2013年11 月26 日に千葉県袖ケ浦総合福祉センター
養育園で利用者が、職員から暴行を受けた後、病院に救急搬送され死亡する
という事件が起こりましたが、施設内には、虐待防止委員会、第三者幾条委
員会、ヒヤリハット委員会などが設置されていましたが、組織として機能し
なかったという問題があります。本日お話ししたいことは、体制整備ととも
に、組織を動かすマネジメント、ガバナンス、運営管理者の責務などのつい
て皆さんとともに学んでいきたいと思います。
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合計(実人数）： １5人 23人

千葉県袖ヶ浦福祉センターにおける虐待事件
【経緯】

【確認された状況】平成16年度から平成25年度までの10年間

・2013年11 月26 日に、養育園の利用者が職員の暴行を受けた後、病院に救急搬送され死亡
→3 月11 日傷害致死容疑で逮捕・3 月31 日起訴

・これを受け、昨年12 月から本年2 月にかけて、計28 日間養育園及び更生園等に対する立入検査を実施
→職員延べ約350 人を対象

虐待の内容 虐待者(職員) 被虐待者(利用者)

身体的虐待 11人 17人

性的虐待 2人 2人

心理的虐待 3人 4人

虐待者は延べ16人
※この他に虐待を行った疑義のある者3
人

虐待発生後、県による立ち入り検査を実施しましたが、平成16年度から虐待
による利用者の死亡事件が発生した平成25年度までの10年間で身体的虐待、
性的虐待、心理的虐待が確認され、虐待した職員15名、虐待を受けた利用者
が25人いたことが明らかになりました。10年間にわたる様々な利用者に対す
る虐待を放置した結果、虐待による利用者の死亡に繋がったといえます。
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県の立入検査による主な事実認定について

(1) 養育園 第2寮における虐待について

・平成23年5月から平成25年11月までに、5人の暴行が確認された
・平成23年3月頃に、別の1人の暴行が確認された
・平成23年度に、他3人の暴行の目撃証言がある(3人は自ら否認)
・平成19年4月に、別の1人の暴行も確認された
・暴行に至った5人のうち2人の供述要約は以下の通り
（2人のうち1人は平成26年3月11日に傷害致死容疑で逮捕)
⇒各職員とも初めから暴行するつもりはなく、
支援に行き詰った際、先輩等の暴行を見る中で安易に暴行に至った

(2) 虐待の目撃者について

・この5人の暴行を目撃した3人は、見て見ぬふりをして上司への報告や通報はしていない
・平成23年3月頃の暴行の目撃者は、注意はしたものの報告や通報はしていない
・当該職員が行った別の暴行の目撃者は、注意もできず同僚に話しただけだった
・別の疑義案件である暴行の目撃者は、驚いたのみで何も対応しなかった

県の立ち入り検査による事実認定で明らかになったことは、「職員は初めか
ら暴行するつもりはなかったが、支援に行き詰った際に、先輩の利用者に対
する暴行を見て、安易に暴行に至った」というものです。また、職員の利用
者に対する暴行を職員は見ていたのですが、「見て見ぬふりをした」あるい
は「注意はした」が「上司に報告や通報はしなかった」、「注意もできず、
同僚に話だけした」「驚いて、何も対応しなかった」との対応が明らかにな
りました。このことから、組織的な教育研修の重要性、通報の大切さを学ぶ
ことが出来ます。
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県の立入検査による主な事実認定について

(3) 施設長等の対応について

・平成23年12月、4人(うち1人は逮捕者)の職員の暴行/疑義について、別の職員が上司に報告(通報)

・平成24年1月、施設長/サブマネージャーが、この4人に事情聴取
・うち2人(1人は逮捕者)に関しては、暴行を確認し指導した
・施設長は、この平成24年1月の指導後、この2人への個別指導も含め具体的な指導を行っていない
・センター長/前理事長においても、組織的な対策をとっていない

(4) 外部への報告について

・これらの暴行/疑義に関する情報について、県はもとより、理事・評議員会、事業団内虐待防止員会、
外部機関による第三者評価の機会等において一切報告されていない

また、施設長等管理者の対応ですが、虐待をした職員への「具体的な指導は
行わず、組織的な対策を取っていない」ことが明らかになりました。そして、
県、評議員会。理事会、虐待防止委員会への報告を一切していません。管理
者の責務について、後程説明しますが、管理者としての責務を果たさなかっ
たことが死亡事件に繋がったことになります。
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なぜ虐待(暴行)が行われていたのか

1. 人材育成や研修、職場環境、人員配置

(1)

【職員の資質や職場環境の問題】
虐待(暴行)の原因のひとつには、個人として以下の問題が挙げられる
・支援スキルが不十分
・また、虐待防止についての基礎知識がない

支援に行き詰り、行動障害を抑える為に暴行に至った面があることは否定できない

(2)

【職員配置の問題】
センター全体の職員数は、法令上の基準を大きく上回っている
しかし、各寮の業務/支援内容や時間帯、利用者の生活スケジュールに応じて、
場面ごとで適切な人員配置 がなされていたとは言い難い

先程、「支援に行き詰って、暴行に至った」と話しましたが、虐待・暴行の
要因として、職員の「支援スキルの不十分さ」「虐待防止、人権意識のな
さ」にあります。そして、職員数については、法令上の基準は大きく上回っ
ていたのですが、利用者の生活スケジュールに応じた適切な必要とされる職
員配置がなされて否かってことが明らかになりました。利用者中心の暮らし
ではなく、職員の生活が優先された利用者の暮らしになっていたといえます。
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2. 幹部の管理体制、虐待防止体制・事故等に関する情報共有

(1)

【幹部の資質・能力、管理体制の問題】
・平成24年1月、事業団幹部は養育園第2寮における暴行に関する情報を一部得ていた
・しかし、必要な対策をとらなかった
・また、幹部は支援現場にほとんど足を運ばず、職員との意思疎通や業務実態の把握も
不十分だった。この為、職員配置の問題も放置。

・一部幹部は、虐待/疑義について「なるべく相談・報告しないようにしよう」という雰囲気を蔓延。
・結果、事業団における虐待防止体制が機能不全に陥ったと考えられる。

(2)

【虐待防止体制の整備・運用の問題】
・事業団においては、職員に対し虐待防止・権利擁護に関する研修を実施しており、
虐待防止委員会も設置形の上では虐待防止体制を整備していた

・しかし、市町村等への通報も前提とした虐待防止体制がつくられていなかった。
・また、一部の職員は、障がい特性や行動障がいのみならず、権利擁護についての理解が不足
・幹部職員も、虐待防止に向け具体的な対策を執ろうという意識が欠けていた

(3)

【事故等に関する情報共有の問題】
・虐待防止の観点から、
不適切な対応や事故(ヒヤリハット)の段階で問題点を検証し改善することも必要

・しかし、事故等の集計は一部あったものの、職員間で討議・報告を行う機会が十分ではなかった

幹部の資質・能力、管理体制の問題については、「暴行に関する情報を一部
得ていたにも関わらず、必要な対策をとらなかった」ことや「幹部は支援現
場にほとんど足を運ぶことはなく、職員との意思疎通や業務実態の把握も 不
十分だった」ことが明らかになりました。このセッションのテーマである
「虐待防止体制の整備・j運用については、「市町村等への通をも前提とした
虐待防止体制がつくられていなかった」 また、「一部の職員は、障がい特
性や行動障がいのみならず、権利擁護についての理解が不足していた」こと
や「幹部職員についても、虐待防止に向け具体的な対策を執ろうという意識
が欠けていた」ことが明らかにされています。組織的には虐待防止委員会等
が設置されていましたが、組織的な運用の中で機能していなかったことにな
ります。
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施設における人権侵害に至る要因
-大阪知的障害者福祉協会報告より-

•組織上の問題

•人的要因

•物理的要因

【要因】

•管理者をはじめ現場の支援者の人権意識が希薄

•行動障がいのある利用者支援に係る専門的知識の欠如、援助技術・技能が未熟

•専門的に助言・指導するスーパーバイザーが不在

【支援現場における共通する点】

『障がいのある人の尊厳を守る 虐待防止マニュアル』 一般社団法人 大阪知的障害者福祉協会

大阪知的障害者福祉協会が「施設における人権侵害に至る要因」をまとめて
いますが、その要因は「組織上の問題」「人的要因」「物理的要因」の3点
であり、「支援現場における共通する点として「管理者をはじめ現場の支援
者の人権意識が希薄」「行動障がいのある利用者支援に係る専門的知識の欠
如」「援助技術・技能が未熟」「専門的に助言・指導するスーパーバイザー
が不在」が指摘されています。「行動障害者」への支援、や「スーパーバイ
ザーの有用性」については、後に詳しくお話ししたいと思います。袖ヶ浦総
合福祉センターにおける虐待・利用者の死亡事件についての事実認定から虐
待防止の体制整備につての重点がこの表のまとめから導き出されていると思
います。

、
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虐待事案のあった事業所の共通した課題
-マネジメント・ガバナンス・組織運営の課題-

【ガバナンス】

・「理念」「使命」「ビジョン」の欠如
・長期目標(運営方針)の欠如
・理事会/評議員会の形骸化、組織としての牽引体制の欠如
・コンプライアンスの欠如
・組織的な事業所運営の問題

→役割分担や指揮命令系統、責任の所在等が不明確
・苦情解決/説明責任の問題(特に家族に対する）
・職員や関係機関との連携(連絡調整/問題解決等)の欠如

【利用者支援】

【人材の育成】

・組織的計画的な採用と育成がなされていない
・特に自閉症についての障がい特性、行動障がいの理解と支援についての専門性の欠如
・利用者支援におけるＰＤＣＡサイクルの欠如
・利用者支援についての組織的運営の欠如
→職員間の情報の共有化、連携、方針決定、役割分担等

・利用者に対する人権意識や支援についてのコアバリューの欠如
・スーパービジョンの欠如
・利用者支援における関係機関等との連携の欠如

同じく大阪知的障害者福祉協会の『障がいのある人の尊厳を守る 虐待防止マ
ニュアル』 に詳しくまとめられた「虐待事案のあった事業所の共通したマネ
ジメント・ガバナンス・組織運営の課題です。ここに示された課題を解決し、
実行することが虐待防止体制整備に求められていることになります。
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運営管理者の責務

虐待防止体制の整備とその適切な運用について、運営管理者の役割は重要で
す。運営管理者の責務について、お話ししたいと思います。
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運営管理者の責務

理事長・施設長の責務の一つは、明確な組織としての「理念」（何故組織は存在す
るのか）「ミッション」（何を成すべきなのか）を示し、その「理念」と「使命」に
基づく長・中期計画（ビジョン・未来のあるべき姿）を策定し、PDCAサイクルを回
し続ける組織的運営をすることにあります。
しかし、どんなに立派な「理念」や「ミッション」「ビジョン」があっても、それ

を実現するのは職員です。理事長・施設長の二つ目の責務は、現場力を高めること、
人材育成です。人材育成を組織的に行うには、組織的計画的な人材の採用と育成、対
人援助専門職としての倫理と価値を自覚した質の高いサービス提供が出来る対人援助
技術習得のための研修の提供です。人材育成の基本は、OJTを基本としたスーパーバ
イザーによるスーパービジョンです。スーパーバイザーの養成が求められますが、外
部スーパーバイザーによるスーパービジョンも一つの方法としてあります。

『障害者福祉施設における障害者虐待の防止と対応の手引き』 より

『障害者福祉施設における障害者虐待の防止と対応の手引き』に運営管理者
の責務がまとめられています。理事長・施設長の責務の一つは、明確な組織
としての「理念」「ミッション」を示し、その「理念」と「使命」に基づく
長・中期計画（ビジョン・未来のあるべき姿）を策定し、PDCAサイクルを
回し続ける組織的運営をすることです。特にPDCAサイクルを回し続けるこ
と、すなわち年間計画について月々の進捗管理を行うことです。当たり前の
ことですが、実行されていない組織が多いように思います。虐待防止体制の
整備については、虐待防止委員会の年間計画を必ず策定して、月々進捗管理
をすること、このことにつきます。二つ目の責務は、現場力を高めること、
人材育成です。そして、人材育成の基本は、OJTを基本としたスーパーバイ
ザーによるスーパービジョンです。スーパーバイザーは対人援助専門職とし
ての熟練者です、が組織の中に不在の場合は、外部スーパーバイザーを活用
するのも一つの方法です。全国的な大きな課題は、このスーパーバイザーの
養成にあります。
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福祉事業所におけるガバナンスとは？

虐待防止体制の整備と運用でマネジメント・ガバナンスが重要であることを
お話ししました。そのガバナンス・マネジメントについてお話ししたいと思
います。
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マネジメント(management)
-ピーター・F・ドラッカー-

【マネジメント3つの目的】

「マネジメントとは、

様々な資源・資産・リスクを管理
し、

効果を最大化する手法の事であ
る」

「経営とは、

成果を生み出す業務行為こそ、

経営そのものです」

自らの組織に特有の使命を果たす

仕事を通じて働く人たちを活かす

社会の問題について貢献する

皆さんもご存じである経営学の権威ドラッカーがマネジメントの3つの目的
を示しています。1つ目は、「自らの組織に特有の使命を果たす」ことです。
皆さんの法人が掲げている「理念」「使命・ミッション」を実現することで
す。2つ目は、「仕事を通じて働く人たちを活かす」ことです。ドラッカー
は、このことについて、「働いている一人一人の強みを活かす」と述べてい
ます。私たちは対人援助の仕事をしていますが、働いている人とともに利用
者の強みを活かすことが本来の使命であります。3つ目は、「社会の問題に
ついて貢献する」と述べています。まさに社会福祉法人・社会福祉事業の目
的そのものですね。皆さんもすでに気づかれているように、ドラッカーが示
したマネジメントの3つの目的は、まさに私たち社会福祉法人・事業所の目
的そのものであると言えます。
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明確な「理念」「使命」「ビジョン」に基づくマネジメント

•私たちは何故存在するのか？(Why)

【理念】

•私たちは何を成すべきなのか？(What)

【使命・ビジョン】

•私たちは、私たちの「理念」「使命」「ビジョン」をどのように実現するのか？

(How)

【オペレーション力(現場力)】

目標達成に向けてPDCAサイクルを回し続けることが重要！

皆様の社会福祉法人・事業所もそれぞれの「理念」「使命・ビジョン」を掲
げておられますが、いくら素晴らしい「理念」「使命・ビジョン」であって
も、それを実現するのは、事業を支えている現場の職員の働きです。ですか
ら現場力をどのように高めるのかが大変重要になります。このことについて
は、後に「人材育成と確保」のところで詳しくお話をしますが、私は、職員
の成長が組織の成長に繋がっていると考えています。そのことの実証につい
ては、強度行動障害者支援を目的とした事業所に対するコンサルテーション
の中でお話しします。
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ビジョンと目的の重要性
-3人の煉瓦職人の話-

ある通行人が3人の煉瓦職人に尋ねました。

通行人：「何をしているのですか？」

一人目：「煉瓦を積み上げています」

二人目：「大きな協会の壁を造っています」

三人目：「この村に夢と希望をもたらしたい。

それにふさわしい立派な教会を造るために、

働いています」

何故組織にとって「使命・ビジョン」が重要であるかについて3人の「レン
ガ職人の話」という有名な逸話のお話をしたいと思います。ある一人の通行
人がある村を歩いていると3人のレンガ職人に出会いました。通行人はそれ
ぞれの3人のレンガ職人に「何をしているのですか？」と同じ質問をしまし
た。一人目のレンガ職人は、「レンガを積み上げています」と答えました。
二人目のレンガ職人は、「大きな協会の壁を造っています」と答えました。
三人目のレンガ職人は、「この村に夢と希望をもたらしたい。それにふさわ
しい立派な境界を造るために、働いています」と答えました。3人のレンガ
職人がそれぞれの「使命・ビジョン」を語ったのですが、組織にとっての具
体的で崇高な「使命・ビジョン」を示すことがいかに重要であり、そのこと
を通して、職員が育ち、組織が成長することになることがお分かりになった
と思います。袖ヶ福祉センターも「使命とビジョン」を掲げていたと思いま
すが、大切なことは、その「使命・ビジョン」をい如何に組織運営、日常の
支援に落とし込むかが重要になります。そのことについては、改めて虐待防
止委員会の活動の中で、詳しくお話ししたいと思います。
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私たちは何故存在するのか？(WHY)

それでは、私たち社会福祉法人・事業所における共通した「理念」「使命」
についてお話しします。
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社会福祉法における社会福祉法人の役割と機能

•主たる担い手

【役割】

•自主性

•サービスの質の向上

•事業運営の透明性

【機能】

【第24条 経営の原則】

社会福祉事業の主たる担い手

①自主的に経営基盤の強化

②サービスの質の向上

③事業経営の透明性を図る

先ず社会福祉法人が「何故存在するのか？」についてお話をします。皆さん
もご存じのように「社会福祉法第24条経営の原則」で社会福祉法人の役割と
機能が示されています。その役割は、「社会福祉法人は社会福祉の主たる担
い手である」ということです。ですからその役割は当然のこととして、「障
害のある人たちの人権を守り、制度にはなくっても様々なニーズに基づく必
要な支援サービスを創造して、提供すること。共生社会の実現を目指すこ
と」にあります。その機能については、「自主性、サービスの質の向上、事
業運営の透明性」の3つが示されています。私は、支援の質を向上させるこ
とが虐待防止の基本であると思っていますので、「サービスの質の向上」は
大変重要です。また、「事業運営の透明性は、「マネジメント・ガバナンス
の質を磨き上げることである」と理解しています。
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社会福祉法人の社会的役割

• (『非営利組織の経営』ドラッカー)

【人と社会の変革】

•地域の福祉課題を解決し、

必要とされるサービスを創造する為の、地域の全ての人々の財産・資産

【社会の公器】

•制度の谷間にある福祉課題を解決する為に、

必要なサービスの創造・支援モデルの発信

【先駆的・開拓的役割】

【第24条 経営の原則】

ここに示した「社会福祉法人の社会的役割」は、今まで私がお話しした内容
をまとめたものです。お目通しして頂きたいと思います。
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私たちは何を成すべきなのか？(WHAT)

それでは、「理念」「使命・ミッション」に基づいて何をなすべきかについ
て、虐待防止委員会についての組織的運営の基本について、お話しします。
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社会福祉法におけるサービス提供の基本視点

個の尊重

自立支援

良質なサービス

【第3条 福祉サービスの基本的理
念】

個人の尊厳の保持

①利用者が心身ともに育成

②能力に応じ自立した日常生活

③良質かつ適正なもの

先程は、「社会福祉法人は何故存在するのか？」についてお話ししましたが、
次に「何を成すべきか？」についてお話しします。この「何を成すべき
か？」については、社会福祉法第3条福祉サービスの基本的理念に示されて
います。その一つは、利用者の人権を尊重して、集団での処遇ではなく、
個々人のニーズベースの支援サービスの提供を行うこと「個の尊重」です。
二つ目が「自立支援」です。個々の利用者の障害特性に基づき、自立的に暮
らすことのできる支援者も含めた環境の提供（合理的配慮）が重要です。三
つめが「良質なサービスの提供」です。この三つの基本的視点に基づいた
サービス提供に努力すれば、虐待防止に繋がることになります。
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虐待防止における
マネジメント・ガバナンス・組織運営の要諦

障害者虐待防止のマネジメント・ガバナンス・組織運営の要諦は、

組織の「理念」「使命（ミッション）」「ビジョン」を示して、

それらを組織運営（人材確保・育成、利用者支援など）に落とし込

みをしているかが重要である。

虐待防止体制整備についても「理念」「使命（ミッション）」

「ビジョン（中長期計画）」に基づいた「虐待防止年度計画」を

作成して、進捗管理を行い実施することが肝要である。すなわち

PDCAサイクルを回し続けることである。

今までお話してきましたマネジメント・ガバナンスの内容を踏まえて、「虐
待防止におけるマネジメント・ガバナンス・組織運営」についてスライドに
まとめ成した。重要な視点は、「理念・使命・ビジョンを組織運営に落とし
込みが出来ているか？また虐待防止計画についても理念・使命を踏まえたビ
ジョン（中長期計画）に基づいた虐待防止計画を作成し、その進捗管理を
行っているか？」が重要となります。次にこの要諦に基づいた具体的な取組
について、社会福祉法人北摂杉の子会における取組の話をしたいと思います。
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法人中期計画と
権利擁護・虐待防止委員会活動について①

北摂杉の子会 第4次中期計画(期間：2017年度-2021年度の5ヵ年)

【中期計画 ビジョン】

•生涯にわたる地域での暮らしの実現

•人権を守る砦となる

•働く人のチャレンジと成長を

支える組織

•やさしさあふれる地域を耕す

•健全でタフな財務基盤の構築

(社会福祉法人 北摂杉の子会)

質の高い意思決定支援
①全事業所で表出コミュニケーション支援の確
立
②全利用者の意思決定支援会議が開催されてい
る
③本人中心主義（パーソンセンタード）の追求
利用者、保護者の高齢化を見据えた支援の創造
①成年後見制度の連携等による推進
②介護・医療機関とタッグを組む
権利擁護虐待防止で日本一
①合理的配慮に基づく支援の追求
②利用者自らの権利を知り、守る
（セルフアドボガシー）への支援の追求
③権利擁護虐待防止委員会の発展
④地域住民向け勉強会の定例実施

北摂杉の子会では法人の「理念・使命・ミッション」に基づいて「ビジョン
（中期計画）」に落とし込み、その中期計画の5つのビジョンの柱の一つと
して、「人権を守る砦となる」というビジョンを掲げています。社会福祉法
人・事業所は利用者の人権を守る砦でなくてはならないとの想いをビジョン
として掲げました。そして、そのビジョンの実現について、「質の堅い意思
決定支援」「利用者、保護者の高齢化を見据えた支援の創造」「権利擁護・
虐待防止で日本一」という3つの目標とそれぞれの具体的な取組を掲げてい
ます。
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法人中期計画と
権利擁護・虐待防止委員会活動について② (社会福祉法人北摂杉の子会)

法人理念の実現

中期計画ビジョン

権利擁護・虐待防止委員会の取組

各事業所での

権利擁護・虐待防止計画

理事会等への報告

法人理念

『地域に生きる』
法人 第4次中期計画

ビジョンを作成

「人権を守る砦t路なる」
権利擁護・虐待防止委員会

権利擁護・虐待防止計画を作成

権利擁護・虐待防止クレドの作成法人内各事業所

権利擁護・虐待防止計画を作成

『表出コミュニケーション支援』『合理的配慮』

『意思決定支援』『クレドを盛り込んだ振り返り』

「理念」「使命・ミッション」「ビジョン」を組織運営に落とし込むことが
重要であることのお話をしましたが、その流れを図示したのがこのスライド
です。虐待防止委員会を設置しておられない事業所は、先ず設置してくださ
い。そして、虐待防止委員会の年間計画を立ててください。計画を立案すれ
ば、年間の虐待防止委員会で進捗管理をしてください。年度の最後に1年間
の取り組みを評価して、まとめて、理事会・評議員会で報告をしてください。
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『2017年度権利擁護・虐待防止計画』
及び『権利擁護・虐待防止クレド(信条・心得)』

【 2017年度 権利擁護・虐待防止計画】

• 権利擁護虐待防止テーマの
“クレド（信条・心得）”の作成と浸透

• 振り返りチェック（クレドとリンク）の実施
• 内外研修による障がい特性理解と
合理的配慮の促進

• PECS等表出コミュニケーションと
“意思決定”支援

• セルフアドボガシー支援の検討
• 法人内外の人権研修での発表と啓発
• 虐待防止対応マニュアルの徹底
• 機関紙「はなみずき」の定期発行
• 内外ＳＶを活用し職員のメンタルヘルス
を行う

• 職員間のコミュニケーションの活性化、
• お互いの支援を振り返る風通しの
• 良い職場風土の構築

（社旗福祉法人北摂杉の子会）

【権利擁護・虐待防止クレド】

利用者支援
・全てのご利用者の意思を尊重します
環境整備(安全・安心)
・信頼される職員になります
・4S(整理、整頓、清掃、清潔)を実行し
ます
専門性とチーム支援
・職員間の豊かなコミュニケーションを
大切にします

・プロとしての誇りを持てる仕事をしま
す
・ひとりひとりに応じた
合理的配慮に基づく支援を提供します

説明できる支援
・根拠のある支援を大切にします
・ご利用者と地域の架け橋になります

北摂杉の子会では、2017年度の計画です。目標の一つに「権利擁護・虐待防
止クレド」の作成と運用が掲げられていました。その内容と年度の具体的な
取組をまとめたものです。
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人材確保と育成

如何に素晴らしい「理念」「使命・ミッション」「ビジョン」を掲げてもそ
れを実現するのは支援電場の職員である。職員の成長が組織の成長に繋がる
ことをお話ししましたが。次に人材の育成について、組織的な視点からお話
をしたいと思います。
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虐待防止推進に向けた人材確保と育成の要諦

•組織として必要とする明確な人材像を示す

•支援者としての在り方（倫理・価値・コアバリユー）を示す

•職員に対するキャリアアップ支援

→人材育成計画と研修、スーパーバイズを基本としたOJT、

キヤリアパスへの支援、資格取得支援、業務貢献表彰など

企画提案力アップに向けた支援など

•自由闊達に議論できる職場環境の醸成

•働きやすい環境、定着支援

→ワークライフバランスの導入、ストレスマネジメントなど

•行動障がいのある利用者への支援力アップ

先ず初めに「虐待防止推進に向けた人材確保と育成の要諦」をまとめました。
この要諦に沿って具体的にお話を進めたいと思います。
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求める人材像 （社会福祉法人北摂杉の子会）

求める人材像

1.
「地域に生きる」という法人理念に共感し、その実現に努力するとともに、
法人の持続的発展を常に考えて行動する職員であること。

2.
知的障がいや発達障がいのある人たちに対する支援に強い情熱を持ち、
利用者の個別ニーズに基づいて、利用者及びその家族に対するサービスの
向上に絶えず努力する職員であること。

3.
福祉のプロとしての自覚と誇りを持ち、利用者及びその家族に対して
より適切なサービスの提供や説明を果たせるよう専門性を磨くとともに、
自らのキャリアアップに努める職員であること。

4.
組織の一員としての自覚と責任を持ち、自分を取り巻く人たちと密に連携、
協力して、業務の向上、改善に積極的に取り組む職員であること。

要諦の一つ目に「組織として必要とする明確な人材像を示す」を掲げました。
人材育成で重要なことは、組織として一人一人の職員に対して役割期待を明
確に伝えることです。ですから法人が求める基本となる人材像を示すことが
重要です。この人材像は法人の「理念」「使命・ミッション」の実現に向け
て求められる人材像です。これを示すことで、法人の「理念」「使命・ミッ
ション」の実現に向けて職員がベクトルを合わせて働くことに繋がります。
そのことで、一人一人の職員が法人の「理念」「使命・ミッション」「ビ
ジョン」の実現に向けて自らの成長、「何を成すべきか？」を問い、その中
で自らの学び、キャリア形成を主体的に成していきます。そして、職員同士
の協働の取り組みが積み上がります。人材確保においてもこの人材像に基づ
いたリクルーティング活動がなされることになります。
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私たちのコア・バリューは何か？
どのように価値を生み出すのか？（社会福祉法人北摂杉の子会）

利用者支援のコア・バリュー

【統合化】
利用者の障がい状況に関係なく、
利用者に対する支援を地域社会との繋がりの中で行うことを基本とします。

【個別化】 利用者のそれぞれのニーズに基づいた個別的な支援を推進します。

【専門性】
利用者の持つ様々な障がいや心理的社会的問題、ニーズを理解し、利用者自身がそ
の問題を解決し、そのニーズを実現する為の専門的な支援技術の向上に努力します。

【地域】
地域に暮らす知的な障がいのある人やその家族に対して、
施設の機能、専門性を活用し、積極的な支援を行います。

【連携】
利用者本人を中心として、家族や関係機関、地域住民との連携を大切にし、
トータルケアを推進します。
また、支援を行う上で、職員間の連携を大切にします。

【人権】
利用者の人権を中心に据えた支援を行います。
利用者の個性、年齢に応じた支援を推進します。
また、社会に対する啓発運動を積極的に行います。

要諦の2つ目は、「支援者としての在り方（倫理・価値・コアバリュー）を
示すことです。北摂杉の子会では、法人の理念「地域に生きる」の実現を基
本として、「統合化」「個別化」「専門性」「地域」「連携」「人権」の5
つのコアバリューを示しています。このコアバリューは、支援の基本的価値
であり、日常の利用者支援に落とし込むことになります。この5つのコアバ
リューの柱の内、それらのコアバリューの柱を支えるのが人権というコアバ
リューです。この土台が傾くと全てのこあばりゅーの柱が傾き、その柱の上
の屋根あ８法人のブランド）が一瞬に落ちることになります。
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行動障害を伴う利用者に対する
支援力向上に向けた組織的アプローチ

要諦の6つ目に「行動障害のある利用者への支援力アップ」を示しました。
皆さんもご存じのように、被虐待者の約３０％が行動障害を伴う障害者であ
るという実態があります。このような実態を踏まえて、「強度行動障害支援
者養成研修」が国研修として制度化されました。しかし、研修が始まって6
年が経過しましたが、相変わらず被虐待者の内行動障害のある人が占める割
合に大きな変化はありません。虐待防止の推進は、組織的な取組が重要であ
ることについて、マネジメント・ガバナンスの説明を通して話をしてきまし
た。人材育成についても組織的な取組が基本となりますが、その取り組みに
ついて行動障害のある利用者支援を通しての人材育成について、事業所への
コンサルテーションを通してお話をしたいと思います。
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強度行動障害者支援の現状と課題

• 2012年10月1日：『障害者虐待防止法』の施行

• 2013年から強度行動障害支援者養成研修の実施

・被虐待者の中で行動障害を伴う人たちが多くを占めている
・強度行動障害支援者養成研修では毎年2万人を超える支援者が修了
・しかし、2017年度の被虐待者666人中、行動障害のある人の割合は29.7%と減少していな
い
⇒自閉症・発達障害の特性理解に基づく支援が提供されていない

・その為、強度行動障害支援者養成研修修了後の継続した現任研修の必要性
⇒特に、福祉事業所における組織的な継続した研修と実践が重要！

公器としての社会福祉法人・事業所が行動障害のある人たちへの適切な支援を提供して、
その人たちの社会参加を目指すことが責務としてある

先程もお話ししましたが、2012年に「障害者虐待防止法」が施行されました
が、被虐待者の内行動障害を伴う人が多いことから、翌年の2013年から国研
修として、「強度行動障害支援者養成研修」が実施されました。しかし、
2017年度は被虐待者666人でしたが、そのうち行動種外のある人の割合は
29.7%と減少していません。昨年度厚労省推進事業で研修プログラムの見直
しを通して、その要因の一つとして、「研修終了後の継続研修の重要性が指
摘され、特に事業所から研修に職員を派遣した後の組織的な継続研修と行動
障害のある利用者に対する行動改善のアプローチがなされていない」ことの
指摘がなされました。この指摘を踏まえて、「行動障害者支援に組織的に取
り組むことの重要性」、人材育成の効果的アプローチの一つである「外部
スーパーバイザーによるコンサルテーションの実際」についてお話をしたい
と思います。
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行動障害者支援に
組織的に取り組むことの重要性
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1.組織的に取り組む意義・重要性

【組織的に取り組むこと】
集合研修だけでは、支援現場での般化のハードルが高い

【地域で支えるという視点】
生活・労働・余暇などを含めて、地域で支える

【支援のベクトル合わせをして支援】
組織としての方向性(理念・ミッション・支援者としてのコアバリュー)

【チームで統一した支援の視点を持つ】
日中と夜間 etc.

・組織で取り組むことで、他の関係機関と組織的、計画的な連携が図られる

・職員を研修に派遣する時には、派遣職員に対して、組織としての目的や役割期待を
明確に示し、それを伝えることが重要
⇒職員の成長が組織としての成長に繋がる

行動障害のある利用者支援について組織的に取り組む意義と重要性ですが、
「集合研修だけでは、支援現場での般化のハードルが高い」という現状、す
なわち研修に派遣した職員に支援現場での支援を丸投げするのではなく、組
織として支援事例したいする取り組みを共有して取り組まなければならない
と言うことです。また、行動障害のある利用者支援の基本と目的は、「行動
障害の改善」ではなく、「環境や社会との関係の中から行動障害の改善を捉
え、地域での暮らし・社会参加を目指しつつ、そのプロセスの中で行動改善
を行う」ことです。地域での暮らし・社会参加という明確な目標を目指すこ
とが重要です。ですから、生活・労働・余暇などを含めてトータルな視点で、
関係する支援機関・家族との連携の中で、支援しなければなりません。また、
マネジメントのところでもお話ししましたが、組織としての方向性と支援者
としてのコアバリューを基本として、組織としてのベクトルを合わせて取り
組むことも求められます。研修に職員を派遣するときには、派遣職員に対し
て「研修に派遣する組織としての目的や派遣職員への役割期待を伝えること
も大切です。そのようなアプローチが職員の成長に繋がり、そのことで組織
としての成長に繋がることになります。
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2.組織的に取り組むことが出来ない阻害要因とは？

• 理念・ミッション・ビジョンが組織内に浸透していない(支援に落とし込

まれていない)

• 理念・ミッション・ビジョン・中期計画に基づいた人材確保と育成、定着

支援に課題

理念・ミッション・ビジョン

•自閉症、行動障害、人権擁護等、組織のトップも含めた管理者研修に課題

管理者研修

•強度行動障害支援者養成研修を受けても、どう実践していいか分からない

•組織としての人的余裕が無い…組織的理解が得られない…

組織としてのあり方

•社会の変化、制度の変化、ニーズの変化に組織として対応できない

組織としての変化が出来ない

ここで組織的に取り組むことが出来ない阻害要因について、推測したいと思
います。その一つが繰り返しになりますがマネジメントの課題、「理念・使
命・ミッション・ビジョンが組織内に浸透していない、支援に落とし込まれ
ていない」ということです。また、管理職を含めた研修が重要となります。
組織としての在り方として、「研修を受けても、どう実践したらよいかわか
らない」「組織としても人的余裕がない、組織的な理解が得られない」とい
う要因も考えられます。
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3.阻害要因を取り除くには、何を成すべきか？

•組織マネジメント

•計画的な人材(財)育成

•現場を下支えする組織運営

※組織の下に自分自身を置くという、

トップとしての価値観とそれに基づく実践を行う

この阻害要因を取り除くには何が必要か、どのようなアプローチが必要かに
ついてスライドにまとめてみました。スライドにまとめました3つのポイン
トです。「組織的他マネジメントを実行する」「理念・使命・ミッション・
ビジョンに基づく計画的な人材育成をする」「トップとして、『支援現場を
下支えするという意識を持つこと、組織の下に自らを置き、組織の問題・課
題を率先して解決するという実行力』」です。
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4.行動障害のある人への適切な支援を実現する
組織的アプローチの基本は？

• OJTを基本としたスーパービジョンの仕組み
※支援者の育ち、組織の育ち、バーンアウトさせない

• スーパービジョンを担うスーパーヴァイザーの養成

• 外部スーパーヴァイザー、コンサルテーションの導入、活用

• チームによる支援
※支援についての共通理解が重要

(特性理解、アセスメント、個別的な支援マニュアル etc.)
そして、個別支援について徹底してPDCAサイクルを回し続けること

• 地域資源の活用、相談支援事業を軸にした組織連携の創造

次に行動障害のある人への効果的なアプローチをするための人材育成の基本
について、まとめてみました。対人援助専門職の教育訓練の基本は、「OJT
を基本としたスーパービジョン」です。しかし、多くの福祉事業所にこの仕
組みが整っていないという現状があると思っています。その要因の一つが
「スーパービジョンを担うスーパーバイザー」の不足です。今、このスー
パーバイザーの養成が、行動障害のある人への支援を支える上での喫緊の課
題としてあります。しかし、その解決の一つとして、「外部スーパーバイ
ザーの導入・活用」があります。また、行動障害のある利用者支援を一事業
所で抱え込まないで、地域資源の活用を考えたり、発達障害者支援センター
や地域の相談支援事業、関係する機関連携など、外部支援組織との連携が大
切です。
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コンサルテーションの重要性と意
義
-職員の成長と組織の成長-

（A学園での実践を通して）

それでは実際に外部スーパーバイザーを活用して、強度行動障害のある利用
者支援を通して、スーパーバイザーとしての役割期待を担うコアメンバーの
育成を目的として5年間取り組みを積み上げられているA学園での取り組みか
ら得られた知見をまとめましたので、お話しいたします。
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コンサルテーションを受けての組織的な変化①

•支援現場：アセスメントから支援を組み立てていくようになったので、
支援が困難な時にアセスメントに戻って考えることが出来るようになった。

•氷山モデルの氷上の行動面だけに着目するのではなく、
要因に着目するようになった。

•部署間を越えて連携ができるようになった。
ex. グループホームと入所施設の連携

•成功体験が増えたので自信とやる気に繋がっている。

•考える職員集団に成長した。

これからのスライドは、A学園にヒヤリングをした結果をまとめたものです。
初めにコンサルテーションを受けての組織的な変化についてですが、支援現
場、コアメンバーに対するヒヤリングでは、「アセスメトから支援を組み立
てていくようになったので、支援が困難な時にアセスメントに戻って考える
ことが出来るようになった。氷山モデルの氷上の行動面だけに着目するので
はなく、 要因に着目するようになった。部署間を越えて連携ができるように
なった。成功体験が増えたので自信とやる気に繋がっている。考える職員集
団に成長した。」と変化を話しています。
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コンサルテーションを受けての組織的な変化②

•必要に応じてカンファレンスを開くようになった。

•問題を先送りしないようになった。

•困ったときにスーパーバイザーがいる。

すぐに相談できる環境が大切である。

•実践発表会を地域の他事業所、行政・関係機関などを対象に

実施して、他の事業所から好評を得たことで、自信につながった。

法人内他事業所への良い影響があった。

また、必要に応じてカンファレンスを開くようになった。問題を先送りしな
いようになった。困ったときにスーパーバイザーがいる。すぐに相談できる
環境が大切である。実践発表会を地域の他事業所、行政・関係機関などを対
象に実施して、他の事業所から好評を得たことで、自信につながった。 法人
内他事業所への良い影響があった。」というようにコアメンバーの成長がう
かがえます。

38



組織としての成長とメリット①

•求人に当たっては、

「学びができる施設であること」をウリにできている。

•実践発表会に２校の専門学校の学生・教員が参加された。

人材確保への手ごたえを得た。

•法人として以前に比べて、研修しなければならないという意識が高まった。

•事業所の枠を越えて学ぶようになった

⇒法人の理念・使命・ミッションに向けて、

職員間でベクトルが合うようになった。

次に、「組織としての成長とメリット」について、管理者へのヒアリングを
行いました。その結果を2枚のスライドにまとめています。「求人に当たっ
ては、学びができる施設であることをウリにできている」「実践発表会に２
校の専門学校の学生・教員が参加された。人材確保への手ごたえを得た」
「法人として以前に比べて、研修しなければならないという意識が高まっ
た」事業所の枠を越えて学ぶようになった。その結果、法人の理念・使命・
ミッションに向けて、職員間でベクトルが合うようになった」 そして、
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組織としての成長とメリット②

•法人に人材研修室が創設された。

※人員配置：２名の専従（人材確保・育成）

•職務権限が明確になった

⇒組織的マネジメントへ繋がっている。

•児童発達支援支援センターの職員が入所施設へ異動

⇒法人全体での人事が積極的になされるようになった

⇒その結果、児童発達支援センター職員がコアメンバーになり、

中心的な働きをしてくれている。

「法人に人材研修室が創設された」「職務権限が明確になったことで、組織
的マネジメントへ繋がっている」「同法人内の児童発達支援支援センターの
職員が入所施設へ異動 を希望するなど法人全体での人事が積極的になされる
ようになった」 「その結果、児童発達支援センター職員がコアメンバーに
なり、中心的な働きをしてくれている」という組織的な成長が確認できまし
た。
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保護者の意識の変化

•実践発表会を実施するなど、

支援についての情報発信を積極的にすることで、

利用者支援についての評価と信頼が高まってきた。

•保護者とのコミュニケーションが良くなった。

•新年会に職員を招待してくれるなど交流が深まった。

また、法人のステークホルダーである保護者の意識変化ですが、「実践発表
会を実施するなど、 支援についての情報発信を積極的にすることで、 利用
者支援についての評価と信頼が高まってきた」「保護者とのコミュニケー
ションが良くなった」「新年会に職員を招待してくれるなど交流が深まっ
た」という組織変化がありました。
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コンサルテーションを通して見えてきたこと

• 事例を通して特性の理解とアセスメントを学ぶことが支援

力の向上に繋がる

障がい特性の理解、アセスメントが不十分

• スモールステップを積み上げる⇒成功体験の気付きへのサ

ポート⇒支援者が自信と達成感を得る⇒実践の外部発信⇒

支援者の成長⇒組織としての成長

支援者が長期的見通しの中で支援を考えることのサポートが必要

• スーパーヴァイザーの育成⇒スーパービジョンを通した人

材育成

コアメンバーの育成

このコンサルテーションを通して見えてきた成果、コンサルテーションの有
効性をまとめたスライドです。障害特性の理解、アセスメントが不十分で
あったことについては、「事例を通して特性の理解とアセスメントを学ぶこ
とが支援力の向上に繋がる「ことが考察できます。また、「支援者が長期的
見通しの中で、支援を考えることのサポートの重要性」に気づきました。A
学園では組織としての人材育成についての取り組みとして、先ず行動障害の
ある利用者支援を中核的に担う職員（将来のスーパーバイザーの役割）の育
成に注力することを組織決定して、コアメンバーを組織しました。一つの人
材育成の方法として参考になります。
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行動障害者支援を通しての組織としての成長とメリッ
ト

【人が育つ】

支援の質が上がる

【離職率が下がる】

組織の成長が図れる

【ネットワークが広がる】

地域での信頼と評価が上がる

【ブランドイメージの向上】

優秀な人材確保ができる

仕事のやりがい、
モチベーションが上が
る

人材育成と育成の中で、「職員の成長が組織の成長に繋がる」というお話を
しましたが、A学園でのコンサルテーションの成果を踏まえて、行動障害の
ある人を組織的に支援し、職員が成長することで、組織として成長する「成
長モデル」をスライドにまとめました。「人が育つということは、支援の質
の向上」に繋がります。その結果、「職員の成功体験ややる気」に繋がり、
「組織の成長に繋がることになります。A学園のように支援実践を地域に発
信しましたが、そのような取組を通して、「地域の中でのネットワークが広
がり、法人・事業所に対する信頼と評価が上がる結果」となります。その結
果、法人・事業所のブランドイメージが上がり、優秀な人材の確保が可能と
なります。優秀な人材が集まれば、更に人が育つ、支援の質が上がるという
好循環が生まれることになります。行動障害のある人に対する支援は、時に
困難が伴います。しかし、積極的に強度行動障害のある人を受け入れ、組織
的に支援と人材育成に取り組むことが、結果として組織が成長して、社会的
評価が高まり、優秀な人材の確保が出来て、組織としての成長に繋がる好循
環が生まれます。皆さんには希望をもって、積極的に行動障害のある人の支
援に取り組んでいただきたいと思います。
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運営規程への明示

次に「障碍者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」に沿っ
て、「運営規定への明示」と事業所としての体制整備」について、お話しし
ます。
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運営規程への明示

障害者福祉施設等は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業所等の
人員、設備及び運営に関する基準について」（以下「指定障害福祉
サービスの人員、設備、運営基準」といいます。）に従うことが義
務付けられています。同基準においては、指定障害福祉サービス及
び指定障害者支援施設等の一般原則として、利用者の人権の擁護、
虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行い、
その従事者に対し研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなけれ
ばならないことを定めています。これは、運営規程において、虐待
防止のための措置に関する事項を定めておかなければならないこと
としているものです。

『障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き』より

障害者福祉施設は、「指定障害福祉サービスの人員、設備、運営基準」に
従って、「利用者の人権擁護、虐待防止のために、責任者を設置するなどの
必要な体制整備を行って、職員に対して研修を実施するなどの取り組みに努
力すねければならない」とされています。理事長、管理者の責任の明確化と
支援方針を明示することによって、職員の取組を支える大切な環境が整備さ
れることになります。。管理者は、職員に対して、会議など機会あるごとに
支援方針を確認し浸透させ徹底させることが必要となります。また、職員に
対してだけでなく、利用者の家族、外部の見学者などに対しても、重要事項
説明書や障害者福祉施設などのパンフレットへの記載を通じて周知すること
が求められています。

障害者福祉施設は、「指定障害福祉サービスの人員、設備、運営基準」に従
うことが義務付けられています。同基準では、指定障害福祉サービス及び指
定障害者支援施設等の一般原則として、利用者の人権の擁護、虐待の防止等
のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行い、その従事者に対し研
修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならないことを定めていま
す。そのため、理事長、管理者の責任の明確化と支援方針の明示は、職員の
取組を支える大切な環境整備となります。そして、職員に会議等機会あるご
とに支援方針を確認し浸透させ徹底させることが必要です。また、職員に対
してだけでなく、利用者の家族、外部の見学者等に対しても、重要事項説明
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書や障害者福祉施設等のパンフレット（要覧等）への記載を通じて周知する
ことが必要です。 めの責任者や、内部組織（虐待防止のため
の委員会）を設置すること、防止ツール（マニュアル、チェックリスト等）
の整備の他、人材育成等の体制整備を進めることになります。めの責任者や、
内部組織（虐待防止のための委員会）を設置すること、防止ツール（マニュ
アル、チェックリスト等）の整備の他、人材育成等の体制整備を進めること
になります。
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指
定障害福祉サービスの事業所等の人員、設備及び運営に関する基準につい
て（抜粋）

（平成18年12月６日障発第1206001号

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）

（20）運営規程（基準第31条）

指定居宅介護の事業の適正な運営及び利用者に対する適切な指定居宅介
護の提供を確保するため、基準第31条第１号から第９号までに掲げる事項
を内容とする規程を定めることを指定居宅介護事業所ごとに義務付けたも
のであるが、特に以下の点に留意するものとする。なお、同一事業者が同
一敷地内にある事業所において、複数のサービス種類について事業者指定
を受け、それらの事業を一体的に行う場合においては、運営規程を一体的
に作成することも差し支えない（この点については他のサービス種類につ
いても同様とする）。
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⑤虐待の防止のための措置に関する事項（第８号）

居宅介護における「虐待の防止のための措置」については、「障害者
（児)施設における虐待の防止について」（平成17年10月20日障発第
1020001号当職通知）に準じた取扱いをすることとし、指定居宅介護事
業者は、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応が図
られるための必要な措置について、あらかじめ運営規程に定めることと
したものである。

具体的には、
ア 虐待の防止に関する責任者の選定
イ 成年後見制度の利用支援
ウ 苦情解決体制の整備
エ 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
（研修方法や研修計画等）等を指すものであること

（以下、他のサービス種類についても同趣旨）

虐待の防止のための措置に関する事項（第８号）
虐待の防止のための措置に関する事項（第８号）

虐待の防止のための措置に関する事項（第８号）

「虐待の防止のための措置に関する事項」では、その体制整備について、具
体的に「虐待の防止に関する責任者の選定」「 成年後見制度の利用支援」
「苦情解決体制の整備」「従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するため
の研修の実施」が示されています。
（研修方法や研修計画等）等を指すものであること
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事業所としての体制整備
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事業所における虐待防止の体制整備において「虐待防止委員会」の設置は必
修です。運営規程で定めた「虐待を防止するための措置」として、虐待防止
委員会の設置など、必要な体制の整備が求められます。虐待防止委員会の責
任者（委員長）は、通常、管理者が担うことになります。また、虐待防止委
員会を組織的に機能させるためには、各サービス事業所のサービス管理責任
者やサービス提供責任者、ユニットリーダーなど、各事業所や現場で虐待防
止のリーダーになる職員を虐待防止マネジャーとして配置します。虐待防止
委員会の役割は、このスライドに示されているように「虐待防止・啓発に関
する研修計画の策定」「職員のストレスマネジメント・苦情の解決」「虐待
防止のためのチェックリストの作成とその集計と分析」、その分析に基づい
た「虐待防止に向けた取り組みの検討」「事故対応の検討」などがあります。
すでにお話ししましたが、虐待防止委員会を効果的機能させるには、「虐待
防止委員会年間計画」を策定することと、進捗管理を行うことが重要です。
この虐待防止委員会の設置と虐待防止委員会の年間計画の策定・計画の進捗
管理は必修です。また、委員には必ず第三者委員に入って頂きたいと思いま
す。

49



虐待防止員会の組織について

•通常、管理者が担う。

虐待防止委員会の責任者

•虐待防止委員会を組織的に機能させるために、各サービス事業所のサービス管理責任者、サービス提供責任者、
ユニットリーダー等、各事業所や支援現場で虐待防止のリーダーになる職員を虐待防止マネージャーとして配置する。

虐待防止マネージャーの配置

•各事業所間、マネジャー間で虐待への認識の相違が起きないように、相互確認を行い、
複数名で同一現場を確認ながらチェックリストを用い、基準を統一することが重要。

複数事業所にそれぞれ虐待防止マネージャーが配置されている場合

•金銭の管理、施設内環境等が適切に運用されているかを巡回することによって、
利害関係を持ち合わせない第三者的視点を自法人内で増やすために有効。

総務部門等のスタッフ部門がある法人

先程説明をしました虐待防止委員会の組織をまとめたスライドです。参考に
して頂ければと思います。
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「虐待防止委員会についてのアンケート」
-様々な事業所における取組や課題-

（大阪府下事業所へのアンケート結果より）

講義の時間がない場合：「障害者虐待防止に向けての体制整備の」のお話を
しました。最後に5年前に実施しました大阪知的障害者福祉協会が行った
「虐待防止委員会についてのアンケート」を資料として添付しました。虐待
防止委員会活動にお役に立てtれ頂ければと思っています。冒頭でもお話しし
ましたが、「虐待防止法の施設虐待に対する対応スキームは、通報義務と施
設内の体制整備」です。皆さんも今日の話を通して、明日からそれぞれの事
業所で体制整備の取り組みを進めて頂きたいと思います。
時間がある場合：5年前に大阪知的障碍者福祉協会が加盟事業所に対して、
虐待防止委員会についてのアンケートを実施しました。そのお話をして、講
義を終えたいと思います。
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虐待防止に関するアンケート
-大阪府下を事業所を対象として2015年7月実施-

以下の項目でアンケート調査を実施した

番号 項目 備考(任意記入)

(1) 事業所名

(2) 提供するサービス

(3) 虐待防止委員会の設置をしているか

(4) 虐待防止委員会の開催回数

(5) 虐待防止委員会でどのような取り組みや活動しているか。また、工夫していること

(6) 虐待防止委員会の活動についての職員への周知方法

(7) 虐待防止委員会での活動を通して、職員の意識の変化があれば具体的に挙げる

(8) 虐待防止委員会の活動や虐待防止の取り組みを通しての課題や悩んでいること

52事業所から回答 アンケート結果から分析

先ず、アンケートの内容ですが、「虐待防止委員会を設置しているか？」
「開催回数」「取り組みや工夫など」「活動の職員への周知方法」「職員の
意識の変化」「課題や悩み」です。訳200の事業所が加盟していますが、52
事業所から回答がありました。
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アンケート調査より
-虐待防止委員会の設置形態等-

【虐待防止委員会を設置】

•リスクマネジメント委員会を再編し“サービス向上委員会”へ改編

•リーダー会議を活用

【他の委員会に機能統合】

•権利擁護委員会(理事長、本部長、事業所所長、第三者委員会 ※3ヵ月毎)

•権利擁護部会(事業所毎※毎月)

【独自の委員会を設置】

•虐待防止責任者を配置し、適宜関係者が集まり協議

【その他】

先ず、設置の携帯ですが、リスクマネジメント委員会を再編して、名称を
サービス向上委員会として活動をしたり、工夫していることがわかります。
このように虐待防止委員会の機能を他の委員会に統合することも一つの方法
ですね。
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アンケート調査より
-虐待防止委員会の取り組みや工夫-

項目 内容

啓発活動

・権利擁護に関する啓発
・虐待防止に関する、年間及び月間目標の掲示
・毎朝の朝礼での確認

マニュアル等整備
・虐待防止マニュアルの整備
・法人基本理念の確認や職員行動規範等の見直し

検討事項 ・行動制限が必要な方への実施検討等

支援の振り返り ・セルフチェックの実施とフィードバック（レポート作成）

職員研修

・人権研修
・強度行動障害に関するスキルアップ
・困難事例等の具体的事例検討
・外部講師を招いての研修会

調査等
・利用者満足度チェックの実施
・職員の虐待防止に関する理解を深めるためのアンケート調査

その他
・家族とのコミュニケーション推奨
・職員のメンタルヘルス

次に、「虐待防止委員会の取り組みの内容や工夫」についてです。先ほどお
話しした「虐待防止委員会の役割」が含まれていますね。
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アンケート調査より
-虐待防止委員会の活動についての職員への周知-

虐待防止委員会等実施

・各事業所の職員会議や朝礼等にて共有

→議事録回覧や管理者による研修も実施・虐待防止運動月間を設けて標語の募

集や集中検討

・虐待防止や身体拘束等のマニュアル

配布

・ポスター等の掲示

etc.

虐待防止委員会活動の職員への主知ですが、職員会議や朝礼で情報共有をし
ています。虐待防止月刊を設ける、ポスターの掲示など創意工夫しています
ね。
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アンケート調査より
-虐待防止委員会の活動を通しての職員の意識変化-

変化の有無 内容

変化有り

・虐待に対する意識や利用者の呼称等に関する改善
・失禁に対して「失敗です…」等、マイナスイメージを控えるようになった
・事案に一緒に参加して主体的に取り組んでもらうことで認識を持つようになってきて
いる
・他職員や全体の支援の疑問等について職員間で言えるようになってきている
・権利擁護の視点から話し合う場があることで、現場での意識は高まっている
・虐待の無いように…というレベルから支援のあり方を求めていく意識に変化
・新しく入職する職員や学生アシスタントにも支援がどういった意味を持つのか、
説明することを意識するようになった

・法人の虐待に対する姿勢が伝わった

変化無し

・セルフチェックや研修参加後は、少し意識しようという変化がある程度
→時間が経つと薄れる…

・委員会と他の職員間で温度差が生じてしまっている
・呼称のことは話題に挙がるが、日常の些細な言動まで深く意識されていないのが現状

その他

・各職員の考えや意見に触れることで、虐待や日々の支援について考え直すきっかけに
・常勤・非常勤職員に関わらず意見を出しやすい雰囲気づくりを心掛けている
・事前アンケートから研修企画を行っており、職員が興味を持って参加している

「虐待防止委員会活動を通しての職員の意識の変化」ですが、具体的な変化
についての記述がありました。「他職員や全体の支援の疑問等について職員
間で言えるようになってきている」「虐待の無いように…というレベルから
支援のあり方を求めていく意識に変化」「説明することを意識するように
なった」などは虐待防止に向けて、職員が協働して支援の質を上げようとす
る組織文化そのもが変化がうかがわれますね。
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アンケート調査より
-虐待防止委員会の活動や取り組みの課題と悩み-

項目 内容

仕組み
づくり

・委員会等の設置の必要性を感じているが未設置。また、事案が発生しなければ開催されない
・委員会の取り組みが形骸化している。また他の法人等の委員会との比較
・非常勤職員については、研修や会議の機会が少なく理解が浅い
・意識に働きかけるだけの取り組みで終わってしまっている

意識等
の
浸透

・人の意識を変えるのは難しく、各職員の意識になかなか根付かない…時間が経つと薄れていく
・普段の業務に追われて時間も気持ちもゆとりがない…ストレスへの対応の課題…
・職場としての虐待の定義及び職員間の共通認識が難しい。長年の考え方の意識の変化が難しい。
・おかしいと思っても口に出さない職員が増えていると感じる(主に年上の職員に対して)

その他

・成果が分かりにくく目に見えないため、取り組みが絵に描いた餅になっていないか疑心暗鬼になる
・自身の支援に対する自信の無さから、過剰に不適切な支援を恐れ、利用者支援が消極的にならないか…
ルーチンワークのみになってしまわないかを懸念

・三要件を満たして拘束している事例が、しらずしらずに虐待に移行してしまうことがあるように思う
・行動障害に対する支援技術の向上と人員配置の課題
・個々のモラルや職員間のコミュニケーション
・利用者の高齢化の中、原因不明の痣や傷が出来ることもあり説明責任が果たせていない
・支援の目的をしっかりと共有し、この仕事の楽しさを伝えることも重要

最後に、「虐待防止委員会の活動や取り組みの課題と悩み」についてですが、
どの回答も皆さんが感じておられる内容だと思います。「問題があること」
は良いことです。大切なことはその問題を職員の皆さんと共有して、どのよ
うに解決するのかという積極的な姿勢です。冒頭でもお話ししましたが、
「虐待防止法の施設虐待に対する対応スキームは、通報義務と施設内の体制
整備」です。皆さんも今日の話を通して、明日からそれぞれの事業所で体制
整備の取り組みを進めて頂きたいと思います。
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運営者の責務と虐待防止委員会

社会福祉法人フラット

林 晃弘
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獲得目標

• 虐待防止の組織的な取り組みとして、虐待防止委員
会の整備がある。虐待防止委員会の役割と機能を講
義と演習で理解し、自事業所で設置できるようになる
ことを目標とする。

この講義での目標は、虐待防止の組織的な取り組みとして、虐待防止委員会の整備
がある。虐待防止委員会の役割と機能を講義と演習で理解し、自事業所で設置で
きるようになることを目標とします
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内容

1，虐待防止委員会について
（1）虐待防止委員会の役割
（2）全ての職員への周知徹底
（3）障害者福祉施設等従事者がとるべき通報の手順
（4）通報手順の参考例
（5）考えられる研修の種類
（6）研修を実施する上での留意点
2，虐待を防止するための取組について
（1）日常的な支援場面等の把握
（2）風通しの良い職場づくり
（3）虐待防止のための具体的な環境整備
3，自立支援協議会等を通じた地域の連携

本日の内容です

大きく分けて、虐待防止委員会について、虐待を防止すための取り組みについて、協
議会等を通じた地域の連携についてをお話しします
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（1）虐待防止委員会の役割

虐待防止のための計画づくり

虐待防止のチェックとモニタリング

虐待（不適切な対応事例）発生後の検証と再発防止

策の検討

まず虐待防止委員会の役割ついてですが、

1，虐待防止のための計画づくり

2，虐待防止のチェックとモニタリング

3，虐待（不適切な対応事例）発生後の検証と再発防止策の検討

の３つの役割があります。
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虐待防止のための計画づくり

・虐待防止の研修

・虐待が起こりやすい職場環境の確認と改善

・ストレス要因が高い労働条件の確認と見直し

・マニュアルやチェックリストの作成と実施

・掲示物等ツールの作成と掲示等

上記の実施計画づくり

↓

年間計画を作り組織的に運営し、進捗管理を行う

虐待防止のための計画づくりとは

・虐待防止の研修

・虐待が起こりやすい職場環境の確認と改善

・ストレス要因が高い労働条件の確認と見直し

・マニュアルやチェックリストの作成と実施

・掲示物等ツールの作成と掲示等

上記の実施計画づくりをすること。すなわち年間計画を作り組織的に運営し、進捗管

理を行うことが求められます。
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虐待防止のチェックとモニタリング

・虐待が起こりやすい職場環境の確認

・各職員が定期的に自己点検

・現場で抱えている課題を委員会に伝達

・発生した事故（不適切な対応事例も含む）状況、苦情相

談の内容、職員のストレスマネジメントの状況について報告

チェックリストや運用ルールを設定し、

委員会へ情報が提供される仕組みを作る

虐待防止のチェックとモニタリングでは

・虐待が起こりやすい職場環境の確認

・各職員が定期的に自己点検

・現場で抱えている課題を委員会に伝達

・発生した事故（不適切な対応事例も含む）状況、苦情相談の内容、職員のストレス

マネジメントの状況について報告などを行います。

チェックリストや運用ルールを設定し、委員会へ情報が提供される仕組みを作ってい
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くことになります。
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運用ルール設定のポイント

誰が いつ どこで 何を なぜ どのように

5W１Hを意識し具体性のあるものにしていく

口頭ベースせず誰もがわかる見える化、言語化を

Ex 各職員が定期的にセルフチェックを行う

全職員が、毎週末の最終勤務日に、職員室で、自己

チェック表を虐待防止の自己点検のために回答し、管

理者まで提出する

決定はしたけど職員間で浸透しなかったり長続きしなかったりすることがあります。

原因はマネジメント体制だったり風土だったりと様々ですが、多くの場合は、やるこ
とが決まっただけでやり方が具体的になっていないから止まってしまう、または現
場によって差が出ることになりますので

5W１Hを意識し具体性のあるものにしていく

例えば 各職員が定期的にセルフチェックを行う

全職員が、毎週末の最終勤務日に、職員室で、自己チェック表を虐待防止の自己
点検のために回答し、管理者まで提出する

と具体化することが大切です。
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虐待（不適切な対応事例）発生後の検証と
再発防止策の検討

虐待やその疑いが生じた場合、 行政の事実確認を踏まえ
て障害者福祉施設等としても事案を検証の上 、再発防止
策を検討し、実行に移していくこと 。

虐待やその疑いが生じた場合、 行政の事実確認を踏まえて障害者福祉施設等とし
ても事案を検証の上 、再発防止策を検討し、実行に移していくこと 。
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（２）全ての職員への周知徹底

• 「倫理綱領」や「行動指針 」 等

• 「虐待防止マニュアル」の作成

• 「権利侵害防止の掲示物」の掲示等

虐待防止委員会から提供されるだけだと形骸化されやすい。主
体的に取り組みに参加できる計画を検討

管理職層のマネジメントで、職員の行動レベルを倫理要領や行
動指針につながるようにする

会議体や朝礼等で行動指針などを意識した決定事項や共有事
項を意識的に増やす

委員会から一方的にやりましょう、やらないといけない、だけでは人や組織は動か
ないので

倫理要領などを作った後は、そこにコミットメントできるようにするための組織体で
あったりマネジメントが重要になります。
会議体や朝礼等で行動指針などを意識した決定事項や共有事項を意識的に増や
したり、承認作業を増やしたりして主体的に活動できるまでフォローすることが大切
です。
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（３）障害者福祉施設等従事者がとるべき通報の手順

①現場の職員等が、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した際は、

速やかに市町村に設置された障害者虐待防止センターに通報しなければな

りません。

②この職員が所属する法人・事業所が虐待防止委員会や「通報の手順」な

どを定めている場合には、直属の上司や管理責任者にまずは報告し、通報し

てもらうことでも構いません。

③上司や管理責任者に報告したにもかかわらず、通報がされなかったときに

はうやむやにせず自ら通報すべきです。その際には、期間を長くおかずに通報

しないと機会を逸することがあります。

④疑いを発見した事案が虐待であったかどうかは第三者が認定することで、

事実が確認できていなくても通報はできます。

⑤通報をしたことによって、その人に不利益が生じないようにされるべきです。

①現場の職員等が、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した際は、速や

かに市町村に設置された障害者虐待防止センターに通報しなければなりません。

②この職員が所属する法人・事業所が虐待防止委員会や「通報の手順」などを定

めている場合には、直属の上司や管理責任者にまずは報告し、通報してもらうことで

も構いません。

③上司や管理責任者に報告したにもかかわらず、通報がされなかったときにはうや

むやにせず自ら通報すべきです。その際には、期間を長くおかずに通報しないと機会

を逸することがあります。

④疑いを発見した事案が虐待であったかどうかは第三者が認定することで、事実が

確認できていなくても通報はできます。

⑤通報をしたことによって、その人に不利益が生じないようにされるべきです。
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（４）通報手順の参考例

①利用者に対する人権侵害や虐待事案が発生したとき、又はその可能

性が疑われるときには、施設・事業所としてその事実確認を速やかに行

います。

②職員が日常の支援現場で虐待の疑いを発見するなど気になること

があった場合は、必ず上司にその旨を伝えるように周知します。

③利用者に対して不適切な関わりがあった際は、本人に謝罪し、施設・

事業所として安全の確保や不安にならないような配慮をしていきます。

ご家族にもお知らせし、誠意をもって対応します。

④管理者は虐待であると明確に判断できない場合であっても、速やか

に障害者虐待防止法にいう通報を行い、市町村・道府県からの立入調

査に協力します。

①利用者に対する人権侵害や虐待事案が発生したとき、又はその可能性が疑われ

るときには、施設・事業所としてその事実確認を速やかに行います。

②職員が日常の支援現場で虐待の疑いを発見するなど気になることがあった場合

は、必ず上司にその旨を伝えるように周知します。

③利用者に対して不適切な関わりがあった際は、本人に謝罪し、施設・事業所として

安全の確保や不安にならないような配慮をしていきます。ご家族にもお知らせし、誠

意をもって対応します。

④管理者は虐待であると明確に判断できない場合であっても、速やかに障害者虐

待防止法にいう通報を行い、市町村・道府県からの立入調査に協力します。
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（４）通報手順の参考例

⑤通報した者が誰であっても、そのことで不利益が生じないようにします。

⑥上記の事案が発生した場合は時系列に記録し、背景要因を探り、報

告書にまとめます。必要な場合は家族会においても報告いたします。

⑦人権侵害の事案が虐待と認定された場合は、外部の第三者にも加

わっていただき、法人として検証と再発防止策を立て、これを公表してい

きます。

⑧虐待を起こしてしまった者に対して、事実が確認できたら就業規則に

よる処分を行います。

⑨再発防止の取り組みは、職員との共同のもと計画的に行っていきます。

⑩何よりも権利侵害や虐待は未然に防ぐことが重要と認識して、日々の

業務改善に努めます。

⑤通報した者が誰であっても、そのことで不利益が生じないようにします。

⑥上記の事案が発生した場合は時系列に記録し、背景要因を探り、報告書にまとめ

ます。必要な場合は家族会においても報告いたします。

⑦人権侵害の事案が虐待と認定された場合は、外部の第三者にも加わっていただ

き、法人として検証と再発防止策を立て、これを公表していきます。

⑧虐待を起こしてしまった者に対して、事実が確認できたら就業規則による処分を

行います。

⑨再発防止の取り組みは、職員との共同のもと計画的に行っていきます。

⑩何よりも権利侵害や虐待は未然に防ぐことが重要と認識して、日々の業務改善に

努めます。
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（5）考えられる研修の種類

１、管理職を含めた職員全体を対象にした虐待防止や

人権意識を高めるための研修

２、職員のメンタルヘルスのための研修

３、障害特性を理解し適切に支援が出来るような知識

と技術を獲得するための研修

４、事例検討

５、利用者や家族等を対象にした研修

研修等の種類はいろいろありますが、ここで大事なのはこの中のどれを選ぶかの
選び方、になります。

やりたいこと、やるべきこと、どちらを優先するか、法人の成熟度や状況で判断する
ことが大切です。

よく研修内容をアンケート任せにしてしまうのを見ますが、アンケートで収集したこと
が、必ずしも効果的とは言えず、個人のやりたいことと、組織として虐待防止に対し
てやるべきことを現実的に考えることが大切です。
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１、管理職を含めた職員全体を対象にした
虐待防止や人権意識を高めるための研修

（例）

・基本的な職業倫理

・倫理綱領、行動指針、掲示物の周知（虐待防止の委員会で検

討された内容を含めて）

・障害者虐待防止法等、関係法律や通知、指定基準等の理解

・障害当事者や家族の思いを聞くための講演会

・過去の虐待事件の事例を知る等

どの階層、役職、経験年数だったとしても、この範囲は職員全体に定期的に聞く機
会を設けましょう。

基本的な職業倫理、倫理綱領、行動指針、障害者虐待防止法等、関係法律や通知

など重要なことは繰り返し聞くことが大事です。
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２、職員のメンタルヘルスのための研修

（例）

・アンガーマネジメント研修

・チームワーク研修

・コーチング研修

・労働環境改善ミーティング

・メンタルヘルス不調者対応の研修 等

職員が職場の中で過度のストレスを抱えていたり、他の職員から孤立していること
も、虐待が起きやすくなる要因のひとつと考えられます。職員が一人で悩みや問題
を抱え込んでしまわないよう、組織で対応することが重要です。
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３、障害特性を理解し適切に支援が出来る
ような知識と技術を獲得するための研修

（例）

・障害や精神的な疾患等の正しい理解

・行動障害の背景、理由を理解するアセスメントの技法

・自閉症の支援手法（視覚化、構造化等）

・身体拘束、行動制限の廃止

・服薬調整

・他の障害者福祉施設等の見学や経験交流

・外部の専門家による定期的なコンサルテーション 等

虐待の多くが、知的障害、自閉症等の障害特性に対する知識不足や、行動障害等
の「問題行動」と呼ばれる行動への対応に対する技術不足の結果起きていることを
踏まえて、これらの知識や技術を獲得するための研修を計画することが重要となり
ます
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４、事例検討

（例）内部や外部専門家によるスーパーバイズを受けながら行う

・障害者のニーズを汲み取るための視点の保持

・個別のニーズを実現するための社会資源等の情報や知識の習得

・個別支援計画というツールを活用しての一貫した支援及び支援

者の役割分担等

個別事例のアセスメントや支援計画について、詳しく分析し、 具体

的支援方法を検討することを研修として実施の上 、実践的に学び

ます。

法人内での事例検討を行い、権利意識等を高めていく機会を作ります。

方法は、内部や外部専門家によるスーパーバイズを受けながらおこない

・障害者のニーズを汲み取るための視点の保持

・個別のニーズを実現するための社会資源等の情報や知識の習得

・個別支援計画というツールを活用しての一貫した支援及び支援者の役割分担等

個別事例のアセスメントや支援計画について、詳しく分析し、 具体的支援方法を検

討することを研修として実施の上 、実践的に学びます。
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５、利用者や家族等を対象にした研修

（例）

・障害者福祉施設の利用者や家族等に対する障害者虐待防止

法の理解や早期発見のための研修を実施

・知的障害等により、わかりやすい説明が必要な障害者につい

ては、厚労省の「わかりやすいパンフレット」を活用 等

利用者や家族等を対象にした研修も自分たちが被虐待者であることを気づくため
にも有効です。

障害者福祉施設の利用者や家族等に対する障害者虐待防止法の理解や早期発見

のための研修を実施したり

知的障害等により、わかりやすい説明が必要な障害者については、厚労省の「わか

りやすいパンフレット」があるのでそれを活用したりします。

18



（6）研修を実施する上での留意点

１、研修対象者

・支援員のみならず調理員や運転手、事務職員も対象に

・短時間労働者も対象

・夜勤等の交代制勤務者が参加できる開催方法

・経験年数、スキル等に応じた内容設定

・役職や階層に応じた内容設定

・職種に応じた内容設定 等

研修を実施するうえで、研修の対象者を決める際のポイントになります。

・支援員のみならず調理員や運転手、事務職員も対象に

・短時間労働者も対象

・夜勤等の交代制勤務者が参加できる開催方法

・経験年数、スキル等に応じた内容設定

・役職や階層に応じた内容設定

・職種に応じた内容設定 等
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（6）研修を実施する上での留意点

２、職場内研修 （ＯＪＴ）と職場外研修（Ｏｆｆ ＪＴ） を組み合せる

◇職場内研修

法人で全職員で共有したいこと、浸透させたいこと

◇職場外研修

職場内研修では行えない個人のニーズや、職場内研修では理

解が足りなかった場合の追加で受講

自施設以外の情報を知り客観視する機会の提供

２つめに、職場内研修（ＯＪＴ）と職場外研修（ＯｆｆＪＴ）の適切な組み合せにより実施
することです。職場外研修は、障害者福祉施設等以外の情報を得て自らを客観視
する機会を持つことができ、日々の業務の振り返りができるので、管理者は、計画
的、継続的に職場外研修を受講させるように取り組む必要があります。

20



（6）研修を実施する上での留意点

３、年間研修計画の作成と見直し

作成時には、虐待防止委員会の年間の目標やビジョンに基づき

作られる必要がある。また委員会へあがってくる現場の状況や

課題について検討し、限られた時間を有効活用することが望ま

れる。

研修開催後は研修の報告書のみならず、研修した内容が各部

門でどのように浸透・実践されたか効果測定をする必要がある。

また委員会が開いた研修の内容自体について評価をし、開催方

法について見直し等を行っていく。

研修を実施するにあたり研修計画の作成と見直しを行っていきます。

作成時には、虐待防止委員会の年間の目標やビジョンに基づき作られる必要がある。

また委員会へあがってくる現場の状況や課題について検討し、限られた時間を有効

活用することが望まれます

研修開催後は研修の報告書のみならず、研修した内容が各部門でどのように浸透・

実践されたか効果測定をする必要があります。

また委員会が開いた研修の内容自体について評価をし、開催方法について見直し

等を行っていきます
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2，虐待を防止するための取組について

（1）日常的な支援場面等の把握

①管理者による現場の把握

・管理者が現場に直接足を運び支援場面の様子をよ

く見たり、雰囲気を感じること

・発言などから不適切な対応が行われていないか日常
的に把握する

・グループホーム等、地域に点在する事業所は管理者
等の訪問機会も少なく、目が届きにくい

・ホームヘルパーや相談支援員も直接支援現場を見る
ことがしづらい

・頻繁に巡回する、職員面談等、管理体制に留意する

虐待を防止するための取組について、日常的な支援場面等の把握することが極め
て重要です。

・管理者が現場に直接足を運び支援場面の様子をよく見たり、雰囲気を感じること
・発言などから不適切な対応が行われていないか日常的に把握する
・グループホーム等、地域に点在する事業所は管理者等の訪問機会も少なく、目が
届きにくい
・ホームヘルパーや相談支援員も直接支援現場を見ることがしづらい
・頻繁に巡回する、職員面談等、管理体制に留意する
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②性的虐待防止の取組

・虐待場所が人目に付きづらい、被害者が知られたく
ないという思いから潜在化しやすいことを念頭に

・近年はスマートフォンを利用し、成人だけでなく児童に
対しても行われている

・大丈夫だろう、ではなく現実的な対応をとる

・同性介助の体制を徹底する

・プライベートゾーンの意識化

・業務中のスマートフォン等の携行禁止

・利用者に対する虐待への理解啓発研修 等

性的虐待が起きる状況は様々だと思われますが、「障害者なら被害が発覚しない
と思った」などの卑劣な理由から、採用されて勤務を開始した直後から犯行に及び、
利用者と二人きりになる場面を見計らって継続的に虐待を繰り返すなどの悪質な
事案も報道されています。これらの虐待は、被害に遭った利用者の情緒が急に不
安定になったなど本人の様子の変化を家族が不審に思ったり、虐待者である職員
が異性の利用者とばかり接する等の問題行動があることに他の職員が気付いたり
することなどが、発見の端緒になっている場合があります。

このような性的虐待を防止するために

・虐待場所が人目に付きづらい、被害者が知られたくないという思いから潜在化しや
すいことを念頭に
・近年はスマートフォンを利用し、成人だけでなく児童に対しても行われている
・大丈夫だろう、ではなく現実的な対応をとる
・同性介助の体制を徹底する
・プライベートゾーンの意識化
・業務中のスマートフォン等の携行禁止
・利用者に対する虐待への理解啓発研修 等
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③経済的虐待防止の取組

・出金時、出金内容と出金額、日時等を記載した出金記録を提出

・精算時、使用した内容等と領収書等を照合、金額確認を行い記
録として保管、提出

・現金出納帳と金額の確認

・提出先等を利害関係の少ない総務等にすることも有効

・住居への立ち入り履歴（業務上の理由なき住居への職員の出入
りを制限）

後の監査や定期点検で気づけることも大切だが、毎日の適切な管
理が必要不可欠。金銭に不透明な動きがでたら当日中にわかる
仕組みが重要。

出金時、出金内容と出金額、日時等を記載した出金記録を提出
・精算時、使用した内容等と領収書等を照合、金額確認を行い記録として保管、提
出
・現金出納帳と金額の確認
・提出先等を利害関係の少ない総務等にすることも有効
・住居への立ち入り履歴（業務上の理由なき住居への職員の出入りを制限）

後の監査や定期点検で気づけることも大切だが、毎日の適切な管理が必要不可欠。
金銭に不透明な動きがでたら当日中にわかる仕組みが重要。
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（２）風通しのよい職場づくり
・職場内に「話してもよい」安心感を生むこと

人は感情で動く、信頼、信用がないところに会話はない

・特に上司の聞く姿勢、その後のアクションによって、「話しにくい」「話

す意味がない」がきまる

・会議体も適切にPDCAが回るように行わないと、同じことが起きる→

最低でも、決定事項、担当、期日は議事録で共有する

・職場つくりの最初は、上司から部下へ情報を取りに行く

週次で1対１面談などは有効

・業務上必要な情報共有の場所や更新ルール等は共通認識があるか

・職場内に「話してもよい」安心感を生むこと
人は感情で動く、信頼、信用がないところに会話はない
・特に上司の聞く姿勢、その後のアクションによって、「話しにくい」「話す意味がな
い」がきまる
・会議体も適切にPDCAが回るように行わないと、同じことが起きる→最低でも、決
定事項、担当、期日は議事録で共有する
・職場つくりの最初は、上司から部下へ情報を取りに行く
週次で1対１面談などは有効

・業務上必要な情報共有の場所や更新ルール等は共通認識があるか
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（３）虐待防止のための具体的な環境整備

①事故・ヒヤリハット報告書、自己チェック表 と ＰＤＣＡ
サイクルの活用

②苦情解決制度の利用

③サービス評価やオンブズマン、相談支援専門員等外
部の目の活用

④ボランティアや実習生の受入と地域との交流

⑤成年後見制度や日常生活自立支援事業の利用

（３）虐待防止のための具体的な環境整備として①～④があげられます。
①事故・ヒヤリハット報告書、自己チェック表 と ＰＤＣＡ サイクルの活用
②苦情解決制度の利用
③サービス評価やオンブズマン、相談支援専門員等外部の目の活用
④ボランティアや実習生の受入と地域との交流
⑤成年後見制度や日常生活自立支援事業の利用
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３、(自立支援)協議会等を通じた地域の連携

①虐待の予防、早期発見、見守りにつながるネットワー
ク

②サービス事業所等による虐待発生時の対応（介入）
ネットワーク

③専門機関による介入支援ネットワーク

①虐待の予防、早期発見、見守りにつながるネットワーク

地域住民、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、身体障害者相談員、知的障害
者相談員、家族会等からなる地域の見守りネットワークです。
②サービス事業所等による虐待発生時の対応（介入）ネットワーク

養護者による障害者虐待事案等において、障害福祉サービス事業者や相談支援
事業者等虐待が発生した場合に素早く具体的な支援を行っていくためのネットワー
クです。
③専門機関による介入支援ネットワーク

警察、弁護士、精神科を含む医療機関、社会福祉士、権利擁護団体等専門知識
等を要する場合に援助を求めるためのネットワークです。
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虐待防止委員会等を設置するにあたり

虐待防止委員会等を設置する→年間計画を作成する

事業所における虐待を防止するための措置として、虐待防止委員会等の設置など
の必要な体制の整備が求められます。
虐待防止委員会の責任者（委員長）は、通常、事業管理者レベルが担うことになりま
す。
また、各サービス事業所のサービス管理責任者やフロアリーダーなど、各々の現場で
虐待防止のリーダーになる職員を虐待防止マネジャーとして配置します。
委員には行っている事業の特色を踏まえて看護職などの専門性がある職種を入れ
ることも検討してください。
またご利用者や家族会の方や、第三者委員などの第三者の方に入ってもらうことは
非常に有効です。

委員会を設置や運営していくにあたってのポイントはこれからお話しすることになりま
すが、委員会を設置するということはすなわち年間計画を作成するということになりま
す。
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虐待防止委員会は部門横断型のチーム

•経営層がコミットメントし、組織の立ち上げ、目的や
ミッションなどを決定する

•法人内での位置づけ、権限

•課題解決の範囲を明確にする（広げすぎない）

•リーダーとメンバーの役割と責任を明確化する

•チームが安定するまでは、リーダーはメンバーのフォ
ローも。リーダーに対して経営層とのすり合わせを

•全社でそのまま現場で実行するのが難しい場合は部
門ごとの課題解決策を立案し実行可能な解決策に落
としこむ

部門横断型は運用難易度が高い
クロスファンクショナルチーム運用のポイント
形骸化されている法人はポイントを参考に

トップが行う虐待防止という重要な意思決定・方針決定について、各部署へ横断的
に行われる虐待防止委員会が、組織図上、他の部門と同じラインに並んでいる組
織図を見ることがある。これでは研修を受けて養成される虐待防止マネージャーも
組織上役割を果たすことが出来ない。虐待防止委員会は、トップや部門の管理者
に間違った決定をさせないサポートする側面と、虐待防止についての対策を講じる
部分がある。そのため、ライン部門ではなく、スタッフ部門に位置すべきであり、法
人の考え方によってはライン上の管理職よりも実質的に強い権限をもつことも考え
られる。
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課題分類

虐待防止委員会に共有された課題について分類をする

・経営者と一体で取り組むもの→経営計画

職員配置の不足、過剰な超過勤務や勤務体制に関すること等

・虐待防止委員会・各部署単位で取り組むもの→事業計画・研修計画

研修開催、掲示物作成、ヒヤリハット共有等

・職員個人で取り組めるもの→目標管理

アンガーマネジメント、自己研鑽、セルフチェック等

虐待防止委員会に共有された課題について分類をする

・経営者と一体で取り組むもの→経営計画

職員配置の不足、過剰な超過勤務や勤務体制に関すること等

・虐待防止委員会・各部署単位で取り組むもの→事業計画・研修計画

研修開催、掲示物作成、ヒヤリハット共有等

・職員個人で取り組めるもの→目標管理

アンガーマネジメント、自己研鑽、セルフチェック等
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虐待防止委員会を設置する

• あなたは、虐待防止委員会のリーダーに任命されま
した。

•年間を通して何をやるかの年間計画の立案を作るこ
とを最初に行います。

•研修資料やグループのメンバーの実践から実施する
コンテンツを年間スケジュールに落とし込んでください。

あなたは、虐待防止委員会のリーダーに任命されました。
年間を通して何をやるかの年間計画の立案を作ることを最初に行います。
研修資料やグループのメンバーの実践から実施するコンテンツを年間スケジュール
に落とし込んでください。
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基準

（どのレベルまで）

時期

（いつまでに）

方法

（どのように）

企画名

目的

（何のために）

対象

（どこまで）

役割

（誰が）



今年度の目的・目標（経営層とすり合わせ）

法人内での位置づけ、権限の確認

今年度の課題解決の範囲

・虐待防止の研修

・虐待が起こりやすい職場環境の確認と改善

・ストレス要因が高い労働条件の確認と見直し

・マニュアルやチェックリストの作成と実施

・掲示物等ツールの作成と掲示等

委員の人選（

・管理者　○○

・サービス管理責任者等　○○

・その他リーダー等　○○

・専門職　○○

・ご利用者、ご家族　○○

・第三者等　○○

委員の役割設計（役割と責任の明確化。課題解決する企画に対して人員設計）

・研修担当

・啓発担当

・チェックリスト確認グループ等



Ⅳ 虐待が疑われる事案への対応

岩上洋一

社会福祉法人じりつ

ポイント

受講者が自分の事業所で虐待が疑われる事案が生じた場合の具体的な対応につ
いて理解することを獲得目標として構成してします。
そのため「あなたはが障害者福祉施設等のサービス管理責任者（あるいは児童発
達支援管理責任者）で虐待防止マネージャーとして、

○○の場合どのように対応しますか？」という問いのスライドと、実際の解説とポイ
ント等のスライドを交互に入れて構成しています。
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獲得目標
• 自事業所で虐待が疑われる事案が生じた場合の具
体的な対応について理解する。

内容
１ 虐待が疑われる事案があった場合の対応
２ 通報者の保護
３ 市町村・都道府県による事実確認への協力
４ 虐待を受けた障害者や家族への対応
５ 原因の分析と再発の防止
６ 個別支援計画の見直しとサービス管理責任者等の
役割
７ 虐待した職員や役職者への処分等
８ Ⅳのまとめ

ポイント
受講者の獲得目標は、自分の事業所で虐待が疑われる事案が生じた場合の具
体的な対応について理解することです。
内容の１ 虐待が疑われる事案があった場合の対応 ～７ 虐待した職員や役職者
への処分等に添って、自分の事業所ではどのように対応するのかを考えてもらいま
す。
そのうえで、獲得目標の達成に加えて、虐待を防止するための体制整備の必要性
についても、具体的にイメージすることも求めたいと考えています。
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１ 虐待が疑われる事案があった場合の対応

• あなたは、障害者福祉施設等のサービス管理責任
者（あるいは児童発達支援管理責任者）で虐待防止
マネージャーです。

• あなたの施設で利用者への虐待が疑われる事案が
発生し、現場の職員から法人・事業所、虐待防止委員
会で定めている「通報の手順」に従い、虐待防止マ
ネージャーであるあなたに報告がなされました。

• あなたは、どのように対応しますか？

ポイント
はじめに、１ 虐待が疑われる事案があった場合の対応です。

まずは、受講者に自分の施設で虐待が疑われる事案が発生したことを想像しても
らいます。どの施設で、誰が、誰に、どんな状況で、どんなことをしたのかを考えて
もらいます。

講師は、例えば、グループホームで、世話人が、利用者に・・・などの例え話を、つ
くっておきましょう。

ここで創造した自分の事業所の架空事例は、以下のスライドでも同一事例として活
用します。

そのうえで、受講者自身が「あなたがサビ管等兼虐待防止マネージャーだったらは
どのように対応するか」を考えもらいます。

受講生2人に、「あなたのところではどのようなことが起きましたか」とたずねてみま

しょう。そのうえで、「それでは、あなたはどのようなこと考えて、どのようなに対応し
ますか」も併せて聞きます。
このようなやりとりをいれておくことで、現実感が増します。
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１ 虐待が疑われる事案があった場合の対応

（１） 利用者に対する人権侵害や虐待事案が発生したとき、又はその可能性が疑わ
れるときには、管理者に報告して、施設・事業所としてその事実確認を速やかに行
います。

（２） 障害者福祉施設等で利用者への虐待が疑われる事案があった場合は、 障害
者虐待防止法第16条に規定されている通報義務に基づき、虐待を受けた利用者
の支給決定をした市町村の窓口に通報します。
＊ 市町村に通報することなく、施設の中だけで事実確認を進め、事態を収束させ
てしまうと通報義務に反することとなるため、必ず市町村に通報した上で行政と
連携して対応を進めます。

（３） 内部的には法人の理事長に報告し、必要に応じて臨時理事会の開催について
検討します。

（４） 管理者は、虐待を受けた障害者のためにも、 障害者福祉施設等の支援の改善
のためにも、行政が実施する訪問調査等に協力し、潜在化していた虐待や不適
切な対応を洗い出し、事実を明らかにすることが求められます。

ポイント
ここでは、実際には、どのような対応が望ましいのか説明します。

講師は、受講者と市町村に通報することなく、施設の中だけで事実確認を進め、事態
を収束させてしまうと通報義務に反することとなるため、必ず市町村に通報した上で
行政と連携して対応を進めることの重要性を再確認しますⅢ章P１３を参照します。
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２ 通報者の保護

• あなたは、障害者福祉施設等のサービス管理責任
者（あるいは児童発達支援管理責任者）で虐待防止
マネージャーです。

• あなたの施設で利用者への虐待が疑われる事案が
発生し、現場の職員が直接市町村に通報しました。

• あなたは、通報した職員から通報した旨の報告を受
けました。

• あなたは、通報した職員にどのように対応しますか？

ポイント
ここでは通報者の保護の重要性を考えます。１で創造した架空事例を活用します。
講師は受講者に、「あなたの施設で利用者への虐待が疑われる事案が発生し、現
場の職員が直接市町村に通報しました。あなたは、通報した職員から通報した旨の
報告を受けました。あなたは、通報した職員にどのように対応しますか？」と問います。

講師は、受講者にこのような場面を想像してもらいます。このような状況の時、受講
者自身に「あなたは、まずどんなことを考えるのか、そしてどのように対応するの
か」を考えてもらいます。

受講者自身が、この通報を肯定的に受け止めたのか、否定的に受け止めたのかも
考えてもらうことも重要です（2分間）。

通報義務を当然のこととして受け止めるためには、事業所の体制整備ができてい
ること、手順が整っていること、すべての職員に虐待防止について周知されている
ことが重要となることを再確認します。
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２ 通報者の保護
（１） 虐待防止法
障害者福祉施設等の虐待を発見した職員が、直接市町村に通報する場合、通報し
た職員は、障害者虐待防止法で次のように保護されます。
① 刑法の秘密漏示罪の規定 その他の守秘義務に関する法律の規定は、障害者
福祉施設従事者等による障害者虐待の通報を妨げるものと解釈してはならないこ
と（障害者虐待防止第16条第3項）。
② 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の通報等を行った従業者等は、通
報等をしたことを理由に、解雇その他不利益な取扱いを受けないこと（第16条第
4項）。 通報が虚偽であるもの及び一般人であれば虐待であったと考えることに
合理性がない「過失」による場合は除きます。

（２） 公益通報者保護法
平成 18 年 ４ 月から公益通報者保護法が施行されており、労働者が、事業所内
部で法令違反行為が生じ、又は生じようとしている旨を①事業所内部、②行政機関、
③ 事業所外部に対して所定の要件を満たして公益通報を行った場合（例えば行政
機関への通報を行おうとする場合には、①不正の目的で行われた通報でないこと、
②通報内容が真実であると信じる相当の理由があること、の ２つの要件を満たす場
合）、通報者に対する保護が規定されています。
施設においては、通報先や通報者の保護について日頃から職員に周知し、理解を深
めておくことが必要です。

ポイント
通報者の保護について、説明します。
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２ 通報者の保護

（３） 損害賠償請求事案
障害者虐待防止法施行後、虐待通報した職員に対して、施設側が損害賠償請求
を行うという事案が発生しています 。
【施設側の理由】
虐待通報された事により施設の社会的信用が低下し、不利益を受けた。
【その後の経過】
施設側の不利益は認定されず、さらに信用を低下させる結果なり、事業所の廃止
に至った事例もありました。

（４） 施設の設置者・ 管理者に求められること
① 障害者虐待防止法の趣旨を認識すること 。
施設が、通報したことを理由に 損害賠償請求を行うことは、適切に通報しようと
する職員を萎縮させることにもつながりかねないものであり、通報義務や通報者
の保護を定めた障害者虐待防止法の趣旨に沿わないものです。
② 通報義務に基づいて適切に虐待通報を行おうとする、又は行った職員等に対し
て解雇その他不利益な取扱いをしないこと。
③ 通報等を理由とする不利益な取扱いの禁止措置や保護規定の存在について理
解を深めること。

ポイント
通報者の保護について説明します。
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３ 市町村・都道府県による事実確認への協力

• あなたは、障害者福祉施設等のサービス管理責任
者（あるいは児童発達支援管理責任者）で虐待防止
マネージャーです。あなたの施設で利用者への虐待
が疑われる事案が発生しました。

• 市町村及び都道府県が、事実を確認するために障
害者やその家族、 障害者福祉施設等関係者からの
聞き取りや、障害者総合支援法や社会福祉法等の関
係法令に基づく調査等を速やかに開始することとなり
ます。

• あなたは、事実確認への協力のためにどのように対
応しますか？

ポイント
ここでは市町村・都道府県による事実確認への協力について考えます。
講師は、受講者に「あなたは、市町村・都道府県の事実確認へ協力について、まずは
どんなことを考えますか」そして「どのように対応しますか」を問います。
講師は、受講者にこのような場面を想像してもらいます。
講師はその際、例えば、「役人が現場の状況をわかるわけない」とか、「どうやって弁
明しようか」とか、「誤解されたら困るな」などと考えませんか？とあえて話してみます。
しかし、事実確認への協力とは、虐待の発生要因を明らかにし、再発防止策を講じる
ことで、支援の質の向上を目指すために協力することであると伝えます。
このような意識を醸成するためにも日頃の準備が大切ということがわかります。
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３ 市町村・都道府県による事実確認への協力

（１） 誠実に対応する。

（２） 調査に適切な場所を提供する。

調査に当たっては、聞き取りを受ける障害者やその家族、 障害者福祉施設等関係

者の話の秘密が守られ、安心して話せる場所の設定が必要 と なりますので、適切な

場所を提供します。

（３） 必要な書類の提供に協力します。

勤務表や個別支援計画、介護記録等の提出等 が求められますので、これらに最

大限協力します。

（４） 虚偽の答弁・検査の妨害 ⇒ 指定の取り消しや罰金

障害者総合支援法の規定により市町村長、都道府県知事が調査権限に基づいて

障害者福祉施設等に対して報告徴収や立入検査を行う場合、質問に対して虚偽の

答弁をしたり、検査を妨害した場合は、障害者総合支援法の規定により指定の取消

し等（第50条第１項第7号及び第3項、第51条の 29 第１項第7号及び第2項第7

号）や 30万円以下の罰金（第111条）に処することができることとされています。

これらの規定についても十分理解した上で、市町村、都道府県の事実確認調査に対

して誠実に協力します。

ポイント
市町村・都道府県による事実確認調査に対して誠実に協力することを説明します。
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４ 虐待を受けた障害者や家族への対応

• あなたは、障害者福祉施設等のサービス管理責任
者（あるいは児童発達支援管理責任者）で虐待防止
マネージャーです。あなたの施設で利用者への虐待
が疑われる事案が発生しました。

• あなたは、虐待を受けた障害者や家族にどのように
対応しますか？

ポイント
４ 虐待を受けた障害者や家族への対応です。
講師は、受講者に「障害者福祉施設等のサービス管理責任者（あるいは児童発達
支援管理責任者）で虐待防止マネージャーです。あなたの施設で利用者への虐待
が疑われる事案が発生しました。あなたは、虐待を受けた障害者や家族にどのよう
な姿勢でどのように対応するのか、最優先課題は何か等」を問います（３分間）。
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４ 虐待を受けた障害者や家族への対応

（１） 安全の確保

虐待事案への対応に当たっては、虐待を受けた利用者の安全確保を最優先に

します。

（２） 安心できる環境づくり

虐待を行った職員がその後も同じ部署で勤務を続けることによって、虐待を受

けた 利用者が不安や恐怖を感じ続けるような事態等を起こさないため、法人の

就業規則等を踏まえた上で配属先を直接支援以外の部署に変更することや、

事実関係が明らかになるまでの間、出勤停止にする等の対応を行い、 利用者が

安心できる環境づくりに努めます。

（３） 説明・謝罪等による誠意ある対応

事実確認をしっかりと行った上で、 虐待を受けた障害者やその家族に対して障

害者福祉施設等内で起きた事態に対しての説明、謝罪も含めた誠意ある対応

を行います。

（４） 家族会への説明

虐待事案の内容によっては、法人の理事長等役職員が同席した上で家族会を

開き、説明と謝罪を行い信頼の回復に努める必要があります。

ポイント 障害者や家族への対応を説明します。
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５ 原因の分析と再発の防止
• あなたは、障害者福祉施設等のサービス管理責任
者（あるいは児童発達支援管理責任者）で虐待防止
マネージャーです。あなたの施設で利用者への虐待
が疑われる事案が発生しました。

• あなたの施設では、どのような要因で虐待事案が発
生したと考えますか？

厚生労働省の「障害者虐待対応状況調査」では、虐待の発生要因を5 つに
分類しています。
「教育・知識・介護技術等に関する問題」
「職員のストレスや感情コントロールの問題」
「倫理観や理念の欠如」
「虐待を助長する組織風土や職員間の関係性の悪さ」
「人員不足や人員配置の問題及び関連する多忙さ」

ポイント
講師は受講者に「あなたの施設では、１で創造して４まで進めてきたこの事例は、今
回どのような要因で虐待事案として発生したと考えますか？」と問います。
受講者は、５つの虐待発生要因のなかで、どの要因で発生したのかを考えます。
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５ 原因の分析と再発の防止

平成
28年
度

平成
29年
度

平成
３０年
度

教育・知識・介護
技術等に関する
問題

65.1
%

59.7
%

73.1
%

倫理観や理念の
欠如

53.0
%

53.5
%

52.8
%

職員のストレスや
感情コントロール
の問題

52.2
%

47.2
%

57.0
%

人員不足や人員
配置の問題及び
関連する多忙さ

22.0
%

19.6
%

22.6
%

虐待を助長する組
織風土や職員間
の関係性の悪さ

22.0
%

19.1
%

20.4
%

市町村等職員が判断した虐待の発生要因（複数回答）

・ 平成29年度の「障害者虐待対応状
況調査」では、サービス類型によって発
生要因が異なっています。
・ 障害者支援施設では、「職員のスト
レスや感情コントロールの問題」が最も
高く、生活介護や就労継続支援Ｂ型、
放課後等デイサービスでは「教育・知
識・介護技術等に関する問題」、共同生
活援助では「倫理観や理念の欠如」が
最も高くなっています。
・ 虐待類型別で見ると、身体的虐待や
心理的虐待、放棄・放置（ネグレクト）で
は「教育・知識・介護技術等に関 する
問題」が最も高く、性的虐待や経済的
虐待では「倫理観や理念の欠如」が最
も高い要因として挙げられています。

ポイント
５ 原因の分析と再発の防止について説明します。
この説明を聞いて受講者2人に感想を述べてもらいます。
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５ 原因の分析と再発の防止

• あなたは障害者福祉施設等のサービス管理責任者
（あるいは児童発達支援管理責任者）で虐待防止マ
ネージャーです。あなたの施設で利用者への虐待が
疑われる事案が発生しました。

• あなたは、原因の分析と再発防止のため、どのように
対応しますか？

• 虐待を行って職員に対しては・…。

• 複数の職員による虐待の場合には・…。

• 見て見ぬふりをしていた職員がいる場合には・…。

• 職員の知識や対応の技術が不十分な場合には…・。

• 管理者等や役職者が虐待を行っている場合には…・。

ポイント
講師は受講者に「あなたは、原因の分析と再発防止のため、どのように対応します
か？」と問います。
特に、①虐待を行って職員に対しては・…。②複数の職員による虐待の場合には・…。
③見て見ぬふりをしていた職員がいる場合には・…。④職員の知識や対応の技術
が不十分な場合には…・。⑤管理者等や役職者が虐待を行っている場合には…・を
考えてもらいます。
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５ 原因の分析と再発の防止
（１） 虐待を行って職員に対しては・…。

⇒ なぜ虐待を起こしたのかその背景を聞き取り、原因を分析します。

（２） 複数の職員による虐待の場合には・…。

⇒ 小さな不適切な対応が積み重なってエスカレートし、やがて大きな虐待につな

がってしまう等のケースも考えられるため 、経過の把握も必要です。

（３）見て見ぬふりをしていた職員がいる場合には・…。

⇒ 職員相互の指摘ができないような支配的な力関係が職員の間に働いている場

合があります。

（４） 職員の知識や対応の技術が不十分な場合には…・。

⇒ 力で抑え込むことしかできなかった場合が考えられます。

（５） 管理者等や役職者が虐待を行っている場合には…・。

⇒ これらを客観的に分析するためには、虐待防止委員会だけでなく、 第三者的立
場の有識者にも参加してもらって 検証委員会を立ち上げること等 も考えられます。

⇒ その過程で、 複数の障害者福祉施設等を運営する法人の中で組織的に行われ
たと思われる虐待事案については、同一法人の他障害者福祉施設等への内部調査
を検討することも考えられます。

ポイント
原因の分析と再発の防止のための対応について説明します。
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５ 原因の分析と再発の防止

• あなたは障害者福祉施設のサービス管理責任者
（あるいは児童発達支援管理責任者）で虐待防止マ
ネージャーです。あなたの施設で利用者への虐待が
疑われる事案が発生しました。

• 虐待が起きると、施設は利用者や家族からの信頼を
失うとともに、社会的な信用が低下し、虐待に関わっ
ていなかった職員も自信を失ってしまいます。

• あなたはどのようなことに取り組みますか？

ポイント
講師は受講者に「虐待が起きると、施設は利用者や家族からの信頼を失うとともに、
社会的な信用が低下し、虐待に関わっていなかった職員も自信を失ってしまいます。
あなたはどのようなことに取り組みますか？」と問います。ここでは、自由に考えてもら
います。
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５ 原因の分析と再発の防止
失ったものを回復するためには、事実の解明や改善に向けた誠実な取組と長い時間
が必要になります。

ただし、失ったものを回復することが目的ではなく、質の高い支援を提供することが目
的です。

（１） 虐待が起きてしまった原因を明らかします。

（２） どうしたら虐待を防ぐことができたのかを振り返ります。

（３） 行政の改善指導等に従い、今後の再発防止に向けた改善計画を具体化します。

（４） 同じ誤りを繰り返すことがないように取り組みます。

⇒ 支援の質を向上させることで、職員が自信を取り戻し、施設が利用者や家族から
の信頼を回復することにもつながります。

ポイント
講師は受講者に、失ったものを回復するためには、事実の解明や改善に向けた誠実
な取組と長い時間が必要になります。ただし、失ったものを回復することが目的では
なく、質の高い支援を提供することが目的であることを伝えます。
以下、取り組むべき課題について説明します。
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６ 個別支援計画の見直しとサービス管理
責任者等の役割
• あなたは障害者施設のサービス管理責任者（あるい
は児童発達支援管理責任者）です。あなたの施設で
利用者への虐待が疑われる事案が発生しました。

• あなたは、サービス管理責任者（あるいは児童発達
支援管理責任者）としてどのように対応しますか？

ポイント

講師は受講者に、「サービス管理責任者としてどのように対応するかについて」を
考えてもらいます。

具体的には、虐待が疑われる事例が発生した時の、サビ管の役割と個別支援計画
の見直しの留意点です。
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６ 個別支援計画の見直しとサービス管理
責任者等の役割
（１） サービス管理責任者等の役割
① 虐待が起きた際は、虐待を受けた利用者の安全確保を最優先します。
② 利用者が安心できる環境をつくります。
③ 虐待を受けた障害者や家族に誠意ある対応を行います。
④ 発生要因を明らかにし、どうしたら虐待を防ぐことができたのかを振り返
ります。
⑤ 行政職員による改善指導や有識者による指導、助言を受けることで虐待の再発
を防ぎ、より良質な支援の提供を行うことを目指します。

（２） 個別支援計画の見直しの留意点
① 「個別支援計画」と「記録」をもとに事実の記録をつくります。
② 本人にどのような対応が適切であるのか、本人の意思及び人格を尊重して、
家族、担当職員等と事実を共有、分析して「個別支援計画」の見直しを行います。

③ 相談支援専門員とも意見交換を行い「サービス等利用計画」と連動した「個
別支援計画」を作成します。

ポイント

虐待が疑われる事例が発生した時の、サビ管の役割と個別支援計画の見直しに
ついて説明します。
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７ 虐待した職員や役職者への処分等

•事実の確認と原因の分析を通じて虐待に関係した職
員や施設の役職者の責任を明らかにする必要があり
ます。刑事責任や民事責任、行政責任に加え、道義的
責任が問われる場合がありますので、真摯に受け止
めなくてはなりません。

•法人として責任の所在に応じた処分を行うことになり
ます。処分は、労働関連法規及び法人の就業規則の
規定等に基づいて行います。

•処分を受けた者については、虐待防止や職業倫理等
に関する教育や研修の受講を義務付ける等 、再発防
止のための対応を徹底して行うことが求められます。

ポイント
７ 虐待した職員や役職者への処分等について説明します。
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８ Ⅳのまとめ

•虐待が疑われる事案が生じた場合の具体的な対応に
ついて理解することができました。

•虐待を防止するための体制整備の必要性について、
具体的にイメージすることできました。

• 虐待行為が軽微な段階で適切に通報することができれば、
利用者の被害は最小限で留めることができます。

• 虐待の発生要因を明らかにし、再発防止策を講じることで、
支援の質の向上を目指すことができます。

• 虐待があった施設が自ら通報する割合が年々増加しているこ
とからも、通報の本質が、利用者、職員、施設 、法人の全てを
救う道であることがわかります。

ポイント
講師は受講者に、虐待が疑われる事案が生じた場合の具体的な対応について理解
することができたかを確認します。
そのためには、虐待を防止するための体制整備の必要性であり、ここでは、具体的に
イメージすることも併せて重要であることを伝えます。

虐待行為が軽微な段階で適切に通報することができれば、利用者の被害は最小限
で留めることができること。
虐待の発生要因を明らかにし、再発防止策を講じることで、支援の質の向上を目指
すことができること。
虐待があった施設が自ら通報する割合が年々増加していることからも、通報の本質
が、利用者、職員、施設 、法人の全てを救う道であることを再確認してまとめる。
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ワークシート
１ 虐待が疑われる事案があった場合の対応

（１）自分の施設で虐待が疑われる事案が発生しました。どの施設で、誰が、誰に、ど
んな状況で、どんなことをしたのかを創造してださい。

（２）現場の職員からあなたに報告がなされました。あなたは、どのようなことを考えま
すか。そして、どのように対応しますか。
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ワークシート
２ 通報者の保護

（１）あなたは、通報した職員についてどのようなことを考えますか。そして、どのように
対応しますか。

３ 市町村・都道府県による事実確認への協力

（１）あなたは、事実確認への協力について、どのように考えますか。そして、どのよう
に対応しますか。

４ 虐待を受けた障害者や家族への対応

（１）あなたは、虐待を受けた障害者や家族にどのような姿勢でどのように対応します
か。ここでの最優先の課題は何ですか。
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ワークシート
５ 原因の分析と再発の防止

（１）あなたの施設では、どのような要因で虐待事案が発生したと考えま
すか。

（２）あなたは、原因の分析と再発防止のため、どのように対応しますか。

（３）あなたはどのようなことに取り組みますか。

６ 個別支援計画の見直しとサービス管理責任者等の役割

（１）この際、サービス管理責任者（あるいは児童発達支援管理責任者）
としての役割はどのようなことだと考えますか。
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身体拘束・行動制限の廃止と支援
の質の向上

名前 白 江 浩

所属 難病ホスピスケア障害者支援施設

太白ありのまま舎



１ 身体拘束の廃止に向けて

１）身体拘束はなぜ廃止すべきかを考える
①身体拘束は身体の自由を奪う人権侵害の行
為だからです
②人としての尊厳（こころ）を奪うからです
③私たち自身を否定し、ケアの質を著しく低下さ
せるからです
④身体拘束の法的定義に関わらず、不断に私
たち自身の尊厳にも関わるからです

なぜ身体拘束がだめなのか、わかっているようでわかっていないのが現状ではな
いかと思います。ひもなどで縛るだけでなく、「自由」や「尊厳」を奪う行為がどういう
ことなのか、ご本人または、周囲の安全のための拘束＝やむをえない＝理由と手
続きさえ説明できればやって良いということではないことを、現場の視点で考えたい
と思います。ご本人の思い、ご家族の立場、支援者と言われる我々の立場、それ
ぞれから、考えてみたいと思います。その場での判断のみならず、事前に時間をか
けて議論する必要性や、ケアの質（支援の質）をどう高めていくのか、突き詰めて考
えて行くことの重要性について、まず確認したいと思います。



２）本当に「やむを得ない」のでしょうか
私たち自身に問われています
①そもそも「身体拘束」は「やむを得なければ」
許されるのでしょうか
②「人手不足」「支援力不足（ケアの質）」だと
許されるのでしょうか
③「安全」を理由にすることがありますが、問わ
れるのは、事故が起きた責任でしょうか。拘束を
回避するための努力でしょうか
事故はないことがベストです。でも起きた時に
隠さず、皆で考え（分析）、同様の事故が再発し
ないように考えることが重要です

「緊急やむを得ない」場合とは、どういうことかを考え、基本的スタンス・認識を確認
し、「安全」の名の下に許されることではないことを確認する。問われていることが
何かについても、共に考えたいと思います。緊急というのはどういうことなのか。事
前に考えること、その場で起きうることを予想するともあります。それも緊急として、
やむをえないとしていないか？目が離せない。人がいない。事故が起きたら、何か
あったらと職員は不安で仕方ありません。その時、現場ではいろんな工夫をします。
場合によっては同じ利用者の方の「目」や力を借ります。やむを得ないと判断する
ことは、本当に苦渋の決断だと思います。そういう思いを共有しながら、「やむを得
ない」ことを考えたいと思います。（私自身、新しい施設では多くの行動障害の方と
出会い、1年学ばせて頂き、「緊急やむを得ない」事態に何度か出会いました。まだ、

身体拘束の事例はありませんが、そう思いがちな自分たちの存在を改めて実感し
ました。その実感から何か考えられればとも思います。



⑤事故の可能性・予測・対応も含めたケ
アマネジメントは十分だったでしょうか
⑥身体拘束をせずに、ケアしている施設
や事業所はなぜできるのでしょうか。

その中で、いかに事前のケアマネジメントや、その人についてしっかり学ぶ・知るこ
との重要性を痛感しました。意外と知っているようで分かっていないことを痛感しま
す。ケアの質・ケアマネジメント力を高め、その人にとって本当に必要な支援を繰り
返し繰り返し考えて行くことの重要性を学びつつあります。そのプロセスで「緊急や
むを得ない」身体拘束が発生しうる可能性を完全に否定できないことも実感してい
ます。それでも、短期的にケアマネジメント、モニタリグを行うことで、変化していくこ
とがあります。既に身体拘束を行わない支援者・支援の場として、これまで努力し
てこられた事業所や施設も少なくありまえん。参加者の中にもおられると思います。
（本当はそういう方に話て頂ければ良いのですが）そういう既に実践している事業
所・施設から学べたらと思います。



３）障害者虐待防止法その他法的身体拘
束について考える
①「正当な理由なく障害者の身体を拘束
すること」は虐待とうたわれています
②でも「正当」な理由って、ご本人にとって
はどんなことでしょうか
③あくまで誰のための正当な理由なのか
忘れないようにしたいものです

「正当な理由」の意味についても同様です。誰にとっての「正当」か、は常に考え続
けながら、「やむを得ない」行為として、身体拘束しつつも見直す努力の必要性を、
強くお伝えしたいと思います。

私は、人権侵害に「正当な理由」が本当にあるのか、疑問に思っています。コロナ
の感染防止第一に人権が、権利が侵害されて良いとは思いません。しかし、実際
にはそうせざる負えない状況が生まれ、多くの人がやむを得ないと思いました。私
も最終的には「やむを得ない」と思いました。しかし、「良い」と思った人は少ないと
思います。「正当性」な理由が誰のためのものをかを認識し、そのことを常に考えて
おく必要性について考えたいと思うのです。



４）身体拘束と言われる具体例から考えてみます
①車いすやベッド等に縛り付ける
②手指の機能を制限するために、ミトン型の手
袋をつける
③行動を制限するために、介護衣（つなぎ服）
を着せる
④支援者が自分の体で利用者を押さえ付けて
行動を制限する
⑤行動を落ち着かせるために、向精神薬を過
剰に服用させる
⑥自分の意思で開けることのできない居室等
に隔離する

具体例だけが意味する身体拘束の問題を再確認し、そこから見える本質を確認し、
事例以外の様々な行為や考えについても考えたいと思います。



５）ケアの質と尊厳について考えました
①ケアの仕事について考えました
私たち（法人・施設・事業所）の拠って
立つ共通の理念（決意とか強い意思）
があると思います
②そのひとつが尊厳を守ることではない
でしょうか
ケアに科学的根拠と尊厳ということば
を付け加えてみてはどうでしょうか

経験や思い付きなどによる支援ではなく、ご本人を知り、自ら学び、研鑽しながら、
根拠や理由、体系化された科学的根拠をもって行う支援・ケアの重要性を確認した
いと思います。それが尊厳を守る道にもつながることも共有できればと思います。
そもそも、「支援とは」「ケアの質とはとは」何かについても考えたいと思います。



③そんなひとつひとつの介助とケアを基
に個別支援計画を作成し、生きがいや働
きがい、その人の人生に関わるための支
援につなげることが、私たちの最大の目
標ではないでしょうか（生活支援と活動
支援）

そうした科学的な支援、ケアに基づく、個別支援計画の意義を確認したいと思いま
す。またその作成のプロセスにおけるアセスメント、モニタリング、ケア会議等にお
いて、内外の他（多）職種との連携・ネットワークを通して、更にその質を上げる努
力が、身体拘束廃止につながると思います。ケアの質、支援の質の担保のための
取組みについて考えたいと思います。



２ やむを得ず身体拘束を行うときの留意点

１）緊急やむを得ない場合を除き身体拘束
等を行ってはならないと運営基準には書
かれています
では、「緊急やむを得ない」時とはどう
いう時でしょうか
３つの視点で整理されています

•

身体拘束以外に方法がない、と判断するさいの留意点について、ひとつずつ考え
たいと思います。形式的な判断ではなく、どこまで考えるのか、どこまで考えたらよ
いのか、現場の苦悩を踏まえ、共に考えることが出来たらと思います。



①ご本人や他の利用者の方の生命・身
体・権利が脅かされる可能性が著しく高く
切迫している場合です。身体拘束が及ぼ
す悪影響を考え、それでもなお、身体拘束
しないと生命・身体・権利が危険にさらさ
れ、支援の工夫だけでは十分対応できな
い場合です（切迫性）

「切迫」した状況を想定しながら、そこで何を考えるのか。について考えてみたいと
思います。切迫した状況とはどういう状況か。人もいない、すべきことが多々ある、
他の利用者に危険が迫っている等々それぞれが経験された切迫感を考えながら、
どうしたら良いのか、考えてみたいと思います。



②身体拘束以外のすべての方法を検討
したけれど、ご本人並びに他の利用者等
の生命や身体を守る方法がないと、皆で
話し合って確認した場合です。拘束の方
法も最も制限（リスク）の少ない方法を考
えることです（非代替性）

非代替性とは何か。切迫性同様に、他に本当に方法はないのか。限られた人材、
事業所内だけで見えない答えを見つけだすことの困難性について共に考え、どう
すれば良いのか、答えは見つけられないかも知れませんが、一緒に考えたいと思
います。



③ご本人の状態、他の利用者や環境状
況等しっかり見通しを立てて、最短時間
ですむように考えることです（一時性）

一時・最短時間の意味を考えたいと思います。どうすれば、最短時間で解決できる
のか。自分だけでは解決できないことを、一緒に考えてみたいと思います。



２）その３要件を満たしても、厳格な手続き
が必要です
決して安易に行わず、慎重に判断する
ことが求められています
常に誰のためか。何のためかを繰り返し
問い続けることが大切だと思います

•

そして、３つの要件が満たされればそれで「身体拘束」が許されるのではなく、実施
する上で、またそれを中止する上で、あるいはしなくて済むために必要な適切で厳
格な手順、確認が必要であることを確認したいと思います。



➀組織（法人・施設・事業所）としての方針を
明確にして下さい
身体拘束を行う場合の、組織としての明確な
方針・考え方、要件検証、手順等を定め、誰（ど
こで＝個別支援会議等＝出席者も）がどういう
議論（基準・検討）を経て、決めたのかが分か
るようにする必要があります。管理者・サービス
管理責任者・児童発達支援管理責任者・虐待
防止リーダー等の出席は重要です。また相談
支援専門員等の外部の方の同席も検討して
下さい。そして全職種全職員の組織としての統
一した意識づけが不可欠です

そこでまずは、組織としてしっかりとした理念と方針を持ち、組織全体で共有し、身
体拘束に対する姿勢を皆が同様に持ちながら、進める重要性を確認しようと思いま
す。



②個別支援計画へ記載して下さい
記載の様式までは定められていませ
んが、身体拘束の様態、時間、緊急や
むを得ない理由、その他今後解消して
いくために必要な情報、データ、目標
等も合わせて示されると、その後取ら
れる記録が有意義になると思います。
別途、身体拘束解除に特化した支援
計画も良いと思います

個別支援計画作成の重要性は先にお伝えしましたが、どのようい個別支援計画を
作るのかを確認しながら、本当に生きた個別支援計画にするための手立てとしても
有効だと思います。その場合に、記録は根拠を導き出す上でも不可欠で、記録は
決して身体拘束の記録ではなく、身体拘束を防ぐために、身体拘束をやめるため
の記録であるとの認識から、どういう記録が必要かを考えたいと思います。それは
求められている記録でもあります。身体拘束廃止に向けた取組みを行うために必
要な見直しを常に行うために、そうした記録、検討経過を個別支援計画に記載する
必要性を確認したいと思います。また、個別支援計画への記載と同時により詳細な
支援計画等を作成することの有用性も考えたいと思います。



③ご本人、ご家族への十分な説明と同
意（承認）を得て下さい
フランスの哲学者フーコーは「牧人
権力」と言う言葉で、医療や福祉の専
門職を戒めています
丁寧で分かりやすく、ご本人のQOL
への影響、自分たちのこれまでの取り
組みと今後も続く取り組みについて説
明し、承認を得て下さい

医療や福祉に従事する者への戒めとして、フランスの哲学者フーコーが「牧人権
力」について語っています。ご本人の同意、ご家族の同意は不可欠ですが、相手の
立場を考えると、必然的に私たちが優位に立っていることを忘れず、なぜ身体拘束
をせざる負えないのか、これまでの取組み３要件の検討内容等を丁寧に、理解が
得られるように説明する必要があることを確認したいと思います。



④検討の段階、身体拘束の決定等に
おいて、市町村虐待防止センターや行
政に相談・報告することは有意義です
職員だけ、事業所だけ、組織だけで抱
え込まず、地域で共有し一緒に考える
ことで、困難の克服にもつながります

3要件について考えるとこから、事業所や自分たちで考えるだけでなく、外部機関

等に相談し、助言を得ることや、状況を共有することで自分たちの孤立化を防ぐと
共に、幅広い視点での対応が生まれることが期待できることを再度確認し、隠蔽体
質をなくす風土づくりにも寄与することを確認したいと思います。



⑤実施したら記録をきちんととる必要があります。
記録の様式等はそれぞれですが、緊急やむを得
ない理由、どういう風に身体拘束を行うのかそ
の様態、時間、ご本人の状態・様子、常に身体拘
束解消に向けて必要な情報・事項を記載して下
さい
そして、個別支援計画見直しのタイミングでの
モニタリングだけではなく、最短時間の要件から
も適宜見直して下さい。そうした一連の記録を
残すことが重要です
ミニカンファレンスなど有効だと思います

再度記録の重要性を確認し、適宜見直しをすることの重要性、だらだらと身体拘束
を続けることがないよう工夫を続けることを確認したいと思います。その手法・タイミ
ングは様々ですが、こまめに検討することが重要であることを確認したいと思いま
す。



⑥身体拘束廃止未実施減算が平成
30年度から創設されました
「緊急やむを得ない」事情。実施のための
3要件や検討記録、個別支援計画への記載、
その後の実施記録等、更に丁寧な説明や同
意の経緯の記録も必要です。そうした記録が
ない場合減算されることがあります

片桐専門官より丁寧な説明がなされると思いますが、減算が意味することを再確
認し、求められる記録（理由・経緯・手続き・態様等）の意味を確認したいと思いま
す。



３ 座位保持装置等に付属するベルト・テーブルの
使用について

１）座位保持・座位保持装置とは
①車椅子等に座った時に、姿勢をしっかり保持
（維持）するここで、背もたれ、座面等の機能が
その人に合うように調整される必要があります
②褥瘡予防（座圧）、移動保障の視点等も踏
まえ、アセスメントを経て、その人のQOLを高め
る上で車いすユーザーには不可欠な機能と言
えます

実際にそういう人が事業所や施設を利用されていない場合もありますので、座位
保持とは何かについて、少し整理できればと思います。



③身体に重度の障害のある人の中には、
脊椎の側わんや、四肢、間接等の変形・拘縮等
の進行により、身体の状態に合わせ体幹の安
定等のため座位保持装置や車いすを医師の意
見書又は診断書によりオーダーメイド等により
製作し、使用されている方も少なくありません。
そのため安全かつ安楽に座位が維持されるよ
うにベルトやテーブルも使用されます

同様に、座位保持装置の必要性と、そうであっても必要な手続きについてご説明し
たいと思います。



➃しかし、このベルト等を身体拘束にあたると
して、ベルトを外し転落したり、怖い思いをされ
るということが起きています。そのため危険を
回避しようとして、ベッド上での生活を強いる
など不適切な対応を招くこともあります。むしろ
ベルトやテーブルを外すことで危険を招く場合
があります

実際に起きた例などを参考に、その必要性と身体拘束との類似点（見かけ）と相違
点について説明し、行政等を含む第三者の方々にも説明できるよう共有したいと思
います。



⑤「本人の身体の機能や行動を制限する目的
で行われる身体拘束」と「座位保持を目的に
行わる座位保持装置の使用」は相違します。座
位の安定、移動の自由、快適な暮らしを維持す
るために、ご本人（場合によってはご家族）の意
思で、適正な手続きを踏み、適宜見直されてい
れば、「身体拘束」同様の詳細な記録は求めら
れていません。その目的や対応に応じて適切に
判断される必要があります

座位保持のためとはいえ、何でも許されるわけではなく、ケアの質・支援の質を上
げる視点を失わず、一定の手順と手続きと記録を経て、見直しが常に必要とされる
ことも確認したいと思います。



⑥平成31年3月29日付け厚生労働省障
害福祉部障害福祉課事務連絡では「ケ
ア記録等への記載については、必ずしも
身体拘束を行う間の常時の記録を求め
ているわけではなく、個別支援計画に記
載がない緊急やむをえず身体拘束を行っ
た場合には、その状況や対応に関する記
載が重要である」（障害福祉サービス等
報酬に係るQ&A)と明記されました

実地指導の場（監査指導）において、座位保持装置による身体拘束を指摘される
例が多いことや、身体拘束と座保持装置の違いを、個別支援計画並びにケース記
録等に記録することの重要性を確認したいと思います。理由のみならず、手続き・
手順が丁寧に踏まれているかも重要だと思います。



２） 座位保持装置でも手続き留意点は守る必要
があります
①ご本人（場合によってはご家族）との協議と
十分な相互理解は不可欠です
②その上で個別支援計画に記載し、同意を得
て下さい。医師の意見書等を踏まえ、目的に
沿った記録・運用が必要です
③日々の記録までは求められていませんが、
「身体拘束」の手続き同様、必要な見直し、定
期的モニタリングを通して、医師等の専門的意
見なども確認して適切な運用が必要です

手順も身体拘束同様に専門家（医師・セラピスト・看護師等）の意見に基づく、根拠
のる適切な対応でなければなりません。そうした必要な記録がきちんと示されてい
れば、毎日の分単位での記録まで求められているわけではありません。自治体の
実地指導に対しては、こうした座位保持装置を利用する方が大勢入所したり、利用
する施設・事業所においては、極めて過重な業務負担になっていることなども共有
しつつ、記録の必要性と、実地指導においては、しっかり説明できることが必要で
あることを確認したいと思います。



➃ケアの質を上げる上でも、常に見直すことが
重要だと思います
⑤また、漫然と長時間ベルトやテーブルをした
まま車いす上で「放置」するようなことがないよ
うにして下さい。同一姿勢による二次障害や褥
瘡が発生することもありますし、不適切なケアと
して、たとえ座位保持装置であっても身体拘束
に捉えられることもあります

座保持装であっても、常にケアの質の向上を通して、適切な対応が求められている
ことを忘れず、漫然としたケアにならないことを確認したいと思います。



Ⅵ 身体拘束・行動制限の廃止と
支援の質の向上

中野 喜恵

社会福祉法人 はるにれの里
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獲得目標
行動障害のある利用者に対する行動制限の廃止に向
けた適切な支援の在り方について理解する

内容
•身体拘束としての行動制限について
•身体拘束・行動制限を止めた例
•行動障害のある利用者の適切な支援
(1)行動障害の状態にある人が
虐待に逢いやすいこと

(2)強度行動障害支援者養成研修があること
(3)強度行動障害を有する人たちに対する
支援者の人材育成について

•Ⅵのまとめ

2



身体拘束としての行動制限について
•切迫性

ご本人の生命または身体が危険にさらされる可能性が
著しく高い

•非代替性

身体を拘束する以外安全を確保する手段がない。

•一時性

身体を拘束する事が一時的な手段

↓

•他の方法や安全など検討したうえで「切迫性」「非代
替性」「一時性」の３要件を満たしさらにご本人や家
族の同意を得た場合に認められています。

3用件の説明
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•行動障害の場合は・・・
① 車いすやベッドなどに縛り付ける。
② 手指の機能を制限するために、ミトン型の手袋を
付ける。
③ 行動を制限するために、介護衣（つなぎ服）を着
せる。
④ 支援者が自分の体で利用者を押さえつけて行動
を制限する。
⑤ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服
用させる。
⑥ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離
する。

身体拘束としての行動制限について

行動障害の方への支援での対応として、

④～⑥については習慣化されてしまう事が多くやむ得ない、対応策になってしまう
事も多い。
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•身体拘束・行動制限が日常化すると、そのことがきっ
かけとなって障がい者に対する身体的虐待や心理的
虐待に至ってしまう危険があります。

•身体拘束は、行動障がいのある障がい者への支援技
術が十分でないことが原因の場合が多いので、やむ
を得ず身体拘束をする場合であっても、その必要性を
慎重に判断します。

•行動制限の範囲は最小限にしなければなりません。ま
た、判断に当たっては適切な手続きを踏むとともに、身
体拘束の解消に向けての道筋を明確にする必要があ
ります

身体拘束としての行動制限について

やむ得ない対応だが身体拘束の解消に向けての道筋を明確にしないといつまでも
続く可能性がある。

スタッフが当たり前の対応となりその行為だけがスタッフ間の統一になってしまう事
もある。
虐待が日常的に行われてしまい、スタッフ間の暗黙のルールになりがち。
対応の根拠や改善に向けての話し合いが職員間で行われることも減ってきてしまう。
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身体拘束としての行動制限について

誰の為の対応なのか?

やむ得なくに身体拘束としての行動制限をすることになっても手続きを取らなけれ
ばならない。
拘束に至る理由に対しての改善に向けた対応を取らなければいけない。
減算対象になる為、何よりもご本人がなぜこのような行動をとるのかを

ご本人を知ってこのような行動身を軽減するために支援をしていかなければならな
い
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個別支援計画 別紙(1)-③

具体(ぐたいてき)的な課題及(かだい
およ)び支援内容(しえんないよう)

要望(ようぼう)実現(じつげ
ん)のための 具体的
(ぐたいてき)課題(かだい)

ご本人(ほんにん)の役
割(やくわり)

スタッフの具体(ぐたいてき)的な課題及(かだ
いおよ)び支援内容(しえんないよう)
留意点(りゅういてん)等(とう))

支援(しえん)期
間(きかん)

担当者(た
んとうしゃ)

優先順
位(ゆう
せんじゅ
んい)頻度(ひ

んど)

期限(き
げん)等
(とう)

医療及び健康管理
①排便
②皮膚治療
③発作対応

①服薬や浣腸を行い定期的な排便につなげていく。
②皮膚の状態が季節によって変わっていくので、看護師
と相談し適切な対応を行っていく。 ③発作が多
発した事もあり、服薬調整を行っていく。今後も医師や看
護師と相談し適切な対応を行っていく。

見直し 職員 2

日常生活支援
①身体を動かす
②棟内での活度時間
を増やす

①棟内では、歩く(徘徊を含む)ことをサポートしながら身
体を動かしていく。ご本人の意思を尊重する。発作の関係
もある為無理な促しはしない。 ②パズルなどの活
動の時間を増やし、空白の時間を減らしていく。生活にメ
リハリが出来るようにする。

継続 職員 3

安全管理
①転倒による事故防止
②夜間帯の居室施錠対応

怪我の無いように配慮
する事により安心して
生活をする。

・特に寝ている状態から立位になった際に、激しいふらつ
きや転倒が多くみられていて、職員の見守りによって転倒
を防いでいるが、夜間帯においては対応が非常に困難に
なる為20時～翌朝7時までの間、居室ドアの施錠対応を
する。居室内はクッションマットを敷き怪我の軽減を図る。
トイレ覚醒の際は速やかに対応する。

新規 職員 1

身体拘束としての行動制限について

それぞれの組織には身体拘束の規定があると思うが、規定に合わせた対応を取ら
なければならない。

担当者が身体拘束としての行動制限を決められるのではなく組織による決定を行
わなければならない。
個別支援計画に記載して、行動制限を行う目的を記載しなければならない

例題の読み上げ
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様式第１号（５条 身体拘束その他行動制限について） 別紙(1)-②

身体 拘束 に関 す る説 明書
１．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿氏の状態が次の➀、②、③を全て満たしておられるため、緊急やむを
得ず、下記の方法と時間帯において最小限度の身体拘束をさせていただきます。
２．ただし、解除することを目標に検討を行なうことをお約束いたします。

➀利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が高いと判断されるとき。
②身体拘束その他の行動制限を行なう以外に代替する看護・介護方法が無いと判断されるとき。
③身体拘束その他の行動制限が一時的である。

個別の状況による拘束、行動
制限の理由

・発作やふらつきによる転倒により、大怪我をする可能性が非常に高く特に夜間覚醒時、職員がすぐに対応
できないケースが多く、本氏の状態の改善 が見られるまでの間、夜間帯居間ドアを施錠
る。 ・ 居室内には、クッション
マットを敷き転倒による怪我を軽減している。

身体拘束、行動制限の方法
（場所・内容・部位）

居室出入口ドアの施錠

拘束、行動制限の時間帯
及び時間

夜間帯 20時～翌日7時

特記すべき心身の状況
・特に横になっている 状態から、立位になったときのふらつきが激しく転倒する事があったり、職員の見守り

により怪我を防いでいる。
・脳波検査を行ったが、特に異状がみられず原因は解っていない。

「拘束、行動制限の開始及び解除の予定」

平成 28 年 2月 3 日 20 時 00 分より

平成 28 年 4月 1 日 7 時 00 分まで

上記のとおり実施いたします
平成 年 月 日

厚田はまなす園
所 長

「利用者、ご家族の記入欄」

上記の件について説明を受け、確認いたしました。

平成 年 月 日

氏名 印

（本人との続き柄 ）

保護者に対しても同様に説明を行い確認してもらう事が必要。
目的といつまで行うのかなど、やむ得ない状況にある事を伝える。
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身体拘束としての行動制限について
様式第２号（第５条 身体拘束その他行動制限につい） 別紙(1)-④

緊急やむを得ない身体拘束に関する経過観察・再検討記録簿

利用者氏名 氏
年月日時間 日々の心身の状態等の観察再検討結果 参加者 記録者

平成28年2月17日
8時 30 分

表情穏やかでソファーに横になり過ごされている事が多くあるが、時折不穏の際に
出る独語や大きい発声が聞かれている。ほぼ毎日ふらつきや転倒がみられ、常に
職員が近くで見守りや支える等の歩行補助が必要に状態である為夜間居室施錠

対応にて経過観察としていく。

平成28年3月4日
18時 30 分

ふらつきの度合いや頻度が増え歩行補助が常時そ必要な状態であった。その為担
当医の指示により服薬調整を行う。ふらつきは若干改善見られたが、精神的に不
安定になり不穏発声が多くみられる。引き続きふらつきや転倒がある為経過観察と

する。

平成28年3月29日
11時 30 分

3/22服薬再調整後、ふらつきの度合いや頻度に関しては若干改善がみられてい
るが引き続き横になっている状態から立位への変換時に、ふらつきによる転倒が多
くあり職員が都度支えて転倒による事故を防いでいる為経過観察とする。

平成28年４月２６日
18時 45 分

4/4入浴後ソファーにて嘔吐している。以前立位になったときのふらつきや転倒が
多く確認されており支えが必要な状態は続いている。不穏な発声も聞かれ更に他
利用者の干渉を受け苛立つ事も数回あり。ふらつき転倒の状態に変化は見られな

い為経過観察とする。

平成28年5月１１日
18時 45分

2020/4/17 6時半ころに居室内でドンと言う音がして職員が見に行くとベットか
ら立ち上がり転倒した様子であった。マット上の為外傷なし。ふらつきの頻度や度
合いが増えた様子あり。4/18午後前額部固定抜糸の通院帰り車内で嘔吐あり。
4/25夕方も棟内ＤＲで横の洗面所にて嗚咽あり。食事量の調整をしてから嘔吐は

見られていない。

平成28年5月２５日
1８時 ４５ 分

5/10の入床促しの際かなり強いふらつき及び転倒があり職員が支えている。１４
日早朝覚醒時，居間内でふらつき転倒があり、クッションマットに尻もちを付け、ドア
に後頭部をぶつけている。特に職員が把握できない夜間及び早朝帯にふらつき、

転倒がみられている為引き続き様子観察とする。

平成28年６月８日
1８時 30 分

全体的には、ふらつきや転倒の頻度、度合いは少なくなった。21日起床時に右足親
指の爪がはがれているが、痛そうな様子や歩行に異常は見られない。29日起床時、

居室から出てすぐに立ち止まり後方に倒れ職員が支えている。

行動制限をしている間の様子を記録する事も必要。
3ケ月に一度以上の振り返りと今後の対応の仕方を話し合わなければいけない。

又、行動の制限だけで改善されることは極めて少ないので、支援や環境の見直し等
も
話し合う事も必要。
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身体拘束・行動制限を止めた例
•Ａさん(２５歳男性)

•スタッフに対して突然の他害、他利用者への他害が激
しく他者と同じ空間に入れないと判断されたケース。
他事業所から断られ行き場のない状態で当事業所に
つながる。

•前事業所では、他害や破壊行為があり、2階部屋を居
室として生活場面を設定され外から施錠をされての
過ごしていたようだが、窓から飛び出て保護される。な
どの行為があり、退所したとの事。

•自宅でも起床時から食事をすべてひっくり返す。カー
テンを引きちぎる。母親に対しての他害があり。母もご
本人の言いなりの生活を送るしかなかったとの事。

事例 各都道府県によって事例を用意してもらう?
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身体拘束・行動制限を止めた例

•生活介護でご本人のアセスメントを実施。
ご本人の他害の多い場面や時間の他、置かれている
環
境等も職員間で情報の共有と支援の優先等を決め
る。
•ご本にの理解できる見通しを知らせる支援を始める。
•好きな事や得意な事などをアセスメントしていき活動
に反映させることや終わりと見通し、切り替えの学習
を生活介護で実施。

•自宅での生活の流れや介入部分の整理又、短期入
所や居宅介護を導入し理解し期待できる生活を地域
と連携して行った
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•どこへ行くか？終わったら何をするか？が視覚的に理
解でき突然の理解できない変更が無くなったこと。
明確な時間が増えたことで他害が軽減された。

•時折自分のルールで母親を思うように動いてほしい
などの苛立ちや他害はあるものの介入が少なくなった
ことや居宅事業所が身体介護で家庭内にサービスで
入ったことで落ち着いた生活を少しづつ送る事が出
来ている。

身体拘束・行動制限を止めた例
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•保護者と生活介護だけの関係から

相談支援事業所、保護者、居宅事業所、医療、生活介護、
短期入所など地域に支援チームが出来たこと。

•ご本人が困っていた部分は表出が激しいため、注意や指
示の対応になる。どんどんご本人の拒否が強くなり行動
制限の対応という手立てしかなかった。

•理解して活動する支援に変わったことで、介入や制止も少
なく自立した活動が増えた。

•ご本人を変えようとするのではなく、ご本人に学びどのよう
に環境を解りやすくするかが支援のポイントとなった。

•刺激に弱い=行動制限では解決しない事がある。

身体拘束・行動制限を止めた例
振り返ってみて思う事
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行動障害のある利用者の適切な支援
(1)行動障害の状態にある人が虐待に逢いやす
いこと

•特別に配慮された支援が必要な人たちなので、

• 「どうして伝わらない」「なぜわかってくれない」

の繰り返しの日々感じてしまいがちです。

•ご本人の健康や他の利用者の安全を守る事も考えな
ければなりません。

•ご本人の間違った学習が対応によって強化されてしま
う事も多いです。

•職員によって対応が違えば利用者はさらに混乱します。

問題行動の基準

1.自らの身体・健康に著しい危険をもたらす行動

2.他者の身体・健康に著しい危険をもたらす行動

3.有意義な学習・労働・レジャーへの参加を著しく妨げる。

しかし、観方を変えると

・本人にとって、その行動の意味は何なのか？

・他人に迷惑をかけていることなのか？

・場面によっては、問題でなくなることもある。

なので特別に配慮されなければいけない人たち

大勢の人の支援をしながら特別に配慮する事で

時に間違って学習を積んでしまう事もある。
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行動

特性

一人一人行動が違う

行動 行動

特性 特性特性

特性

特性

行動障害のある利用者の適切な支援
(1)行動障害の状態にある人が虐待に逢い

やすいこと

障害特性で目立って強いものは行動で解

る事が多い。

ただひとりひとり感じ方や捉え方が違う

ので、支援も思いつきやスタッフの自己

流が

上手くいかないこともあったり行動がよ

り強くなったりする。

普段から保護者からの成育歴の聞き取り

や、日々の引きつぎ



支援中の行動観察等が必要となってくる。
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（氷山モデル）

【本人の特性】 【環境・状況】

必要なサポートを書き出す

●課題となっている行動を書きます（できるだけ具体的に）。

参考

行動障害のある利用者の適切な支援
(1)行動障害の状態にある人が虐待に逢い
やすいこと

集団での適応の難しさ、人員不足、活動の提供の
無さなど、

特性や環境の問題も多く特に環境は支援で変え
ていくことが大切

しかし、問題行動ばかり目に行ってしまい、直接制
止する事や問題行動を起こさせない為に
行動制限を行ってしまいがちになる。

しかし、氷山の下の部分が問題行動を軽減させる
支援方法の為

間違った学習を私たちが積ませてしまっているか
もしれない



行動障害のある利用者の適切な支援
(1)行動障害の状態にある人が虐待に逢い
やすいこと
• 必要なサポートとは・・できる・わかるを支援のベースに

・具体的な情報の提供

・情報提供の工夫

・情報の整理(環境を整える)など

•必要な支援の枠組み

構造化された環境の中で

医療と連携しながら

リラックスできる強い刺激を避けた環境で

一貫した対応をできるチームを作り

自尊心を持ちひとりでできる活動を増やし

地域で継続的に生活できる体制づくりを進める

Kk研修等で必要な具体的サポートや枠組みが学ぶ事が出来る
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行動障害のある利用者の適切な支援
(2)強度行動障害支援者養成研修があるこ
と

強度行動障害者への支援体制整備
についての説明

専門的な特別に配慮された支援を必要とされている人達の
特性と配慮の仕方、配慮に必要な予防的支援を学ぶ研修が
強度行動障害支援者養成研修
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行動障害のある利用者の適切な支援
(2)強度行動障害支援者養成研修があるこ
と

のぞみの園
指導者養成研修(基礎)(実践)
指導者を養成するための研修

都道府県研修
障害福祉サービス等事業所の職員に向けて研修
サビ管クラスの職員 基礎+実践研 講義+演習12時間×2
支援現場の職員 基礎 研 講義+演習12時間
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行動障害のある利用者の適切な支援
(2)強度行動障害支援者養成研修があるこ
と

基礎～障害特性の理解
支援手順書に基づく支援
日々の記録

実践～アセスメント(行動観察 行動分析)
個別支援計画
・困難の軽減や取り除き
・ご本人の出来る事や得意を活用する
上記を組み合わせた、具体的な
環境調整、支援手順書、記録様式の作成を学ぶ
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行動障害のある利用者の適切な支援
(2)強度行動障害支援者養成研修があること

研修で学べることは、誰が困っているのか?
行動障害が起きてしまってからの対処ではなく
何起きるのかを分析して、起こさなくても良い環境を作るという
予防的支援を学ぶ事が出来る。

集団の中での個別支援の難しさ等のノウハウを学び
他事業主との情報を共有する機会がもている。
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行動障害のある利用者の適切な支援
(3)強度行動障害を有する人たちに対する
支援者の人材育成について

強度行動障を有する人は適切な支援を受ける事で問題行動が軽減されているとい
う報告がある。
その為適切な支援行う職員の人材育成が大切になる。

この事を目的として研修事業を「都道府県地域生活支援推進事業」のメニューに
なった。
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行動障害のある利用者の適切な支援
(3)強度行動障害を有する人たちに対する
支援者の人材育成について

地域で研修を受けた職員や、相談支援専門員がたちが支援の
難しい人に対して地域単位での人材育成等出来る形が整う事も又
身体拘束としての行動制限をなくしていく方法の一つ。

閉ざされた状況を作らない。という環境を地域で作る事も方法の一つ。
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Ⅵのまとめ

•やむを得ない身体拘束としての行動制限はプロセス
を踏んで改善に向けて取り組むことが大切です。

•強度行動障害者を支援で支える人材を増やし地域の
事業所に適切な支援のアドバイスや協力等提供でき
るれば、身近で起こっている身体拘束としての行動制
限が改善に向けて動き出す事も可能です。

• 「やむ得ない」の発想が悪意なく虐待しているかもし
れないという事を気づく事も必要です。
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研修のふりかえり

中西昌哉

社会福祉法人世光福祉会

1



これまでの研修内容をふりかえる

このセッションでは、「障害者虐待防止研修 施設従事
者コース」の内容を振り返って、まとめを行います。

•研修効果を上げるために、受講された皆さん自身で
個人ワークをお願いいたします。

•個人ワーク記入シートを手元に準備してください。

•最後に、「まとめの講義」で再度確認をいたします。

2



ふりかえり-その①
総論Ⅰ「障害者虐待を契機に再生し
た事業所の事例」

•総論Ⅰ「障害者虐待を契機に再生した事業所の事
例」での取り組みを通じて、一番印象に残ったのは何
でしたか。そこからどのような教訓が学べ、また参考に
できるでしょう。

•各個人でワークシートに記入してください。

3



ワークシート ①
• 総論Ⅰ「障害者虐待を契機に再生した事業所の事例」での取り組みを通じて、一番
印象に残ったのは何でしたか。

そこからどのような教訓が学べ、また参考にできるでしょう。

4



ふりかえり-その②
Ⅱ「通報の義務と通報後の対応」

•講義（１日目）から、重要だと考えた事は何ですか。できれ
ば複数の項目を挙げてください。またそれぞれにその理由
を考えてみてください。

•ワークシートに記入してください。

○通報はすべての人を救う
1.障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した
場合の通報義務

2.立ち入り調査等の虚偽答弁に対する罰則
3.通報後の通報者の保護
4.虐待防止の責務と障害者や家族の立場の理解

5



ワークシート ②
• 講義「通報の義務と通報後の対応」から、重要だと考えた事は何ですか。できれば
複数の項目を挙げてください。

• またそれぞれにその理由を考えてみてください。

6



ふりかえり-その③
Ⅲ-1「運営者の責務」

•講義（１日目の最後）から、重要だと考えた事は何ですか。
できれば複数の項目を挙げてください。またそれぞれにそ
の理由を考えてみてください。

•個人ワークシートに記入してください。

○虐待を防止するための体制について
1.運営責任者の責務
2.運営規程への明示
3.事業所としての体制整備

7



ワークシート ③
• 講義「運営者の責務」から、重要だと考えた事は何ですか。できれば複数の項目を
挙げてください。

• またそれぞれにその理由を考えてみてください。

8



ふりかえり-その④
Ⅲ-2「虐待防止委員会」

「防止の取り組み
•講義（２日目の午前）から、重要だと考えた事は何ですか。
できれば複数の項目を挙げてください。またそれぞれにそ
の理由を考えてみてください。

○虐待防止委員会
1.虐待防止委員会の役割
2.全ての職員への周知徹底
3.とるべき通報の手順
4.考えられる研修の種類
5.研修を実施する上での
留意点

○虐待を防止するための取り組
みについて

1.日常的な支援場面での把握
2.風通しの良い職場づくり
3.虐待防止のための具体的な
環境整備

4.（自立支援）協議会等を通じ
た地域との連携

9



ワークシート ④
• 講義「虐待防止委員会」

「防止の取り組み」 から、重要だと考えた事は何ですか。できれば複数の項
目を挙げてください。

• またそれぞれにその理由を考えてみてください。

10



ふりかえり-その⑤
Ⅳ「虐待が疑われる事案への対応」

•講義（２日目午前）では、「あなたはどのように対応します
か」という質問に答えていただきました。

•虐待が疑われる事案が生じた場合の具体的な対応につ
いて理解することができましたか。

○虐待が疑われる事案があった場合の対応
1.虐待が疑われる事案があった場合の対応
2.通報者の保護
3.市町村・都道府県による事実確認への協力
4.虐待を受けた障害者や家族への対応
5.原因の分析と再発の防止
6.個別支援計画の見直しとサービス管理責任者の役割
7.虐待した職員や役職者への処分等

11



ワークシート ⑤
• 講義「虐待が疑われる事案への対応」「虐待を防止するための体制整備の必要
性」では、「あなたはどのように対応しますか」という質問に答えていただきました。

• 虐待が疑われる事案が生じた場合の具体的な対応について理解することができま
したか。

１ 虐待が疑われる事案があった場合の対応 □はい □いいえ

２ 通報者の保護 □はい □いいえ

３ 市町村・都道府県による事実確認への協力 □はい □いいえ

４ 虐待を受けた障害者や家族への対応 □はい □いいえ

５ 原因の分析と再発の防止 □はい □いいえ

６ 個別支援計画の見直しとサービス管理責任者等の 役割

□はい □いいえ

７ 虐待した職員や役職者への処分等 □はい □いいえ
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ふりかえり-その⑥
Ⅴ身体拘束・行動制限の廃止

•講義（２日目の午前）から、重要だと考えた事は何ですか。
ご自身の事業所において重要だと考える点はどこですか。
また改善すべき取り組みがあれば記入ください。

○身体拘束の廃止と支援の質の向
上に向けて

1.身体拘束の廃止に向けて
2.やむを得ず身体拘束を行う
ときの留意点

3.座位保持装置等に付属する
ベルトやテーブルの使用

4.身体拘束としての行動制限
について

5.身体拘束・行動制限を止めた例

○行動障害のある利用者への適
切な支援

1.強度行動障害の状態にある人
が虐待に遭いやすいこと

2.強度行動障害支援者養成研修
があること

3.強度行動障害を有する人等に
対する支援者の人材養成につ
いて

13



ワークシート ⑥
• 講義「身体拘束・行動制限の廃止」から、重要だと考えた事は何ですか。ご自身の
事業所において重要だと考える点はどこですか。

• また改善できる取り組みが考えられれば記入してみてください。
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ふりかえりを通じての気づき その1

虐待防止はよりよい支援と表裏一体

• 近年は「意思決定支援」が着目されるようになりました。ここにもよ
り丁寧で質の高い支援の実現と、その裏返しである人権侵害の防止
が働いていることが分かります。

障害者虐待防止の取り組み
↓

↑

よりよい支援・職場づくり

支援の技術や方法を学ぶ研修、指導
困難な事例のスーパーバイズ

職員のメンタルヘルスのための研修
風通しの良いコミュニケーション

15



ふりかえりを通じての気づき その2

速やかな対応は備えから、事前の想定が大切

•虐待事案発生の場合

通報→通報者の保護→事実確認の対応→・・・

•発生してから対応手順を思い出すのでは遅い！

職員が具体的で正しいイメージを持つことが重要です。す
なわち虐待が疑われる事案が発生したとき組織として責
任者はどのような姿勢をとるのか、通報をした後にどのよ
うな対応がとられていくのか。その意味と流れの情報提供
が適切に行われていて、あらかじめ見通しがもてる土壌を。

16



もう一度、確認を ！

市町村等による事実確認と権限の行使

•障害者福祉施設従事者等による障害者虐待が疑われる
場合には、市町村・都道府県から報告徴収を指示される
等して事実確認が行われ、障害者虐待が認められた場合
には、市町村又は都道府県から、改善指導等が行われま
す。改善指導等の例としては、虐待防止改善計画の作成
や第三者による虐待防止のための委員会の設置、改善計
画に沿って事業が行われているかどうかを第三者委員が
定期的にチェックする、等があります。

•指導に従わない場合には、別表に掲げる社会福祉法及び
障害者総合支援法等に基づく勧告・命令、指定の取消し
等の処分が行われることがあります。
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もう一度、確認を！
障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の
状況の公表
○都道府県知事が公表する項目

•一 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の
状況

•二 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待が
あった場合に採った措置

•三 虐待があった障害者福祉施設等の種別

•四 虐待を行った障害者福祉施設従事者等の職種

• なお、自治体によっては、障害者虐待防止法に基づく公表事項以外にも、障害
者福祉施設従事者等による障害者虐待に対する指導等を適宜公表する場合

があります。
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さらに考えておきたい
虐待を受けた障害者の保護に協力を

居室の確保に関する協力
• 養護者による障害者虐待等で、放置しておくと障害者の生命や身体に
重大な危険を招くおそれが予測されると判断された場合、市町村は、虐
待を受けた障害者を保護するため、養護者等から分離することがありま
す。

• その場合、市町村は施設に対して緊急的な受入れを要請することがあり、
施設は、正当な理由がない限りこれを拒んではならないと定められてお
り、受入について最大限の協力が求められます。

保護された障害者への対応
• 保護を受けた障害者は、虐待によって心身の不調を抱えていたり、急な
分離と初めての環境への不安や緊張を感じて入所してきます。興奮して
パニックを起こしたり、食事を食べられなくなったり、不眠になったりと
いった症状が現れる場合もあります。職員は、状況を理解し、受容的に
関わり、不安や緊張を和らげるよう対応することが求められます。
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利用者の権利を守る砦として

•障害者総合支援法【基本理念】の一つに、「全ての国民
が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するか
けがえのない個人として尊敬されるものである」と示されてい
ます。

• 【社会福祉法人の基本姿勢】社会福祉事業法第２４条
「サービスの質の向上」が明記されています。サービスの質と
は、「マネジメント・ガバナンスの質」「財務の質」「人材の質」
「支援の質」「設備・環境の質」「ステークホルダーに対する
パートナーシップの質」でした。

20

この「基本理念」と「基本姿勢」に立ち、
職場風土を改善していく積み重ねを



【ワークシート】 

2020年度 ○○県 障害者虐待防止研修 施設従事者コースⅥ 

 

 Ⅰ「障害者虐待を契機に再生した事業所の事例」 

 事例を通じて、一番印象に残ったのは何でしたか。 

 そこからどのような教訓が学べ、また参考にできるでしょう。 

 

 

 

 

Ⅱ「通報の義務と通報後の対応」 

 「通報の義務と通報後の対応」の講義（１日目）から、重要だと考えた事は何ですか。できれば複数の

項目を挙げてください。またそれぞれにその理由を考えてみてください。 

    ○通報はすべての人を救う 

     1.障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合の通報義務 

     2.立ち入り調査等の虚偽答弁に対する罰則 

     3.通報後の通報者の保護 

     4.虐待防止の責務と障害者や家族の立場の理解 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ-1「運営者の責務」 

 「運営者の責務」の講義（１日目の最後）から、重要だと考えた事は何ですか。できれば複数の項目 

 を挙げてください。またそれぞれにその理由を考えてみてください。 

    ○虐待を防止するための体制について 

     1.運営責任者の責務 

     2.運営規程への明示 

     3.事業所としての体制整備 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ-2「虐待防止委員会」「防止の取り組み」 

 「虐待防止委員会」「防止の取り組み」講義（２日目の午前）から、重要だと考えた事は何ですか。 

 できれば複数の項目を挙げてください。またそれぞれにその理由を考えてみてください。 

   ○虐待防止委員会 

    1.虐待防止委員会の役割 

    2.全ての職員への周知徹底 

    3.とるべき通報の手順 

    4.考えられる研修の種類 

    5.研修を実施する上での留意点 

 

 

 

 

 

  ○虐待を防止するための取り組みについて 

  1.日常的な支援場面での把握 

 2.風通しの良い職場づくり 

 3.虐待防止のための具体的な環境整備 

 4.(自立支援)協議会等を通じた地域との連携 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅳ「虐待が疑われる事案への対応」 

 講義「虐待が疑われる事案への対応」（２日目午前）では、「あなたはどのように対応しますか」と 

 いう質問に答えていただきました。虐待が疑われる事案が生じた場合の具体的な対応について理解 

 することができましたか。 

   １ 虐待が疑われる事案があった場合の対応         □はい   □いいえ 

   ２ 通報者の保護                                □はい   □いいえ 

   ３ 市町村・都道府県による事実確認への協力        □はい   □いいえ 

   ４ 虐待を受けた障害者や家族への対応             □はい   □いいえ 

   ５ 原因の分析と再発の防止                       □はい   □いいえ 

   ６ 個別支援計画の見直しとサービス管理責任者等の 役割 

                                                  □はい   □いいえ 

   ７ 虐待した職員や役職者への処分等               □はい   □いいえ 

 

 

Ⅴ身体拘束・行動制限の廃止 

 講義「身体拘束・行動制限の廃止」（２日目の午前）から、重要だと考えた事は何ですか。ご自身の事 

 業所において重要だと考える点はどこですか。また改善すべき取り組みがあれば記入ください。 

 

 

 

 

 



施設従事者コース科目Ⅵ(2 日目)演習「研修の振り返りと虐待があった場合の対応」進行の留意点 

時 間 内 容 配布資料 留意事項 

2 分 導入・振り返りの趣旨説明 「講義Ⅵレジメ」 ・施設従者コースの各講師が強調したポイン

トを振り返っておさえる 

・研修効果を高めるために、個人ワークをお

願いする 

・各講師のレジメが見返せように準備しても

らう 

33 分 

 ワークの説明 

     1 分 

 個人ワーク 

     4 分 

（計 5分） 

を 6 回繰返し 

 

個人ワーク 

ふりかえり－その① 

      その② 

      その③ 

各説明 1 分 ワーク 4 分 

  （インターバル 1 分） 

ふりかえり－その④ 

      その⑤ 

      その⑥ 

  各説明 1 分 ワーク 4 分 

 

予備時間 2 分 

「講義Ⅰ～Ⅴレジメ」 

(従事者コース各講師の 

パワポ資料) 

「個人ワークの記入シート」 

 

・講義ⅠからⅤまで、各講義のレジメをもう

一度見返してみるように促す 

・インターバルでは、振り返りを通じて自分

の事業所に必要な取り組みは何か考えて見

る等のサジェスチョンをしても良い 

・個人ワークシートの設問や書き方は、都道

府県で実施するときに変更や工夫をしても

良い。 

 

15 分 

 

 

 

 

 

（計 50 分） 

まとめの講義 

 振り返りをつうじての気づき（6 分） 

 市町村･都道府県による障害者福祉施設等へ

の指導等（3 分） 

 虐待を受けた障害者の保護に対する協力に

ついて（6 分） 

「講義Ⅵレジメ」 

 

・振り返り講義内容は担当者自身の気づきを

取り入れて良い。参考例・パワポデータのノ

ートにあり 

・「市町村の指導等」「保護に対する協力」に関

しては内容に含めること 
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聞き取り面接における留意事項 

 

立命館大学総合心理学部 仲真紀子 

 

 

1．客観的な聴取の必要性 

知的障がい，精神障がい，身体障がいは，障がいの内容が異なるだけでなく，障がいの

程度も様々であり，その問題を一括りに論じることは容易ではありません。しかし，そう

であっても障がいを持つ人は全般的に，供述を行う上で以下のような制約があります。 

 

⚫ 知的障害や精神障がいを持つ人は，暗示や誘導の影響を受けたり，迎合性が高いこ

とがあります。 

⚫ 身体障がいのある人は，複数回の面接を受けることが物理的に困難である場合があ

ります。 

⚫ 障がいのために音声によるコミュニケーションや，その他のコミュニケーションが

困難であったり，発話が聞き取りにくいということもあります。 

 

そのため，障がいをもつ人に事実確認を行う場合，その特性に配慮した聴取を行うこと

が必要です。例えば英国では，知的障害，精神障がい，身体障害によって供述の「完全

性，一貫性，正確性」が損なわれる可能性があるとしています。そして，そのような可能

性がある人を「供述弱者（the vulnerable）」とし，録音録画面接という特別措置をとる

ことができるとしています（Ministry of Justice, U.K., 2011）。録音録画面接とは，下

記で説明する司法面接のことであり，正確な情報を，被面接者の心理的負担をできるだけ

かけずに聴取し，客観的に記録しておく方法です。 

加えて，障がいをもつ人は犯罪に巻き込まれやすいということが知られています（セー

デルボリ他，2014）。事案によっては，現場で得た初期の情報が捜査の端緒となったり証

拠となる場合もあります。初期の事実確認がうまくいかないと，犯罪を見逃し，再発に至

ったり，被害者が泣き寝入りをするということが起こりえます。また，適切な調査を行わ

なかったとして施設や機関が批判されるかもしれません。 

こういったことから，事実確認においては誘導や暗示がなく，精神的負担も少ない面接

法を用いて事実確認を行うことや，面接を録音録画して検証できるようにしておくことが

たいへん重要です。以下では，未成年者（これも供述弱者である）への事実確認の方法と
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して発達してきた司法面接法に準じた，障がいのある人への事実確認の手続きを提案しま

す。 

 

2．面接までの手続き 

1）疑いがあるとき：通報 

事件や事故が疑われるようなケースでは，施設職員の力量が問われます。 

利用者が「こんなことされた。でも，他の人には言わないで」と言ってきたらどうでし

ょう。信じてよいのかどうか。信じたとしてどう対応するか。誰に相談すればよいか。

「おおごと」にして本人や「被疑者」，施設に迷惑がかかることはないか。いろいろ思い

が心をよぎります。このようなとき，どうすればよいでしょうか。 

障害者虐待防止法や児童虐待防止法は，迷わず通告・通報することを義務付けていま

す。 

障害者虐待防止法には，このようにあります。 

 

障害者虐待防止法 

⚫ ２  障害者福祉施設、学校、医療機関、保健所その他障害者の福祉に業務上関係

のある団体並びに障害者福祉施設従事者等、学校の教職員、医師、歯科医師、保健

師、弁護士その他障害者の福祉に職務上関係のある者及び使用者は、障害者虐待を

発見しやすい立場にあることを自覚し、障害者虐待の早期発見に努めなければなら

ない。 

 

児童虐待防止法 

⚫ 第 5条 (早期発見の義務) 

1. 学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校

の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上

関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早

期発見に努めなければならない。 

 

この法律に関しは，注意すべきこととして以下の 3点があります。 

第一に，「可能性」があれば通告しなければならない，ということです。障害者虐待防

止法は，対象者を「障害者虐待を受けたと思われる障害者」としています。また，児童虐
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待防止法も，対象者を「児童虐待を受けたと思われる児童」としています。つまり，被害

があったという「事実の確認」は必要ではなく「可能性」があると考えたら通報する必要

がある，ということになります。法律のその部分を見てみましょう。 

 

障害者虐待防止法（養護者による障害者虐待に係る通報等） 

⚫ 第七条  養護者による障害者虐待（十八歳未満の障害者について行われるものを

除く。以下この章において同じ。）を受けたと思われる障害者を発見した者は、速

やかに、これを市町村に通報しなければならない。 

 

（障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る通報等） 

⚫  第十六条  障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者

を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。 

 

⚫ 第 6条(児童虐待に係る通告)  

➢ 1. 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町

村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介し

て市町村、都道 府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなけ

ればならない。 

 

第二に，守秘義務は妨げとならない，ということがあります。上の例のように，障がい

者が虐待の被害を訴えたものの，「他の人には言わないでほしい」「○○さんにだけに打ち

明けた」などと言うことがあるかもしれません。また，報告を受けた人も「個人情報だか

ら人には言えない」「守秘義務がある」などと感じるかもしれません。しかし，虐待防止

法は次のように述べています。 

 

障害者虐待防止法（養護者による障害者虐待に係る通報等） 

⚫ 7条２  刑法 （明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義

務に関する法律の規定は、前項の規定による通報をすることを妨げるものと解釈し

てはならない。 

 

障害者虐待防止法（障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る通報等） 
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⚫ 16条３  刑法 の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一

項の規定による通報（虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同

じ。）をすることを妨げるものと解釈してはならない。 

 

児童虐待防止法（児童虐待に係る通告)  

⚫ 6条 3. 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第 1項

の規定による通告をする義務の尊守を妨げるものと解釈してはならない。 

 

第三に，通告は通告者の不利益にはならない，ということがあります。通告することで

通告者が逆恨みを受けたり，不利益を被るのではないかと案じる人もいます。しかし，虐

待防止法は以下のように述べています。 

 

（障害者虐待防止法） 

第八条  市町村が前条第一項の規定による通報又は次条第一項に規定する届出を

受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上知

り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはなら

ない。 

 

（障害者虐待防止法） 

⚫ 16条４  障害者福祉施設従事者等は、第一項の規定による通報をしたことを理由

として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。 

（児童虐待防止法） 

⚫ 第 7条 市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が前条第一項の規

定による通告を受けた場合においては、当該通告を受けた市町村、都道府県の設置

する福祉事務所又は児童相談所の所長、所員その他の職員及び当該通告を仲介した

児童委員は、その職務上知り得た事項であって当該通告をした者を特定させるもの

を漏らしてはならない。 

 

虐待の「疑い」があると感じたら，迷わず通告・通報することが重要です。通告しな

いことで資格剥奪などの罰則を設けている国もあります。日本では現在のところ罰則はあ

りませんが，権利擁護の第一歩は通告・通報であると認識しましょう。 



 5 

 

2）通報前の発見 

以上のように，虐待が疑われる事態を発見した人は，速やかに市町村の窓口に通報しな

ければなりません。しかし，通報する前にはどのような情報があればよいでしょう。第一

は，「発見・発覚」にいたった情報です。 

 

⚫ 児童や障がい者における説明のつかない，または不合理な外傷 

⚫ 児童や障害者に関わる性的な内容の日記，写真，性的な行為等 

⚫ 虐待に関する本人からの申し立て 

 

こういった虐待が疑われる情報があれば，通告・通報することが重要です。 

 

2）通報の前の事実確認 

通報する前に「何があったか」をしっかり確認しなければ，と感じるかもしれません。

しかし，通報前の施設職員・家族による聴取により，以下の様な問題が起きることがあり

ます。 

第一に，本人の記憶が不正確になります。 

⚫ 記憶の低下：複数の人が聴くうちに時間が超過し，そのために記憶が低下してしま

います。 

⚫ 記憶の変遷：聴取を繰り返すと，前に言ったことと後に言ったこととで，内容が変

わってしまいます（変遷）。変遷のある供述は信用性が低いと判断されることがあ

ります。 

⚫ 記憶の汚染：誘導的な面接を行った場合，面接者が言った言葉が，被面接者の記憶

を変化させてしまうことがあります（汚染）。聴取を繰り返すことは，記憶の汚染

の可能性を高めることになります。 

第二に，嫌な体験を繰返し報告することで精神的な二次被害が生じます。こういった症

状を「法的手続きにより引き起こされる敏感症状（LITS）」といいますが（Fulcher, 

2004），そこには以下のような症状が含まれます。 

⚫ 聴取の繰り返し：心的外傷の症状が加算的に悪化します。例えば，以下のような症

状が起きることがあります。 
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– 事件・事故の再体験，類似した状況による不安喚起，過覚醒，精神的／実存的

危機(なぜこういうことが起きたのか等，体験の意味を理解しようとする活動) 

⚫ 継続的な聴取：一部の被害者では，以前はなかった症状が起きます。精神的な後外

傷的症状（PTSD）だけでなく，身体症状も含まれます。 

– 後外傷的症状：フラッシュバック，外傷体験と関連する悪夢，外傷体験に関連

するウツ，思考の回避，孤立，愛情を感じられなくなる，楽しかったことが楽

しめない，未来への無力感，心理的・身体的過覚醒，睡眠障害，怒り，注意集

中の困難，外傷体験を思い起こさせる刺激への驚愕反応等 

– 身体的症状：血圧・心拍上昇，過呼吸，筋緊張，吐き気，下痢等 

 

たとえば母親が聞き，父親が聞き，施設職員が聞き，施設長が聞き・・などの聴取を繰

り返すことで，上のな問題は重くなります。そのため，本人への確認が必要な場合は 3）

節で示す「誰が」「どうした」程度の簡易な聞き取りに留め，速やかに専門機関の窓口に

情報提供ないしは通報・通告します。そして，専門的な聴取は，通報・通告を受けた専門

職員が行います。 

 

3）簡易な確認・記録と通報 

確認が必要な場合は，以下のようなかたちで情報を記録し，通報します。 

 

⚫ 速やかな聴取：時間がたつと記憶が低下し，変遷，汚染も起きやすくなります。その

ため，できるだけ早く話しを聴きます。 

⚫ 記憶の汚染を防ぐ：面接者から具体的な情報を示すことは，被面接者の記憶の汚染

を招きます。例えば，面接者が「××が叩いたの？」と尋ねれば，「××（被疑者の

名前）」や「叩く」という「疑われる行為」が被面接者に伝えられることになります。

「蹴ったの？押したの？」と尋ねれば「蹴る」「押す」などの情報が伝えられます。

こういった「はい」か「いいえ」，「A」か「B」かを選ぶ質問をクローズド質問と言

います（回答に制約がある「閉じた質問」という意味です）。クローズド質問は記憶

を汚染する可能性があるため，面接者はクローズド質問を控える必要があります。 

⚫ 最小限の情報を得る：根堀葉掘り尋ねたり矛盾を追求すると，クローズド質問が増

え，記憶が汚染される可能性が高まります。得るべき情報は，「誰が」「どうした（可

能性）」程度で構いません。例えば，「何かあった？」「どうしたの？」と尋ねます。
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このように回答に制約がない質問をオープン質問と言います。オープン質問で得ら

れた自発的な報告（自由報告）に加え，「誰が」「どうした」（これは WH 質問です）

程度の情報が得られたならば，それ以上は聴かないこととします。 

⚫ 正確な記録：通告者が疑いをもった経緯を記録しておくことは重要です。被面接者

が通告者に，いつ，どこで，何と言ったかをできるだけ正確に記録しておきましょ

う。可能であれば，携帯の録音機能などを用いてやりとりを録音しておくことが重

要です。 

⚫ 通告する：その後，通告します。上司には報告すべきですが，通報・通告は個人の判

断で行うものであり，上司や同僚の意見を確認する必要はありません。 

 

 会話の例を挙げます。 

 

利用者：嫌なことがあった。 

職員：ん？何があった？（オープン質問） 

利用者：さわった。（自由報告） 

職員：誰が？（WH 質問） 

利用者：○○さん 

職員：そうか。どこさわった？（WH 質問） 

利用者：（股間を指さす） 

職員：そうか，話してくれてありがとう。 

利用者：ね，秘密にしてね。他の人には言わないでね。 

職員：どうして秘密の方がいいのかな。（WH 質問） 

利用者：わかったら，嫌われる。 

職員：そうか。説明してくれてどうもありがとう。とっても大事なことだから，ど

うすればいいか，私たちに一緒に考えさせて。いいかな。 

利用者：うん。 

 

「秘密にしてね」「他の人には言わないでね」などと言われた場合は，上の例にあるよう

に「相談してくれて（うちあけてくれて）どうもありがとう（ございます）。大事なことだ

から，私達にもお手伝いさせてください（ね）。」と伝えるのがよいでしょう。上述のよう

に，虐待の疑いがある場合は守秘義務の制約はありません。また，打ち明けられた人が抱
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え込むことのないようにしなければなりません。 

 

3．客観的な聴取技法（司法面接） 

ここでは通報を受けた場合に実施する司法面接の方法について述べます。司法面接は原

則として，研修を受けた人が行うべきです。児童相談所，警察，検察には司法面接の研修

を受けた人が多数いますので，こういった人に面接を依頼するか，あるいは指導を受けて

行います。 

 

1）面接の準備と環境 

⚫ 面接室：面接室は，面接者と被面接者が話をする面接室と，その面接をモニターを通

して支援するためのモニター室を設けます。いずれも，静かで注意を阻害するものの

ない部屋を用意します。人が出入りしたり，玄関，廊下，階段，エレベータ，外の道

路の近くは往来があるため，望ましくありません。 

➢ 面接室は，広さは 14-20平方メートルくらいあればだいじょうぶです。面接室は，

壁紙やカーテンで温かい印象をもたせるとよいでしょう。被面接者の注意が拡散

しないように，おもちゃなどのない部屋を用意します。 

➢ モニター室は，複数の人が入るため，もう少し広くてもよいかもしれません。モ

ニター，椅子，ホワイトボード（記録ができるように）を設置します。二つの部

屋は隣り合っていることが望ましいですが，モニター室の音が面接室にまで聞こ

える場合は，ヘッドフォンで音声を聞けるようにしておくなどの工夫が必要です。 

これらの設備は必須ではなく，最低限，録音録画をテレビ画面でモニターできれば差

し支えありません。また，録音録画ができない場合は ICレコーダを使用します。なお，

モニター室が設置できなければ下記に述べるように，面接者と書記役が面接を行うこ
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ととします（その場合も録音はしてください）。 

 

 

 

⚫ 録音録画：上述のように，司法面接は原則として録音録画を行います。これは，面接

者による発話や被面接者による情報（言葉，表情，動作，声のトーン）を可能な限り

正確に，多く記録しておくためです。録音録画しておくことで，被面接者は面接を繰

返し受けることから開放されます。また，誘導の有無や被面接者の報告の信用性につ

いて，後で録音録画を分析することもできます。特に，被面接者の発音が聞き取りに

くかったり，被面接者が聴覚障害である場合，外国人である場合などは，録音録画を

再度見直す必要があるかもしれません。 

⚫ 機材：面接室にはカメラとマイクを設置します。声を拾うためにマイクを使用するこ

とは必須です。カメラに音を送る有線または無線のマイクを用います。また，録音録

画の情報を有線で，モニター室のモニターに転送します。 

⚫ 司法面接のスタッフ：司法面接は面接者，バックスタッフ，サポーターの三者による

チームで行います。いずれも，トレーニングを受け，中立で客観的な立ち位置を保つ

ことのできる人がチームを組みます。 

➢ 面接者：面接は被面接者と面識がない人，つまり，常に関わっている人（担当職員等）

ではない人が行います。これは，面接者が被面接者に関する知識を用いて被面接者の

報告を補ったり，推測したりしないようにするためです。また，被面接者が面接者に

迎合したり，「知っている人だからこそ恥ずかしくて話せない」などということを避け

るためでもあります。面接者は，常に中立の立場で面接を行わなければなりません。

対立する当事者がいる場合，面接者が被面接者の代弁者となったり，加害者とされる

被面接者を告発することのないよう気をつけます。また，面接者が権威的であったり，

逆に友達のようであったりすると，被面接者は迎合する可能性があるので注意が必要

です。 

➢ バックスタッフ：司法面接のトレーニングを受けた人が面接をモニターし，内容を記

録するとともに，聞くべき情報を取り残していないか支援します。多くの場合，面接

者は面接の途中でバックスタッフのいるモニター室に戻ります（これを「中断」また

は「ブレイク」といいます）。この「中断」の最中，面接者はバックスタッフから補充

質問に関する支援を受けます。 
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➢ サポーター：チームの一員がサポーターとしての役割を担います。サポーターは，被

面接者や関係者（保護者等）に面接のことを説明し，面接がスムーズに行われるよう

に図ります。 

➢ 通訳・仲介者：通常の音声によるコミュニケーションが難しい場合は，手話通訳，外

国語の通訳，発話に障害がある場合やマカトンやボードが必要な場合はこういったコ

ミュニケーションに長けた仲介者を置くことがあります。 

➢ 第三者：被面接者となる被面接者が「被疑者」である場合（例えば，いじめや規則違

反等において加害した可能性が疑われる場合）は，被面接者の側に立ちコミュニケー

ションをサポートする中立的な第三者を置きます。この第三者は，直接の利害のない

サポーティブな人であり，被面接者が質問を理解しなかったり，面接者が被面接者の

発話を理解できなかった場合，コミュニケーションを助けます。この他，精神的なサ

ポートのために保護者を置くこともありますが，こういった人々は面接で扱われる内

容に口を出さないよう理解してもらわなければなりません。 

⚫ 座り位置：面接は原則として面接者と被面接者の「一対一」で行います。机を介して

対面して座ると「権威者」—「非権威者」の関係性が際立ってしまいがちです。よっ

て，座り位置は，緊張を低減し，机によるバリアのない「ハの字型」または「90

度」などが適切です。通訳や仲介者，第三者が入る場合は，こういった人たちが座る

場所も必要です（図参照）。通訳や仲介者は面接者または被面接者の背後に座りま

す。被疑者への面接の場合は，第三者は被疑者の横に座ります。これは被疑者が安心

して話すことができるようにするためです。 

⚫ 録音録画ができない場合：録音録画ができない場合は，バックスタッフによる支援を

受けることができません。面接者と筆記役の二人が被面接者に対し面接を行うことに

なります。ICレコーダーで録音しますが，ノートによる筆記も必要です。筆記役は被

面接者にプレッシャを与えることのないよう，一歩引いたかたちで着席し，言葉を挟

むことなく記録に徹します。録音ができない場合もあるかもしれません。しかし，筆

記では，録音録画の 5 割程度しか記録できないという研究報告もあります。従って，

できるだけ録音することを目指します。 

⚫ 面接の時間：一般に，子どもの注意が持続する時間は，経験的に 5 分×年齢程度だと

されています。従って，5 歳程度の精神年齢の人に面接を行う場合は 25-30 分，10 歳

程度であれば 50-60 分程度で終了するように，面接を計画します。また，通訳が必要

な場合は，その半分の時間になると考えておきます。さらに，障がいの程度や，服薬
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の有無により，注意が持続する時間は異なりますので，これを考慮にいれ，面接を計

画するようにします。5 分×年齢であっても，被面接者に疲れた様子が見られないか

常に配慮することが必要です。 

⚫ 事実の認定：実際，何が起きたかの判断は，面接終了後，すべての報告や証拠をもと

に総合的に判断します。面接のなかで面接者が被害者とされる被面接者に同情したり，

加害したとされる被面接者を告発することは適切ではありません。司法面接はあくま

でも事実の調査であり，「判断」の場ではありません。判断せずに聞きとることが重要

です。 

 

2）司法面接に準ずる面接法 

出来事や体験について尋ねる際は，できるだけ早い時期に，誘導・暗示のかからない方

法で面接を行い，録音録画しておくことが望ましいわけですが，その基本的な特徴は以下

の通りです。 

 

⚫ 面接者による質問をできるだけ少なくし，被面接者の自発的な報告（「自由報告」）を

得ること 

⚫ 自由報告を最大限得られるように面接が構造化（段階化）されていること 

⚫ 正確な記録を確保するために録音録画すること 

⚫ 被面接者が，例えば病院，福祉事務所，警察，検察などで繰返し面接を受けることの

ないように多職種連携を行うこと 

 

司法面接は，現在，アメリカ，イギリス，カナダ，ドイツ，イスラエル，ノルウエー，

スゥエーデン，オセアニア諸国において，子どもの被害者・目撃者から情報を得るための

標準的な方法として用いられています（アルドリッジ・ウッド, 2004; 英国内務省・保健

省, 2007; 法と心理学会, 2005; 特に，障がいをもつ子どもについてはセーデルボリほか, 

2014;仲, 2016等）。日本でも，厚生労働省による「子ども虐待対応の手引きの改正につい

て」（厚生労働省，2013）においてその使用が推奨され，まずは児童相談所で，その後，警

察，検察庁でも用いられるようになりました（稲川, 2016）；警察庁，2011）。また，2017

年 10月には，厚生労働省，警察庁，最高検察庁が，司法面接を三者で行う「協同面接」を

推奨する通知を出しました（厚生労働省，2015; 警察庁，2015; 最高検察庁，2015）。2015

年 10月以降，2017年 3月までに 377件の協同面接が行われています（厚生労働省）。 
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国や地域により様々な司法面接法がありますが，基本は自由報告を重視していること，

構造化されていること，録音録画すること，多職種連携で行われることです。ここでは米

国の小児健康人間発達研究所（ National Institute of Child Health and Human 

Development：略して NICHD）で M. E. Lamb が作成し，世界的に広く用いられている NICHD

プロトコル（プロトコルとは手順書のことです）に沿った手続きについて説明します。 

NICHD プロトコルの特徴は，面接者が話すべき言葉が具体的に台詞化されている，とい

うことです。このため，NICHDプロトコルは比較的習得しやすく，プロトコルに沿った面接

を行っているか否かの判断が容易です。また，効果検証もしやすく，実際，プロトコルに

沿って面接が行われた場合，正確な情報がより多く引き出せることが，日本での研究を含

む多くの研究により確認されています。そのような観点から，NICHD プロトコルはもっと

もエビデンス（科学的根拠）の多い面接法だと考えられています。 

こういった客観的な聴取技法に則った面接を行うことは，被害を訴えた人，訴えられた

人のみならず，施設や機関のすべての当事者にとって有益です。 

 

3）NICHDプロトコルにもとづく面接の手続き 

以下では，面接の手続きにつき説明します。付録の「最小限の手続き：被害が疑われる

場合」を参照しながらお読みください。目撃が疑われる場合や加害が疑われる場合の違い

については 4節を参照してください。しかし構造化され，自由報告を求める点については，

基本的に同様の手続きとなります。 

なお，面接では，面接者は短い言葉（文）で，ゆっくり話すように心がけます。すぐに

被面接者から言葉が出てこなくても，少なくとも 10 秒は待ってください。 

 

（1）導入 

面接の本題に入る前に，1.自己紹介や機材，面接の説明を行い，2.面接の約束事（グラウ

ンドルールと言います）を提示します。（例えば，「本当にあったことを話してください」

などと告げ，練習も行います。その後，3.ラポール（リラックスして話せる関係性）を築く

ために「○○さん（被面接者）は何をするのが好きですか？」などと尋ね，本人が話した

いことをたくさん話してもらいます。最後に 4.出来事を思い出して話す練習（エピソード

記憶の練習，とも言います）を行います。例えば，「今日，朝起きてからここに来るまでに

あったことを，どんなことでも，最初から最後まで全部話してください」などと告げ，被

面接者にできるだけ多く話すように求めます。 
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こういった手続きを行うことが，面接においてより正確な情報を，より多く引き出すこ

とがいくつもの研究により確認されています（仲，2012 などを参照んのこと）。ですので，

導入部は省略することなく行うことが重要です。以下，導入部の各段階について紹介しま

す。 

 

1.自己紹介，機材・面接の説明 

面接では面接者の第一印象が重要です。面接者は微笑みをもって被面接者を迎え入れ，

着席してもらいます。被面接者の障がいに配慮し，ゆっくりと自己紹介をする必要があり

ます。面接者自身がリラックスしていないと，被面接者は緊張してしまいます。面接者も

肩の力を抜きましょう。 

 

面接者：こんにちは。今日はお話に来てくれて（くださり），どうもありがとう（ござ

います）。 

 

面接者は立ってドアまで迎えに行き，被面接者を席に案内し，座ってもらいます。 

 

面接者：私の名前は ______ です。私の仕事は何があったかお話を聞くことです。 

 

同席する人，例えば通訳や仲介者，また筆記役がいる場合は，その人についても紹介しま

す。筆記役は会釈をする程度とし，発話は原則，面接者が行います。 

 

面接者：こちらは ______ さん（通訳，仲介者）です。○○さんの言葉で話してもら

います。 

面接者：こちらは ______ さん（筆記役）です。お話することをノートに書いてもら

います。 

 

 

録音録画をする場合は，機材の説明も行います。 

 

面接者：この会話は録画します。あそこにカメラがあります。これがマイクです。私

がお話を忘れないように，後で見ればわかるようにするためです。どうすればよいか

考えるために，他の人が見ることもあります。 
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モニター役がいる場合は，そのことも説明します。 

 

面接者：別の部屋で，私が○○さんからちゃんと聞けているか，一緒に仕事をしてい

る人が見てくれています。あとで，私がちゃんと聞けているか，相談に行くこともあ

るかもしれません。 

 

⚫ 発達障がいに関して：一般的にはアイコンタクトをとることが重要ですが，例えば

ASD 傾向のある人は，目を合わせるのが苦手という場合もあります。被面接者の特

性を理解して対応するようにします。 

 

2.面接での約束事（グラウンドルール） 

基本的にはプロトコルに沿って約束事を示します。また，練習も行います。グラウンド

ルールは能力を示す「テスト」ではなく，被面接者に守ってほしい「お願い」です。被面

接者がそれぞれの約束事に沿って話ができるように被面接者を動機づけることが重要です。

約束事は通常 5 つ行います。 

 

①本当のことを話す 

面接者：今日は，本当のことだけを話すのがとても大切です。本当にあったことだけ

を話してください。 

 

面接者：では練習してみましょう（協力をお願いします）。「私の靴は赤い」と言った

ら，これは本当ですか，本当ではありませんか。 

 

正しく「本当でない」「違う」などと言ったならば，面接者は「そうですね。私の靴は黒

いので本当ではありませんね」と強化します。 

 

面接者：では，○○さんが今，座っていると言ったら，これは本当ですか，本当では

ありませんか。 

 

被面接者は通常，座って話しをしていますから，回答は「本当でない」「違う」となるこ

とが予想されます。被面接者が正しく「本当でない」「違う」などと言ったならば，面接者
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は「そうですね。○○さんは座っているので本当ですね」と強化します。 

さらに，次のように伝えます。 

 

面接者：○○さんが本当のことと本当でないことの区別がよくわかっている，という

ことがわかりました。今日は，本当にあったことだけを話してください。 

 

②わからないと言ってもよい 

 

面接者：もしも私の質問の意味がわからなかったら，「わからない」と言ってくださ

い。 

 

③知らないと言ってもよい 

 

面接者：もしも私の質問の答えを知らなかったら，「知らない」と言ってください。 

 

面接者：では練習してみましょう。「私が飼っている犬の名前は何ですか」と聞いた

ら，○○さんは何と答えますか。 

 

被面接者が正しく「知らない」と言ったならば，面接者は「そうですね。 知らないとき

は，今のように「知らない」と言ってください。」と強化します。 

 

被面接者が誤って「『ポチでしょ？』などと推測で話したならば，面接者は「○○さんは，

私の家に来たことがないから，私の犬の名前は知らないでしょう。知らない時は知らない

と言ってください」と修正します。 

 

④間違いを訂正する 

 

面接者：もしも私が間違ったことを言ったら，「間違ってるよ」と言ってください。 

 

面接者：では練習してみましょう。私が○○さんは【男/女】（反対の性）ですねと言

ったら，○○さんは何と言いますか。 
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被面接者が正しく「ううん」「間違ってる」などと言ったならば，面接者は「そうですね。

私が間違ったら，『間違ってる』と言うのがわかりましたね。私が間違ったら，今のように

「間違ってる」（または「違ってる」など）と教えてください」と強化します。 

 

⑤面接者は知識をもっていない 

被面接者は，面接者はすべて知っているのだと推測しがちです。しかし，実際のところ，

情報をもっているのは被面接者であり，面接者ではありません。そのことを被面接者に伝

え，どんなことでも全部話してもらうようにお願いします。 

 

面接者：私はその場にいなかったので，何があったかわかりません。どんなことでも，

あったことを全部話してください。 

 

面接者：私は○○さんに会うのが初めてなので，何があったかわかりません。どんな

ことでも，あったことを全部話してください。 

 

⚫ 知的障がいに関して：成人であっても，約束事は有効です。年長あるいは成人の障

害者に「練習」をしてもらう場合は，「面接を行うときの手続きですので協力をお願

いします」などと説明してもよいでしょう。 

⚫ 視覚障害に関して：視覚障がいをもつ人に対しては，「私の靴は赤いと言ったら，こ

れは本当ですか，本当ではありませんか」を「私が『今は夏です』（本当は冬）と言

ったら，これは本当ですか，本当ではありませんか」などのように変更する必要が

あります。 

⚫ 発達障がいに関して：発達障がいをもつ人は，聴覚的に説明を受けるよりも視覚的

に示される方がよく理解できる場合があります。その場合は，グラウンドルールを

用紙に，ポイントの大きい文字で印刷しておきます。 

 

3.ラポール形成：ラポール形成でどのようなことを話してもらうかも，障がいの程度に

より変化させる必要があるかもしれません。 

 

面接者：○○さんのことをもっと知りたいので聞きますね。○○さんは，何をする

のが好きですか？ 
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被面接者：犬と遊ぶ 

面接者：犬と遊ぶ。そのことをもっとたくさん話して下さい。 

被面接者：うちのプードルと遊びます。 

面接者：うちのプードルと遊ぶこと，もっと話してください。 

被面接者：ワンダっていうプードルで，これくらいの大きさなんですが，公園につ

れていったりします。 

面接者：うん，それから 

被面接者：で，ぐるっとまわって，帰ってきます。 

面接者：ほかにも，ワンダのこと，もっと詳しく教えてください。 

被面接者：ワンダは・・・。 

 

⚫ 知的障害に関して：重度の知的障害がある場合は，「何をするのが好きか話してくだ

さい」は難しいかもしれません。その場合は，「好きな食べ物を教えて」などと尋ね

て，次のような会話をしてもよいでしょう。 

面接者：好きな食べ物を教えて。 

被面接者：りんご 

面接者：そう，りんご。他にもありますか 

被面接者：バナナ 

面接者：バナナも好き。他にもありますか 

被面接者：ぶどう 

面接者：ぶどうも好き。他にもありますか 

被面接者：なんでも好き 

面接者：そう，なんでも好き。○○さんが好きなもの，よくわかりました。こんな

ふうにたくさん話してくれるとよくわかります。今のようにたくさんお話してくだ

さい。 

 

4. 出来事を思い出して話す練習（エピソード記憶の練習） 

この練習も，より正確に，よりたくさん話してもらうように動機づけるためのものです。

ですので一言だけで終わらせたり，WH 質問（いつ，なぜ等の質問）で一問一答の会話を

するのではなく，本人にできるだけ話してもらいます。 
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面接者：今日，朝起きてからここにあくるまでにあったこと，どんなことでも全部

話してください。 

被面接者：わかんない 

面接者：朝起きて，一番最初に何をした？ 

被面接者：トイレ 

面接者：そう，トイレ。その後はどうした？ 

被面接者：ハミガキ 

面接者：そう，それから？ 

被面接者：ごはん 

面接者：うんうん，それから？ 

・・・ 

 

ラポール形成と同様，話してもらったならば「このようにたくさん話してくれるとよく

わかります。今のようにたくさんお話してください。」と励まします。 

 

5. 本題への移行 

このようにして自由報告を動機づけたならば，本題に入ります。通常は以下のように問

いかけ，応答を待ちます。 

 

⚫ 今日は何を話しにきましたか 

⚫ 何がありましたか 

⚫ 何があったか話してください 

 

被面接者が「わからない」と言ったり，すぐに報告が出てこない場合は，いくらかの手

がかりを示す必要があります。しかし，面接者から情報を出しすぎると，被面接者が話す

部分がなくなってしまいます。ですので最小限の情報を告げ，被面接者の応答を待ちます。

例えば，被面接者（○○さん）が職員（△△さん）に「お昼ご飯を食べてたら，××さん

がたたいた」と言ったということで，司法面接を行ったとします。このような場合，次の

ように切り出してもよいでしょう。 

 

面接者：△△さんに何かお話しましたか？ 
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被面接者：はい。 

面接者：何があったか，どんなことでも，最初から最後まで全部話してください。 

 

それでも伝わらなければ， 

 

面接者：お昼ご飯をたべてたとき，何かありましたか。 

被面接者：あった。 

面接者：何があったか，どんなことでも，最初から最後まで全部話してください。 

 

もしも怪我などがあれば，その怪我ができたときのことを尋ねることも有効です。 

 

面接者：○○さんの頭にケガがあるって聞きました。ケガができたときのことをど

んなことでも，最初から最後まで全部話してください。 

 

それでも伝わらなければ面接終盤の 10.確認での質問に移らざるを得ないかもしれませ

ん。その場合は，次のようになります。 

 

面接者：誰かが○○さんをたたきましたか？ 

被面接者：はい 

面接者：何があったか，どんなことでも，最初から最後まで全部話してください。 

 

重要なことは，できるだけ本人の言葉で話してもらうことです。特に「××さん」「たた

く」は，もしもそういった事実があるのならば，本人の口から聞きたいところです。です

ので，どの情報は面接者から出してよいか，どの情報は最後まで出さないようにするか，

面接の計画が大変重要となります。面接前には，何を明らかにしたいか（仮説と反仮説），

仮説と反仮説において，どういう情報が得られそうか，そのためにはどういう情報は出し，

何は出さないか，という計画を立てておきます。 

面接では一貫して以下のようなオープン質問を用います（プロトコルでは「7」として示

しています）。 

 

⚫ 誘いかけ質問：「何があったか，どんなことでも，最初から最後まで全部話して下さ

い。」という開かれた質問です。上の例を参照してください。 
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⚫ 時間分割質問：被面接者が A があった，B があったと話したならば「A よりも前に

あったことを話してください」「A と B の間になったことを話してください」と，語

られていない部分を埋めてもらう質問です。例えば，被面接者が「××さんがたた

いた」「××さんは，にげた」と話していたとします。 

 

面接者：××さんがたたいてから，逃げたっていいました。××さんが，たたいて

から逃げるまでにあったことを，どんなことでも全部話してください。 

 

⚫ 手がかり質問：「A のことをもっとたくさん話してください」と，すでに報告された

ことをもっとたくさん話してもらいます。 

 

面接者：××さんのことを，もっと教えてください。 

 

⚫ それから質問：「そして何があった」「それからどうなった」「他にはありますか」な

ど，さらなる情報を求めるための質問です。 

 

被面接者：××さんがたたいた。 

面接者：うん，それからどうしましたか。 

被面接者：××さん，にげた。 

面接者：うん，それで？ 

 

これらの質問で情報を得るためには，ラポール形成や出来事を思い出す練習が重要です。

しかし，練習を行っていたとしても，知的障がい，発達障がいがある場合は言葉がすぐに

出てこないかもしれません。特に誘いかけ質問と時間分割質問は，難しい可能性がありま

す。その場合は，「何があった？」と尋ね，一言でも言葉が出てきたら，それから質問，手

がかり質問を用いて報告を求めます。 

 

面接者：何がありましたか？ 

被面接者：たたいた 

面接者：誰が，たたいた？ 

被面接者：××さん 

面接者：そうか，それからどうなった？ 
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被面接者：にげた 

面接者：それで？ 

被面接者：もっとたたいた 

 

・・・（最後まで話してもらったあと） 

 

面接者：さっき××さんと言ったけれど，××さんのことをもっと教えてください。 

被面接者：××さんは□□のお部屋にいる人。 

面接者：うん，それから？ 

 

 6. 出来事の分割 

「出来事の分割」は特殊な項目であり，通常は用いません。 

司法面接では，時間，場所が特定できる具体的な出来事を明らかにすることを目指しま

す。ですから，上の例のように被面接者が「たたいた」などと話した場合は「出来事の分

割」を行う必要はありません。しかし，被面接者が個別の出来事ではなく，「××さんがた

たく」（つまり，一般的な××さんの行為）などと報告した場合には，出来事の分割を行い

ます。「いつも」のことではなく，個別具体的な出来事を話してもらうためです。 

 

面接者：何がありましたか？ 

被面接者：××さんがたたく 

面接者：たたくと言ったけれど，たたいたのは 1 回だけ，それとも 1 回よりも多い？ 

被面接者：いつも 

面接者：じゃ，一番よく覚えているときのこと（一番最初／最後にたたいたときの

こと）を教えてください。 

被面接者：昼ご飯食べてたとき 

面接者：じゃ，昼ご飯食べてたときのことを教えてください。 

面接者：わたしがやきそばたべてたら・・・ 

 

8. 中断（ブレイク）（オープン質問は上記の「7」として示しましたので，8 としていま

す） 

出来事につき一通り話してもらったならば，面接者は被面接者に「私がちゃんと聞けて



 22 

いるかどうか，別の部屋で見ててくれる人に確認してきますね。待っててもらってもいい

ですか」と尋ね，了承を得たのちモニター室に戻ります。そして，バックスタッフと補充

すべき質問を確認します。バックスタッフは，面接者がどのように尋ねればよいか，具体

的な質問の形にして伝えます。確認を行ったならば，面接者は部屋に戻り，面接を再開し

ます。 

この「中断」の最中も録音録画は続けて行います。この時間は，被面接者にとっては一

息つく休憩になります。被面接者がトイレに行きたいなどと言ったならば，サポーターが

対応し，つれていきます。必要に応じて水を与えることも差し支えありません（「報酬」と

受け取られないために，ジュースや食べ物は与えません）。この時間に，必要がないのにサ

ポーターが入室し被面接者と会話をすることは望ましくありません。注意を分散させる可

能性もありますし，被面接者は一息つくことができません。 

なお，「中断」は 1 度に限る必要はありません。面接者はバックスタッフに相談したい場

合は，2，3 回「中断」をとることもできます。 

 

9. 補充（フォローアップ） 

中断の後，確認すべきことがらがあれば尋ねます。WH 質問やクローズド質問で尋ねな

ければ情報がでてこない場合もありますが，「回答」を得たならば，できるだけオープン質

問で補ってください。これをペアリングと言います。WH 質問とペアリングの例を以下に

示します。 

 

面接者： ××さんがたたいたと言ったけれど，どこで，たたいた？ 

被面接者：まるいテーブルのとこ 

面接者：まるいテーブルのとこ。「まるいテーブルのとこ」のことをもっと教えて。 

被面接者：ここにまるいテーブル。ここ四角。ここと，こことここが椅子・・ 

 

10. 確認 

情報が足りなければここで確認します。プロトコルにあるように，以下のような情報に

つき確認します。 

 

⚫ 加害したとされる人の言葉（脅し，口止め，甘言等の可能性） 

⚫ 他の加害者，目撃者，被害者 
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⚫ このことを知っている他の人（さらなる情報源） 

⚫ 疑われる出来事が被面接者から報告されない場合（「たたかれた」「さわられた」等）

ここの質問は，主語を入れずに尋ねることが重要です。つまり，すべてを呈示し単

なる「はい，いいえ」の回答を得るのではなく，少なくとも被疑者の名前は言って

もらいます。例を示します。 

 

面接者：誰かが○○さんをたたきましたか？ 

被面接者：うん 

面接者：誰が，たたいた？ 

被面接者：××さん 

面接者：では，××さんが○○さんをたたいたときのことを，どんなことでも，最

初から最後まで全部話してください。 

 

11. 終結（クロージング） 

終結は面接を閉じる手続きです。この段階では，話してくれたことを被面接者に感謝し，

それ以外に面接者が知っておきたいことはないか，被面接者が話しておきたいことはない

か，質問はないかと尋ね，連絡先などを告げた後に面接を終了します。面接を閉じながら

も，必要であれば情報収集を行います。例えば以下のようなケースです。 

 

⚫ 「ほかに私が知っていたほうがよいことは，ありますか？」と尋ねたところ，「つねっ

たりもした」という報告が出てきました。被面接者の注意力がまだ持続していれば，

「では，つねったときのことを，どんなことでも，最初から最後まで全部話してくだ

さい」と告げ，情報収集をします。 

⚫ 「質問がありますか」に対し，「××さんは辞めさせられるの？」という質問がでてき

ました。これに回答することは困難です。このような場合は，まず「○○さんは，こ

うしてほしい，ということありますか」などと尋ね，意向を聞いておきます。そして，

それを踏まえて「××さんのことを私一人が決めることはできないけれど，一番いい

方法を考えますね」などと言います。 

 

被面接者：××さんはいなくなる？ 

面接者： ○○さんは××さんが，どうなるといい？ 
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被面接者：もう私のところには来ないでほしい 

面接者：もう来ないでほしい。そうか。××さんのことを私一人が決めることはで

きないけれど，○○さんの言ったことも考えにいれて，一番いい方法を決めていき

ますね。 

 

⚫ 「他になにか言っておきたいことはありますか」に対し「お母さんには言わないで」

などと希望が出て来ました。このような場合も，上と同様に対応します。 

 

被面接者：お母さんには言わないでね 

面接者： お母さんに言わないほうがいい理由があったら教えて。 

被面接者：もうここに行かなくていいっていわれてしまう。 

面接者：そうか。そのことを，もっとくわしく話してください。 

被面接者：前も，文句いったら，もう行かなくていいっていわれた。行きたいのに。 

面接者：そうか。わかりました。私が一人で決めることはできないけれど，○○さ

んの気持ちを聞いたから，それも考えにいれて，一番いい方法を決めていきますね。 

 

終結の時間近くにはサポーターがドアの外で待機することとします。面接者は被面接者

に「どうもありがとう（ございます）」と告げ，サポーターに引き渡します。 

12 にあるように，面接者はそのまま面接室に残り，カメラに向かって時刻を告げ，カメ

ラを切ります。面接者に部屋の配置図を描いてもらっている場合などは，これをカメラに

示した後，時刻を告げ，カメラを切ります。 

 

４．様々なケースへの対応 

３節では，被害が疑われる場合を想定した面接につき説明しました。ここでは目撃が疑

われる場合と加害が疑われる場合の注意点につき説明します。また，障がいや発達に応じ

た留意事項につき述べます。 

 

1）目撃が疑われる場合 

目撃が疑われる場合は，被害の場合とほぼ同様です。異なる可能性があるのは「本題へ

の移行」と「確認」です。 

「本題への移行」では，以下のような変化形を用意する必要があるかもしれません。 
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面接者：◆◆さん（目撃者）が，○○さん（被害者）のことで，何か話したと聞き

ました。何があったか，どんなことでも，最初から最後まで全部話してください。 

 

ケガについて尋ねる場合は，次のようになるでしょう。 

 

面接者：（被害者）の頭に ケガがあると聞きました。知っていることがあれば，ど

んなことでも，最初から最後まで全部話してください。 

 

どのように切り出すかは，面接前に計画を立てておきます。 

 

「確認」も同様に行いますが，上述の 4 つの確認事項に加え，以下の 3 点を確認する必

要があるでしょう。 

 

⚫ 目撃者がいた場所：その場所から確かに見ることができるか，確認するためです。 

 

面接者： そのとき，◆◆さんは，どこにいましたか。 

 

⚫ 目撃者の行動：被害者（とされる人），加害者（とされる人）だけでなく，目撃者自

身の行動の流れも確認しておくことで，目撃者の報告の信用性を査定することがで

きます。 

 

面接者：その前（××さんが○○さんをたたくまえ），◆◆さんは何をしていました

か。 

面接者：その後（××さんが○○さんをたたいたあと），◆◆さんは何をしましたか。 

 

⚫ 目撃内容を，そのように認知した理由：時刻や，気持ちに関する情報についてはど

うしてそう思ったのかを確認しておきます。推測なのか，実際に見聞きしたのかを

確認するためです。 

 

面接者：「○○さんはいやがってた」っていいましたが，どうして「いやがってた」

と思いましたか。 
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面接者：「無理やりやってた」っていいましたが，どうして「無理やり」だと思いま

したか。 

 

面接者：「○時くらいだと思う」っていいましたが，どうしてそう思いますか。 

 

 この他，面接とは独立に，被面接者の視力や聴覚，特性について情報を得ておくことが

重要です。 

 

2）加害・違反が疑われる場合 

加害や違反が疑われる場合，被疑者となった人に面接を行う場合は，被疑者としての権

利が守られるように配慮することが必要です。面接者の役割は，被疑者を叱ったり，被疑

者の反省をもとめたり，被疑者を指導することではありません。あくまでも被疑者の説明

を聞き，事実を明らかにすることが目標となります。面接の後，面接で得た事実をもとに

今後の対策を決めていくことになります。叱る，反省を求める，指導する役割は，面接者

ではない他の人（例えば，被疑者と関係性のできている職員）が行います。 

被疑者への面接に際しては，立会人に同席してもらいます。立会人は，被疑者の不安を

軽くし，コミュニケーションをより有効に行う目的で同席します。被疑者の言葉を代弁し

たり，糾弾したり，かばったりするために立ち会うのではありません。また，被疑者が未

成年の場合は，保護者に立会を求めることもあります。この場合も，その役割は，被疑者

の不安を軽くし，コミュニケーションを容易にすることです。保護者は関係者として口を

はさみがちですので，このことをよく理解しておいてもらう必要があります。理解しても

らえない場合は，同席を求めるのは適切ではありません。 

加害が疑われる場合，異なる可能性があるのは「導入」「本題への移行」「確認」です。

また，確認において「チャレンジ」を行うことがあります。なお，ここでは障がいのある

人が被疑者となる場合だけでなく，健常な職員が被疑者となる可能性がある場合もあると

いう前提のもとで，記述します。 

 

（1）導入 

1. 自己紹介，機材・面接の説明 

被疑者面接においても，面接者の第一印象が重要です。面接者は微笑みをもって被面接

者を迎え入れ，着席してもらいます。被面接者の障がいに応じて，ゆっくりと自己紹介し
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ます。 

 

面接者：こんにちは。今日はお話に来てくれて（くださり），どうもありがとう（ご

ざいます）。 

 

面接者は立ってドアまで迎えに行き，被面接者を席に案内し，座ってもらいます。 

 

面接者：私の名前は ______ です。私の仕事は何があったかお話を聞くことです。 

 

同席する人，例えば通訳や仲介者，また，録音録画ができない場合に筆記役がいる場合は，

その人についても紹介します。筆記役は会釈をする程度とし，発話は原則，面接者が行い

ます。 

 

面接者：こちらは ______ さん（通訳，仲介者）です。○○さんの言葉で話しても

らいます。 

面接者：こちらは ______ さん（筆記役）です。お話することをノートに書いても

らいます。 

面接者：こちらは ______ さん（立会人）です。私の質問がちゃんと○○さんに伝

わるか，○○さんの言いたいことが私に伝わるか，話を聞いていてもらいます。 

面接者：今日はお母さん（お父さん）にも来てもらいました。私の質問がちゃんと

伝わるか，○○さんの言いたいことが伝わるか，話を聞いていてもらいます。 

 

機材の説明やモニター役については，被害者の場合と同様に行います。 

 

2. 面接の目的 

導入部において，何のための面接かを簡潔に示します。その内容は，容疑により異なり

ます。 

 

面接者：○○さんから，××さんのことを聞きました。今日は，このことについて

話を聞きます。 

 

面接者：事務室から（物）がなくなりました。今日は，このことについて話を聞き



 28 

ます。 

 

3. 話さない権利，話す意義 

話したくないことを無理やり話させることはできません。不利なことを話さないでもよ

い，ということを告げる必要があります。 

 

面接者：××さん，もしも話したくなければ，話さなくても構いません。××さん

が話したことは，警察の人にお話しすることもあります。その場合，××さんが話

したことは，「××さんにとって不利な証拠」（××さんにとってマイナスの内容）

として使われるかもしれません。 

被面接者：・・・ 

面接者：でも，何があったか話してくれれば，これからどうすればよいか，どうし

たら××さんも他の人も，安心して暮らせるか，よい方法を考えることができます。

ですから，何かがあったならば，あったことをどんなことでも，最初から最後まで

全部話してください。 

被面接者：・・・ 

面接者：今話したこと，わかりましたか。 

 

この後の道筋は，以下の通りです。 

 

⚫ 被面接者が「わかった」などと応答したならば，被害者，目撃者と同様に「約束事」

「ラポール形成」「出来事を思い出して話す練習」をしたのち，「本題」に移行します。 

⚫ この段階で，被面接者がすぐに詳細を話し始めたならば，遮ることなく「本題」に移

行し，自由報告をしてもらいます。 

⚫ 一方，被面接者が理解していない場合は，一言ずつ理解できるように上の説明を繰返

します。 

⚫ まったく応答しないなど，話したがらない様子が見受けられたならば，以下のように

言うこともできます。 

 

面接者：今言ったように，××さんは，話さないこともできます。でも，これから

大事なことを言いますから，よく聞いてください。もしも（人を叩く／ものを取る
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／いやなのに性的なことをする）という人がいたら，その人には助けが必要です。

話してくれない人は，そのようなことを繰り返し，皆が安全に暮らせなくなること

もあります。もしも××さんが何かをしたのなら，どんなことでも全部，話してく

ださい。そして，何ができそうか，一緒に考えさせてください。いいですか？ 

 

必要な場合は，面接者がもっている情報をもう少し示すことも有用です。 

 

面接者：○○は，××さんのことを話しました。今度は，××さんが話すチャンス

です。どんなことでも，あったことを全部，話してください。 

 

面接者：これはとっても大事なことですから，何分か考えてみてください。私に話

すのではなく，紙に書いてもいいですよ。 

 

この後，話してくれるようであれば，「約束事」に移り，順次進めていきます。もしもす

ぐに自由報告で話したり，紙に書きたいと言ってくれば，「本題」に移行します。 

 

4. 本題への移行 

話す準備ができたならば，本題に入ります。通常は以下のように問いかけ，応答を待ち

ます。 

 

面接者：では，何があったか，どんなことでも最初から最後まで，全部話してくだ

さい。 

 

被面接者が「やっぱりわからない」と言ったり，すぐに報告が出てこない場合は，いく

らかの手がかりを示す必要があります。被害者への面接と同様，面接者から情報を出しす

ぎると，被疑者が話す部分がなくなってしまいます。また，場合によっては虚偽自白が出

てこないとも限りません。ですので，最小限の情報を告げ，被面接者の応答を待ちます。

例えば，以下のように行います。なお，目撃情報にもとづき話を聞く場合は，目撃者が誰

かは明かさないようにします。 

 

面接者：（事件があったとされる日／お昼ご飯のとき）にあったことを，どんなこと

でも，最初から最後まで，全部話してください。 
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面接者：○○さんの頭にケガがあると聞きました。何があったか，どんなことでも，

最初から最後まで，全部話してください。 

 

それでも出てこなければ，次のように説明を求めてもよいでしょう。 

 

面接者：××さんが○○さんを叩いた，と聞きました。何があったか，どんなこと

でも，最初から最後まで全部話してください。 

 

面接者：××さんが□□（紛失物）をもっているのを見た，という人がいます。何

があったか，どんなことでも，最初から最後まで全部話してください。 

 

それでも伝わらなければ，確認的な質問をせざるを得ないかもしれません。その場合は，

次のようになります。 

 

面接者：××さんは，○○さんをたたいたことはありますか？ 

被面接者：はい 

面接者：では，そのときのことをどんなことでも，最初から最後まで全部話してく

ださい。 

 

被疑者が「いいえ」と言ったならば，その日，その時何をしていたかを話してもらいま

す。 

 

面接者：××さんは，○○さんをたたきましたか？ 

被面接者：いいえ 

面接者：××さんは，○月○日のお昼ごはんのとき，食堂にいましたか。 

被面接者：いいえ 

面接者：どこにいましたか。 

被面接者：事務室にいました。 

面接者：それでは，その日にあったことをどんなことでも，最初から最後まで全部

話してください。 
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ここでも重要なことは，被疑者を誘導することのないよう，できるだけ本人の言葉で話

してもらうことです。また，多くの情報が自由報告で得られるほど，被疑者が本当のこと

を話しているか，嘘や誤ったことを言っているかという判断がしやすくなります。このた

めにも，面接者は呈示してもよい情報（証拠），最後まで呈示しない情報（証拠）を分け，

情報を呈示するにしてもどの時点で提示するか，面接の計画を立てておきます。 

 

5. 確認とチャレンジ 

被疑者，目撃者の場合と同様，以下の確認は重要です。被疑者が自発的に報告していな

ければ，これらの内容について尋ねます。 

 

⚫ 被害者，加害者の言葉（脅し，口止め，甘言，抵抗，同意等の可能性） 

⚫ 他の加害者，目撃者，被害者 

⚫ このことを知っている他の人（さらなる情報源） 

 

被疑者の報告と被害者の報告に齟齬がある場合，被疑者の報告と面接者がもっている情

報とに齟齬がある場合は，説明を求めます。どのように説明を求めるかは，「中断」のとき

にバックスタッフと打ち合わせをします。このように，被疑者の説明と異なる情報を呈示

し，再度説明を求めることをチャレンジといいます。 

 

面接者：××さんは○月○日のお昼，事務室にいたといいました。でも，お昼に×

×さんが，事務室にはいなかったと聞いています。もう一度○月○日のお昼ご飯の

ときのことを話してください。 

 

面接者：××さんは○○さんを叩いたことはないと言いました。でも，××さんが

○○さんを叩くのを見た人がいる，と聞いています。もう一度○月○日の昼食時間

のときのことを説明してください。 

 

こういったやりとりのなかで被疑者が応答を変遷させたり，「わからない」「知らないと」

「忘れた」という応答を繰返せば，それがそのまま記録されます。 

司法面接の目標はあくまでも事実の調査であり，判断は，面接後に総合的に行います。

得られた情報をもとに，例えば，××さんの行為に問題がないか査定すればよいといえる
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でしょう。ときには判断を控えて司法機関に相談するという方法もあるかもしれません。 

いずれにしても，司法面接の目標は事実の調査であり，判断は面接の後に，得られた事

実やその他の情報を用いて総合的に行います。 

 

3）障がいや発達に応じた留意事項 

障がいへの対応は，これまでにもいくつか書いてきました。全般的に，年齢が低い子ど

もは，年齢の高い子どもよりも報告できる情報量は少なく，正確さも劣ることが知られて

います。また，全般的に，知的障がいや発達障がいがある場合，健常である場合に比べ，

得られる情報に制約があります。しかし，年齢が低くても，また，知的障がいや発達障が

あっても，司法面接を行うこと，特に面接を構造化し，自由報告を得ることは有効です（グ

ラウンドルールなどを行ってもらう場合，「子ども扱いされている」と感じるようなことが

あれば，マイナスですが，その場合は，「常にお願いしていることですので，協力をお願い

します」などと告げるとよいでしょう）。 

全体として，次のような配慮が必要です。 

 

⚫ 場所：障がいや発達に対応できる場所や，アクセシビリティに配慮します。車椅子で

来れるか，視覚障がいの人が安全に来れるか，検討が必要です。聴覚障がいのある人

は，伝導式のシステムがあれば，コミュニケーションがよりよく図られます。子ども

の被面接者であれば，廊下にフレンドリーな絵がはってあれば，緊張を解くことがで

きるでしょう。一方，大人の知的障害者であれば，これらを「子ども扱いしている」

と感じるかもしれません。 

⚫ 時間：体調のよい時間帯，集中力がある時間帯を選びます。服薬の影響で認知能力が

低下している時間を避け，トイレ，水分，空腹への配慮をします。 

⚫ 話し方：全体として，はっきり，ゆっくり，短い時間で話します。一般に，丁寧に表

現しようとすると間接的になり，発話が長くなります。そういった言葉はわかりにく

いので，丁寧さよりも正確さを優先します。両方の言葉を比べてみましょう。 

 

面接者：○○さんは，担当の職員の▲▲さんに，なにかお話しになられたと伺いま

した。何がありましたでしょうか。どのようなことでも結構でございますので，最

初から最後まで，全部お話ししていただけましたら，幸いでございます。 

 

面接者：○○さんが，▲▲さんになにか話をしたと聞きました。何がありましたか。
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どんなことでも，最初から最後まで全部話してください。 

 

⚫ 言葉の難易度：障がいのない成人であれば，「接触」「目撃」「観察」「報告」などの

言葉を用いることもできるでしょう。しかし，知的障がい，発達障がい，視覚障が

い，聴覚障がいなどがある場合，用いることのできる言葉には制約がかかります。

どのような言葉であれば理解してもらえるか，当該の被面接者の能力に詳しい人か

ら話を聞いておく必要があります。例えば，以下のような問題が起こりえます。 

⚫ 視覚障がいと言葉：「そこから何が見えましたか」「その人の服の色は」のように，

目が見えないと答えられない問があります。「どっちの手で」「どんなふうに叩いた」

などは，視覚的な情報ではなく，音や接触の仕方から独特の判断をしている場合も

あります。服がごわごわしていた，手がべとべとしていた，たばこの臭いがした等，

別のチャンネルからの情報につき，よりよい情報が得られることもあります。こう

いった可能性を吟味して，聞くべき情報を吟味します。また，視覚障害のある被面

接者が「その人は背が高かった」「信号が赤だった」などと言った場合は，どういう

理由でそう思ったのかを確認しておく必要があります。声が来る方向で背の高さを

判断したり，一定の方向からの騒音の有無で信号を判断している，ということなど

を説明してもらえれば，より説得力のある報告を得ることができます。 

⚫ 聴覚障がいと言葉：聞こえないけれども音声での報告はできる，手話ができる（方

言がありますので，注意が必要です），読唇ができる等，聴覚障害者によってコミュ

ニケーションの方法が異なる場合があります。これをふまえて手話通訳や仲介者を

配置する必要があります。手話の場合，例えば「叩く」という言葉は叩く動作を含

みます。例えば「背中を叩かれた」可能性があるときに，「叩く」という腕を叩くよ

うな動作で尋ねると，「腕を叩く」という視覚的情報が被面接者の記憶を汚染する可

能性もあります。こういった問題を通訳と吟味しておく必要があります。 

⚫ 声：ゆっくり，はっきり話そうとすると，ひとりでに声が大きくなることがありま

すが（「おばあちゃん，聞こえますかー？」のように）。発達障がいをもつ人のなか

には，感覚過敏で大きな音が苦手な人もいますので，被面接者の特性をあらかじめ

把握しておくことが重要です。 

⚫ 被面接者の態度：健常の子どもや大人への面接に慣れている人は，被面接者が椅子

にきちんと座り，面接者の方を向いて話をすることを期待しがちかもしれません。 

けれども，障がいのために身体が面接者の方に向けられなかったり，常同行為のよ
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うに手をずっとひらひら動かしていたり，貧乏ゆすりをしたり，といったことも起

こりえます。面接者はこういった行為が起きる可能性を予測しておく必要がありま

す。こういった行為は，被面接者がストレスなく面接を受ける上で重要なことです

ので，制止してはいけません。 

⚫ 複数の被面接者：事案によっては，被面接者が複数存在する場合もあります。こう

いったときは，この事案に関する被面接者のコミュニケーションを最低限にし，お

互いの記憶を歪めてしまったり，同調が起きないよう配慮します。そのためには，

まず，できるだけ早く聞き取りを行う必要があります。例えば，施設で起きた集団

的な事案では，トレーニングを受けた人が同時並行で聞き取りを行うのがよいでし

ょう。また，被面接者に，事案についてはお互い話し合わないようにとお願いして

おくことも重要です。文字が書ける人には，独自に，内容を書いておいてもらうと

いう方法もあります。 

⚫ 道具の使用：言葉が十分でないことが予想される場合，私たちは人形や模型を用い

たくなります。けれども，こういった道具は，面接者から特定の情報を呈示するこ

とになり，暗示や誘導として働く可能性があります。ですので，基本的には言葉で

報告を求めます。可能であれば，自発的な動作を求めたり（動作をしてもらうのが

不適切でなければ），用紙に書いてもらう（または図を描いてもらう）のも有効です。 

 

以上，まだまだあると思われますが，その一部を書きました。障がいは人それぞれであ

り全く同じということはありません。面接者は，個人個人のニーズや特性を受け入れ，臨

機応変に対応していく必要があります。 

 

5．（架空の）事例 

以下は，重度の知的障がいがある人への面接です。多数の現実の事例を参考とし，作成

した架空の事例です。 

 

○年○月○日，知的障害者の入所施設である○○園に在籍している A（40 代女性，重度

の知的障害）が，同施設の職員 B に，「X がいやなことした」と訴えた。X は同施設のベテ

ラン職員（40 代男性）である。A はその後も「X はいやだ」「X がこわい」と訴えたので，

B は施設長に相談し，施設長は市の相談窓口に相談した。市では，司法面接の研修を受け

た C が，A から聞き取りをすることとした。加害した可能性のある X が勤務する○○園を



 35 

面接場所とすることは適切ではないと判断し，児童相談所の相談室を借用し，録音録画の

もと，面接を行った。当日は，司法面接の研修を受けた市の職員 3 名と施設の心理司，福

祉司がバックスタッフとなった。 

 

1.  挨拶・説明 

C：今日は○年○月□日で，時刻は○時○分です。 

C：私は A さんに，○○園の相談室で面接をします。 

《 被面接者が入室 》  

C：こんにちは，私の名前は C です（名札を示す）。今日は話に来てくれて，どうもありが

とう。 

《 C が A を席に案内し，座ってもらった 》  

このお話はビデオでとっておきます。私がお話を忘れないように，後で見ればわかるよう

にするためです。どうすればよいか考えるために，他の人が見ることもありますが，いい

ですか。 

A：うん 

C：別の部屋で，私が A さんからちゃんと聞けているか，一緒に仕事をしている人が見て

います。あとで，私がちゃんと聞けているか，相談に行くかもしれません。いいですか。 

A：うん。 

 

2. 約束事 

お話を聞く前にお約束があります。 

今日は，本当のことだけを話すのがとても大事です。本当にあったことだけを話してくだ

さい。練習してみましょう。「私の靴は赤い」と言ったら，これは本当？本当ではない？ 

A：ちがう。 

C：はい。私の靴は黒いので本当ではないですね。では，A さんが今，座っていると言った

ら，これは本当？本当ではない？ 

A：あってる。 

C：はい，A さんは座っているので本当ですね。A さんが本当のことと本当でないことが 

よくわかってる，というのがわかりました。今日は，本当にあったことだけを話してくだ

さいね。 

A：うん。 
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・・・（以下省略） 

3. ラポール 

C：A さんのことをもっと教えてください。A さんは，どんな食べものがすき？ 

A：パン。 

C：パン，どんなパンがすきですか？ 

A：クリーム。 

C：クリーム，いいね。ほかにもありますか。 

A：おつゆ。 

C：おつゆか，おつゆのこともっと話して 

A：おつゆ。 

・・・（以下省略） 

C： はい，よくわかりました。どうもありがとう。こんなふうにたくさん話してくれると

よくわかります。今のようにいっぱい話してください。 

 

4. 出来事を思い出して話す練習： 

C：では，前のことを思い出して話す練習をします。A さん，今日，朝起きてからここに来

るまでのこと，最初から最後まで全部話してください。 

A：・・・ 

C：朝起きてから，ここに来るまでにあったこと，どんなことでもいいですよ。 

A：・・・ 

C：朝，起きたでしょう。 

A：うん。 

C：それからどうした？ 

A：ごはん 

C：ごはん。うん，それでどうした？ 

A：D 先生。 

C：D 先生？ 

A：うん，話す。 

・・・（以下省略） 

C：うん，よくわかりました。どうもありがとうございます。こんなふうにたくさん話して

くれるとよくわかります。今のようにたくさんお話してください。 
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5. 本題への移行 

C：A さん，今日は何をお話しに来ましたか？ 

A：・・・ 

C：B 先生に何かお話した，と聞きました。何かありましたか。 

A：・・・ 

C：どんなことでも，あったことを全部話してね。 

A：うん。 

C：何かあった？ 

A：たたいた。 

C：そうか。誰が，たたいた？（「問題となる行為」が被面接者の口から出てきたならば，

まず主語を押さえ，それからオープン質問で話してもらいます） 

A：X 先生 

C：そう。X 先生が，たたいた。それから，何があった。 

A：たたいた。 

C：そうか。たたいた。それで。 

A：のっかった。 

C：うん。誰が，のっかった？ 

A：X 先生 

C：うん。それで。 

A：ようふく（両手で上に上げる動作） 

C：うん。 

A：ずぼん，とられた。 

C：うん。それからどうなった。 

・・・（以下省略） 

 

C は出来事の情報収集を行い，出来事の場所，時間を確認した。場所については報告を

得た。日付・時間については，A は「わかんない」と答えたが，その場所の使用状況から

日程を絞る事ができた。 

C は詳細につき WH 質問やクローズド質問を行ったが，応答はすべて「うん」かオウム

返しであり，クローズド質問に対する応答の信用性は高いとはいえなかった。 
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C：たたいた，と言ったけれど，どっちの手だった？ 

A：どっちの手 

C：うん。右手，左手，覚えてない？ 

A：覚えてない 

C：右手，だったかな？ 

A：うん 

C：左手，だったかな？ 

A：うん 

 

市では，最初に得られた A の自発的な報告にもとづき，X に対して面接を行った。その

結果，X は最初は否認したものの，録音の書き起こしを示したところ認め，示談となった。

X は最終的には退職した。 

その後の経過は，以下の通りである。 

⚫ A は別の施設に移ったが，○○園では，事態を重く見て，外部の NPO 団体を招き徹底

した研修を定期的に実施することとした。また，倫理委員会を作り，小さな事案につ

いても委員会に報告し，こまめに対応することとした。 

⚫ A は別の施設に移った後も中年男性を見ると身体がこわばり過呼吸になることがあっ

た。そのため市では被害者対策に取り組む NPO を紹介し，A は 2 年間にわたりプレ

イセラピーを受けた。その後症状は徐々に緩和した。 

⚫ 市は，○○園のみならず，他の施設においてもこういった事態が起きないように，権

利擁護の研修の機会を増やし，ヒヤリハットを受け付ける窓口を開設した。 
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付録 1：被害が疑われる場合の面接手続き 
NICHDプロトコルにもとづく司法面接の最小限の手続き(2010.10-2019.10)《被害》障がい・高齢者・児童生徒 

立命館大学総合心理学部 仲真紀子 
—                     — 

[録画開始] 

【導入】 

1.  挨拶・説明：今日は ______年_____月____日で，時刻は_____時_____分です。 

私は ○○○○○さん（被面接者氏名）に，________________（場所）で面接をします。 

《 被面接者入室 》  

こんにちは。今日はお話に来てくれて（くださり），どうもありがとう（ございます）。 

《 席に案内し，座ってもらう 》  

私の名前は ____________ です。私の仕事は何があったかお話を聞くことです。 

《 筆記役がいれば 》こちらは ______ さん（筆記役）です。お話することをノートに書いてもらいます。 

《 通訳・仲介者がいれば 》こちらは ______ さん（通訳，仲介者）です。○○さんの言葉で話してもらいます。 

この会話は録画（録音）します（機材説明）。私がお話を忘れないように，後で見ればわかるようにするため

です。 

どうすればよいか考えるために，他の人が見ることもあります。 

別の部屋で，私が○○さんからちゃんと聞けているか，一緒に仕事をしている人が見てくれています。 

あとで，私がちゃんと聞けているか，相談に行くこともあるかもしれません。 

2. 約束事：面接を始める前にお約束があります。(＊は練習課題)  

①本当：今日は，本当のことだけを話すのがとても大切です。本当にあったことだけを話してください。 

 ＊では練習してみましょう。《 + お話を聴くときはいつも行っているものです。協力をお願いします。》 

  本当でない：「私の靴は赤い」と言ったら，これは本当ですか，本当ではありませんか。（本当は黒）   

[正しく「本当でない」「違う」と言ったならば] そうですね。私の靴は黒いので本当ではありませんね。 

本当：では，○○さんが今，座っていると言ったら，これは本当ですか，本当ではありませんか。（本

当に座っている） 

[正しく「本当」「そう」などと言ったならば] そうですね。○○さんは座っているので本当ですね。 

  ○○さんが本当のことと本当でないことの区別がよくわかっている，ということがわかりました。今日

は，本当にあったことだけを話してください。 

②わからない：もしも私の質問の意味がわからなかったら，「わからない」と言ってください。 

③知らない：もしも私の質問の答えを知らなかったら，「知らない」と言ってください。 

 ＊では練習してみましょう。 

  「私が飼っている犬の名前は何ですか」と聞いたら，○○さんは何と答えますか。 

[ 正しく「知らない」と言ったら ] [ 「ポチ」等と推測を言ったら ] 

そうですね。  

知らないときは，今のように「知らな

い」と言ってください。 

○○さんは，私の家に来たことがないから， 

私の犬の名前は知らないでしょう。 

知らない時は知らないと言ってください。 

④間違い：もしも私が間違ったことを言ったら，「間違ってるよ」と言ってください。 

 ＊では練習してみましょう。 

  私が○○さんは（異なる年齢，名前，等）ですねと言ったら，○○さんは何と言いますか。 

[正しく「ううん」「間違ってる」などと言ったならば ] そうですね。私が間違ったら，「間違ってる」と

言うのがわかりましたね。私が間違ったら，今のように「間違ってる」（または「違ってる」など）と教

えてください。 

⑤その場にいない：私はその場にいなかったので，何があったかわかりません。どんなことでも，あったこ

とを全部話してください。 

3. ラポール：○○さんのことをもっと知りたいので聞きますね。○○さんは何をするのが（お）好きですか。 

[ 話してもらったならば ]  はい，よくわかりました。どうもありがとう（ございます）。このようにたく

さん話してくれるとよくわかります。今のようにたくさんお話してください。 

4. 出来事を思い出して話す練習：それでは前のことを思い出してお話する練習をしましょう。 

今日あったことを話してください。今日，朝起きてからここに来るまでにあったことを最初から最後ま

で全部話してください。 
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[ 話してもらったならば ]  はい，よくわかりました。どうもありがとう（ございます）。このようにたく

さん話してくれるとよくわかります。今のようにたくさんお話してください。 

 

【本題】 

5. 本題への移行：それでは，こんどは○○さんがどうして ここ（保護されている機関，面接を行う場所）にい

るか（来たか）話してください。／ (あるいは)  今日は何をお話しに来ましたか。 

 [ 出てこなければ，次のように言う ] 

① ○○さんが ／_____（いつ），／_____（場所）で，／＿＿（通告した人）に，／ 話をしたと聞いて

います。何があったか，どんなことでも，最初から最後まで全部話してください。 

② ○○さんの________（体の場所）に ケガ（傷，あざ，跡等）があります（あると聞きました）。そのケ

ガ（傷，あざ，跡等）ができたときのことを，どんなことでも，最初から最後まで全部話してくださ

い。  

6. 出来事の分割《「〜するから」など意味記憶的に語られたときのみ 》：そういうことがあったのは1回だけで

すか，それとも1回よりも多いですか。 

[「他にもあった」「いつも」「たくさん」などと言ったならば ]  それでは一番よく覚えているとき（または，

一番最初にあったとき，一番最後にあったとき）のことを話してください。 

7. 自由報告：オープン質問 

① 誘いかけ：何があったか全部話してください。 

② 時間分割：A してから B までのことを，全部話してください。 

③ 手がかり質問：さっき Aと言っていたけれど，そのことを（について）もっと話してください。 

④ それから質問：それから? そして? あとは? 

⑤ エコーイング：(被面接者の言葉を繰り返すのみ) 

⑥ 返事：ふん，ふん 

8. ブレイク 

① たくさん話してくれて（くださり），どうもありがとう（ございます）。これから，私がちゃんとお

話を聞けているかどうか，別の部屋で見ててくれる人に確認してきます。待っててもらっていいです

か。 

《面接者退室→観察室で相談→面接室に戻る》 

② 待っててくれて（くださり），どうもありがとう（ございます）。それではあといくつか質問しま

す。 

9.  補充：オープン質問，WH質問・クローズド質問+オープン質問《応答はオープン質問で補う》 

10. 確認：（誘導・暗示となる可能性があるので，必要な場合のみ面接の終盤で行う。応答はオープン質問で補う） 

① 会話（脅し，脅迫，甘言等）：その人は何か言いましたか。  

② 目撃者・被害者・加害者等：他に誰かいましたか。  

③ 開示：このことを知っている人は他に誰かいますか。／その人はどうしてこのことを知っています

か。 

④ 疑い（主語を含めない）：[疑われる事柄]されたことはありますか。／ 誰かが[疑われる事柄]しました

か。《「はい」ならば「誰が〜した？」と主語を求め，「では[主語]が〜したときのことを，最初から最後まで，

どんなことでも全部はなしてください」と自由報告を求める》 

【終結】 

11. たくさんのことを話してくれました。助けてくれて（くださり），どうもありがとう（ございます）。 

① 知っておいたほうがよいこと：他に，私が知っておいたほうがよいことは，ありますか。 

② 話しておきたいこと：他に，○○さんが私に話しておきたいことは，ありますか。 

③ 質問：○○さんからは，何か質問はありますか。 

④ 連絡先：また何か話したくなったら，ここに連絡してください。 

《被面接者が希望や質問を述べたならば「どうしてそう思いますか」「○○さんはどうなるとよいと思います

か」などと意向を尋ねる。そして「私は一人で答える/決めることはできませんが，○○さんの考えを話しても

らったので，それを考えにいれて，一番よい方法を考えていきたいと思います」などと述べる。》 

《 被面接者退出 》 

12. (配置図や身体の図などがあれば，電源を切る前に，カメラに示す)  

  今は＿＿時＿＿分です。これで面接を終わります。 
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[録画終了] 

—                     — 

 本手続きはLamb, M. E., Orbach, Y., Hershkowitz, I., Esplin, P. W., & Horowitz, D. (2007) A structured forensic 

interview protocol improves the quality and informativeness of investigative interviews with children: A review 

of research using the NICHD Investigative Interview Protocol. Child Abuse and Neglect, 31, 1201-1231.にもとづい

ている。  

プロトコル本体は http://nichdprotocol.com/the-nichd-protocol/ よりダウンロードできる  
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付録 2：目撃が疑われる場合の面接手続き 
NICHDプロトコルにもとづく司法面接の最小限の手続き(2010.10-2019.10)《目撃》障がい・高齢者・児童生徒 

立命館大学総合心理学部 仲真紀子 
—                     — 

[録画開始] 

《 視力，聴覚，その他目撃に関連する能力を確認しておきます 》 

【導入】 

 

1.  挨拶・説明：今日は ______年_____月____日で，時刻は_____時_____分です。 

私は ○○○○○さん（被面接者氏名）に，________________（場所）で面接をします。 

《 被面接者入室 》  

こんにちは。今日はお話に来てくれて（くださり），どうもありがとう（ございます）。 

《 席に案内し，座ってもらう 》  

私の名前は ____________ です。私の仕事は何があったかお話を聞くことです。 

《 筆記役がいれば 》こちらは ______ さん（筆記役）です。お話することをノートに書いてもらいます。 

《 通訳・仲介者がいれば 》こちらは ______ さん（通訳，仲介者）です。○○さんの言葉で話してもらいます。 

この会話は録画（録音）します（機材説明）。私がお話を忘れないように，後で見ればわかるようにするため

です。 

どうすればよいか考えるために，他の人が見ることもあります。 

別の部屋で，私が○○さんからちゃんと聞けているか，一緒に仕事をしている人が見てくれています。 

あとで，私がちゃんと聞けているか，相談に行くこともあるかもしれません。 

2. 約束事：面接を始める前にお約束があります。(＊は練習課題)  

①本当：今日は，本当のことだけを話すのがとても大切です。本当にあったことだけを話してください。 

  本当でない：「私の靴は赤い」と言ったら，これは本当ですか，本当ではありませんか。（本当は

黒）   

[正しく「本当でない」「違う」と言ったならば] そうですね。私の靴は黒いので本当ではありませんね。 

本当：では，○○さんが今，座っていると言ったら，これは本当ですか，本当ではありませんか。（本

当に座っている） 

[正しく「本当」「そう」などと言ったならば] そうですね。○○さんは座っているので本当ですね。 

  ○○さんが本当のことと本当でないことの区別がよくわかっている，ということがわかりました。今日

は，本当にあったことだけを話してください。 

②わからない：もしも私の質問の意味がわからなかったら，「わからない」と言ってください。 

③知らない：もしも私の質問の答えを知らなかったら，「知らない」と言ってください。 

 ＊では練習してみましょう。 

  「私が飼っている犬の名前は何ですか」と聞いたら，○○さんは何と答えますか。 

[ 正しく「知らない」と言ったら ] [ 「ポチ」等と推測を言ったら ] 

そうですね。  

知らないときは，今のように「知らな

い」と言ってください。 

○○さんは，私の家に来たことがないから， 

私の犬の名前は知らないでしょう。 

知らない時は知らないと言ってください。 

④間違い：もしも私が間違ったことを言ったら，「間違ってるよ」と言ってください。 

 ＊では練習してみましょう。 

  私が○○さんは（異なる年齢，名前，等）ですねと言ったら，○○さんは何と言いますか。 

[正しく「ううん」「間違ってる」などと言ったならば ] そうですね。私が間違ったら，「間違ってる」と

言うのがわかりましたね。私が間違ったら，今のように「間違ってる」（または「違ってる」など）と教

えてください。 

⑤その場にいない：私はその場にいなかったので，何があったかわかりません。どんなことでも，あったこ

とを全部話してください。 

 

3. ラポール：○○さんのことをもっと知りたいので聞きますね。○○さんは何をするのが（お）好きですか。 
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[ 話してもらったならば ]  はい，よくわかりました。どうもありがとう（ございます）。このようにたく

さん話してくれるとよくわかります。今のようにたくさんお話してください。 

4. 出来事を思い出して話す練習：それでは前のことを思い出してお話する練習をしましょう。 

今日あったことを話してください。今日，朝起きてからここに来るまでにあったことを最初から最後ま

で全部話してください。 

[ 話してもらったならば ]  はい，よくわかりました。どうもありがとう（ございます）。このようにたく

さん話してくれるとよくわかります。今のようにたくさんお話してください。 

【本題】 

5. 本題への移行：それでは，こんどは○○さんがどうして ここ（保護されている機関，面接を行う場所）にい

るか（来たか）話してください。／ (あるいは)  今日は何をお話しに来ましたか。 

 [ 出てこなければ，次のように言う ] 

① ○○さんが ／_____（いつ），／_____（場所）で，／＿＿（目撃者が最初に話した人）に，／ 話をし

たと聞いています。何があったか話してください。 

② ○○さんが（被害者）のことで，何か話したと聞きました。何があったか，どんなことでも，最初

から最後まで，全部話してください。 

③ （被害者）の________（体の場所）に ケガ（傷，あざ，跡等）があります（あると聞きました）。知っ

ていることがあれば，どんなことでも，最初から最後まで全部話してください。   

6. 出来事の分割《「〜するから」など意味記憶的に語られたときのみ 》：そういうことがあったのは1回だけで

すか，それとも1回よりも多いですか。 

[「他にもあった」「いつも」「たくさん」などと言ったならば ]  それでは一番よく覚えているとき（または，

一番最初にあったとき，一番最後にあったとき）のことを話してください。 

7. 自由報告：オープン質問 

① 誘いかけ：何があったか全部話してください。 

② 時間分割：A してから B までのことを，全部話してください。 

③ 手がかり質問：さっき Aと言っていたけれど，そのことを（について）もっと話してください。 

④ それから質問：それから? そして? あとは? 

⑤ エコーイング：(被面接者の言葉を繰り返すのみ) 

⑥ 返事：ふん，ふん 

8. ブレイク 

① たくさん話してくれて（くださり），どうもありがとう（ございます）。これから，私がちゃんとお話

を聞けているかどうか，別の部屋で見ててくれる人に確認してきます。待っててもらっていいですか。 

《面接者退室→観察室で相談→面接室に戻る》 

② 待っててくれて（くださり），どうもありがとう（ございます）。それではあといくつか質問します。 

9.  補充：オープン質問，WH質問・クローズド質問+オープン質問《応答はオープン質問で補う》 

10. 確認：（誘導・暗示となる可能性があるので，必要な場合のみ面接の終盤で行う。応答はオープン質問で補う） 

① 会話（脅し，脅迫，甘言，抵抗，同意等）:○○さんは何か言いましたか。（被害者）は何か言いましたか。 

② 目撃者・被害者・加害者等：他に誰かいましたか。  

③ 目撃状況1：そのとき，○○さんは，どこにいましたか。 

④ 目撃状況2：その前（出来事の前），○○さんは，何をしていましたか。 

⑤ 目撃状況3：その後（出来事の後），○○さんは，何をしましたか。 

⑥ 開示：このことを知っている人は他に誰かいますか。／その人はどうしてこのことを知っています

か。 

⑦ 疑い（主語を含めない）：[被害者は][疑われる事柄]されましたか。／誰かが[被害者に][疑われる事柄]しま

したか。《「はい」ならば「誰が〜した？」と主語を求め，「では[主語]が〜したときのことを，最初から最後ま

で，どんなことでも全部はなしてください」と自由報告を求める》 

【終結】 

11. たくさんのことを話してくれました。助けてくれて（くださり），どうもありがとう（ございます）。 

① 知っておいたほうがよいこと：他に，私が知っておいたほうがよいことは，ありますか。 

② 話しておきたいこと：他に，○○さんが私に話しておきたいことは，ありますか。 

③ 質問：○○さんからは，何か質問はありますか。 
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④ 連絡先：また何か話したくなったら，ここに連絡してください。 

《被面接者が希望や質問を述べたならば「どうしてそう思いますか」「○○さんはどうなるとよいと思います

か」などと意向を尋ねる。そして「私は一人で答える/決めることはできませんが，○○さんの考えを話しても

らったので，それを考えにいれて，一番よい方法を考えていきたいと思います」などと述べる。》 

《 被面接者退出 》 

12. (配置図や身体の図などがあれば，電源を切る前に，カメラに示す)  

  今は＿＿時＿＿分です。これで面接を終わります。 

[録画終了] 

—                     — 

 本手続きはLamb, M. E., Orbach, Y., Hershkowitz, I., Esplin, P. W., & Horowitz, D. (2007) A structured forensic 

interview protocol improves the quality and informativeness of investigative interviews with children: A review 

of research using the NICHD Investigative Interview Protocol. Child Abuse and Neglect, 31, 1201-1231.にもとづい

ている。  

プロトコル本体は http://nichdprotocol.com/the-nichd-protocol/ よりダウンロードできる  
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付録 3：加害・違反が疑われる場合の面接手続き 
NICHDプロトコルにもとづく司法面接の最小限の手続き(2010.10-2019.10)《加害・違反》障がい・高齢者・児童生徒 

立命館大学総合心理学部 仲真紀子 
—                     — 

[録画開始] 

【導入】 

1.  挨拶・説明：今日は ______年_____月____日で，時刻は_____時_____分です。 

私は ○○○○○さん（被面接者氏名）に，________________（場所）で面接をします。 

《 被面接者入室 》  

⚫ こんにちは。今日はお話に来てくれて（くださり），どうもありがとう（ございます）。 

《 席に案内し，座ってもらう 》  

⚫ 私の名前は ____________ です。私の仕事は何があったかお話を聞くことです。 

《 同席者について，氏名と役割を紹介する。例えば以下のように行う 》 

⚫ こちらは ______ さん（立会人）です。私の質問がちゃんと○○さんに伝わるか，○○さんの言いたい

ことが私に伝わるか，話を聞いていてもらいます。  

⚫ 今日はお母さん（お父さん，第二の立会人）にも来てもらいました。私の言ったことが○○さんにちゃん

と伝わるか，○○さんの言いたいことが私に伝わるか，話を聞いていてもらいます。 

⚫ この会話は録画（録音）します（機材説明）。私がお話を忘れないように，後で見ればわかるようにす

るためです。 

⚫ 別の部屋で，私が○○さんからちゃんと聞けているか，一緒に仕事をしている人が見てくれています。

あとで，私がちゃんと聞けているか，相談に行くこともあるかもしれません。 

2. 面接の目的：（被疑事実の一部）のことを聞きました。今日は，このことについてお話を聞きます。 

3. 話す人の権利： 

⚫ 面接は（ ）分くらいかかります。もしも疲れたら「休憩」と言ってください。すぐに休憩を取りま

す。[ 1時間を越えないように配慮する ] 

⚫ もしも面接を途中でやめたくなったら，やめることもできます。 

⚫ もしも面接の途中でお母さん（お父さん，適切な大人）と相談したくなったら，そうすることもできま

す。そのときは，私は外で待っています。 

⚫ ○○さん，もしも話したくなければ話さなくても構いません。でも，何があったのか公平に理解した

いので，できればあったことを，最初から最後まで，どんなことでも全部話してください。 

【必要な場合：○○さんが話したことは，警察の人にお話しすることもあります。その場合，○○さんが話したこ

とは，「○○さんにとって不利な証拠」（○○さんにとってマイナスの内容）として使われるかもしれません。で

も，何があったか話してくれれば，これからどうすればよいか，どうしたら○○さんも他の人も，安心して暮らせ

るか，よい方法を考えることができます。ですから，何かがあったならば，あったことを最初から最後まで，どん

なことでも全部話してください。】 

今まで（お）話したこと，わかりましたか（ご理解いただけましたか）。 

[ 理解できていないようであれば，再度ゆっくり繰り返す。立会人の協力を得てもよい ] 

お話できそうですか。 

[ 「はい」ならば，次に進む 。「いいえ」ならば14に進む。] 

4. 約束事：お話を始める前にお願いがあります。(＊は練習課題)  

①本当：本当のことだけを話すのがとても大切です。本当にあったことだけを話してください。 

 ＊[必要に応じて]では，練習してみましょう。 

＊本当でない：「私の靴は赤い」と言ったら，これは本当ですか，本当ではありませんか。（本当は黒） 
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＊[正しく「本当でない」「違う」と言ったならば] そうですね。私の靴は黒いので本当ではありませんね。 

＊本当：では，○○さんが今，座っていると言ったら，これは本当ですか，本当ではありませんか。
（本当に座っている） 

＊[正しく「本当」「そう」などと言ったならば] そうですね。○○さんは座っているので本当ですね。 

○○さんが本当のことと本当でないことの区別がよくわかっている，ということがわかりました。今日

は，本当にあったことだけを話してください。 

②わからない：もしも私の質問の意味がわからなかったら，「わからない」と言ってください。 

③知らない：もしも私の質問の答えを知らなかったら，「知らない」と言ってください。 

＊[必要に応じて]では練習してみましょう。 

＊「私が飼っている犬の名前は何ですか」と聞いたら，○○さんは何と答えますか。 

＊[ 正しく「知らない」と言ったら ] ＊[ 「ポチ」等と推測を言ったら ] 

そうですね。  

知らないときは，今のように「知らな

い」と言ってください。 

○○さんは，私の家に来たことがないから， 

私の犬の名前は知らないでしょう。 

知らない時は知らないと言ってください。 

④間違い：もしも私が間違ったことを言ったら，「間違ってるよ」と言ってください。 

＊[必要に応じて]では練習してみましょう。 

＊私が○○さんは（異なる年齢，名前，等）ですねと言ったら，○○さんは何と言いますか。 

＊[正しく「ううん」「間違ってる」などと言ったならば ] そうですね。私が間違ったら，「間違って

る」と言うのがわかりましたね。私が間違ったら，今のように「間違ってる」（または「違ってる」な

ど）と教えてください。 

⑤その場にいない：私はその場にいなかったので，何があったかわかりません。どんなことでも，あったこ

とを全部話してください。 

5. ラポール：○○さんのことをもっと知りたいので聞きますね。○○さんは何をするのが（お）好きですか。 

[ 話してもらったならば ]  はい，よくわかりました。どうもありがとう（ございます）。このようにたく

さん話してくれるとよくわかります。今のようにたくさんお話してください。 

6. 出来事を思い出して話す練習：それでは前のことを思い出してお話する練習をしましょう。 

今日あったことを話してください。今日，朝起きてからここに来るまでにあったことを最初から最後ま

で全部話してください。 

[ 話してもらったならば ]  はい，よくわかりました。どうもありがとう（ございます）。このようにた

くさん話してくれるとよくわかります。今のようにたくさんお話してください。 

【本題】 

7. 本題への移行：何があったか，どんなことでも，最初から最後まで全部，話してください。 

 [ 出てこなければ，次のように言う ] 

① _____（いつ），／_____（場所）で，／＿＿（〜のときに））／あったことを，どんなことでも，最初か

ら最後まで全部話してください。 

② （被害者）の________（体の場所）に ケガ（傷，あざ，跡等）があります（あると聞きました）。何があっ

たか，どんなことでも，最初から最後まで全部話してください。 

③（被害者）から（被疑事実の一部）のことを聞きました ／○○さんが（被疑事実の一部）したのを見た，と

いう人がいます。何があったか，どんなことでも，最初から最後まで全部話してください。 

④ ○○さんは（被害事実の一部）をしたことはありますか。 

《「はい」ならば 》では，そのときのことを最初から最後まで，どんなことでも全部話してください。 

《「いいえ」ならば 》では，○○さんは（被疑事実があったとされるとき）どこにいましたか。[応答を得ても得

られなくても]では，その日何があったか，最初から最後まで，どんなことでも全部話ししてください。 

8. 出来事の分割《「〜する」など意味記憶的に語られたときのみ 》：そういうことがあったのは1回だけです

か，それとも1回よりも多いですか。 

[「他にもあった」「いつも」「たくさん」などと言ったならば ]  それでは一番よく覚えているとき（または，

一番最初にあったとき，一番最後にあったとき）のことを話してください。 

9. 自由報告：オープン質問 

① 誘いかけ：何があったか全部話してください。 

② 時間分割：A してから B までのことを，全部話してください。 

③ 手がかり質問：さっき Aと言っていたけれど，そのことを（について）もっと話してください。 
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④ それから質問：それから? そして? あとは? 

⑤ エコーイング：(被面接者の言葉を繰り返すのみ) 

⑥ 返事：ふん，ふん 

8. ブレイク 

① たくさん話してくれて（くださり），どうもありがとう（ございます）。これから，私がちゃんとお話

を聞けているかどうか，別の部屋で見ててくれる人に確認してきます。待っててもらっていいですか。 

《面接者退室→観察室で相談→面接室に戻る》 

② 待っててくれて（くださり），どうもありがとう（ございます）。それではあといくつか質問します。 

10.  補充：オープン質問，WH質問・クローズド質問+オープン質問《応答はオープン質問で補う》 

11. 確認：（誘導・暗示となる可能性があるので，必要な場合のみ面接の終盤で行う。応答はオープン質問で補う） 

① 会話（脅し，脅迫，甘言，抵抗，同意等）:○○さんは何か言いましたか。（被害者）は何か言いましたか。 

② 目撃者・被害者・加害者等：その場に他に誰かいましたか。  

③ 開示：このことを知っている人は他に誰かいますか。／その人はどうしてこのことを知っています

か。 

④ 矛盾へのチャレンジ1：○○さんは（被面接者の報告）と言いましたが，私は（矛盾する事実：証拠）と

聞いています。そのため，よくわからなくなってしまいました。そのときのことを，もう一度説明

してください。 

⑤ 矛盾へのチャレンジ2：○○さんは（矛盾する事実：証拠）しましたか。（「はい」／「いいえ」）その

ときのことを，もう一度説明してください。 

⑥ 話していないことへのチャレンジ2：（被害者）は○○さんが（被疑者が述べていない被疑事実の一部）

したと言いました。○○さんは（被疑者が述べていない被疑事実の一部）しましたか。（「はい」なら

ば）そのときのことを，最初から最後まで，どんなことでも全部話してください。 

【終結】 

12. たくさんのことを話してくれました。助けてくれて（くださり），どうもありがとう（ございます）。 

① 経緯1：○○さんがどうしてそのようなことをするようになったか，話してください。。 

② 経緯2：○○さんは，同じような事を，他の人にしましたか。 

③ 経緯3：誰かが○○さんに，同じような事をしたことはありますか。 

④ 知っておいたほうがよいこと：他に，私が知っておいたほうがよいことは，ありますか。 

⑤ 話しておきたいこと：他に，○○さんが私に話しておきたいことは，ありますか。 

⑥ 質問：○○さんからは，何か質問はありますか。 

⑦ 連絡先：また何か話したくなったら，ここに連絡してください。 

《被面接者が希望や質問を述べたならば「どうしてそう思いますか」「○○さんはどうなるとよいと思いますか」と

意向を尋ねる。そして「私は一人で答える/決めることはできませんが，○○さんの考えを話してもらったので，

それを考えにいれて，一番よい方法を考えていきたいと思います」などと述べる。》 

《 被面接者退出 》 

13. (配置図や身体の図などがあれば，電源を切る前に，カメラに示す)  

  今は＿＿時＿＿分です。これで面接を終わります。 

 

14.［3の「お話できそうですか」が「いいえ」であれば，必要に応じて次のように言う ] 

⚫ さっき言ったように，○○さんは，話さないこともできます。でも，これから大事なことを言いますから，よく

聞いてください。もしも（暴力をふるう／ものを取る／性的なことを強いる等）という人がいたら，その人には

助けが必要です。話してくれない人は，そのようなことを繰り返し，皆が安全に暮らせなくなることもありま

す。もしも○○さんが何かをしたのなら，どんなことでも全部，話してください。そして，何ができそうか，一

緒に考えさせてください。いいですか？ 

⚫ （被害者）は，○○さんのことを話しました。今度は，○○さんが話すチャンスです。どんなことでも，あった

ことを全部，話してください。 
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⚫ これはとっても大事なことですから，何分か考えてみてください。私に話すのではなく，紙に書いてもいいです

よ。 

 [「わかりました」「話します」などと言ったならば，4.約束事に進む ] 

 [ 被面接者が被疑事実につきすぐに話し始めたら「では，何があったか，最初から最後まで，どんなことでも全

部，話してください。」と告げ，本題に進む ] 

 
[録画終了] 

—                     — 

 本手続きはHershkowitz, I., Horowitz, D., Lamb, M. E., Orbach, Y., & Sternberg, K. J. (2004). Interviewing youthful 

suspects in alleged sex crimes: a descriptive analysis.  Child Abuse & Neglect, 28, 423-438.のAppendix，ならび

にLamb, M. E., Orbach, Y., Hershkowitz, I., Esplin, P. W., & Horowitz, D. (2007) A structured forensic interview 

protocol improves the quality and informativeness of investigative interviews with children: A review of 

research using the NICHD Investigative Interview Protocol. Child Abuse and Neglect, 31, 1201-1231.，より作成し

たものである。にもとづいて作成したものである。  

 

 

 



 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

  （予定を含む。） 

 1. 特許取得 

 特になし 

  

 2. 実用新案登録 

 特になし 

  

 3.その他 

 特になし              

 

 

Ⅳ 研究成果の刊行に関する一覧表  
 
 なし 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












